
日本共産党岩手県委員会／緊急要望(2022年12月26日)

意見提言内容 取組状況 部局名
回答課

名
反映区

分

　県では、県内の感染状況を踏まえ、県新型コロナウイルス感染症対策本部
員会議を随時開催し、県民の皆様と感染状況を共有するとともに、県民一人一
人が、場面場面に応じた感染対策を徹底していただくよう呼びかけています。
　また、本部員会議の結びには、毎回、知事から、県内の感染状況を踏まえた
感染対策についてメッセージを発表するとともに、県ホームページ、ＳＮＳなど
のほか、新聞、テレビによる報道等を通じて、分かりやすい情報発信に努めて
いるところです。
　今後も、感染状況を踏まえ、適時に本部員会議を開催し、県民の皆様に対
し、感染状況に応じた感染防止対策を丁寧に呼びかけていきます。

復興防
災部

復興危
機管理
室

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

　県では、新型コロナウイルス感染症により一般診療等に影響が出ている主な
救急医療機関の診療制限等の状況についてホームページに公表しているとこ
ろです。

保健福
祉部

医療政
策室

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第一部】
１、新型コロナ感染の急拡大から、県民の命とくらしを守る抜本的
対策の強化を
　②　高齢者施設のクラスター対策を抜本的に強化すること。施
設内療養中に死亡することがないように入院措置の強化と医療
支援を強化すること。

　高齢者施設等において陽性が確認された場合、症状等を踏まえて施設内で
の対応をしており、また、協力医療機関等による薬の処方や酸素投与といった
医療の提供も行われるようになってきたところです。その中で、入院治療が必
要となった場合には、医療機関につなげているところですが、引き続き、施設と
協力医療機関等の連携強化や入院可能な病床の確保に取り組んでいきま
す。

保健福
祉部

医療政
策室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第一部】新型コロナ感染の急拡大から県民の命と健康を守り、物価高騰から暮らしと営業、地域経済を立て直す緊急の対策を

【第一部】
１、新型コロナ感染の急拡大から、県民の命とくらしを守る抜本的
対策の強化を
　①　新規感染者数と死者数が過去最多を記録し、一般診療が
制限せざるを得ない医療ひっ迫の深刻な状況について、県が危
機感をもって県民に訴えるとともに、感染拡大を抑止する具体的
な対策と行動をしっかり提起すること。
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【第一部】
１、新型コロナ感染の急拡大から、県民の命とくらしを守る抜本的
対策の強化を
　③　オミクロン株のワクチン接種を促進すること。特に10歳未満
から40代のワクチン接種の促進へ具体的な対策を強化するこ
と。ワクチン接種の効用と副反応への不安等について丁寧に周
知すること。

　県では、若年世代のオミクロン株対応ワクチンの接種促進に向け、市町村と
定期的に連絡会議を開催し、学校等の単位での接種など県内の先進事例の
横展開を図っているほか、県の集団接種では、土曜日午前の時間帯での接種
や事前予約なしの当日受付、さらに企業や団体等を対象とした団体接種を大
学のサークルなどの単位でも申込みができるよう、対象範囲を拡大の上、実施
しており、令和５年２月15日時点で、延べ56団体、3,680人の方が団体接種を
受けたところです。
 　今後も市町村や関係機関と連携し、接種機会確保の調整や医療従事者の
広域派遣、ワクチン接種の情報発信により、接種の促進に取り組んでいきま
す。
　また、全ての県民が、科学的に検証された正しい情報にアクセスができ、自
らの意思でワクチン接種をするかどうか判断できるよう、引き続き、ホームペー
ジやＳＮＳなどにより、ワクチン接種の有効性や安全性、副反応等について、
分かりやすい情報発信を行っていくほか、専門相談コールセンターにおいて医
学的な相談に対応していきます。

保健福
祉部

医療政
策室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第一部】
１、新型コロナ感染の急拡大から、県民の命とくらしを守る抜本的
対策の強化を
　④　高齢者施設、学校、教育保育施設等の定期的頻回の検査
を継続強化すること。無料のPCR検査・抗原検査は1ヶ月単位で
はなく継続実施すること。いわて検査キット送付センターの取り組
みを強化すること。

　高齢者施設等の集中的検査については、必要に応じ令和５年度についても
対応できるよう、令和５年度一般会計当初予算に関係経費を計上したところで
す。
　ＰＣＲ等検査の無料化事業に関しては、新型コロナウイルス感染症の感染状
況や感染症法上の位置付けの見直しに係る国の動向を注視しながら対応して
いくこととしており、必要に応じてＰＣＲ等検査の実施に係る経費を補助するた
め、令和５年度一般会計当初予算に903,275千円を計上したところです。
　いわて検査キット送付センターについても、同じく必要な場合に対応できるよ
う、令和５年度一般会計当初予算に関係経費を計上したところです。

保健福
祉部

医療政
策室

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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【第一部】
１、新型コロナ感染の急拡大から、県民の命とくらしを守る抜本的
対策の強化を
　⑤　発熱外来の医療機関を増やし、医師、看護師の増員・配置
とセットで病床の確保を進めること。宿泊療養施設を積極的に活
用するとともに自宅療養者への医療支援、食糧支援を強化する
こと。

　県では、現在指定している診療・検査医療機関や入院医療機関に加え、県
医師会等関係機関と連携しながら、コロナ診療に対応していない医療機関に
おいても、外来や入院を受け入れてもらえるように取り組んでいくとともに、高
齢者や介護が必要な方を対象とした宿泊療養施設など活用していきます。
　また、自宅療養者に対しては、オンライン診療を進めるため実施に対する支
援等を国に要望していくほか、食糧支援も制度が続く限り行っていきます。

保健福
祉部

医療政
策室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第一部】
１、新型コロナ感染の急拡大から、県民の命とくらしを守る抜本的
対策の強化を
　⑥　県の調査を踏まえ、後遺症の専用相談窓口と専門外来を
設置すること。症状に応じた診療ができる医療機関を増やし県の
ホームページ等で周知すること。

　新型コロナウイルス感染症の後遺症については、発生のメカニズムは解明さ
れておらず、現時点では確立された治療法がないため、症状に応じた対症療
法が基本となっています。
　県では、後遺症とみられる症状に悩む県民が円滑に受診できるよう、県内医
療機関のうち、後遺症への相談や対症療法などが可能な医療機関についてと
りまとめ、令和５年２月10日に県ホームぺージにおいて公表するとともに、いわ
て健康フォローアップセンター等にて後遺症の相談を受け付け、受診案内を行
う体制を構築したところです。
　今後とも最新の国内外の研究結果や科学的知見の把握に努め、国において
随時更新していく診療の手引きを参考としながら、県医師会及び医療機関と連
携して、後遺症に悩む方々が適切な治療が受けられるよう取り組んでいきま
す。

保健福
祉部

医療政
策室

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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名
反映区

分
【第一部】
１、新型コロナ感染の急拡大から、県民の命とくらしを守る抜本的
対策の強化を
　⑦　保健師の大幅増員で保健所の体制を強化し、クラスター対
策と医療支援を強化すること。感染急拡大時の全庁的な応援体
制を一層強化すること。

　保健所体制の強化については、感染拡大に対応するため、保健所に配置す
る保健師について、拡大前の令和元年度と比較して、会計年度任用職員を含
め24名の増員を行い、令和５年２月１日時点で78名を配置し、各保健所の体制
強化に努めてきたところです。
　また、コロナ対応に当たっては、感染の急速な拡大やクラスター発生等、
時々の感染状況に応じて、機動的かつ柔軟な対応が求められる面もあること
から、保健師の増員による保健所の体制強化に加えて、広域振興局内の他部
からの応援や、県庁に設置した保健所支援本部、健康観察サポートセンター
による支援など、全庁を挙げた業務支援体制を構築し対応してきたところで
す。
　今後においても、保健所が求められる機能と役割を十分に発揮できるよう、
保健師をはじめとする必要な職員の確保等に努めるとともに、機動的な業務
支援体制の構築と運用等、様々な手段を講じて、保健所体制の強化を図って
いきます。

保健福
祉部

保健福
祉企画
室

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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回答課

名
反映区

分
【第一部】
１、新型コロナ感染の急拡大から、県民の命とくらしを守る抜本的
対策の強化を
　⑧　クラスター発生などによる医療機関、介護・福祉施設等の
減収補填を国の責任で実施すること。県としても独自の支援策を
講じること。

【医療政策室】
　県では、医療機関に対する経営支援として、国の新型コロナウイルス感染症
緊急包括支援交付金等を活用し、重点医療機関や協力医療機関等に対する
空床確保や院内感染防止対策、新型コロナウイルス入院患者受入医療機関
が行う危険手当に関する経費への補助を行ってきたところです。
　医療機関の経営の悪化については、全国的に生じる課題であることから、国
に対して、全国知事会等を通じて診療報酬の大幅な引上げや、病床確保につ
いて十分な財政支援等、医療機関に対する財政支援等を求めてきたところで
あり、今後も様々な機会を捉えて、医療機関の経営安定化に向けた措置を求
めていきます。

【長寿社会課・障がい保健福祉課】
　クラスターの発生等による減収補填については、全国的な課題となっている
ことから、必要に応じて国に要望していきます。
　また、県独自の支援についても、支援のための財源の確保について、必要に
応じて国に要望していきます。

保健福
祉部

医療政
策室

長寿社
会課

障がい
保健福
祉課

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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意見提言内容 取組状況 部局名
回答課

名
反映区

分
【第一部】
１、新型コロナ感染の急拡大から、県民の命とくらしを守る抜本的
対策の強化を
　⑨　感染症対策を考慮しない地域医療構想は見直し、公立・公
的病院の統廃合・病床削減は中止すること。

　今般の新型コロナウイルス感染症への対応においては、本県の全国有数の
公的医療機関ネットワークを核として、検査体制の拡充や病床の迅速な確保・
整備を図り、入院患者についても、その多くを受け入れるなど、公立・公的医療
機関は、本県の医療提供体制において重要な役割を果たしたものと認識して
います。
　一方で、地域医療構想の背景となる、高齢化の進展に伴う医療需要の変化
等、中長期的な状況や見通しはコロナ禍にあっても変わらないことから、地域
医療構想における必要病床数等の基本的な考え方を維持しつつ、将来の医
療需要を見据えた病床機能の分化や連携について議論を進めていくことは必
要と考えます。
　限られた医療資源を有効に活用し、地域に必要な医療提供体制を構築して
いくために、医療機関の再編統合ありきではなく、地域の医療課題を踏まえ、
様々な視点から丁寧に議論を進めていくため、地域医療構想調整会議等、地
域の関係者における協議の場において、将来のあるべき医療提供体制の実
現に向けた積極的な議論がなされるよう、引き続き取組を進めていきます。

保健福
祉部

医療政
策室

Ｓ　その
他

【第一部】
１、新型コロナ感染の急拡大から、県民の命とくらしを守る抜本的
対策の強化を
　⑩　1月以降の全国旅行支援の取り組みは、感染状況を踏まえ
て慎重に検討するよう国に求めること。

　令和５年１月以降の全国旅行支援については、本県では、いわて旅応援プロ
ジェクト（第４弾）として、令和５年１月10日から実施しており、宿泊施設等の参
画に当たっては、業種別の感染症対策ガイドラインの遵守など、感染拡大防止
に努めることを条件としているほか、旅行者には基本的な感染防止対策の徹
底を呼び掛けています。
　全国的に、新規感染者数は減少傾向が継続していますが、引き続き、感染
防止対策に努めながら、実施していきます。

商工労
働観光
部

観光・プ
ロモー
ション室

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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意見提言内容 取組状況 部局名
回答課

名
反映区

分
【第一部】
１、新型コロナ感染の急拡大から、県民の命とくらしを守る抜本的
対策の強化を
　⑪　国として持続化給付金の再実施を求めるとともに、県として
も地域企業経営支援金の再実施を行うこと。

　県では、新型コロナウイルス感染症の経済への影響が終息していない中、エ
ネルギー類や原材料等の価格高騰や円安等により更なる影響を受けている
中小企業者等の事業継続を支援するため、中小企業者等事業継続緊急支援
金支給事業を実施することとし、令和４年度一般会計２月補正予算（第９号）に
20億7,504万円を計上したところです。
　また、国に対しても、事業者の事業継続に対する財政支援と併せ、事業者に
対して十分な支援が届くよう、万全の支援を講じるよう要望してきており、引き
続き、国の動向や感染状況を確認しながら継続して要望を行っていきます。

商工労
働観光
部

経営支
援課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第一部】
１、新型コロナ感染の急拡大から、県民の命とくらしを守る抜本的
対策の強化を
　⑫　第8波の感染拡大の下で、雇用調整助成金の特例措置（23
年1月末まで）とその後も制度の活用を進めること。休業支援金・
給付金（23年3月末まで）の活用と継続を求めること。小学校休業
等対応助成金（23年3月末まで）の活用と継続を求めること。

　国においては、雇用調整助成金等の特例措置については、雇用情勢が回復
状況にあることを踏まえ令和４年11月で原則として終了、小学校休業等対応助
成金については、令和５年３月31日をもって終了予定としているところです。
　県としては、今後の雇用情勢や急激な物価高騰、円安等に対する国の動向
を注視するとともに、全国知事会とも連携し、国への要望等の必要な対応を適
時適切に行っていきます。

商工労
働観光
部

定住推
進・雇用
労働室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第一部】
１、新型コロナ感染の急拡大から、県民の命とくらしを守る抜本的
対策の強化を
　⑬　22年9月末までとなっていた生活福祉資金（特例）の非課税
世帯の免除措置を徹底するとともに、返済猶予などの柔軟な対
応を行うこと。生活困窮者支援金、住居確保資金を延長して実施
すること。

　生活福祉資金（特例）については、岩手県社会福祉協議会において、令和４
年度が判定年度となる借受人に対し、免除措置等の周知を行い、すでに借受
人からの免除及び猶予申請への対応を行っています。
　新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金については、令和４年12
月末で申請受付が終了したことから、今後は受給終了者等へのフォローアップ
や、生活困窮者自立支援制度における相談支援等の重層的な支援を行って
いきます。
　住宅確保給付金については、再支給の申請受付や求職活動要件を緩和す
る取扱いを令和５年３月末まで延長していますが、利用状況等を把握しなが
ら、国に対し必要な働きかけを行っていきます。

保健福
祉部

地域福
祉課

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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日本共産党岩手県委員会／緊急要望(2022年12月26日)

意見提言内容 取組状況 部局名
回答課

名
反映区

分
【第一部】
１、新型コロナ感染の急拡大から、県民の命とくらしを守る抜本的
対策の強化を
　⑭　地方自治体が自由に使える地方創生臨時交付金を大幅に
増額して早急に交付するよう国に求めること。

　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金については、国に対し
て必要な額の確保等を要望し、国の令和４年度第２次補正予算において、
7,500億円が計上され、追加配分されたところです。
　引き続き、国に対して、必要な額の交付金を確保するとともに、特に財政基
盤の弱い自治体により重点的に配分するよう、全国知事会と連携しながら要
望していきます。

総務部 財政課 Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第一部】
２、物価高騰から県民の暮らしと営業、地域経済を立て直す
　①　大企業の内部留保に時限的に課税し、大企業も中小企業
も賃上げを実現できる対策を講じるよう国に求めること。内部留
保課税による10兆円規模の財源は中小企業の賃上げへの直接
支援に活用し、最低賃金を欧米並みに1500円に早急に引き上げ
るよう国に求めること。県が管轄する分野で働く労働者の賃金を
時給1500円以上に引き上げること。

【賃上げについて】
　地域別最低賃金は、毎年、中央最低賃金審議会から示された引上げ額の目
安を参考にしながら、都道府県労働局が地域の実情を踏まえ、地方最低賃金
審議会の調査審議を経て決定しなければならないとされています。
　このことから、県では、岩手労働局に対し、本県の実情を踏まえた最低賃金
決定を行うよう要望してきたところです。
　また、中小企業の自発的な賃上げに向けた労働環境の整備等の支援につい
ては、全国知事会を通じて国に要望しています。今後も、　企業における賃上
げを支援する業務改善助成金や所得拡大促進税制等の国の制度の拡充によ
る労働環境の改善について、全国知事会と連携し必要に応じて国に対して働
きかけていきます。

商工労
働観光
部

定住推
進・雇用
労働室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第一部】
２、物価高騰から県民の暮らしと営業、地域経済を立て直す
　②　消費税を緊急に5％に減税するよう国に求めること。

　物価高騰・原油価格高騰等により、生活者や中小事業者などに大きな影響
が及んでいることから、県では、国に対して全国知事会等を通じて物価高騰対
策の拡充や、困窮者や様々な産業分野の事業者への支援等について要請し
てきたところであり、引き続き、必要な提言等を行っていきます。

政策企
画部

政策企
画課

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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日本共産党岩手県委員会／緊急要望(2022年12月26日)

意見提言内容 取組状況 部局名
回答課

名
反映区

分
【第一部】
２、物価高騰から県民の暮らしと営業、地域経済を立て直す
　③　年金の引き下げではなく、物価高騰に見合った年金額に引
き上げること。物価が上がっても年金を上げないマクロ経済スラ
イドの撤廃を求めること。10月から実施された後期高齢者の医療
費2倍化の中止を求めること。過去にも実施された生活保護基準
の年度途中の緊急引き上げを行うよう国に求めること。

（年金：保健福祉企画室）
　公的年金制度については、国の社会保障審議会年金部会等において、 令
和７年の年金制度改革に向け検討が開始されたところであり、制度について
様々な検討が進められると承知しています。
　年金をはじめ社会保障の在り方については、国において全世代型社会保障
の構築に向けた検討が進められており、県としては、引き続き、動向を注視し、
適切な制度設計や十分な予算が確保されるよう、必要に応じ国に要望してい
きます。
（健康国保課）
　一定の所得がある後期高齢者の窓口負担については、現役世代の負担上
昇を抑えながら、全ての世代の方々が安心できる社会保障制度を構築するた
め、令和４年10月から２割に引き上げられることとされたところですが、県として
は、これまで全国知事会を通じて、国の責任において、必要な医療の受診抑
制につながることがないよう、特に低所得者に配慮した制度の在り方を検討す
るよう要望してきており、負担割合変更の影響が特に大きい外来患者について
は、施行後３年間、１か月の負担増が最大でも3,000円に収まるよう配慮措置
が講じられることとなったところです。
（地域福祉課）
　令和５年10月から実施される生活扶助基準では、令和元年の全国家計構造
調査の結果を基に導きだした基準額に世帯人員一人当たり月額1,000円を加
算することとし、この加算を行ってもなお現行の基準から減額となる世帯につ
いては、現行の基準額に据え置くこととされたところであり、当該基準により適
切に保護を実施します。

保健福
祉部

保健福
祉企画
室

健康国
保課

地域福
祉課

Ｓ　その
他
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日本共産党岩手県委員会／緊急要望(2022年12月26日)

意見提言内容 取組状況 部局名
回答課

名
反映区

分
　令和５年10月１日から施行されるインボイス制度については、既に適格請求
書発行事業者となるための登録申請が進んでいるところですが、令和４年12
月23日に閣議決定された令和５年度税制改正大綱において、小規模事業者に
対する納税額等の負担軽減措置や登録申請手続きの柔軟な対応等が示され
たところです。
　国においては円滑な制度移行に向けて事業者に対する補助金等の支援を
一層進めることとしていますので、県では中小企業・小規模事業者の負担が必
要以上に増すことのないよう、支援制度の周知等に努めていきます。

総務部 税務課 Ｄ　実現
が極め
て困難
なもの

　インボイス制度の導入に関しては、登録を受けた課税事業者である「適格請
求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件
となり、免税事業者からの仕入分については仕入税額控除の対象とならなくな
ることから、免税事業者が取引から排除されるおそれについて、日本商工会議
所をはじめ各団体から指摘されているところです。
　国においては、免税事業者からの仕入れに係る経過措置を設けているほ
か、制度導入に向けた負担軽減策として、免税事業者からインボイス発行事
業者になった事業者の納税額を売上税額の２割とする、中小事業者の１万円
未満の取引についてインボイスがなくても税額控除できるといった、時限特例
措置を設けることとしており、県としては国の動向を注視していきます。

商工労
働観光
部

商工企
画室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第一部】
２、物価高騰から県民の暮らしと営業、地域経済を立て直す
　④　中小企業・小規模事業者をつぶさない立場で本格的な支援
策を講じること。
　　ア、負担と混乱をもたらすインボイスの導入は中止すること。
納税困難な事業者に対する消費税の減免の特例措置を実施す
ること。
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日本共産党岩手県委員会／緊急要望(2022年12月26日)

意見提言内容 取組状況 部局名
回答課

名
反映区

分
【第一部】
２、物価高騰から県民の暮らしと営業、地域経済を立て直す
　④　中小企業・小規模事業者をつぶさない立場で本格的な支援
策を講じること。
　　イ、コロナ対応融資（ゼロゼロ融資）を「別枠債務」にして、事
業継続に必要な新規融資が 受けられるようにすること。

　ゼロゼロ融資の債務については、原油・エネルギー価格等の高騰や円安の
影響も相俟って、業績が回復しない状況の継続する中で、手元資金が減少し、
今後、多くの事業者が借入金の返済に支障をきたす可能性があるものと認識
しています。
　県では、ゼロゼロ融資の取扱い終了後においても、低利の「新型コロナウイ
ルス感染症対策資金」の取扱いを継続しており、このうち、ゼロゼロ融資の借
換や事業継続に必要な新規融資にも活用可能な「伴走支援資金」について、
令和４年10月１日以降、融資限度額を従来の6,000万円から１億円に引き上げ
て対応しています。
　さらに、国の総合経済対策の一環として、ゼロゼロ融資を含めた既存の債務
の返済開始を更に繰り延べることを可能とし、加えて、新たな資金需要にも対
応した貸付けを可能とする信用保証制度が創設されたことから、県において
も、当該保証制度に対応する「伴走支援資金」の改正を行い、令和５年１月10
日から運用を開始するとともに、令和５年度においても同資金の取扱いを継続
するための関連予算を計上しているところであり、引き続き、「いわて中小企業
事業継続支援センター会議」構成機関の金融機関や商工指導団体等と緊密
に連携しながら、事業者の相談にきめ細かく対応していきます。

【令和５年度一般会計当初予算】新型コロナウイルス感染症対策資金貸付金
32,467,894千円、同保証料補給補助707,500千円、中小企業事業再生・再チャ
レンジ支援事業費補助450,000千円

商工労
働観光
部

経営支
援課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置
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日本共産党岩手県委員会／緊急要望(2022年12月26日)

意見提言内容 取組状況 部局名
回答課

名
反映区

分
【第一部】
２、物価高騰から県民の暮らしと営業、地域経済を立て直す
　④　中小企業・小規模事業者をつぶさない立場で本格的な支援
策を講じること。
　　ウ、地域企業経営支援金を再実施すること。

　県では、新型コロナウイルス感染症の経済への影響が終息していない中、エ
ネルギー類や原材料等の価格高騰や円安等により更なる影響を受けている
中小企業者等の事業継続を支援するため、中小企業者等事業継続緊急支援
金支給事業を実施することとし、令和４年度第９号補正予算に20億7,504万円
を計上したところです。

商工労
働観光
部

経営支
援課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第一部】
２、物価高騰から県民の暮らしと営業、地域経済を立て直す
　⑤　農業・漁業の危機的状況を打開し、食料生産を守る抜本的
対策を講じること。
　　ア、農業、漁業への資材、資料・費用、燃油高騰に対する支援
を抜本的に強化すること。 肥料価格の高騰分は農家に直接補填
すること。飼料価格安定制度を高騰前の価格との差額を全額補
填する仕組みに改めること。燃油高騰に対しては農家・漁家に直
接補填すること。

　県では、原油価格・物価高騰による農林水産業経営への影響を緩和していく
ため、令和４年度一般会計12月補正予算（第７号）において肥料価格の上昇分
に対する補助を、令和４年度一般会計６月補正（第３号）、令和４年度一般会計
12月補正（第７号）、令和４年度一般会計２月補正（第９号）において配合飼料
価格の上昇分に対する補助を、令和４年度一般会計６月補正予算（第３号）に
おいて施設園芸・水産業の省エネルギー化の取組への支援に要する経費に
対する補助を、令和４年度一般会計12月補正予算（第７号）において漁業用資
材価格の上昇分に対する補助を措置しました。
　また、配合飼料価格安定制度の改善や、燃油高騰に対するセーフティネット
の充実強化を国に要望しており、引き続き、必要な支援策を国に要望するとと
もに、農業者、漁業者の経営安定が図られるよう取り組んでいきます。

農林水
産部

農林水
産企画
室

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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日本共産党岩手県委員会／緊急要望(2022年12月26日)

意見提言内容 取組状況 部局名
回答課

名
反映区

分
【第一部】
２、物価高騰から県民の暮らしと営業、地域経済を立て直す
　⑤　農業・漁業の危機的状況を打開し、食料生産を守る抜本的
対策を講じること。
　　イ、酪農・畜産危機への緊急対策として、加工原料の牛乳に
対する補助金を増額すること。乳製品の過剰在庫対策として乳
製品の義務的全量輸入を停止すること。乳製品の政府備蓄など
国が生乳の需給調整に責任を持つ仕組みを導入すること。農業
金融の据え置き期間を延長すること。肉用子牛への再生産可能
な十分な支援措置講じること。

　需給に応じた乳製品の安定供給を図るため、飲用向けに比べて乳価が安い
加工向け生乳に対し、補給金を交付する「加工原料乳生産者補給金制度」に
ついて、国は、生産コスト等が上昇したことに伴い、令和５年度の補給金単価
を引き上げることとしています。
　また、脱脂粉乳の在庫量が過去最大の水準で推移するなど、脱脂粉乳・バ
ター等の在庫が増加しており、酪農の経営安定のためには、生乳の需給調整
機能が適切に発揮される必要があることから、県では、国に対し、生乳の需給
調整機能の適切な発揮に向け、需要に応じて仕向けられる脱脂粉乳・バター
等の在庫低減対策を継続するよう要望しているところです。
　原油価格・物価高騰等の影響により、生産者を取り巻く経営環境は一層厳し
さを増していることから、県では、農業制度資金を取り扱う金融機関等に対し、
生産者の資金繰りに重大な支障が生じないよう、適時適切な貸出しに加え、既
往債務の返済猶予等の条件変更の相談に対する丁寧かつ適切な対応など、
生産者の実情に応じた十分な支援に努めていただくよう、要請しているところ
です。
　肉用子牛生産の安定等を図るため、県では、肉用子牛の平均価格が保証基
準価格を下回った場合に補給金を交付する「肉用子牛生産者補給金制度」の
生産者負担金の支援を行うとともに、平均価格が発動基準を下回った場合に、
発動基準との差額の3/4を支援する「和子牛生産者臨時経営支援事業」の活
用を支援しています。
　引き続き、必要に応じて国に必要な対策の実施を要望するとともに、生産者
の経営安定に向けた取組を支援していきます。

農林水
産部

団体指
導課

畜産課

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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日本共産党岩手県委員会／緊急要望(2022年12月26日)

意見提言内容 取組状況 部局名
回答課

名
反映区

分
【第一部】
２、物価高騰から県民の暮らしと営業、地域経済を立て直す
　⑤　農業・漁業の危機的状況を打開し、食料生産を守る抜本的
対策を講じること。
　　ウ、水田活用交付金の削減は中止し、拡充すること。

　県では、生産者が、安心して転換作物の生産に取り組むことができるよう、国
に対し、地域の実情を十分に踏まえた運用とすることや、必要な予算を十分に
措置することなどを要望し、５年に一度の水張りの要件が、「必ずしも水稲の作
付けを必要としない」とされたところであり、引き続き、必要な対応を国に求め
ていきます。

農林水
産部

農産園
芸課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第一部】
２、物価高騰から県民の暮らしと営業、地域経済を立て直す
　⑥　暮らしも平和も破壊する軍事費2倍化の大軍拡・大増税の
閣議決定は撤回すること。

　令和４年12月県議会定例会の一般質問において、次のとおり知事がお答え
しております。
　「一国の防衛の在り方を予算倍増という規模で変更するのは、他の国々から
見れば、重大な現状変更であり、国際的な緊張を高め、歯止めの利かない軍
拡競争に陥り、果ては、不測の事態から全面戦争が始まるという、誰も望んで
いない結果を招きうるものであります。我が国の防衛の在り方については、防
衛費倍増ありきのような極端な議論ではなく、国際情勢や近隣諸国との軍事
バランスを調査・分析しながら、慎重な議論が進められるべきであります。」

総務部 総務室 Ｓ　その
他
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日本共産党岩手県委員会(2022年12月26日)

意見提言内容 取組状況 部局名
回答
課名

反映
区分

【第二部】
一、東日本大震災津波からの復興を国政の優先課題に―国政
上の１０の課題
　１、国の被災者生活再建支援金を現行の300万円から500万円
に引き上げること。

　被災者生活再建支援制度の拡充については、これまでも国に対し、繰り返し
要望を行ってきており、令和４年６月に実施した令和５年度政府予算提言・要
望において要望したところです。
　今後も国の動向を注視しつつ、引き続き国に対し、被災者生活再建支援金
制度の支援の拡充について強く要望を行っていきます。

復興防
災部

復興くら
し再建
課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第二部】
一、東日本大震災津波からの復興を国政の優先課題に―国政
上の１０の課題
　２、被災者の医療費・介護保険利用料等の免除措置を国の制
度として制度化し、社会保険被保険者も対象とし、今後の災害対
策に活かすこと。

　国の財政措置に関しては、県としても、震災直後に行われていたような全額
財政措置を行うよう、国に対し要望した経緯がありますが、国民健康保険等に
関連する他の財政措置の状況などを踏まえると、その実現は難しいと考えて
います。
　被用者保険加入者に係る一部負担金免除については、平成24年２月までは
国の財政支援により実施していましたが、それ以降は、保険者の判断により実
施することとされたところであり（全国健康保険協会（協会けんぽ）は、平成24
年９月まで延長）、一部負担金免除の実施は保険者が判断するものであると
考えています。

保健福
祉部

健康国
保課

Ｄ　実現
が極め
て困難
なもの

【第二部】 東日本大震災津波からの復興について―被災者の心のケア・生活再建と生業の再生を

1 
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【第二部】
一、東日本大震災津波からの復興を国政の優先課題に―国政
上の１０の課題
　３、被災者の心のケア・子どもの心のケアの取り組みを中長期
的な事業として継続実施すること。生活支援相談員の配置を減
少することなく継続・拡充し、「孤独死」を出さない対策、見守りと
コミュニティ確立の取組を抜本的に強化すること。

【被災者のこころのケア】
　被災地においては、時間の経過に従って、被災者が抱える問題が複雑化・多
様化しており、被災によるストレスに加え、復興の進展に伴う生活環境の変化
や新型コロナウイルス感染症の影響が精神的な負担になっている、などの課
題が依然としてあることから、今後も、一人ひとりに寄り添ったきめ細かなここ
ろのケアに、中長期的に取り組む必要があると認識しています。
　このため、県としては、引き続き、見守り活動等と連携した相談体制を堅持す
るとともに、専門スタッフの確保やスキルアップ等により支援の質を高め、被災
者のこころのケアに、継続して取り組んでいきます。

　【子どもの心のケア】
　被災地における子どもの心のケアについては、復興によるハード面の整備が
進む中、時間の経過に従って、被災者が抱える問題が複雑化・多様化してい
ることから、今後も中長期的な取組が必要と認識しています。
　専門的な診療については、岩手医科大学附属病院に開設された児童精神科
に移行したところですが、被災地域における相談支援や支援者への研修につ
いては、いわてこどもケアセンターにおいて引き続き取り組んでいきます。

保健福
祉部

障がい
保健福
祉課

子ども
子育て
支援室

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置
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　災害援護資金の返済猶予及び免除については、災害弔慰金の支給等に関
する法律(昭和48年法律第82号)第13条及び第14条において、市町村が行うこ
とが出来ると規定されているところです。
　県では、市町村において借受人の経済状況等を十分に把握し、これらの規
定が適切に運用されるよう支援しています。

復興防
災部

復興くら
し再建
課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

　生活福祉資金（生活復興支援資金）については、引き続き利用が可能であ
り、相談があった際には適切に対応していきます。

保健福
祉部

地域福
祉課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第二部】
一、東日本大震災津波からの復興を国政の優先課題に―国政
上の１０の課題
　５、グループ補助の継続・拡充をはかり、事業者の再建が進む
まで継続すること。二重ローン対策を継続すること。

　グループ補助金については、平成26年度から資材高騰等による補助金額の
増額を、平成27年度から新分野需要開拓等を見据えた新たな取組の支援を
行ってきており、令和４年度においても国に制度の継続を要望し、令和５年度
政府予算に盛り込まれたことから、県としても必要な予算を確保し、事業を継
続する予定です。
　二重ローン対策については、令和４年６月に実施した「令和５年度政府予算
等に係る提言・要望」において、二重債務問題解決や事業再生の実現に向け
た支援策の継続を国に対して要望したところです。
【令和５年度一般会計当初予算】中小企業等復旧・復興支援事業費　624,652
千円

商工労
働観光
部

経営支
援課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第二部】
一、東日本大震災津波からの復興を国政の優先課題に―国政
上の１０の課題
　４、災害援護資金の申請期日は2022年3月31日まで延長されま
した。9月末現在、滞納件数が253件、26.8％となっており、実態に
応じて返済猶予、免除の対応が行われるようにすること。生活福
祉資金（生活復興支援資金）の継続拡充を図ること。
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【第二部】
一、東日本大震災津波からの復興を国政の優先課題に―国政
上の１０の課題
　６、移転元地の利活用を進めるために、集約や整地に要する費
用など国の支援を継続すること。移転元地への企業誘致や新規
創業等への支援の継続・拡充を行うこと。

　県では、令和４年６月に実施した令和５年度政府予算提言・要望において、
「移転元地の集約や整地に要する費用を含む利活用に向けた取組等に対する
支援」や「企業誘致や新規創業等による移転元地への産業施設の整備につい
て、復興特区における国税の特例措置や津波立地補助金等による設備投資
や雇用等に対する支援の継続」を要望しており、引き続き、市町村が進めるま
ちづくりの方向性を踏まえ、国に働きかけていきます。

復興防
災部

復興推
進課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第二部】
一、東日本大震災津波からの復興を国政の優先課題に―国政
上の１０の課題
　７、高台移転など、被災地は新たな町づくりを進めており、災害
公営住宅や防災集団移転地と中心市街地、病院、役場等を結ぶ
新たな被災地交通確保事業を実施すること。

　県では、市町村が地域の実情に応じた新たな交通手段を導入する場合や、
交通結節点の利用環境を整備する場合などに、地域公共交通活性化推進事
業費補助による支援を行っています。
　また、令和５年度政府予算提言・要望等において、被災市町村が新たなまち
の形成に合わせた公共交通体系の構築を図るための支援について要望を
行ったところであり、引き続き、国に働きかけていきます。

ふるさと
振興部

交通政
策室

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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【第二部】
一、東日本大震災津波からの復興を国政の優先課題に―国政
上の１０の課題
　８、三陸の漁業に重大な影響を与える東京電力福島第一原発
の汚染水の海洋投棄は行わないこと。東京電力福島第一原発事
故による放射能汚染については、東電と国の責任で汚染された
ほだ場・ほだ木の処理、側溝汚泥の除去、山林の除染など徹底
した除染と早期の全面賠償を行うよう求めること。

【ＡＬＰＳ処理水】
　ＡＬＰＳ処理水の処分に関する基本方針については、国のＡＬＰＳ小委員会に
おいて、専門家が風評影響など社会的な観点も含めた総合的な議論を行い、
技術的に可能な処分方法を検討し、海洋放出がより現実的であるとした報告
書を踏まえ、国において決定したとされています。
　また、その安全性について、県としては、専門的知見に基づき中立公正な立
場で独立して職権を行使する国の原子力規制委員会において、科学的根拠を
もって判断されるべきものと考えており、その判断においては、安全性が確保
される方法により、確実に処理が行われること、原子力安全分野における国際
的な基準の策定等に関する権限を有するＩＡＥＡ、国際原子力機関による安全
性の確認・評価と情報発信が行われることが重要であると考えています。
　県では、これまで、様々な機会を捉えて、国が責任をもって、科学的根拠に基
づく丁寧な説明はもとより、安全に関する客観的で信頼性の高い情報の発信
や、安全性を更に高める処理技術の研究開発の継続などを行うよう、繰り返し
求めてきたところです。
　また、これまでの東日本大震災津波からの復興の取組や本県の自然・産業
に影響を及ぼすことのないよう、徹底した安全対策とあらゆる分野に対応した
実効性のある風評対策が講じられる必要があると考えており、処理水の安全
性や風評影響への懸念の声に真摯に対応し、県民の安全・安心と理解が得ら
れるような具体的な取組を行うよう、引き続き、市町村や関係団体と連携を図
りながら、様々な機会を捉えて国に要望していきます。
 【損害賠償】
　県では、原子力発電所事故に伴う放射線影響対策に要した費用は一義的に
東京電力が負うべきものと考え、東京電力に対し、要した費用全てについて賠
償に応じるよう、市町村等と連携しながら、繰り返し強く求めているところです。
（次ページへ続く）

復興防
災部

復興危
機管理
室

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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 　さらに、直接交渉だけでは東京電力からの賠償が期待できない請求分につ
いては、市町村等と連携して原子力損害賠償紛争解決センターに対して、３次
にわたり和解仲介の申立てを実施し、同センターにおける審理を通じても、被
害の実態に即した速やかな賠償を求めてきたところです。
　また、国に対しても、放射線影響対策について県及び市町村の負担とならな
いように全面的な対応を講じることや、県及び市町村が負担した放射線影響
対策に要した経費について、十分な賠償を速やかに行うとともに原子力損害
賠償紛争解決センターの判断を尊重して和解案を受諾するよう、東京電力を
国が指導するなど、必要な措置を講じることを要望しています。
　今後も、様々な機会を捉えて東京電力及び国に対し、働きかけを行っていき
ます。

　8,000Bq/㎏以下のほだ木については、国のガイドラインにおいて明確化され
ていない事項について、県独自のガイドライン（第２版）を策定し、焼却処理す
る場合は、既存の焼却施設において一般廃棄物と混焼し、市町村等の最終処
分場を活用して埋め立てる処理方針を示したところです。
　その処理費用については、処理終了時まで「農林業系廃棄物の処理加速化
事業」を継続するよう国に要望しているところです。
　側溝汚泥については、国に対して処理方針を速やかに示すとともに、汚染濃
度や除染実施区域内外にかかわらず、除去等撤去に要する費用や地域で必
要となる一時保管場所の整備等の掛かり増し経費について、福島再生加速化
交付金（道路等側溝堆積物撤去・処理支援）と同様の財政措置を講ずるよう要
望しているところです。
　なお、国庫補助対象外となる一時仮置場の設置に要する経費については、
「放射性物質汚染廃棄物処理円滑化事業（県単）」により支援し、東京電力に
賠償を求めています。
（次ページへ続く）

環境生
活部

資源循
環推進
課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

（前ページからの続き）
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（前ページからの続き） 　原木しいたけの生産再開に必要な環境整備や指標値を超過したほだ木の一
時保管については、県が生産者に代わって費用を全額負担するきのこ原木等
処理事業を実施しています。
　なお、この事業に要した費用は、東京電力に賠償請求を行い、全額が賠償さ
れています。
　また、山林については、広葉樹林再生実証事業（国庫補助事業）等により、
県南地域を中心とした広葉樹林の再生に取り組んでいます。

農林水
産部

林業振
興課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第二部】
一、東日本大震災津波からの復興を国政の優先課題に―国政
上の１０の課題
　９、2021年度以降の必要な復興事業費の確保へ、機械的な期
限を設けることなく、国が責任を持って復興財源を確保すること。
地方自治体が自由に使える財源の確保を強く求めること。復興
特別所得税の一部を軍事費拡大に流用することは行わないこ
と。

　被災地においては、中長期的に取り組むべき課題があることから、国に対
し、復興の取組として一律に期限を適用することなく、施策の進捗状況や被災
地の実態等を十分に踏まえ、引き続き、復興の推進に必要な予算を確実に措
置するとともに、地域のニーズに対応するための地方創生関係交付金の柔軟
な運用について、令和４年６月に実施した令和５年度政府予算提言・要望にお
いて要望したところです。
　令和４年末に閣議決定された令和５年度政府税制改正大綱には、復興特別
所得税の見直しが盛り込まれているところですが、県ではこれまでも復興の推
進に必要な予算の確保について、国に提言・要望を行ったところであり、今後
とも、他県や県内市町村と連携しながら、様々な機会を捉え、復旧・復興に必
要な予算・財源の確保を国に働きかけていきます。

復興防
災部

復興推
進課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第二部】
一、東日本大震災津波からの復興を国政の優先課題に―国政
上の１０の課題
　10、東日本大震災津波、台風19号災害、2016年台風10号災害
の経験を踏まえ、災害の復旧復興にあたっては、再び被害を受
けないように現状復旧にとどまらず改良復旧を行うこと。

　被災箇所の原形復旧のみでは再度の災害防止が十分でない場合に、施設
機能の強化を図るため、国では、改良復旧事業による補助を行っているところ
ですが、全国的に大規模災害が相次いでいることから、災害復旧に当たり、再
度災害防止対策を迅速に進められるよう、改良復旧事業の適用範囲の更なる
拡大について、全国知事会を通じて国に要望していきます。

復興防
災部

復興危
機管理
室

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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【第二部】
二、被災者の命とくらしを守る対策の継続を
　１、被災者のいのちと健康、くらしを守る総合的な支援を強化す
ること
　　1） 被災者の医療費等の免除措置が昨年の12月末で終了し
たことを踏まえて、被災者が経済的な理由で必要な医療が受け
られなくなることがないよう、被災者の実態調査を含め具体的な
支援と対策を講じること。

　被災者が、経済的な理由により必要な医療を受けられないことがないよう、
市町村や社会福祉協議会等と連携しながら、高額療養費制度の活用や生活
福祉資金の貸付等、受診に関する様々な支援制度の周知と活用に取り組んで
いるところです。
　また、被災地の医療の状況については、保険者である市町村や生活支援相
談員を配置している沿岸の各社会福祉協議会の協力を得ながら、被災者の受
診動向や相談対応の状況等の把握に努めているところですが、今後も、恒常
的な仕組みの中で、関係機関と緊密に連携を図りながら、各種制度の活用に
より、被災者一人ひとりの状況に合わせた支援が行われるよう、取組を進めて
いきます。

保健福
祉部

健康国
保課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第二部】
二、被災者の命とくらしを守る対策の継続を
　１、被災者のいのちと健康、くらしを守る総合的な支援を強化す
ること
　　2） 被災者の心のケア・子どもの心のケアの対策を継続・強化
すること。

【被災者のこころのケア】
　被災地においては、時間の経過に従って、被災者が抱える問題が複雑化・多
様化しており、被災によるストレスに加え、復興の進展に伴う生活環境の変化
や新型コロナウイルス感染症の影響が精神的な負担になっている、などの課
題が依然としてあることから、今後も、一人ひとりに寄り添ったきめ細かなここ
ろのケアに、中長期的に取り組む必要があると認識しています。
　このため、県としては、引き続き、見守り活動等と連携した相談体制を堅持す
るとともに、専門スタッフの確保やスキルアップ等により支援の質を高め、被災
者のこころのケアに、継続して取り組んでいきます。

 【子どもの心のケア】
　被災地における子どもの心のケアについては、復興によるハード面の整備が
進む中、時間の経過に従って、被災者が抱える問題が複雑化・多様化してい
ることから、今後も中長期的な取組が必要と認識しています。
　専門的な診療については、岩手医科大学附属病院に開設された児童精神科
に移行したところですが、被災地域における相談支援や支援者への研修につ
いては、いわてこどもケアセンターにおいて引き続き取り組んでいきます。

保健福
祉部

障がい
保健福
祉課

子ども
子育て
支援室

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置
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日本共産党岩手県委員会(2022年12月26日)

意見提言内容 取組状況 部局名
回答
課名

反映
区分

　被災者が恒久的住宅など新しい居住環境で安心して生活するためには、地
域住民がお互いに支え合うコミュニティの形成が必要であり、県では、被災地
コミュニティ支援コーディネート事業により、市町村と支援団体等を調整する
コーディネーターを配置し、体制づくりや人材育成に関するノウハウ等について
助言するなど、市町村のコミュニティ形成の取組を支援しています。
　今後も、被災者の生活再建先における住民が主体となったコミュニティ形成
や活動の定着が進むよう、市町村等の取組への助言や市町村間の情報共有
を図り、市町村におけるコミュニティ形成等に向けた取組を支援していきます。

復興防
災部

復興くら
し再建
課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

　生活支援相談員については、各市町村社会福祉協議会の意向を踏まえ、必
要な人員を配置しているところであり、市町村や民生委員、市町村が独自に配
置する支援員等と連携しながら、被災者の見守りや福祉コミュニティの形成支
援を行っています。
　また、本県では、生活支援相談員を配置して、被災者の見守り等の個別支援
やサロン活動等の地域支援を重点的に実施する「地域見守り支援拠点」の設
置を推進してきたところであり、現在、５市町に10か所の拠点が設置されてい
ます。
　これらの拠点は、各市町村社会福祉協議会が、地域の支援ニーズを踏ま
え、４か所の災害公営住宅のほか、複数の災害公営住宅が立地する地区や、
防災集団移転先団地、被災者が通いやすい商店街などに設置しているもので
あり、災害公営住宅の入居者に加え、持ち家を再建した被災者等も対象に支
援を行っているところです。
　県としては、引き続き、市町村や市町村社会福祉協議会等の意向を伺いな
がら、こうした拠点の取組等により、災害公営住宅の入居者相互の交流や、近
隣住民との交流を促進し、地域で暮らす人々が相互に支え合うことができる福
祉コミュニティの形成を推進していきます。

保健福
祉部

地域福
祉課

Ｓ　その
他

【第二部】
二、被災者の命とくらしを守る対策の継続を
　１、被災者のいのちと健康、くらしを守る総合的な支援を強化す
ること
　　3） 必要な生活支援相談員の確保と増員をはかり、支援と見
守りが必要な高齢者等への訪問・相談・対応を強化すること。50
戸以上の災害公営住宅の集会所に生活支援相談員を配置しコ
ミュニティ確立の支援を強化すること。震災関連の自殺、孤独死
の防止のために、生活再建支援などの総合的な対策を強化する
こと。
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日本共産党岩手県委員会(2022年12月26日)

意見提言内容 取組状況 部局名
回答
課名

反映
区分

【第二部】
二、被災者の命とくらしを守る対策の継続を
　１、被災者のいのちと健康、くらしを守る総合的な支援を強化す
ること
　　4） 困難を抱える被災者の生活再建を伴走型で支援する「い
わて被災者支援センター」の体制を強化すること。

　いわて被災者支援センターでは、恒久的住宅への移行後のローン返済や家
賃負担など、経済面や生活設計の面などで複雑かつ多様化した相談内容に
対応するため、市町村や市町村社会福祉協議会といった関係機関と連携を図
りながら、伴走型の支援を行っています。
　また、専門的な支援が必要なケースについては、弁護士やファイナンシャル・
プランナーとも連携しながら、一人ひとりの状況に応じたきめ細かな支援を行っ
ています。
　今後とも、センターの特徴を十分に生かせるよう、引き続き弁護士会などの
関係機関との連携を図るとともに、包括的な支援に取り組む市町村や市町村
社会福祉協議会などとも一層の連携を強化し、被災者一人一人に寄り添い支
援していきます。

復興防
災部

復興くら
し再建
課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第二部】
二、被災者の命とくらしを守る対策の継続を
　１、被災者のいのちと健康、くらしを守る総合的な支援を強化す
ること
　　5） 震災関連死の検証を行い、震災関連死を出さない今後の
対策に生かすこと。

　東日本大震災津波においては、震災関連死の要因の多くを高齢者の避難所
等での生活における肉体的・精神的疲労が占めていることから、これを防止す
るためには、避難所における高齢者に対するケアが特に重要と考えられます。
　「東日本大震災津波における避難者支援活動記録集」においても、高齢者の
ニーズに合った避難所の環境整備の必要性等をまとめており、それらを踏まえ
て、県が作成した避難所運営マニュアル作成モデルの市町村への配布や市町
村担当者を対象とした研修会の開催を通じて、避難所の環境の改善を促進し
ていくなど、引き続き、市町村の取組を支援していきます。

復興防
災部

復興くら
し再建
課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

10 



日本共産党岩手県委員会(2022年12月26日)

意見提言内容 取組状況 部局名
回答
課名

反映
区分

【第二部】
二、被災者の命とくらしを守る対策の継続を
　１、被災者のいのちと健康、くらしを守る総合的な支援を強化す
ること
　　6） 災害援護資金の申請期限の延長を求め、保証人を義務付
けることなく、使いやすく改善し活用を進めること。償還期限の延
長とともに、生活福祉資金（特例）のように非課税世帯などの生
活困窮者については償還を免除するよう国に求めること。

　東日本大震災津波に係る災害援護資金の貸付については、「東日本大震災
に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係
規定の施行等に関する政令（平成23年政令第131号）」が令和４年４月１日付
けで改正されたことにより、貸付期間の延長等の特例措置の適用期間が令和
５年３月31日まで１年間延長されたところです。
　一方で、本県被災地においては、現在でも災害援護資金の貸付に係る相談
が市町村に寄せられていることを踏まえ、申請期間の延長を含め、令和５年４
月１日以降の特例措置の延長について、令和４年６月に実施した令和５年度
政府予算提言・要望において、関係省庁に対して要望を行ったところです。
　また、東日本大震災津波に係る貸付については、特例により連帯保証人を
立てない場合でも借入れは可能とされているほか、無資力又はこれに近い状
態にあるため、支払い猶予を受けた者が、長期間同様の状態にあり、償還の
見込みがない場合には償還を免除できるとされるなど、被災者にとって使いや
すいように改善されているところです。
　なお、支払い猶予や償還免除に係る運用基準の明確化について国に対し要
望しています。
　償還期限の延長については、先例である阪神・淡路大震災や他県の状況等
について情報収集を図るとともに、市町村の状況や課題、意向等の把握に努
めていきます。

復興防
災部

復興くら
し再建
課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第二部】
二、被災者の命とくらしを守る対策の継続を
　１、被災者のいのちと健康、くらしを守る総合的な支援を強化す
ること
　　7） 防災集団移転団地や災害公営住宅等の被災者の通院・買
い物等の交通を確保する新たな被災地交通確保事業の創設を
求めること。ワンコインバスやデマンドタクシー、有償ボランティア
への支援など、きめ細かい対策を講じること。

　県では、令和５年度政府予算提言・要望等において、被災市町村が新たなま
ちの形成に合わせた公共交通体系の構築を図るための支援について要望を
行っており、引き続き、被災市町村が地域公共交通の維持・確保を図ることが
できるよう、国の支援を求めていきます。
　なお、県では、市町村が行うデマンド交通等の実証運行や利用促進等の取
組に対し、地域公共交通活性化推進事業費により支援を行っているほか、市
町村における地域公共交通の多様な課題に対して助言を行う有識者を派遣し
ています。

ふるさと
振興部

交通政
策室

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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意見提言内容 取組状況 部局名
回答
課名

反映
区分

【第二部】
二、被災者の命とくらしを守る対策の継続を
　２、災害公営住宅家賃のさらなる軽減策を、住宅再建への支援
の継続を
　　1） 収入基準の引き上げによる収入超過者に対する家賃軽減
策の周知徹底を図ること。収入超過者も入居が継続できるように
「みなし特定公共賃貸住宅」の導入を図ること。災害公営住宅家
賃の低所得者に対する国の軽減策が6年目から逓減することに
伴い、県・市町村の独自の軽減策の周知と活用を徹底すること。

　低所得者に対する独自の軽減策については、入居者から減免申請をしてい
ただく必要があることから、毎年１月下旬に通知される家賃決定通知の際にチ
ラシを同封するなどにより周知を図っているところです。
　また、収入超過者に対する対策として、令和４年４月より災害公営住宅に入
居する被災者の収入基準を25万9,000円まで引き上げることについて、令和４
年２月下旬に周知を図ったところです。
　なお、25万9,000円を超える収入超過者等については、平成30年度から家賃
の上限額を定め、その額を超える家賃負担分を減免するとともに、高額所得者
であっても退去を求めないこととしています。

県土整
備部

建築住
宅課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置
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意見提言内容 取組状況 部局名
回答
課名

反映
区分

　県では、支給対象となる全ての被災者に対して、市町村と県が連携して、訪
問や電話等により申請勧奨を行ったところであり、補助要件を満たした対象者
に対する支給は年度内に完了する見込みです。

復興防
災部

復興くら
し再建
課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

　生活再建住宅支援事業については、市町村及び復興防災部と連携しなが
ら、必要な支援を行っていきます。

県土整
備部

建築住
宅課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第二部】
二、被災者の命とくらしを守る対策の継続を
　２、災害公営住宅家賃のさらなる軽減策を、住宅再建への支援
の継続を
　　2） 県独自の被災者住宅再建支援事業(現行100万円、市町村
と共同、11月末現在10341件、前年比119件増)の実施期間が、
2022年度までとなっています。生活再建住宅支援事業費補助と
合わせて、被災者の住宅再建の希望があれば今後も柔軟に対
応できるようにすること。
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意見提言内容 取組状況 部局名
回答
課名

反映
区分

　被災者が恒久的住宅など新しい居住環境で安心して生活するためには、地
域住民がお互いに支え合うコミュニティの形成が必要であり、県では、被災地
コミュニティ支援コーディネート事業により、市町村と支援団体等を調整する
コーディネーターを配置し、体制づくりや人材育成に関するノウハウ等について
助言するなど、市町村のコミュニティ形成の取組を支援しています。
　今後も、被災者の生活再建先における住民が主体となったコミュニティ形成
や活動の定着が進むよう、市町村等の取組への助言や市町村間の情報共有
を図り、市町村におけるコミュニティ形成等に向けた取組を支援していきます。

復興防
災部

復興くら
し再建
課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

　本県では、生活支援相談員を配置して、被災者の見守り等の個別支援やサ
ロン活動等の地域支援を重点的に実施する「地域見守り支援拠点」の設置を
推進してきたところであり、現在、５市町に10か所の拠点が設置されています。
　これらの拠点は、各市町村社会福祉協議会が、地域の支援ニーズを踏ま
え、４か所の災害公営住宅のほか、複数の災害公営住宅が立地する地区や、
防災集団移転先団地、被災者が通いやすい商店街などに設置しているもので
あり、災害公営住宅の入居者に加え、持ち家を再建した被災者等も対象に支
援を行っているところです。
　県としては、引き続き、市町村や市町村社会福祉協議会等の意向を伺いな
がら、こうした拠点の取組等により、災害公営住宅の入居者相互の交流や、近
隣住民との交流を促進し、地域で暮らす人々が相互に支え合うことができる福
祉コミュニティの形成を推進していきます。

保健福
祉部

地域福
祉課

Ｓ　その
他

　自治会名簿の提供については、災害公営住宅の入居者に対して、県から自
治会等に名簿を提供することについての同意書を入居された際及び令和元年
度からは毎年実施している収入申告の際に提出いただいており、自治会等か
ら提供の要請があった場合には、提供に同意された入居者の方の名簿につい
ては、提供できるよう準備しているところです。

県土整
備部

建築住
宅課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第二部】
二、被災者の命とくらしを守る対策の継続を
　２、災害公営住宅家賃のさらなる軽減策を、住宅再建への支援
の継続を
　　3） 災害公営住宅の自治会の確立と活動を支援し、コミュニ
ティ確立のために入居者名簿を提供すること。規模の大きい50戸
以上の災害公営住宅の集会室・事務室に、見守りとコミュニティ
確立支援のために生活支援相談員を配置すること。
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日本共産党岩手県委員会(2022年12月26日)

意見提言内容 取組状況 部局名
回答
課名

反映
区分

【第二部】
三、生業の再生と働く場の確保
　１、再建の意思のあるすべての事業者の再建を支援し、雇用の
確保を
　　１） グループ補助事業については、申請を希望するすべての
事業者が対象となるよう継続・拡充すること。補助を受けた事業
者のフォローアップを強化すること。

　グループ補助事業については、事業再建・本設移行を希望する事業者が補
助金を活用できるよう、商工指導団体と連携して、復興事業計画の作成や計
画の熟度を高めるための支援を行っています。
　交付決定事業者には、資金調達の負担を軽減し、補助事業を円滑に進めら
れるよう、前金払いにもきめ細かく対応しています。
　また、事業者が抱える経営課題の解決を図るため、商工指導団体と連携し
て、専門家による指導助言など支援策を講じているところです。
　さらには、令和４年６月に実施した「令和５年度政府予算等に係る提言・要
望」において、既に交付決定した事業者でも、事業継続に支障をきたさないよ
う、複数年度にわたって事業実施できるよう繰越・再交付のための措置を講じ
ることや、中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業の継続を国に対して
要望してきたところ、令和５年度政府予算に盛り込まれたことから、県としても
必要な予算を確保し、事業を継続することとしています。
【令和５年度一般会計当初予算】中小企業等復旧・復興支援事業費　624,652
千円

商工労
働観光
部

経営支
援課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第二部】
三、生業の再生と働く場の確保
　１、再建の意思のあるすべての事業者の再建を支援し、雇用の
確保を
　　２） 二重債務解消の取り組み（21年9月末現在、岩手県産業
復興相談センターの債権買取110件、と東日本大震災事業者再
生支援機構167件）の継続を求めること。5年後の債権買い戻しに
ついては経営状況を見て柔軟に対応すること。高度化スキーム
貸し付けの返済についても経営状況を見て柔軟に対応すること。

　二重債務解消の取組については、岩手県産業復興相談センターでは、債権
買取等を実施した事業者に対し訪問によるフォローアップを行い、関係機関と
連携して事業計画の再策定や債務返済の条件変更を行うなど事業者の経営
状況に沿った支援をしているところです。
　また、高度化スキーム貸付の返済については、災害、経済事情の著しい変
動その他特別な事情により、償還が著しく困難となった貸付先については、償
還猶予等の条件変更を行うなど柔軟な対応に努めています。
【令和５年度一般会計当初予算】高度化資金貸付事務費補助　7,659千円

商工労
働観光
部

経営支
援課

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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【第二部】
三、生業の再生と働く場の確保
　１、再建の意思のあるすべての事業者の再建を支援し、雇用の
確保を
　　３） 沿岸被災地における若者・女性等の起業・創業を支援す
る取り組みを復活すること。これまでの起業・創業の取り組み（約
164事業者）のフォローアップを行い、経営支援を強化すること。

　県では、平成25年度から令和２年度まで、沿岸地域で起業等を行う方を対象
として、事業計画策定のサポートや初期費用への補助などを行う事業を実施し
ました。令和３年度からは、起業等を行う方やこれまで起業等に取り組んでき
た方への支援として専門経営指導員や専門家による、起業の際の事業計画
策定や起業後の事業展開等へのアドバイスを実施しています。若者・女性の
起業等については、沿岸地域の産業の多様性を確保する点からも重要と考え
ており、市町村や商工団体と連携して、引き続き、支援に取り組んでいきます。

復興防
災部

復興くら
し再建
課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第二部】
三、生業の再生と働く場の確保
　１、再建の意思のあるすべての事業者の再建を支援し、雇用の
確保を
　　４） 津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金制
度（申請は23年度末まで）の継続を国に求めるとともに使い勝手
が良い制度に改善を求めること。

　津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金は、被災地の産業復
興に大きな効果が期待される制度であると認識しています。県は、国に対し
て、事業期間の延長と必要な予算の確保について要望してきたところであり、
その結果、令和２年９月17日付け交付規程の改正により、令和２年度以降に
採択された補助事業の交付申請期限は令和５年度末まで、事業完了期限は
令和７年度末まで延長されました。
　令和２年度以降は、重点化地域として８市町25地域に限定された形で公募が
実施されていますが、被災地域の産業復興に向けて、更に使い勝手のよい事
業となるよう要望していくとともに、事業完了まで該当市町と連携しながら支援
を継続していきます。

商工労
働観光
部

ものづく
り自動
車産業
振興室

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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【第二部】
三、生業の再生と働く場の確保
　１、再建の意思のあるすべての事業者の再建を支援し、雇用の
確保を
　　５） 県の中小企業被災資産復旧費補助については継続実施
し、テナントで被災した事業者の再建への支援策を講じること。

　中小企業被災資産復旧事業費補助金については、復旧需要が見込まれる
当面の間、事業を継続する予定です。
　なお、テナントで被災した事業者については、共同店舗に入居する場合等に
グループ補助金の利用が可能なほか、所有していた設備等の復旧費用を中
小企業被災資産復旧費補助金により支援しています。
【令和５年度一般会計当初予算】中小企業等復旧・復興支援事業費　624,652
千円、中小企業被災資産復旧事業費補助　10,000千円

商工労
働観光
部

経営支
援課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第二部】
三、生業の再生と働く場の確保
　２、サケ・サンマ・スルメイカなど主要魚種の大不漁に直面して
いる漁業・水産業の再建を
　　1) サケ・サンマ・スルメイカの資源の減少の科学的調査を進
め、稚魚の育成や放流事業の改善等を含め、資源の確保に取り
組むこと。

　近年のサケ漁の不振は、稚魚放流時期や沿岸からオホーツク海に至る間の
稚魚の減耗が要因の一つと考えられており、資源量の回復に向けて、県では、
国等の研究機関と連携し、減耗要因に関する調査を実施しているほか、水温
の高い時期に回帰してくる北上川水系のサケに着目した新たな種苗生産技術
の開発などを行っています。
　また、サンマやスルメイカなどの資源については、適切な管理を行うため、国
の研究機関等と連携して資源状況の把握に取り組むほか、漁業関係団体と協
力して、今後も資源評価や適切な資源管理措置を講じていきます。
　引き続き、関係機関と連携しながら、主要魚種の水揚げ回復に取り組んでい
きます。

農林水
産部

水産振
興課

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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【第二部】
三、生業の再生と働く場の確保
　２、サケ・サンマ・スルメイカなど主要魚種の大不漁に直面して
いる漁業・水産業の再建を
　　2) サケ・サンマ・スルメイカの大不漁と原材料費の高騰に対す
る緊急対策を講じ、原材料確保、魚種転換や新商品の開発、販
路の確保・拡大への支援を行うこと。

　県では、主要魚種の不漁と原材料確保について、サケの資源回復に努める
とともに、近年、漁獲量が増えているマイワシについて、小型漁船漁業を対象
としたマイワシ漁業許可の新設に向け、漁場調査や収益性を検証する試験操
業、関係漁業団体との漁業調整や水産庁との調整を進めていきます。
　また、新たにサケ・マス類の海面養殖の事業化を推進するとともに、国産原
料の確保について国の支援制度の活用促進などにより、加工原料の確保に努
めていきます。
　さらに、水産加工原料確保に関するセミナー等の開催により商品開発の誘導
を行い、これまで取り扱わなかった原料の利用の推進を図るとともに商品開
発･改良をアドバイスする相談会や各種オンライン商談会を開催することで販
路の拡大を支援しているほか、水揚量が増加しているマイワシ、サワラ等を対
象とした新たな販路・物流モデルを構築することとし、令和５年度一般会計当
初予算に6,873千円計上したところです。
　引き続き、関係機関と連携しながら、加工原料の確保や販路の確保・拡大に
向け取り組んでいきます。

農林水
産部

水産振
興課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第二部】
三、生業の再生と働く場の確保
　２、サケ・サンマ・スルメイカなど主要魚種の大不漁に直面して
いる漁業・水産業の再建を
　　3) サケ・マス類の海面養殖試験と本格操業、ホシガレイの陸
上養殖試験への支援を強化し、新しいつくり育てる漁業の推進を
図ること。稚魚飼育に係るサケ・マスふ化場の有効活用を支援す
ること。

　県では、海洋環境の変化に左右されにくく、安定した生産が見込める養殖業
を振興するため、新たな取組として、アサリ養殖の事業化、サケ、マス類の海
面養殖の事業化に向けた取組やホシガレイなどの陸上養殖試験の支援など、
本県のつくり育てる漁業をより一層推進していきます。
　また、サケ・マスふ化場の有効活用や既存水産施設の閑散期における養殖
事業への有効活用については、これらの施設は国の補助金により整備した施
設であり、目的外の利用については国と協議することとされていることから、漁
協からふ化場施設等を活用する意向が示された際には、国と協議の上、その
実現に向けて支援していきます。

農林水
産部

水産振
興課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置
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【第二部】
三、生業の再生と働く場の確保
　２、サケ・サンマ・スルメイカなど主要魚種の大不漁に直面して
いる漁業・水産業の再建を
　　4) アワビ・ウニの不漁対策とホタテ等の貝毒の科学的調査と
対策を強化すること。

　アワビについては、放流効果の高い容器放流の普及、藻場の再生などの餌
料対策等の指導を行うとともに、種苗の生産・放流に要する経費へ支援するな
ど、資源の早期回復が図られるよう取り組んでいきます。
　ウニについては、身入りの良いウニを育成するため、餌料海藻の多い漁場や
漁港内への移殖放流や蓄養の有効活用を漁協へ指導するとともに、磯焼け対
策とウニ資源の有効活用とを両立させるための取組を進めており、引き続き、
漁場の生産性の向上と漁業者の所得向上を支援していきます。
　貝毒については、県水産技術センターにおいて、貝毒原因プランクトンの発
生･消滅情報の提供を行うとともに、県漁連による貝柱の加工向け出荷にかか
る中腸腺の毒量基準の見直しを受けて、県漁連と連携の上、水産加工業者に
対し、加工処理基準の遵守及び適切な加工処理を指導しています。
　また、自主規制により出荷額の減少が確定した場合には、漁業共済の共済
金の支払い対象となることから、県漁業共済組合に対し、共済金の早期支払
いを指導していくとともに、必要に応じ漁業者に対して融資制度の活用を促進
していきます。

農林水
産部

水産振
興課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第二部】
三、生業の再生と働く場の確保
　２、サケ・サンマ・スルメイカなど主要魚種の大不漁に直面して
いる漁業・水産業の再建を
　　5) ワカメ・コンブ・ホタテガイ・カキ等の養殖漁業の安定的生産
をめざす取り組みを強化すること。養殖生産回復のため、漁業者
の養成・確保と漁場利用の見直しと活用を進めること。

　養殖生産量の減少については、震災後の生産者の廃業等に伴い養殖施設
数が減少したことが主な要因であり、現時点においても震災前の生産量まで
回復していない状況が続いています。生産量を回復するためには、経営体の
生産力を高めることが重要であり、このため、県では、漁場の配分の見直しな
ど、漁場利用のルールづくりによる漁業者の生産規模の拡大と効率化を促進
するとともに、意欲ある生産者の規模拡大や、漁協における自営養殖の推進、
漁船漁業者の養殖業への新規参入、省力化機器の導入などに取り組んでい
ます。
　さらに、「いわて水産アカデミー」においては、地域漁業をリードする人材育成
に取り組み、漁業者の確保につなげていきます。

農林水
産部

水産振
興課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置
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【第二部】
三、生業の再生と働く場の確保
　２、サケ・サンマ・スルメイカなど主要魚種の大不漁に直面して
いる漁業・水産業の再建を
　　6) 大不漁に直面している小型漁船漁業の振興策を具体的に
講じること。

　小型漁船漁業は、主要魚種の資源量減少から漁業経営が厳しい状況になっ
ていることから、県では、近年漁獲量が増加しているマイワシについて、小型
漁船漁業による試験操業を令和元年度から実施しています。
　また、国の経営安定対策事業によって減収補填を受けられる漁業共済の加
入を促していくほか、国の資源管理と連動して地先資源の調査及び解析体制
を充実し、ケガニやミズダコなどの資源管理の取組を支援していきます。

農林水
産部

水産振
興課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第二部】
三、生業の再生と働く場の確保
　２、サケ・サンマ・スルメイカなど主要魚種の大不漁に直面して
いる漁業・水産業の再建を
　　7) 国の漁業法改悪に対し、漁場に混乱をもたらす企業の進出
は認めないこと。漁民の多様な声を反映する海区漁業調整委員
会となるよう活性化を図ること。

　旧漁業法で規定されていた区画漁業権と定置漁業権の免許の優先順位は
廃止され、新漁業法では、既存の漁業権者が水域を適切かつ有効に活用して
いる場合は、その者に優先して免許されることとなったことから、県では国が定
めた政省令やガイドライン等の規定に基づいて適切に運用していく予定です。
　海区漁業調整委員会は、公募において漁業者等から推薦された方々が委員
に就任しており、県の諮問に対し、ご意見をいただいています。同委員会で
は、議案について丁寧な内容説明に努めているところであり、今後とも委員会
における議論が深まるよう取り組んでいきます。

農林水
産部

水産振
興課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第二部】
三、生業の再生と働く場の確保
　２、サケ・サンマ・スルメイカなど主要魚種の大不漁に直面して
いる漁業・水産業の再建を
　　8) 水産アカデミーの取り組みをはじめ、漁業担い手対策を抜
本的に強化すること。

　県は、漁業技術等の研修機関である「いわて水産アカデミー」を核とした、意
欲ある新規漁業就業者の確保・育成に取り組んでいるほか、地域漁業を牽引
する経営体を育成するため、経営の大規模化や法人化等の促進に取り組んで
います。
　今後も、これらの取組を支援し、漁業担い手の確保・育成に努めていきます。

農林水
産部

水産振
興課

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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　震災後、漁協が取得した漁船、漁具、漁網、加工施設等は、地方税法及び復
興特区法に基づいて固定資産税が一定期間減免されており、漁協を含む被災
事業者の支援と再建を図る目的から、地方税法における固定資産税の減免に
ついては、令和３年度の税制改正により、令和３年度以降の特例措置につい
て、５年間又は３年間延長されたところです。
　また、地方税の課税免除についても、令和３年度税制改正により復興特区税
制が延長され、沿岸地域については、引き続き復興特区における国税の特例
措置及び地方税の課税免除等に係る減収補填措置が適用されています。

復興防
災部

復興くら
し再建
課

市町村
課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

　水産業復興特区については、本県では地域毎に漁業集落が形成され、漁協
が中核となって水産業の発展に寄与してきた経緯があり、地域のコミュニティ
を形成する上で、漁協の役割は非常に大きいものと認識しています。県では、
引き続き、漁業関係団体と連携しながら漁業・養殖業の復興や、振興施策に
取り組んでいきます。

農林水
産部

水産振
興課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第二部】
三、生業の再生と働く場の確保
　２、サケ・サンマ・スルメイカなど主要魚種の大不漁に直面して
いる漁業・水産業の再建を
　　10) 被災農地の復旧を踏まえて、地域の特性を生かした多面
的な農業の振興を図ること。

　県では、沿岸地域の特性を生かした農畜産物の産地力向上のため、地場産
業などの需要に応じた酒米、そばなどの品質確保と安定生産に向けた栽培技
術指導を行っています。
　また、野菜については、生産拡大に向けた環境制御などの先端技術の導入
を進めるとともに、復興りんご「大夢」の販売拡大に向けて、栽培研究会の活
動を支援していきます。

農林水
産部

農産園
芸課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第二部】
三、生業の再生と働く場の確保
　２、サケ・サンマ・スルメイカなど主要魚種の大不漁に直面して
いる漁業・水産業の再建を
　　9) 固定資産税の減免の継続など漁協・漁民に対する支援を
強化すること。「水産特区」の押し付けに反対すること。
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【第二部】
四、被災地の県立病院の拡充を図り、地域の医療と介護の体制
を確保すること
　1) 県立大槌病院、山田病院、高田病院の医師・看護師確保に
全力で取り組み、地域医療の充実と連携に取り組むこと。県立釜
石病院の医師確保と改築に取り組むこと。

　県立大槌病院、山田病院、高田病院及び釜石病院の医師確保については、
派遣元である大学においても医師の絶対数が不足しており、非常に厳しい状
況が続いているため、関係大学からの診療応援や県立病院間の連携等によ
り、診療体制の維持に努めているところです。
　県では、医師の地域偏在の更なる解消に向けて、医師不足が深刻な沿岸・
県北地域への奨学金養成医師の配置に向けて、令和３年度に配置対象となっ
た奨学金養成医師から、沿岸・県北地域での２年間の勤務を必須化したところ
であり、山田病院では令和４年４月から内科常勤医４名体制（前年比１名増）と
し、釜石病院では脳疾患に対応可能な脳神経内科医を新たに１名配置するな
ど、令和５年１月１日時点で前年比４名増の21名の常勤医の体制となっていま
す。
　県においては、関係大学を訪問し医師の派遣を要請するほか、即戦力となる
医師の招聘、奨学金養成医師の計画的な配置等に取り組んでいるところであ
り、引き続き、このような医師確保対策の推進を図りながら常勤医師の確保に
取り組んでいきます。
　看護師確保については、看護師養成校の訪問や就職セミナー、保護者を含
む就職説明会を開催したほか、ＳＮＳ等の多様なメディアを活用した広報活動
を推進しており、今後も様々な取組を行い看護師確保に努めていきます。
　また、地域医療連携については、患者の動向や圏域内の医療機関の役割分
担を踏まえながら、必要な体制の整備に努め、連携に取り組んでいきます。
　県立釜石病院の施設・整備については、劣化調査の結果、建物の躯体に問
題はないものの、設備の劣化が進んでいることから、優先的に対策の検討を
進めており、保健医療計画の検討状況も踏まえながら、引き続き、検討してい
きます。

医療局 医師支
援推進
室

職員課

経営管
理課

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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【第二部】
四、被災地の県立病院の拡充を図り、地域の医療と介護の体制
を確保すること
　2) 被災地では要介護高齢者が増加しており、介護施設の再建
整備をはかるとともに、介護職員など人材の確保に努めること。

　被災地における介護施設については、全半壊し使用不能となった14施設のう
ち廃止した１施設を除き、平成26年度までに13施設が再建され、新たに整備さ
れた施設も加えると、震災前の状況を上回っています。
　また、被災地においても介護職員の確保が厳しい状況にあることから、新規
人材や潜在的有資格者の掘り起こし、マッチング支援などを行っているほか、
労働環境の整備・改善を促すセミナーの開催など、市町村や事業者、関係団
体と連携しながら、介護人材の確保・定着に努めていきます。

保健福
祉部

長寿社
会課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第二部】
四、被災地の県立病院の拡充を図り、地域の医療と介護の体制
を確保すること
　3) 被災した障がい者と就労支援事業所等の職員確保と、事業
活動等への支援を強化すること。

　本県では、被災により受注先や製品の販路を失うなど、影響を受けた障がい
者就労支援事業所に対し、専門アドバイザーの派遣や研修会の開催等、運営
の安定化、商品力向上、販路拡大等に向けた支援を実施しており、令和５年度
一般会計当初予算に15,307千円計上したところです。
　今後も継続して、被災した沿岸地域を含む全県の就労継続支援事業所等を
対象とした就労支援を行っていきます。

保健福
祉部

障がい
保健福
祉課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第二部】
五、中心市街地・商店街の再建と新たなまちづくりへ支援の強化
を
　1） 中心市街地・商店街の再建と新たなまちづくりは、これから
が正念場を迎えます。前例のない取り組みとなることから、国・
県・市町村が総力を挙げて取り組むとともに、事業者・住民を主
体に、専門家の支援も強化すること。

　中心市街地・商店街の再建と新たなまちづくりについては、グループ補助金
や津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金等を活用しながら進
めています。
　また、商店街の再構築や共同店舗を新たに設置しようとする場合は、事業計
画の作成、計画の着実な実施及び適切な運営管理を行い、本設設置後も持続
的に発展していくことができるように、専門家などを派遣して支援しています。

商工労
働観光
部

経営支
援課

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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【第二部】
五、中心市街地・商店街の再建と新たなまちづくりへ支援の強化
を
　2） 整備された都市再生区画整理事業などのまちづくりに当
たっては、区画整理された土地の有効活用に向けて、空き地バン
クなどの取り組みを支援し、新たな中心市街地の形成とコミュニ
ティの確立に取り組むこと。住民が主体のまちづくりを進めるこ
と。

　被災市町村では、住民との合意形成を図って住宅再建のため防災集団移転
促進事業や都市再生区画整理事業を進めてきたところです。区画整理された
土地の有効活用に向けては、これまで、実務担当者会議などを通じて、空き地
バンク制度など、市町村の先進的な取組事例について情報共有を図ってきた
ところです。令和３年度からは、復興庁において創設された「ハンズオン型ワン
ストップ土地活用推進事業」を活用する市町村に対して助言等を行ってきてお
り、令和４年度も引き続き、土地利用の促進に向けて市町村を支援していきま
す。
　また、県では、新しいコミュニティ形成活動を行う地元団体等からの申請を受
けて、コミュニティ形成に関する専門家を派遣する「復興コミュニティ形成支援
制度」を設け、地域住民が自ら行う新しいコミュニティ形成に係る活動を支援し
ています。

県土整
備部

都市計
画課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第二部】
五、中心市街地・商店街の再建と新たなまちづくりへ支援の強化
を
　3） 防災集団移転事業による瑕疵担保責任はほぼ2年となって
いるが、民法上の10年に見直すこと。区画整理事業は前例のな
いかさ上げ・盛土を行っており、防集事業と同様に、土地の陥没
や崩壊等への補償など対応を行うようにすること。

　防災集団移転促進事業における土地の売買契約の瑕疵担保責任について
は、平成27年度末に関係市町村に適切に対処するように文書で依頼するとと
もに、復興まちづくり事業に係る各市町村の担当課長会議を開催するなどし
て、期間や課題等に係る必要な対応を要請しています。
　土地区画整理事業は行政処分で行うために契約書はありませんが、民法を
類推適用することで瑕疵担保責任を問えることとなっており、仮に土地に不具
合が生じた場合には、適切に対応する旨、市町村から聞いています。

県土整
備部

都市計
画課

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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【第二部】
五、中心市街地・商店街の再建と新たなまちづくりへ支援の強化
を
　4） 防災集団移転促進事業の移転元地の利活用に取り組むと
ともに、国に対し必要な事業費の確保を求めること。

　県では、沿岸市町村との意見交換や、土地活用実務担当者会議を開催し、
移転元地の活用事例や各種施策の情報共有を図るとともに、市町村の取組を
支援しています。
　また、土地活用の課題に対し、復興庁が直接現地に出向き、きめ細かくサ
ポートを行う「土地活用ハンズオン支援事業」に県も参画し、選定地区（大槌
町、陸前高田市）における取組を支援しています。
　さらに、令和４年６月に実施した令和５年度政府予算提言・要望において、
「移転元地の利活用に向けた取組等に対する支援」や「企業誘致や新規創業
等による移転元地への産業施設の整備について、復興特区における国税の
特例措置や津波立地補助金等による設備投資や雇用等に対する支援の継
続」を要望しており、引き続き、国に働きかけていきます。

復興防
災部

復興推
進課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第二部】
五、中心市街地・商店街の再建と新たなまちづくりへ支援の強化
を
　5） 復興事業により整備した水門・陸閘等の維持管理費の確保
を国に求めること。

　社会資本整備総合交付金等の既存制度の対象の可否等を勘案しながら、国
へ働きかけていきます。

県土整
備部

河川課 Ｂ　実現
に努力
している
もの
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【第二部】
六、被災地の新たな町づくりに対応した公共交通の確保を進める
こと
　1) 防災集団移転促進事業などによって高台に住宅団地や災害
公営住宅が整備されていることから、団地と中心市街地、役場、
病院、学校等を結ぶ新たな公共交通網の整備に取り組むこと。
国に対し新たな被災地公共交通確保を支援する事業を強く国に
求めること。デマンドタクシーや有償ボランティアによる交通確保
など多様な交通手段に対する支援を行うこと。

　県では、平成30年度に「岩手県地域公共交通網形成計画」を策定し、持続可
能な地域公共交通体系の構築に取り組んでいるところであり、市町村が地域
の実情に応じた新たな交通手段を導入する場合や、交通結節点の利用環境を
整備する場合などに、地域公共交通活性化推進事業費補助による支援を行っ
ています。
　また、市町村における地域公共交通の確保等の多様な課題に対し、市町村
の要請に応じ有識者の派遣を行っています。
　なお、令和５年度政府予算提言・要望等において、被災市町村が新たなまち
の形成に合わせた公共交通体系の構築を図るための支援について要望した
ところであり、今後も引き続き、国に対して働きかけていきます。

ふるさと
振興部

交通政
策室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第二部】
六、被災地の新たな町づくりに対応した公共交通の確保を進める
こと
　2) 大震災津波・台風19号災害から復旧した三陸鉄道の利活用
に官民挙げて取り組むこと。

　三陸鉄道は、東日本大震災津波、令和元年台風19号災害からの復旧を果た
し、復興のシンボルとして、地域の移動手段に留まらない魅力と価値を有して
います。
　また、三陸鉄道は、沿岸地域の活力を維持・発展させていくための社会的な
基盤であり、沿岸部の復興を支える重要な観光資源としての役割も有している
ことから、持続的な経営が確保されるよう取り組んでいく必要があります。
　令和５年度は「あまちゃん」の放送から10周年、令和６年度は三陸鉄道開業
40周年の節目の年となっており、三陸鉄道への関心が高まることが期待できる
ことから、県内外にむけて三陸鉄道の魅力を発信し、交流人口の拡大と収支
の改善につなげていきたいと考えており、三陸鉄道強化促進協議会等を通じ、
三陸鉄道や沿岸地域への誘客支援に取り組んでいきます。

　

ふるさと
振興部

交通政
策室

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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【第二部】
六、被災地の新たな町づくりに対応した公共交通の確保を進める
こと
　3) JR大船渡線については、地元の要望を踏まえたBRTの運行
の改善を図ること。全線開通80年余の歴史を踏まえ、鉄路での
復旧について再検討を求めること。気仙沼駅～陸前矢作駅間の
鉄路での運行再開を求めるとともに、新幹線への合理的な接続
など住民の要望に応えたBRTの運行を確保すること。

　鉄道路線については、地域の意向をダイヤ編成等に反映するとともに、地域
のまちづくりとの連携等を通じ、利用者の利便性向上と交通結節点としての機
能強化を図ることが重要であると考えています。
　ＢＲＴを含むＪＲ線については、毎年度、市町村等のＪＲ線に係る要望を県が
取りまとめ、ＪＲ東日本盛岡支社に対して運行ダイヤの見直しやＩＣカード（Ｓｕｉ
ｃａ）の導入等を要望しており、今後も地域の意向が運行ダイヤ等に反映される
よう取り組んでいきます。

ふるさと
振興部

交通政
策室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第二部】
六、被災地の新たな町づくりに対応した公共交通の確保を進める
こと
　4) JR山田線の利用しやすいダイヤの改正をJR東日本に強く求
めるとともに、宮古市・盛岡市と協力して利用促進を図ること。

　鉄道路線については、地域の意向をダイヤ編成等に反映するとともに、地域
のまちづくりとの連携等を通じ、利用者の利便性向上と交通結節点としての機
能強化を図ることが重要であると考えています。
　ＪＲ線については、毎年度、市町村等のＪＲ線に係る要望を県が取りまとめ、
ＪＲ東日本盛岡支社に対して運行ダイヤの見直しやＩＣカード（Ｓｕｉｃａ）の導入
等を要望しており、今後も地域の意向が運行ダイヤ等に反映されるよう取り組
んでいきます。
　また、利用促進に向けた取組を強化するため、令和５年度一般会計当初予
算に沿線市町村等が実施する利用促進等に係る経費に対する補助を措置し
たところであり、今後も引き続き、地域の実情や意向を踏まえつつ、沿線市町
村と緊密に連携しながら必要な対応に取り組んでいきます。

ふるさと
振興部

交通政
策室

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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　県では、平成30年度から、被災地に居住する生徒等の通学の支援を行うた
め、通学定期券の購入費を支援する「被災地通学支援事業費補助」を実施し
ているところです。
　事業期間は令和６年度までの予定としていましたが、被災地の児童生徒の
学びを支える視点から本事業は重要であることから、令和５年度の高校の新
入生が卒業する令和７年度まで事業を延長し、子どもたちの学びを支えていき
ます。

ふるさと
振興部

交通政
策室

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

  現在、小中学校の児童生徒の通学条件の緩和を図るため、市町村がスクー
ルバスを購入する事業に対する国庫補助事業として、へき地児童生徒援助費
等補助金が整備されています。
  今後も、県内市町村に対し当該事業の活用を働きかけるとともに、当該事業
の拡充について様々な機会を捉えて国に働きかけを行っていきます。

教育委
員会事
務局

教育企
画室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第二部】
七、子どもも高齢者もみんなが暮らし続けられる地域社会に―福
祉と教育の再生を
　2) 被災地での放課後の居場所と学習支援を継続すること。

　被災地での放課後の居場所と学習支援については、地域と学校の連携・協
働体制構築事業により、放課後子供教室の運営や学習支援員の配置等に係
る経費の補助を継続しています。

教育委
員会事
務局

生涯学
習文化
財課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第二部】
七、子どもも高齢者もみんなが暮らし続けられる地域社会に―福
祉と教育の再生を
　1) 被災地の高校、小・中学校への通学の足の確保とスクール
バスの確保に取り組むこと。
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【第二部】
七、子どもも高齢者もみんなが暮らし続けられる地域社会に―福
祉と教育の再生を
　3) 被災地への教員の加配措置（今年度、小中で60人、県立学
校で37人）を継続し、スクールカウンセラー（23人、うち今年度巡
回型カウンセラー7人）、スクールソーシャルワーカー9人の配置
を強化し、児童生徒の心のケアの取り組みを強化すること。教員
等の宿舎の確保に努めること。

　被災地への教員の加配措置については、国からの復興加配（令和４年度小
中学校60人、高等学校28人、特別支援学校９人、合計97人）を被災地等の小
中学校並びに県立学校に配置しています。今後も国に対し被災地の状況を説
明しつつ、その継続を求めていきます。（Ｂ）
　スクールカウンセラーについては、国に対して配置の支援を継続して要望し
ていくとともに、各学校や地域の実情を捉えた適正な配置に努めていきます。
スクールソーシャルワーカーについては、令和５年度よりこれまでの訪問型ス
クールソーシャルワーカーに加えて、全教育事務所にエリア型スクールソー
シャルワーカーを各１名配置します。
　今後も、学校や地域のニーズに応じた重層的な支援に努めていきます。（Ａ)

教育委
員会事
務局

教職員
課

学校教
育室

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第二部】
七、子どもも高齢者もみんなが暮らし続けられる地域社会に―福
祉と教育の再生を
　4) 被災児童生徒を対象とした「いわての学び希望基金奨学金
給付事業」(今年度250人)の拡充をはかること。被災高校生を対
象とした奨学金制度(実質給付制、今年度４７人)、大学等進学支
援一時金給付（94人）の活用を図ること。被災児童就学援助制度
の継続を求めること。

　いわての学び希望基金奨学金給付事業については、平成30年度から給付額
を増額するとともに、給付対象を大学院生まで拡大し、実施しています。また、
東日本大震災津波で被災した高校生等を対象とした奨学金事業及び大学等
進学支援一時金給付事業については、各高校を通じて保護者への周知を行っ
ており、今後においても本事業の周知を図りながら、必要な支援を継続してい
きます。
　就学援助等の継続については、東日本大震災津波で被災し、いまだに経済
的な理由により就学が困難となっている児童生徒が数多く在籍している中、こ
れらの児童生徒の学ぶ機会を保障するために市町村が行う就学支援事業に
対し、平成23年度から国の被災児童生徒就学支援等事業交付金による財政
的措置が行われています。
　県としては、支援を必要とする児童生徒を持つ世帯が解消するまで、当該交
付金による財政支援を継続するよう、引き続き、国に要望していきます。

教育委
員会事
務局

教育企
画室

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置
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【第二部】
七、子どもも高齢者もみんなが暮らし続けられる地域社会に―福
祉と教育の再生を
　5) 震災孤児（発災当時94人）・遺児（490人）に対する支援を強
化すること。児童福祉司・児童心理司を大幅に増員し、養育里親
への支援も強化すること。

　被災孤児・遺児に対して、児童相談所による相談支援や、県里親会への事
業委託による親族里親のサロン等を実施するとともに、いわてこどもケアセン
ターにおける被災した子どもの心のケアを継続しています。
　また、児童相談所においては、児童虐待防止対策の強化と併せて、専門職
員の計画的な増員を図るとともに里親支援専門児童福祉司を配置していると
ころであり、引き続き関係機関と連携しながら里親養育支援体制の強化に取り
組みます。

保健福
祉部

子ども
子育て
支援室

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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　東日本大震災津波伝承館は、コロナ禍にあっても着実に来館者が増加して
おり、令和５年１月末で66万人を超える多くの方に来館いただき、三陸におけ
る伝承拠点施設として震災の事実と教訓の伝承、復興の姿の発信に取り組ん
でいます。
　令和４年９月には、伝承館の開館３周年に合わせ、「震災語り部等ガイドサ
ミット」を開催し、県内外の震災ガイド等がお互いの活動を学び合い、効果的な
伝承・発信活動などについて意見交換を行う機会を設けたほか、語り部等の
育成支援として、「震災教訓伝承発信ガイドセミナー」を開催しました。
　引き続き、各地域で活動している震災語り部等の交流促進や育成支援を行
うとともに、一般財団法人3.11伝承ロード推進機構等と連携し、沿岸各地の震
災伝承施設等とのネットワークを強めていきます。

復興防
災部

復興推
進課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

　高田松原津波復興祈念公園については、公園の価値を高めるような震災遺
構の利活用方策も含めて、引き続き、陸前高田市と連携しながら、取組を進め
ていきます。

県土整
備部

都市計
画課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第二部】
八、高田松原津波復興祈念公園・津波伝承館を津波の教訓を国
内外に発信・伝承する施設として積極的に活用し、震災遺構の保
存と活用、観光と教育旅行で交流人口の拡大を
　１） 陸前高田市に整備された高田松原津波復興祈念公園・津
波伝承館を、津波の教訓と復興の姿を国内外に発信・伝承する
施設として積極的な活用を図ること。県内の震災遺構の保存と活
用に取り組み、ネットワーク化を図ること。
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【第二部】
八、高田松原津波復興祈念公園・津波伝承館を津波の教訓を国
内外に発信・伝承する施設として積極的に活用し、震災遺構の保
存と活用、観光と教育旅行で交流人口の拡大を
　２） 津波伝承館、震災遺構等を生かした修学旅行・教育旅行、
研修旅行、復興応援バスツアー・三鉄ツアーの取り組みを強化
し、交流人口の拡大に努めること。

　県では、教育旅行誘致説明会への参加や企業研修誘致説明会の開催、教
育旅行関係者や企業研修担当者の招請、教育旅行の事前学習への震災語り
部の派遣など、沿岸地域への誘客拡大に向けた取組を進めているところで
す。
　また、三陸地域へのバスツアーに対する運行支援や、東日本大震災津波伝
承館や三陸鉄道を組み込んだ旅行商品の造成促進に取り組んでいるところで
あり、今後も、三陸ＤＭＯセンターをはじめとする幅広い関係者との連携を強化
し、三陸沿岸地域をはじめ、本県の交流拡大に向けた誘客の促進に取り組ん
でいきます。
【令和５年度一般会計当初予算】
   ・三陸観光地域づくり推進事業費19,377千円
   ・いわて教育旅行誘致促進事業費補助11,900千円
   ・さんりく旅プラスキャンペーン推進費10,737千円

商工労
働観光
部

観光・プ
ロモー
ション室

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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　県では、いわて県民計画（2019～2028）において、三陸防災復興プロジェクト
2019等を契機として生み出される効果を持続し、三陸地域の多様な魅力を発
信して国内外との交流を活発化するため、「三陸防災復興ゾーンプロジェクト」
を重要な柱と位置づけ取り組んでいます。令和５年度は、三陸ジオパーク推進
協議会と連携し、三陸復興国立公園やみちのく潮風トレイルを活用したツアー
実施やパンフレット等の整備、認定ガイドの養成など受入環境整備を推進して
いきます。

環境生
活部

環境生
活企画
室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

　県では、三陸地域の観光振興に向けた各種取組を「いわて県民計画（2019
～2028）」に掲げる三陸防災復興ゾーンプロジェクトに位置付けて実施している
ところであり、引き続き、令和５年度においても、市町村等と連携を図りながら、
各種事業に取り組んでいきます。
　また、三陸固有の資源を活用した周遊・滞在型観光の促進に向け、旅行会
社を対象とした観光客誘致説明会での売込みや旅行会社等の招請事業を通
じ、三陸復興国立公園や三陸ジオパーク等を組み入れた旅行商品造成を促進
していきます。
【令和５年度一般会計当初予算】
   ・三陸観光地域づくり推進事業費19,377千円
   ・いわて教育旅行誘致促進事業費補助11,900千円
   ・さんりく旅プラスキャンペーン推進費10,737千円

商工労
働観光
部

観光・プ
ロモー
ション室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第二部】
八、高田松原津波復興祈念公園・津波伝承館を津波の教訓を国
内外に発信・伝承する施設として積極的に活用し、震災遺構の保
存と活用、観光と教育旅行で交流人口の拡大を
　３） 「三陸防災復興ゾーンプロジェクト」の取り組みの具体化を
図り、来年度も継続的な取り組みを進めること。三陸復興国立公
園、三陸ジオパークを生かした滞在型の観光の取り組みを強化
すること。
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【第二部】
八、高田松原津波復興祈念公園・津波伝承館を津波の教訓を国
内外に発信・伝承する施設として積極的に活用し、震災遺構の保
存と活用、観光と教育旅行で交流人口の拡大を
　４） 改修整備された陸前高田オートキャンプ場モビリアを防災
教育と漁業体験など周遊観光の拠点として活用を図ること。

　陸前高田オートキャンプ場については、既存施設の修繕に加え、多様化する
オートキャンプ場へのニーズに対応できる施設とするため、現在、施設整備を
進めているところです。
　施設再開後は、防災教育や漁業体験といった地域独自のコンテンツも活用し
ながら集客力のある魅力的な施設とし、観光施設と地域産業の連携を推進し、
観光と地域経済の結びつきを強化することにより、観光消費額の増加を図るこ
ととしています。
　また、県では、公の施設として多くの人に施設を認知してもらうためにオープ
ニングセレモニーの開催、商談会やイベント等での情報発信、モニタリングキャ
ンプなどにより、幅広くプロモーションを展開することとし、令和５年度一般会計
当初予算にプロモーション事業費として12,067千円計上したところです。
　県としては、陸前高田オートキャンプ場を三陸の新たな観光の拠点として位
置付け、陸前高田市や指定管理者である株式会社スノーピークと連携して取
組を進めていきます。

商工労
働観光
部

観光・プ
ロモー
ション室

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第二部】
九、応援職員の確保と2023年度以降も必要な復興事業の継続
と、復興財源の確保を求めること
　1) 今年度も県内外から34人の応援職員（10月1日現在）が被災
4市町に派遣されています。県には13人が派遣されました。来年
度の応援職員の必要数は陸前高田市、釜石市、大槌町で合計
30人余となっています。必要数を確保するよう取り組むこと。

　被災市町への人的支援については、県任期付職員を派遣したほか、市長
会・町村会等や総務省等を通じた調整を行ってきたところです。
　昨今においては、新型コロナウイルス感染症への対応や頻発する自然災害
などにより、派遣元自治体の組織・職員体制は厳しい環境となっているところ
ですが、県としては、復旧・復興を着実に進めていくため、要望に応じ、復旧・
復興に必要な人材の確保に向けて、継続的に取り組んでいきます。

ふるさと
振興部

市町村
課

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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　被災地においては、被災者一人ひとりの状況に応じたきめ細かい支援や、な
りわいの再生などに引き続き取り組んでいく必要があることから、県では、令和
５年度においても、被災者のこころのケア、新たなコミュニティの形成支援、担
い手の確保、そして、主要魚種の不漁やコロナ禍・物価高騰等の影響を受け
た事業者支援など、必要な取組を着実に実施します。
　また、国に対しては、復興の取組として一律に期限を適用することなく、施策
の進捗状況や被災地の実態等を十分に踏まえ、必要な事業及び制度を継続
するとともに、復興の推進に必要な予算が確実に措置されるよう、令和４年６
月に実施した令和５年度政府予算提言・要望において要望したところです。
　今後とも、復興の推進に必要な取組を実施していくとともに、他県や県内市
町村と連携しながら、様々な機会を捉え、必要な事業及び制度の継続や予算
の確保について、国に働きかけていきます。

復興防
災部

復興推
進課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【被災者のこころのケア】
　被災地においては、時間の経過に従って、被災者が抱える問題が複雑化・多
様化しており、被災によるストレスに加え、復興の進展に伴う生活環境の変化
や新型コロナウイルス感染症の影響が精神的な負担になっている、などの課
題が依然としてあることから、今後も、一人ひとりに寄り添ったきめ細かなここ
ろのケアに、中長期的に取り組む必要があると認識しています。
　このため、県としては、引き続き、見守り活動等と連携した相談体制を堅持す
るとともに、専門スタッフの確保やスキルアップ等により支援の質を高め、被災
者のこころのケアに、継続して取り組んでいきます。
　また、国に対し、岩手県こころのケアセンターの運営経費について、所要額
の確保と、全額国庫による財政措置の継続を、引き続き、機会を捉えて要望し
ていきます。

保健福
祉部

障がい
保健福
祉課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第二部】
九、応援職員の確保と2023年度以降も必要な復興事業の継続
と、復興財源の確保を求めること
　2) 2023年度以降も被災者の心のケアや「孤独死」を出さない要
支援者の見守りとコミュニティ確立、生業の再生と新たなまちづく
りの取り組みを進めること。5年間の機械的な期限に限ることな
く、必要な復興事業の継続と復興財源の確保を求めること。
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【第二部】
九、応援職員の確保と2023年度以降も必要な復興事業の継続
と、復興財源の確保を求めること
　3) 復興交付金事業の効果促進事業に代わる自由度の高い財
政措置の継続と確保を求めること。

　県では、これまで、復旧・復興事業の迅速かつ着実な推進のため、被災地の
実情に応じて活用できる自由度の高い地方財源の確保等について、国へ要望
を続けてきたところであり、令和４年６月に実施した令和５年度政府予算提言・
要望においては、地域のニーズに対応するための地方創生関係交付金の柔
軟な運用について、国に要望したところです。
　今後とも、地方創生施策も活用して被災地の多様なニーズに対応できるよ
う、被災市町村等と連携しながら、様々な機会を捉えて国に働きかけていきま
す。

復興防
災部

復興推
進課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第二部】
十、原発災害―除染・廃棄物処理と早期の全面賠償を、汚染水
の海洋投棄に反対し、原発の再稼働・原発の運転期間見直し・
次世代型原発の建て替えは許さないこと
　1） 三陸沿岸漁業に重大な影響を与える東京電力福島第一原
発の汚染水の海洋投棄に強く反対し、海洋投棄によらない技術
開発と処理を求めること。

　ＡＬＰＳ処理水の処分に関する基本方針については、国のＡＬＰＳ小委員会に
おいて、専門家が風評影響など社会的な観点も含めた総合的な議論を行い、
技術的に可能な処分方法を検討し、海洋放出がより現実的であるとした報告
書を踏まえ、国において決定したとされています。
　また、その安全性について、県としては、専門的知見に基づき中立公正な立
場で独立して職権を行使する国の原子力規制委員会において、科学的根拠を
もって判断されるべきものと考えており、その判断においては、安全性が確保
される方法により、確実に処理が行われること、原子力安全分野における国際
的な基準の策定等に関する権限を有するＩＡＥＡ、国際原子力機関による安全
性の確認・評価と情報発信が行われることが重要であると考えています。
　県では、これまで、様々な機会を捉えて、国が責任をもって、科学的根拠に基
づく丁寧な説明はもとより、安全に関する客観的で信頼性の高い情報の発信
や、安全性を更に高める処理技術の研究開発の継続などを行うよう、様々な
機会を通じて繰り返し求めてきたところです。
　また、これまでの東日本大震災津波からの復興の取組や本県の自然・産業
に影響を及ぼすことのないよう、徹底した安全対策とあらゆる分野に対応した
実効性のある風評対策が講じられる必要があると考えており、処理水の安全
性や風評影響への懸念の声に真摯に対応し、県民の安全・安心と理解が得ら
れるような具体的な取組を行うよう、引き続き、市町村や関係団体と連携を図
りながら、様々な機会を捉えて国に要望していきます。

復興防
災部

復興危
機管理
室

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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【第二部】
十、原発災害―除染・廃棄物処理と早期の全面賠償を、汚染水
の海洋投棄に反対し、原発の再稼働・原発の運転期間見直し・
次世代型原発の建て替えは許さないこと
　2）岸田政権が12月に、原発の再稼働の推進、原発の運転期間
の見直し（60年超に）、廃炉が決まった原発を対象に次世代型原
発に建て替えを進めることを決定。東京電力福島第一原発事故
の教訓を投げ捨てる原発への回帰を許さないこと。

　本県においては、東日本大震災津波による福島第一原子力発電所事故の
影響によって、放射性物質に汚染された農林業系副産物の処理、原木シイタ
ケの出荷制限、風評被害などの大きな問題が生じ、現在もそれらの課題に対
処しています。
　原子力発電を含むエネルギー政策は、原発事故の影響を経験してきた国民
の原発に対する思いや、エネルギーを巡る世界情勢などを踏まえ、幅広い国
民の議論に基づき、国において総合的に判断されるべきものと考えています。
　県としては、「2050年度の温室効果ガス排出量の実質ゼロ」の実現に向け、
「第２次岩手県地球温暖化対策実行計画」に基づき、省エネルギー対策の推
進や森林吸収源対策とともに、地域と共生した再生可能エネルギーの導入を
促進していきます。

環境生
活部

環境生
活企画
室

Ｓ　その
他
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　8,000Bq/㎏以下の農林業系汚染廃棄物については、国のガイドラインにお
いて明確化されていない事項について、県独自のガイドライン（第２版）を策定
し、焼却処理する場合は、既存の焼却施設において一般廃棄物と混焼し、市
町村等の最終処分場を活用して埋め立てる処理方針を示したところです。
　その処理費用については、処理終了時まで「農林業系廃棄物の処理加速化
事業」を継続するよう国に要望しているところです。
　また、除染により発生した土壌や道路側溝汚泥の処理に向けて、国に対し除
去土壌の処理基準を早急に示すこと、汚染濃度や除去実施区域内外にかか
わらず、除去等撤去に要する経費や地域で必要となる一時保管場所の整備等
の掛かり増し経費について、福島再生加速化交付金（道路等側溝堆積物撤
去・処理支援）と同様の財政措置を講じることについて要望しています。
　なお、国庫補助対象外となる道路側溝汚泥の一時仮置場の設置に要する経
費については、平成25年度以降「放射性物質汚染廃棄物処理円滑化事業（県
単）」により県南３市町に対し支援しています。

環境生
活部

環境保
全課

資源循
環推進
課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

　市町村が保管する放射性物質に汚染された堆肥、牧草、ほだ木について
は、県単独事業により、一時保管施設の維持管理や牧草、ほだ木等の移動・
運搬に要する経費を支援しており、支援に要した経費については、東京電力か
らの損害賠償で措置しています。
　引き続き、処理業者と市町との合意形成に向けた取組を支援するとともに、
焼却処理が終わるまでの間、適切な一時保管がなされるよう支援していきま
す。

農林水
産部

農林水
産企画
室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第二部】
十、原発災害―除染・廃棄物処理と早期の全面賠償を、汚染水
の海洋投棄に反対し、原発の再稼働・原発の運転期間見直し・
次世代型原発の建て替えは許さないこと
　3）汚染された稲わらや堆肥、牧草、ほだ木の汚染発生量は、
59194ｔで、処理量は47759ｔ、80.7％、保管量は11434ｔ（9月末現
在）となっています。道路側溝汚泥の一時保管は一関市で16箇
所となっています。汚染状況重点調査地域における除去土壌の
現場保管量は3市町で26459?となっており、国の責任で早急に処
理・対応するよう強く国に求めること。
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【第二部】
十、原発災害―除染・廃棄物処理と早期の全面賠償を、汚染水
の海洋投棄に反対し、原発の再稼働・原発の運転期間見直し・
次世代型原発の建て替えは許さないこと
　4） 原木シイタケの価格低迷とシイタケ原木の高騰の中で、国
の責任で原木シイタケ等の産地再生に向けた総合的な対策を実
施するよう国に求めること。原木の購入経費を支援する「特用林
産施設体制整備復興事業」を来年度以降も継続するよう強く求め
ること。

　県では、国に対し、産地再生に不可欠な原木の安定供給を図るための総合
的な対策の実施のほか、生産者の意欲を高めるための原木しいたけの安全
性に係る正確な情報発信等の実施、産地が行う情報発信・ＰＲ活動等の取組
の全面的かつ継続的な支援を要望しています。
　また、「特用林産施設体制整備復興事業」については、令和３年度～令和７
年度の実施の延長が決定しており、引き続き、生産者の原木購入の支援を
行っていきます。

農林水
産部

林業振
興課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第二部】
十、原発災害―除染・廃棄物処理と早期の全面賠償を、汚染水
の海洋投棄に反対し、原発の再稼働・原発の運転期間見直し・
次世代型原発の建て替えは許さないこと
　5） 被害の実態に即した全面的な賠償を早期に実施すること。
県・市町村の放射線影響対策に要した経費151億8454万円の請
求に対し、支払い合意は129億5472万円、85.3％（22年10月27日
現在）となっており、全面的賠償を強く求めること。

　県では、原子力発電所事故に伴う放射線影響対策に要した費用は一義的に
東京電力が負うべきものと考え、東京電力に対し、要した費用全てについて賠
償に応じるよう、市町村等と連携しながら、繰り返し強く求めているところです。
　さらに、直接交渉だけでは東京電力からの賠償が期待できない請求分につ
いては、市町村等と連携して原子力損害賠償紛争解決センターに対して、３次
にわたり和解仲介の申立てを実施し、同センターにおける審理を通じても、被
害の実態に即した速やかな賠償を求めてきたところです。
　また、国に対しても、放射線影響対策について県及び市町村の負担とならな
いように全面的な対応を講じることや、県及び市町村が負担した放射線影響
対策に要した費用について、十分な賠償を速やかに行うとともに原子力損害
賠償紛争解決センターの判断を尊重して和解案を受諾するよう、東京電力を
国が指導するなど、必要な措置を講じることを要望しています。
　今後も、様々な機会を捉えて東京電力及び国に対し、働きかけを行っていき
ます。

復興防
災部

復興危
機管理
室

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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【第二部】
十、原発災害―除染・廃棄物処理と早期の全面賠償を、汚染水
の海洋投棄に反対し、原発の再稼働・原発の運転期間見直し・
次世代型原発の建て替えは許さないこと
　6） 農用地及び森林の汚染実態を把握し、詳細な汚染マップを
早急に作成するとともに、関係機関の英知を結集して除染方法
の開発・実証を進め、除染を急ぐこと。

　農用地については、文部科学省の「航空機モニタリング結果」のデータ等を
利用した汚染マップを作成し、平成24年３月に公開済みです。 森林についても
同様に、「航空機モニタリング結果」を利用し、森林基本図と重ねて確認できる
データを平成24年３月に各市町村に提供しています。
　また、放射性物質の除染については、牧草地で既に完了したほか、しいたけ
ほだ場の落葉層の除去等を進めているところです。

農林水
産部

農林水
産企画
室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第二部】
十、原発災害―除染・廃棄物処理と早期の全面賠償を、汚染水
の海洋投棄に反対し、原発の再稼働・原発の運転期間見直し・
次世代型原発の建て替えは許さないこと
　7） 「即時原発ゼロ」の実現をめざし、原発の再稼働に反対する
こと。

　本県においては、東日本大震災津波による福島第一原子力発電所事故の
影響によって、放射性物質に汚染された農林業系副産物の処理、原木シイタ
ケの出荷制限、風評被害などの大きな問題が生じ、現在もそれらの課題に対
処しています。
　原子力発電を含むエネルギー政策は、原発事故の影響を経験してきた国民
の原発に対する思いや、エネルギーを巡る世界情勢などを踏まえ、幅広い国
民の議論に基づき、国において総合的に判断されるべきものと考えています。
　県としては、「2050年度の温室効果ガス排出量の実質ゼロ」の実現に向け、
「第２次岩手県地球温暖化対策実行計画」に基づき、省エネルギー対策の推
進や森林吸収源対策とともに、地域と共生した再生可能エネルギーの導入を
促進していきます。

環境生
活部

環境生
活企画
室

Ｓ　その
他

【第二部】
十、原発災害―除染・廃棄物処理と早期の全面賠償を、汚染水
の海洋投棄に反対し、原発の再稼働・原発の運転期間見直し・
次世代型原発の建て替えは許さないこと
　8） 岩手にも影響を及ぼし、宮城県民の7割が反対している女川
原発の再稼働に反対すること。

　東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質の影響は、県内でも
未だ収束したとは言えない状況にあり、そのようなことを二度と起こしてはなら
ないと考えています。
　国のエネルギー基本計画では、再稼働を進める際には、国が前面に立って
立地自治体等関係者の理解と協力を得るよう取り組むこととされており、今後
も国がそのように取り組むことを期待します。

環境生
活部

環境生
活企画
室

Ｓ　その
他
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　県では、被災者生活再建支援金及び被災者生活再建支援金支給補助金の
活用を促し、対象となる12世帯全てが支給を受けたところです。
　今後も市町村と連携を図りながら、必要に応じた支援を検討していきます。

復興防
災部

復興くら
し再建
課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

　県では、住宅再建が必要な被災者に対して、岩手県建築住宅センターを通じ
て住宅再建に関する相談に応じるとともに、低利な融資制度や工務店探し等
の情報をまとめホームページで情報提供をしてきました。今後も、引き続き、関
係部局とも連携しながら、必要な支援を行っていきます。

県土整
備部

建築住
宅課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第二部】
十一、2016年台風10号災害、2019年台風19号災害からの復旧・
復興の課題について
　１）2019年台風19号災害からの復旧復興について
　　② 内水氾濫や溢水によって浸水被害が発生した河川につい
ては、再び水害が起こらないような河川改修を早急に実施するこ
と。土砂の堆積や流木の撤去などの対策を講じること。公共土木
施設の復旧に取り組むこと。小屋畑川の河川改修（2026年予定）
の早期完了をめざすこと。

　県では、洪水被害実績が大きい区間や資産が集中している箇所を優先して
河川改修、河道掘削、立ち木伐採等を進めており、引き続き、「防災・減災、国
土強靱化のための５か年加速化対策」等を活用しながら推進していきます。
　また、小屋畑川については、令和３年度から浸水被害軽減を図るための河川
改修事業に新規に着手したところです。令和４年度は、河道付替等の調査設
計等を進めつつ、用地・建物調査の現地作業に入ったほか、合流先の長内川
において河道掘削等の工事を実施しています。引き続き、令和８年度の完成に
向けて事業を推進していきます。
　なお、公共土木施設（県施設）の復旧については、令和４年12月に完了したと
ころです。

県土整
備部

河川課 Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第二部】
十一、2016年台風10号災害、2019年台風19号災害からの復旧・
復興の課題について
　１）2019年台風19号災害からの復旧復興について
　　① みなし仮設に入居していた12世帯が昨年12月末で退去し
ましたが、住宅再建に至ってない被災者がおり、被災者の住宅再
建と住宅確保に全力を挙げること。
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【第二部】
十一、2016年台風10号災害、2019年台風19号災害からの復旧・
復興の課題について
　１）2019年台風19号災害からの復旧復興について
　　③ 繰り返し被害が発生している漁港施設（日の出漁港等）等
は改良復旧を行うこと。人家に影響を与える土砂災害については
早急に復旧するとともに、農林漁業の施設等の復旧を急ぐこと。

　令和元年台風第19号の高波被害において、被災した施設のうち、東日本大
震災津波で被災した漁業用施設である日出島地区養殖場の消波堤につい
て、再度の被害が生じたことから、被災した既設ケーソンを活用し、堤体の幅を
広げて復旧しました。
　農地・農業用施設、林道施設及び漁港施設等の復旧については、令和４年２
月末までに全箇所が完了しています。

農林水
産部

農林水
産企画
室

漁港漁
村課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第二部】
十一、2016年台風10号災害、2019年台風19号災害からの復旧・
復興の課題について
　２）2016年台風10号災害からの復興について
　　① 被災した生活橋（73箇所のうち51箇所で応急復旧実施、39
箇所が本復旧に見込み）の復旧整備を、寄付だけに頼らず早期
に進めるよう国・県の支援を行うこと

　平成28年台風第10号災害により、岩泉町内の生活橋190か所のうち73か所
が被災しましたが、町においては、所有者が本復旧する場合に必要となる経
費の最大９割を補助する形で復旧を進めてきました。
　その財源として、町では、大手ポータルサイトにおける復旧支援募金などを
行っており、県としても当該募金の周知等の支援を行ってきたところです。
　令和４年６月には、本復旧を希望する生活橋の再建が、河川工事完了後に
着手予定の１か所を除いて全て完了し、ほぼ復旧のめどが立ったことから、募
金を終了したと町から伺っています。

復興防
災部

復興危
機管理
室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第二部】
十一、2016年台風10号災害、2019年台風19号災害からの復旧・
復興の課題について
　２）2016年台風10号災害からの復興について
　　② 河川改修事業の完了が2024年度となっている小本川（上
流・下流）工事、22年度となっている安家川の着実な工事の推進
に取り組むこと。

　令和４年12月末現在の小本川における整備率（護岸及び河道掘削の延べ延
長ベース）は上流部で約73%、下流部で約71%となっており、安家川は約95%と
なっています。
　引き続き、早期の完了を目指し、着実な工事の推進に取り組んでいきます。

県土整
備部

河川課 Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置
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【第二部】
十二、「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震」の浸水・被害想定
を踏まえ、東日本大震災津波の教訓を生かした防災・減災対策
の抜本的強化を
　１） 日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震・津波への対応に緊張
感をもって早急に取り組むこと
　　① 「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震・津波」の浸水被害
想定を踏まえ、住民の命を守る防災・減災の計画を県と市町村
が連携して策定すること。地域ごとに住民説明会を丁寧に開催す
ること。

　県における対策事業については、有識者等からなる地震・津波被害想定調
査検討部会において定量的な被害想定と併せて減災対策の検討を進め、令
和４年９月に地震・津波被害想定を公表したところです。また、岩手県地震・津
波減災対策検討会議の場等を活用し、具体的な対策について、市町村と一緒
に検討していきます。また、令和４年９月に公表した地震・津波被害想定につ
いて、久慈市や田野畑村で住民説明会を開催したところであり、今後も、市町
村等の要望に応じて、住民説明会を開催していきます。

復興防
災部

防災課 Ｂ　実現
に努力
している
もの
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　新たな防災対策が必要となる市町村への財政支援については、関係道県と
連携しながら、既存交付金の拡充や新たな財政支援制度の創設などを引き続
き、国に要望していくなど、市町村等による津波避難対策が着実に実施される
よう取り組んでいきます。

復興防
災部

防災課 Ｂ　実現
に努力
している
もの

　避難路や避難施設等の整備への財政支援については、関係道県と連携しな
がら、既存交付金の拡充や新たな財政支援制度の創設などを国に要望してい
くとともに、避難路等の整備が必要となった場合には、国庫補助事業の導入に
向けた国との協議・調整を行うなど、今後とも、漁業地域の防災力向上に資す
る取組を支援していきます。

農林水
産部

漁港漁
村課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第二部】
十二、「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震」の浸水・被害想定
を踏まえ、東日本大震災津波の教訓を生かした防災・減災対策
の抜本的強化を
　１） 日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震・津波への対応に緊張
感をもって早急に取り組むこと
　　② 新たな津波浸水想定に基づく避難施設等と避難路の整備
への国の財政支援を強く求めること。
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　令和４年11月に「岩手県地震・津波減災対策会議」を立ち上げ、沿岸市町村
と一体となって検討を進めているところであり、役場庁舎等の移転・改修の検
討を含め、沿岸市町村による津波避難対策が着実に実施されるよう支援して
いきます。また、新たな防災対策が必要となる市町村への財政支援について
は、関係道県と連携しながら、既存交付金の拡充や新たな財政支援制度の創
設などを国に要望していくほか、国の補助制度や起債制度ではカバーできな
い市町村の取組をきめ細かく支援する県単独の補助金を新たに創設すること
とし、令和５年度一般会計当初予算に120,722千円を計上するなど、市町村等
による津波避難対策が着実に実施されるよう取り組んでいきます。

復興防
災部

防災課 Ｂ　実現
に努力
している
もの

　県では、地方債による財政措置がなされている津波浸水想定区域からの庁
舎移転事業について、地方の実情に応じた負担軽減策を講じるよう国に要望
してきました。
　今般、資材価格高騰による建設事業費の上昇を踏まえ、庁舎建築単価が引
き上げられることになりましたが、引き続き、防災・減災対策の推進のため、国
に対し必要な要望を行っていきます。

ふるさと
振興部

市町村
課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第二部】
十二、「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震」の浸水・被害想定
を踏まえ、東日本大震災津波の教訓を生かした防災・減災対策
の抜本的強化を
　１） 日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震・津波への対応に緊張
感をもって早急に取り組むこと
　　③ 浸水が想定されている役場庁舎等の移転・改修の検討を
進めるとともに、国に対し東日本大震災津波並みの財政支援を
強く求めること。
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【第二部】
十二、「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震」の浸水・被害想定
を踏まえ、東日本大震災津波の教訓を生かした防災・減災対策
の抜本的強化を
　２） 津波対策でも豪雨災害でも早期の適切な避難が最大の課
題です。
　　① 津波対策では、地震発生後すぐに避難ができるように、安
全な高台の避難場所の設置・整備と実践的な避難訓練を行うこ
と。避難誘導は地震発生後15分までとするなど安全確保策を徹
底すること。

　県では、県民一人ひとりの防災意識の向上に向け、岩手県地域防災サポー
ターを、沿岸地域の小学校へ派遣し、避難訓練の指導等を行っているほか、
沿岸地域も含めた地域の自主防災組織が行う防災活動講習会に派遣する
等、令和５年度一般会計当初予算に自主防災組織強化事業費5,515千円を措
置し、地域が進める防災対策（避難訓練等）の取組を支援していきます。
   また、避難誘導については、沿岸12市町村全てにおいて津波災害時におけ
る消防団の避難ルールを定め、津波到達予想時刻の最低15分前までに活動
を終了又は最低10分前までに高台退避を完了することとしており、避難誘導を
行う消防団員の安全確保を図っています。

復興防
災部

防災課 Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第二部】
十二、「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震」の浸水・被害想定
を踏まえ、東日本大震災津波の教訓を生かした防災・減災対策
の抜本的強化を
　２） 津波対策でも豪雨災害でも早期の適切な避難が最大の課
題です。
　　② 大雨豪雨時の避難対策は、明るいうちの早期の避難を進
めるために、気象庁等の台風・大雨情報を踏まえ、県の「風水害
対策チーム」の役割を強化し、早めの避難指示の徹底を重視す
ること。新たな避難情報の内容を周知徹底すること。

　早めの避難指示の徹底について、県では、平成28年の台風第10号災害の教
訓を踏まえ、大雨豪雨による災害が予想される場合、市町村における災害対
応を支援するため、関係機関及び有識者等で構成する「岩手県風水害対策支
援チーム」を平成29年に設置し、市町村における避難指示等の発令状況の把
握や、被害の発生が予想される地域及び警戒が必要な時間帯を分析する等、
市町村の防災対策を支援する体制を整備しているところです。
 　令和元年台風第19号接近時においては、同チームを招集し、明るい時間帯
に避難を完了すること等、防災態勢を強化するよう県から市町村に対し助言を
行ったところです。
　また、県地域防災計画に「県の助言を受けた市町村は、できるだけ早期の避
難指示の発令と日中の避難完了に努める」旨を追記したところであり、県とし
ても引き続き、同チームを運用し、市町村における適切な避難指示等の発令
が行われるよう支援していきます。
　新たな避難情報の周知徹底について、県では、令和３年５月の法改正直後
に市町村担当者連絡会議を開催して改正内容を周知したところです。
　また、令和５年度一般会計当初予算に防災危機管理費2,148千円を措置した
ところであり、盛岡地方気象台と連携し、市町村職員の災害対応力強化を目
的とした研修（講義、図上訓練）や気象防災ワークショップを行うなど、引き続
き、市町村の取組を支援していきます。

復興防
災部

防災課 Ｂ　実現
に努力
している
もの
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　県では、地域住民に対するハザードマップ等の周知を図るため、令和５年度
一般会計当初予算に自主防災組織強化事業費5,515千円を措置したところで
あり、岩手県地域防災サポーター派遣制度を活用し、自治会や自主防災組織
に対する研修会等を実施していきます。
　また、洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒内にある要配慮者利用施設に
は避難確保計画の作成が義務付けられていることから、施設管理者向けの講
習会を開催する等、市町村と連携して計画策定を促進していきます。

復興防
災部

防災課 Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

　想定最大規模の降雨に対応した洪水ハザードマップの作成は、平成27年の
水防法の改正により定められたところであり、市町村が、この洪水ハザードマッ
プを作成するためには、まず、河川管理者が、想定最大規模の浸水想定区域
を指定し、それを市町村に提供する必要があります。
　県では、市町村が早期に洪水ハザードマップの作成が可能となるよう、引き
続き浸水想定区域の指定に取り組んでいきます。
　土砂災害警戒区域等については、引続き指定の推進を図り、市町村が取り
組む避難確保計画の策定に対し必要な支援を行います。また、住民の土砂災
害に対する認知度を高めるため、市町村と連携し広報に掲載するなど様々な
方法を通じ取り組んでいきます。

県土整
備部

河川課 Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第二部】
十二、「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震」の浸水・被害想定
を踏まえ、東日本大震災津波の教訓を生かした防災・減災対策
の抜本的強化を
　２） 津波対策でも豪雨災害でも早期の適切な避難が最大の課
題です。
　　③ 想定最大規模の洪水ハザードマップの作成を急ぎ、地区ご
とに周知徹底を図ること。土砂災害警戒区域等の指定を促進し、
地域住民への周知徹底と避難計画等の取り組みを進めること。
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【第二部】
十二、「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震」の浸水・被害想定
を踏まえ、東日本大震災津波の教訓を生かした防災・減災対策
の抜本的強化を
　２） 津波対策でも豪雨災害でも早期の適切な避難が最大の課
題です。
　　④ 高齢者や障がい者など要支援者名簿に基づく個別支援計
画の作成（5月1日現在、20.9％）の遅れを検証し、具体的な支援
を強化し取り組むこと。自主防災組織等による実践的な避難訓
練を実施すること。

　市町村では、個別避難計画の作成に当たって、福祉・防災関係者との連携
や地域における避難支援者の確保、津波災害発生時における迅速な避難の
在り方等が課題になっていると認識しています。
　県では市町村に対し、避難行動要支援者名簿や個別避難計画の作成、自主
防災組織等の避難支援関係者との連携、防災訓練の実施等の取組について
研修会や会議等を通じて働きかけているほか、市町村を個別に訪問し、それ
ぞれの実情に応じた助言等の支援を行ってきたところです。
　令和５年度からは、令和5年度一般会計当初予算に措置した個別避難計画
作成支援事業費1,170千円により、新たに希望する市町村にアドバイザーを派
遣し、市町村の取組を伴走支援するほか、専門家を交えた沿岸市町村との意
見交換を通じて、津波災害発生時における具体の避難支援の在り方について
検討する等、課題解決に向けた支援により一層取り組んでいきます。
　自主防災組織等による避難訓練については、地域防災サポーターの派遣等
により地域での防災訓練の実施を支援しているところであり、災害発生時にお
いて実効性のある避難支援が行われるよう、引き続き市町村の取組を支援し
ていきます。

復興防
災部

復興くら
し再建
課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第二部】
十二、「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震」の浸水・被害想定
を踏まえ、東日本大震災津波の教訓を生かした防災・減災対策
の抜本的強化を
　２） 津波対策でも豪雨災害でも早期の適切な避難が最大の課
題です。
　　⑤ 洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域内にある高齢者施
設や障がい者施設の非常災害対策計画の策定を徹底するととも
に、実践的訓練を定期的に実施するようにすること。

　社会福祉施設等における非常災害対策計画の策定と実践的訓練の状況に
ついて、令和３年12月末現在の調査結果では、洪水浸水想定区域に立地する
710施設のうち、国が定める項目を全て満たした十分な計画を策定している施
設は664施設、また、同地域で訓練を実施した施設は559施設となっています。
　土砂災害警戒区域に立地する224施設のうち、十分な計画を策定している施
設は215施設、また、同地域で訓練を実施した施設は189施設となっています。
　今後想定される大規模災害に向け、計画策定と訓練の重要性は一層増して
いることから、市町村等と連携し、施設への指導監査等の機会を通じて計画策
定と訓練実施を徹底していきます。

保健福
祉部

保健福
祉企画
室

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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【第二部】
十二、「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震」の浸水・被害想定
を踏まえ、東日本大震災津波の教訓を生かした防災・減災対策
の抜本的強化を
　３） 震災関連死を出さない避難場所の抜本的改善を
　　① 新型コロナ禍の下で、発展途上国以下といわれる体育館
等の雑魚寝の避難場所を、国際赤十字が提唱するスフィア基準
（一人当たりの居住空間3.5㎡、最低トイレ数・初期は50人に1基、
その後は20人に1基、女性対男性は3：1）をもとに、早急に改善を
図ること。ホテル・旅館等の宿泊施設の活用を積極的に図るこ
と。

　県では、東日本大震災津波の経験を踏まえ、避難所を運営する市町村の参
考としていただくため、平成25年度に「市町村避難所運営マニュアル作成モデ
ル」を作成し、県内市町村に配付しています。
　この作成モデルには、「スフィア基準」も参考に、避難所の空間配置や、プラ
イバシーや安全に配慮した専用スペースの確保、男女別トイレの設置などを明
記しています。
　また、県では、令和２年７月に「新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避
難所運営ガイドライン」を作成し、避難所の不足が予測される場合はホテル・
旅館等の活用を検討するよう明記するなど、感染症対策に配慮した避難所運
営となるよう市町村を支援しています。

復興防
災部

復興くら
し再建
課

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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【第二部】
十二、「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震」の浸水・被害想定
を踏まえ、東日本大震災津波の教訓を生かした防災・減災対策
の抜本的強化を
　３） 震災関連死を出さない避難場所の抜本的改善を
　　② 高齢者や障がい者など要支援者、乳幼児を抱える家族等
については安心して避難できる場所の確保を行うこと。ホテル・旅
館の活用、福祉避難所の指定と活用を図る具体的取り組みを進
めること。ペット同伴の避難場所を確保すること。

　県では、「市町村避難所運営マニュアル作成モデル」を作成し、市町村のマ
ニュアル策定を支援しています。この作成モデルでは、高齢者、障がい者、乳
幼児や妊産婦等に十分配慮した避難所運営となるよう求めており、福祉避難
室の設置・活用や、必要に応じて福祉避難所や医療機関等へ移動していただ
くなど、要配慮者への対応における留意事項についても明記しています。
　また、物資の確保体制の整備として、紙おむつ、粉ミルク・哺乳ビンなどの乳
幼児用品を始めとする、乳幼児、妊産婦のための物資を速やかに届けられる
仕組みの構築のほか、妊産婦のための休養スペースや授乳スペースを設置し
プライバシーを確保することなど、妊産婦や乳幼児に配慮した避難所運営につ
いても求めています。
　ペット連れの避難者への対応については、飼育用スペースの確保や他の避
難者へ配慮すべき点などを明記しています。
　また、内閣府の「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」では、「社会福祉施設
や特別支援学校、ホテル・旅館等も含め、指定福祉避難所の確保のため柔軟
に検討する」とあり、県では市町村担当職員を対象とした研修会において、作
成モデルの内容と併せてこのガイドラインの趣旨も説明し、市町村の取組を支
援しています。

復興防
災部

復興くら
し再建
課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第二部】
十二、「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震」の浸水・被害想定
を踏まえ、東日本大震災津波の教訓を生かした防災・減災対策
の抜本的強化を
　３） 震災関連死を出さない避難場所の抜本的改善を
　　③ 避難所でのプライバシーの確保のため、段ボールベッドは
必要数を48時間以内に確保すること。夏場は冷房付きのテントの
設置を行うこと。仮設トイレは洋式仮設トイレを確保すること。

　避難所運営に必要な物資については、各市町村において備蓄が進められて
いるところですが、県として、市町村の対応を補完する観点から、避難所開設
時に必要となる食料、飲料水、毛布、組立式洋式トイレのほか、マスク、消毒
液、段ボールベット、テント等の感染症対策物資について、備蓄に関する経費
として、令和５年度一般会計当初予算に広域防災拠点設備等整備費16,297千
円を措置するなど、一定量の備蓄を進めています。
　また、国の「プッシュ型支援」や民間団体等との応援協定に基づく調達も可能
であることから、今後においても、国、県、市町村、民間団体等が互いに協力し
合い、必要な物資の調達・確保に努めていきます。

復興防
災部

防災課 Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置
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【第二部】
十二、「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震」の浸水・被害想定
を踏まえ、東日本大震災津波の教訓を生かした防災・減災対策
の抜本的強化を
　３） 震災関連死を出さない避難場所の抜本的改善を
　　④ 暖かいバランスの取れた食事を提供すること。

　平成25年度に作成した「市町村避難所運営マニュアル作成モデル」におい
て、避難所の食料の調達に当たっては可能な限り適正な栄養に配慮するとと
もに、栄養士の活用等によりメニューの多様化、適温食の提供、栄養バランス
の確保等に配慮するよう明記しており、引き続き、市町村に周知していきます。

復興防
災部

復興くら
し再建
課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第二部】
十二、「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震」の浸水・被害想定
を踏まえ、東日本大震災津波の教訓を生かした防災・減災対策
の抜本的強化を
　３） 震災関連死を出さない避難場所の抜本的改善を
　　⑤ 在宅避難者の実態を把握し、避難所と同様の支援を行うこ
と。

　東日本大震災津波での教訓から、災害対策基本法に避難所以外の場所に
滞在する被災者に対する配慮規定が追加されており、県地域防災計画におい
ても、市町村による在宅避難者の把握や支援について定めたところです。
　また、近年の台風災害時においては、市町村において在宅被災者の状況把
握や支援物資の提供など、被災者それぞれの状況に応じた支援が行われたと
ころです。
　県としては、社会福祉協議会等の関係機関と連携し、被災者の状況に応じた
支援が行われるよう、引き続き、市町村の取組を支援していきます。

復興防
災部

復興くら
し再建
課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第二部】
十二、「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震」の浸水・被害想定
を踏まえ、東日本大震災津波の教訓を生かした防災・減災対策
の抜本的強化を
　３） 震災関連死を出さない避難場所の抜本的改善を
　　⑥ 東日本大震災津波等の震災関連死の検証を行い、震災関
連死を出さない具体的な対策を講じること。

　東日本大震災津波等において、災害関連死の多くが高齢者であり、避難所
生活等の環境変化による肉体的・精神的な負担がその主な要因と考えられる
ことから、避難所における高齢者に対するケアが特に重要と考えられます。
「東日本大震災津波における避難者支援活動記録集」においても、高齢者の
ニーズに合った避難所の環境整備の必要性等をまとめており、それらを踏まえ
て、県が作成した避難所運営マニュアル作成モデルの市町村への配布や、市
町村担当者を対象とした研修会の開催を通じて、避難所の環境の改善を図る
など、引き続き市町村の取組を支援していきます。

復興防
災部

復興くら
し再建
課

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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【第二部】
十二、「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震」の浸水・被害想定
を踏まえ、東日本大震災津波の教訓を生かした防災・減災対策
の抜本的強化を
　４） 災害ケースマネジメントに基づき、継続的な支援を行うこと。
　　① 東日本大震災津波からの取り組みの教訓を生かし、災害
ケースマネジメントを導入し、被災者一人一人の状況と復旧・復
興の段階に応じた必要な支援が継続的に行われるようにするこ
と。

　被災者が抱える多様な課題を解決するため、一人一人の被災者の状況を丁
寧に伺い、関係者が連携して必要な支援を行う「災害ケースマネジメント」は、
被災された方々が、一日も早く安心して暮らせる環境を取り戻すための有効な
取組の一つと認識しています。
　県では、東日本大震災津波の後、被災者に対する迅速かつ的確な支援につ
なげるため、市町村が被災者一人ひとりの被害状況や支援の実施状況などを
管理できるよう、被災者台帳システムを整備・運用するとともに、令和２年度ま
での間、沿岸地域４か所に被災者相談支援センターを、盛岡市にいわて内陸
避難者支援センターを設置し、相談員や弁護士などの専門家による被災者
個々のケースに応じた相談対応を行ってきたところです。
　また、経済面や生活設計の面などで、複雑かつ多様な課題を抱える被災者
を支援するため、令和３年度から、釜石市にいわて被災者支援センターを、盛
岡市にサブセンターを設置し、専門家や市町村、市町村社会福祉協議会など
と連携して、被災者一人ひとりの状況に応じた支援を行っています。
　県としては、こうした、これまでの被災者支援への取組の成果と課題を踏まえ
るとともに、他県等の取組事例や、国が令和４年度に作成・公表を予定してい
る災害ケースマネジメントの標準的な手引書などを参考にしながら、住宅再建
や生活資金、健康面など、被災者が抱える多様な課題に対応できる総合的な
支援体制について検討を進めていきます。

復興防
災部

復興くら
し再建
課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第二部】
十二、「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震」の浸水・被害想定
を踏まえ、東日本大震災津波の教訓を生かした防災・減災対策
の抜本的強化を
　４） 災害ケースマネジメントに基づき、継続的な支援を行うこと。
　　② 一人暮らし高齢者等要支援者の見守りを強化し、被災者
が助け合い共同して自発的な活動ができるコミュニティの形成・
確立に取り組むこと。

　被災者が恒久的住宅など新しい居住環境で安心して生活するためには、地
域住民がお互いに支え合うコミュニティの形成が必要であることから、県では、
被災地コミュニティ支援コーディネート事業により、市町村と支援団体等を調整
するコーディネーターを配置し、体制づくりや人材育成に関するノウハウ等につ
いて助言するなど、市町村のコミュニティ形成の取組を支援しています。
　今後も、被災者の生活再建先において、住民が主体となったコミュニティ形成
や活動の定着が進むよう、市町村等の取組への助言や市町村間の情報共有
を図り、市町村におけるコミュニティ形成等に向けた取組を支援していきます。

復興防
災部

復興くら
し再建
課

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　１、子どもの医療費助成は、高校卒業までの現物給付化を早期
に実施すること。
　　１） 子どもの医療費助成は、33すべての市町村が高校卒業ま
での医療費助成を来年度から実施するとしており、高校卒業まで
の現物給付化を早期に実施するよう取り組むこと。

　現物給付の対象拡大については、これまで全県一律で、県と市町村が足並
みを揃えて導入を図ってきた経緯を踏まえ、令和５年度に県内全市町村で対
象年齢が18歳まで拡大されることを機に、現物給付の対象を令和５年８月に、
現在の中学生までから高校生等（18歳到達年度末）まで拡大することとしてい
ます。

保健福
祉部

健康国
保課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　１、子どもの医療費助成は、高校卒業までの現物給付化を早期
に実施すること。
　　２） 県単独医療費助成については小学校通院まで拡充するこ
と。一部負担（通院、医療機関ごと月1500円、入院月5000円）を
見直し無料化を復活すること。所得制限を撤廃すること。

　各市町村の医療費助成については、県の補助制度を基本としつつ、それぞ
れの政策的判断の下に拡充が図られてきており、県が助成対象を小学校通院
まで拡大したとしても、直ちにサービス向上に結びつくものではなく、また、対
象者の範囲を更に拡充した場合、多額の財源を確保する必要があります。
　また、本県の医療費助成制度の導入に際しては、増大する福祉サービスへ
の対応や、受益者以外の県民との負担の公平性の観点から、受益者が、その
能力に応じて負担するという考え方を根幹としてきた経緯があります。
　子どもの医療費助成は、本来、自治体の財政力の差によらず、全国どこの地
域においても同等の水準で行われるべきであることから、引き続き、国に対し、
全国一律の制度創設を求めていくとともに、本県では、県立病院等事業会計
負担金が多額になっているという事情もあることから、国の動向を注視しなが
ら、県の医療福祉政策全体の中で総合的に検討する必要があるものと考えて
います。

保健福
祉部

健康国
保課

Ｃ　当面
は実現
できな
いもの

【第三部】 県民の命とくらしを守る新たな県政めざして
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　１、子どもの医療費助成は、高校卒業までの現物給付化を早期
に実施すること。
　　３） 国に現物給付化に対するペナルティーの廃止を強く求め
ること。

　子どもの医療費助成は、本来、自治体の財政力の差などによらず、全国どこ
の地域においても同等な水準で行われるべきであり、政府予算提言・要望に
おいて、子ども医療費助成の全国一律化と、地方単独医療費助成事業の現物
給付化による国庫負担金の減額調整措置の廃止について継続して要望してき
たところです。また、全国知事会からも同様の要望を行っており、今後も様々な
機会を通じて国に対する働きかけを行っていきます。

保健福
祉部

健康国
保課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　２、高すぎる国保税は協会けんぽの水準まで引き下げ、子ども
の均等割りは免除・軽減すること。滞納者に対する保険証の取り
上げはただちに中止すること。
　　１） 国保税加入者は低所得者・無業者・高齢者が多く、協会け
んぽと比べても2倍も高い国保税が課せられています。国庫負担
の大幅な増額（全国知事会は1兆円の公費投入を要望）で国保
の構造的問題の打開を図り、協会けんぽ並みの水準まで国保税
の引き下げを実現すること。

　今後の医療費の増嵩が見込まれることから、県としては、国の財政責任の
下、将来にわたる持続可能な制度の確立に向けて、更なる財政措置が必要と
考えており、国庫負担率の引上げなど様々な財政支援の方策を講じ、今後の
医療費の増嵩に耐え得る財政基盤の安定化を図るよう、国に要望してきたとこ
ろであり、引き続き、国に働きかけていきます。
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　２、高すぎる国保税は協会けんぽの水準まで引き下げ、子ども
の均等割りは免除・軽減すること。滞納者に対する保険証の取り
上げはただちに中止すること。
　　２） 全国知事会が要望し、宮古市・陸前高田市が実施してい
る「子どもの均等割りの免除」を国の責任で実施するよう求めると
ともに、県内市町村でも「子どもの均等割りの免除・軽減」に取り
組むこと。「均等割り」「平等割り」など人頭税型の「応益割」の撤
廃を求め不合理な仕組みを是正すること。

　子どもの均等割の免除・軽減については、個別の市町村が財源負担を行い
ながら導入するものではなく、また、各自治体の財政力の差などによらず、全
国どこの地域においても同等な水準で子育て世代の負担解消が行われるべき
であり、引き続き、全国知事会等を通じて、国において必要な措置が講じられ
るよう求めていきたいと考えています。
　なお、子どもに係る均等割保険料について、国では令和４年度から未就学児
に係る均等割の５割軽減を実施しています。
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　２、高すぎる国保税は協会けんぽの水準まで引き下げ、子ども
の均等割りは免除・軽減すること。滞納者に対する保険証の取り
上げはただちに中止すること。
　　３） 新型コロナ感染者に対する傷病手当については、個人事
業主も対象にするよう取り組むこと。

　傷病手当金については、自営業者は、新型コロナウイルス感染症に関する
国の交付金の対象とはなっておらず、傷病手当金を給付する場合は、保険者
である市町村が条例に基づき判断することとなっています。
　県としては、引き続き、市町村に対し、財政健全化の観点から、適切な運用
が図られるよう助言していきます。
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　２、高すぎる国保税は協会けんぽの水準まで引き下げ、子ども
の均等割りは免除・軽減すること。滞納者に対する保険証の取り
上げはただちに中止すること。
　　４） 高すぎる国保税の引き下げのために、県の独自補助を実
現し、市町村の繰り入れも行うようにすること。国保法44条に基
づく生活困窮者の窓口負担（一部負担金）の減免を積極的に進
めること。

　一般会計からの法定外繰入については、市町村の判断により行うことができ
るものと考えますが、市町村と協議を行いながら策定した岩手県国保運営方
針において、「財政健全化のためには、決算補填等を目的とした法定外繰入
は解消に努める必要がある」としているところです。
　国民健康保険法第44条の規定による一部負担金減免については、農作物
の不作、不漁等により収入が減少した場合、業務の休廃止や失業等により収
入が著しく減少した場合などに減免できることとされており、その具体的な基準
については、個々の生活実態等を踏まえて、保険者である各市町村の判断に
より決定しています。
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　２、高すぎる国保税は協会けんぽの水準まで引き下げ、子ども
の均等割りは免除・軽減すること。滞納者に対する保険証の取り
上げはただちに中止すること。
　　５） 「決算補てんを目的とした法定外繰り入れは解消に努める
必要がある」「県内統一保険料をめざす」としている第2期岩手県
国保運営方針は見直し、高すぎる国保税の引き上げを抑えるこ
とを基本に、市町村独自の一般会計からの繰り入れを認めるこ
と。市町村独自の減免制度を具体的に制定し、低所得者に対す
る保険料の軽減、一部負担金の軽減の取り組みを進めること。

　一般会計からの法定外繰入については、市町村の判断により行うことができ
るものと考えますが、市町村と協議を行いながら策定した岩手県国保運営方
針において、「財政健全化のためには、決算補填等を目的とした法定外繰入
は解消に努める必要がある」としているところです。
　国保税の軽減については、災害や失業等により、生活が著しく困難になった
場合など特別な事情がある場合に、条例により減免ができることとされていま
す。
　国民健康保険法第44条の規定による一部負担金減免については、農作物
の不作、不漁等により収入が減少した場合、業務の休廃止や失業等により収
入が著しく減少した場合などに減免できることとされており、その具体的な基準
については、個々の生活実態等を踏まえて、保険者である各市町村の判断に
より決定しています。

保健福
祉部

健康国
保課

Ｄ　実現
が極め
て困難
なもの

56 



日本共産党岩手県委員会(2022年12月26日)

意見提言内容 取組状況 部局名
回答
課名

反映
区分

【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　２、高すぎる国保税は協会けんぽの水準まで引き下げ、子ども
の均等割りは免除・軽減すること。滞納者に対する保険証の取り
上げはただちに中止すること。
　　６） 盛岡市の取り組みを踏まえ、滞納者に対する資格証明書
の発行、短期保険証の発行はやめ、未交付は直ちに是正するこ
と。滞納者への資産等の差し押さえを見直すこと。

　短期被保険者証や資格証明書については、催告に応じていただけない国保
税滞納者の納付相談の機会を確保するために交付しているものであり、市町
村に対して、必要な医療を受ける機会を制限することのないよう、滞納者個々
の事情に十分配慮した、きめ細かな対応をするよう要請しているところです。
　滞納処分は、税負担に関する公平性や安定した国保財政を確保するため、
担税能力がありながら納付していただけない方に対して、市町村において、地
方税法、国税徴収法等の法令に基づき、十分な調査を行った上で実施されて
いるものと認識しています。
　都市部や周辺部などによって、加入者の層の違いがあるなど、市町村ごとに
様々な実情があるものと考えられることから、盛岡市の事例も参考に、市町村
において適切な運用が図られるよう助言していきます。
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　２、高すぎる国保税は協会けんぽの水準まで引き下げ、子ども
の均等割りは免除・軽減すること。滞納者に対する保険証の取り
上げはただちに中止すること。
　　７） 滋賀県野洲市、盛岡市の取り組みに学び、「滞納は生活
困難のシグナル」の立場で、滞納者への生活支援を抜本的に強
化し、部局横断的支援体制を確立すること。

　被保険者が保険税を滞納する背景には、様々な状況が考えられ、税負担に
関する公平性等を確保する観点から、滞納処分や短期被保険者証等の交付
は、担税能力がありながら納付していただけない方に対する手段として、一定
の効果があるものと考えており、現状においても、市町村において十分な調査
を行った上で実施されているものと認識しています。
　一方で、滞納の要因が、失業や疾病などによる経済的困窮である場合など、
真に納付が困難な場合にあっては、分割納付や徴収猶予等の対応のほか、
生活困窮者の自立支援を担当する部署と連携した支援などにより、滞納者に
寄り添ったきめ細かな対応を行うよう、市町村に対して要請を行っているところ
です。
　滋賀県野洲市のように滞納者の生活再建の視点も踏まえた対応について
は、県内でも実施している市町村があることから、県内市町村で共有を図りな
がら、滞納者個々の実情に応じた適切な対応を促していきます。
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　２、高すぎる国保税は協会けんぽの水準まで引き下げ、子ども
の均等割りは免除・軽減すること。滞納者に対する保険証の取り
上げはただちに中止すること。
　　８） 後期高齢者医療保険の医療費窓口2割負担の中止を求
めること。低所得者に対する軽減措置の継続と差別医療の撤廃
を求めること。滞納者に対する短期保険証の発行、資産の差し押
さえはやめること。

　一定の所得がある後期高齢者の窓口負担を２割に引き上げることについて、
令和４年10月から施行されたところですが、施行後３年間は、長期頻回受診者
の１月分の負担増が3,000円以内となるよう配慮措置が講じられることとなった
ところです。
　均等割の特例軽減措置は、令和３年度から本則の７割軽減に戻っています
が、これまでの９割軽減対象者に対しては、国において介護保険料軽減の拡
充及び年金生活者支援給付金が支給されています。
　短期被保険者証については、催告に応じていただけない保険料滞納者の納
付相談の機会を確保するために交付しているものであり、岩手県後期高齢者
医療広域連合及び各市町村に対して、滞納者個々の事情に十分配慮した、き
め細かな対応をするよう要請しています。
　後期高齢者医療制度は、加入者が納める保険料と国からの交付金等を財源
としていることから、制度運営の安定化のため、確実な収納が必要であると考
えており、滞納処分は、保険料負担に関する公平性等を確保するため、負担
能力がありながら納付していただけない方に対して、市町村において十分な調
査を行った上で実施されているものと認識しています。
　県としては、保険料を納付できない方は、失業や疾病などに起因する経済的
理由による場合など様々なケースがあることから、分割納付や徴収猶予等に
きめ細かく対応するよう、岩手県後期高齢者医療広域連合及び各市町村に対
して助言しています。
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　２、高すぎる国保税は協会けんぽの水準まで引き下げ、子ども
の均等割りは免除・軽減すること。滞納者に対する保険証の取り
上げはただちに中止すること。
　　９） 在宅酸素療法患者の負担軽減をはかるため、障害者医療
費助成制度の対象を３級まで拡大すること。

　重度心身障がい者医療費助成は、市町村において実施しており、県は市町
村が医療費助成を実施した場合に、その経費の１/２を補助しています。
　県の基準においては、障害基礎年金１級を受給している方を対象としていま
すが、市町村の判断により、県の基準を拡大して実施している場合がありま
す。
　県の補助対象を拡大する場合、多額の財源を確保する必要があると見込ま
れることから、県の医療・福祉政策全体の中で、総合的に判断する必要がある
と考えています。
　なお、県では、市町村が、保険給付の対象外となっている在宅酸素療法患者
が使用する酸素濃縮器の使用電気料金を助成する場合に、その経費の一部
を補助しています。
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　３、公立・公的病院の機械的な再編統廃合は中止し、医師・看
護師等の大幅増員・確保で、だれもが安心して受けられる地域医
療の確立を
　　１） 厚労省が唐突に公表した全国430の公立・公的病院の再
編統合リストは、医療費削減と病床削減をめざすことを目的に、
機械的な基準で地域医療と地域病院の役割を無視したもので
す。何よりも新型コロナ対応等の感染症対策が欠落したものであ
り撤回を求めること。絶対的な医師不足の中で、医師の大幅な増
員と確保を図り、新型コロナ対応でも重要な役割を果たしている
公立・公的病院の充実を図ること。

　本県では、再検証の対象とされた医療機関の大半において、既に一定程度
病床機能の転換や病床数の見直しが進められており、直ちに病院機能の大幅
な見直しが求められるものではないと考えています。
　地域医療構想調整会議では、個々の医療機関の機能や診療実績の実態も
確認しながら地域の実情に即した協議を行い、各地域で効率的で質の高い医
療提供体制の構築に取り組んでいく考えです。
　また、地域において効率的で質の高い医療提供体制を構築するためには、
医師の確保が大前提であり、全国的な医師の不足と地域偏在を根本的に解
消するためには、国を挙げて実効性のある施策に取り組む必要があることか
ら、医師不足12県の知事により設立した「地域医療を担う医師の確保を目指す
知事の会」において、関係者への理解促進や国民の機運醸成を図りながら、
実効性のある医師確保・偏在対策の実現に向けた提言を行っていきます。
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　３、公立・公的病院の機械的な再編統廃合は中止し、医師・看
護師等の大幅増員・確保で、だれもが安心して受けられる地域医
療の確立を
　　２） 「医療費適正化計画」「地域医療構想」「国保運営方針」に
よる病床削減、給付費削減に反対し、だれもが安心して医療が
受けられる地域医療を確立すること。

【医療政策室】
　国の財政制度審議会や経済財政諮問会議においては、人口当たりの病床
数と入院医療費との間に強い相関関係があることを理由に、医療費の適正化
には病床数の適正化が必要であるという考えが示されていると承知していま
す。
　県としては、医療費に与える影響については、様々な要因が指摘されている
ため一概には言えず、むしろ医師不足の本県にあっては、医師をしっかり確保
し、県民が必要な医療を適切に受けられることが重要であると考えています。
　このため県では、高齢化の進展などに伴う医療需要の変化に対応し、将来に
渡って質の高い医療を効率的に提供していく観点から、医師の確保に取り組
むとともに、病床機能の分化と連携を推進していきます。
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　３、公立・公的病院の機械的な再編統廃合は中止し、医師・看
護師等の大幅増員・確保で、だれもが安心して受けられる地域医
療の確立を
　　３） 医師不足解消へ、国の責任で医学部定員を1.5倍加し、
OECD並（14万人増）に医師を増員すること。引き続き「地域枠」
の確保や医師奨学生の拡充と地域病院への配置を進めること。

　県では、国に対して大学医学部養成数増の恒久化について毎年度要望を
行っており、令和４年度までは本県唯一の医育機関である岩手医科大学の定
員の維持が認められ、これに伴う地域枠も確保されています。
　また、奨学金制度により医師の絶対数を確保し、養成医師の計画的な配置
調整を行うことにより、医師不足の解消等に努めており、令和４年度は、県内
全ての二次保健医療圏の基幹病院等に計122名の養成医師を配置したところ
で、地域病院等の中小医療機関への配置については、配置基本ルールに基
づいて、先行して配置する基幹病院で総合診療スキルを習得した後、順次配
置を行うこととし、令和３年度は、県全体で29名の養成医師を配置したところで
あり、引き続き、地域病院等への配置についても、充実を図っていきます。
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　３、公立・公的病院の機械的な再編統廃合は中止し、医師・看
護師等の大幅増員・確保で、だれもが安心して受けられる地域医
療の確立を
　　４） 産科・小児科・救急医療などの医師確保の取り組みを特
別に重視して具体的な対策を講じること。

　県では、奨学金制度により医師の絶対数を確保し、養成医師の計画的な配
置調整を行うことにより、医師不足の解消等に努めており、特に産科・小児科
を選択した養成医師が地域周産期母子医療センター等で勤務に専念できるよ
う配置特例を設け、さらに令和２年度からは医療局奨学資金に産婦人科特別
枠を設けており、本制度について周知を図り、産科医等の養成の取組を強化
し、医師の偏在解消を進めていきます。
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　３、公立・公的病院の機械的な再編統廃合は中止し、医師・看
護師等の大幅増員・確保で、だれもが安心して受けられる地域医
療の確立を
　　５） 県内どこにいても安心してお産ができるように周産期医療
体制の確立に取り組むこと。院内助産、産前産後ケアの取り組み
を強化し、開業助産院への支援を行うこと。

（周産期医療体制の確立）
　県では、限られた医療資源の下で、安心・安全な周産期医療を提供するた
め、県内に４つの周産期医療圏を設定し、医療機関の機能分担と連携の下、
分娩リスクに応じた医療提供体制の整備を推進しているほか、分娩に対応す
る医療機関や市町村の間で、妊産婦等の情報を共有する周産期医療情報
ネットワーク「いーはとーぶ」による連携強化に努めています。
　また、地域において安心・安全な出産ができる環境を確保していくため、モバ
イル型妊婦胎児監視モニターを活用した救急搬送体制の強化や、妊産婦の通
院等を支援する事業の拡充などに取り組んでいるところです。
　次期保健医療計画の策定に向け、妊産婦の受療動向や人口動態、医療資
源の動向などを踏まえ、中長期的視点から質の高い安全な周産期医療を適切
に提供していくための医療提供体制の検討を行っていきます。

（院内助産、産前産後ケアの取組）
　院内助産等の取組は、医師の負担軽減や妊娠や出産までの手厚い支援に
もつながる有効な取組であると認識していますが、この取組を進めていくため
には、人材の育成・確保が重要であると認識しているところです。
　今後、院内助産や助産師外来、産前産後ケアにおいて高度なスキルを活か
して活躍する助産師の育成・確保に向けた支援の在り方などについて、小児・
周産期医療協議会等における助産師や産科医等の意見を踏まえながら、検
討を進めていきます。

保健福
祉部

医療政
策室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

62 



日本共産党岩手県委員会(2022年12月26日)

意見提言内容 取組状況 部局名
回答
課名

反映
区分

【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　３、公立・公的病院の機械的な再編統廃合は中止し、医師・看
護師等の大幅増員・確保で、だれもが安心して受けられる地域医
療の確立を
　　６） 不妊治療の経済的、精神的負担の軽減を図ること。保険
適用の範囲が拡大しましたが、不妊治療費助成を継続・拡充す
るとともに、不妊治療の医療機関の設置、女性の不妊専門相談
センターの整備・拡充を図り、不妊症看護認定看護師を養成する
こと。

　県では、不妊に悩む方々を支援するため、不妊専門相談センターによる相談
支援を行っています。
　また、経済的負担の軽減を図るため、新たに不妊治療に要する交通費の一
部助成を行うこととするほか、令和４年度からの保険適用の円滑な移行のた
め、移行期に治療を受けている者の治療計画に支障が生じないよう、年度をま
たぐ一連の治療に対して、経過措置として助成金を支給しており、令和５年度
一般会計当初予算に51,430千円計上したところです。
　県内で希望する治療が受けられるよう、特定不妊治療を提供する医療施設・
設備の整備や、不妊治療に従事する専門人材の養成など、不妊治療の提供
体制の充実を図るための財政支援を、国に要望しています。

保健福
祉部
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　３、公立・公的病院の機械的な再編統廃合は中止し、医師・看
護師等の大幅増員・確保で、だれもが安心して受けられる地域医
療の確立を
　　７） 看護師の大幅増員で安全でゆきとどいた医療を実現する
こと。「夜勤は複数、月8日」という人事院判定を厳格に実施する
こと。看護師に負担を強いる夜勤二交代制や夜勤専従を強要し
ないこと。看護師確保の奨学金制度の活用と拡充を図ること。

　県では、医療従事者が働きやすい職場環境づくりの取組を推進するため、岩
手県勤務環境改善支援センターを設置し、医療機関に対して社会保険労務士
等のアドバイザーや研修講師の派遣、勤務環境改善に資する設備整備などの
支援に取り組んでいるところです。
　また、看護職員の安定的な確保と定着を図るため「いわて看護職員確保定
着アクションプラン」に基づき、看護職委修学資金貸付制度のほか、中学生・
高校生看護進学セミナーやナースセンターによる再就業支援などに取り組ん
でいるところです。
　今後も、医療従事者の勤務環境改善に向けた取組が推進されるよう、各医
療機関に対して必要な支援と啓発を行っていくとともに、看護職員の確保と定
着に努めていきます。
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　３、公立・公的病院の機械的な再編統廃合は中止し、医師・看
護師等の大幅増員・確保で、だれもが安心して受けられる地域医
療の確立を
　　８） 無料低額診療への支援を進め拡充を図ること。薬剤費へ
の制度適用を求めること。

　院外調剤に係る費用が負担となり、必要な調剤を受ける機会を制限されるこ
とのないよう、調剤薬局についても第２種社会福祉事業への位置付けを要望し
ているところです。
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　３、公立・公的病院の機械的な再編統廃合は中止し、医師・看
護師等の大幅増員・確保で、だれもが安心して受けられる地域医
療の確立を
　　９） 医療へのマイナンバーカード押し付けに反対すること。
2021年3月から開始されたマイナンバーカードによるオンライン資
格確認は、医療機関が金銭的、業務的負担を強いられ、被保険
者が情報流出、カードの盗難・紛失、プライバシー侵害のリスクに
さらされるなど多くの問題を抱えています。制度運用の中止・見
直しを求めること。

・マイナンバーカードは、行政手続や証明書のデジタル化等を通じ、住民の利
便性の向上に資するものであり、住民票等の交付や確定申告の電子申請、健
康保険証、ワクチン接種証明などに活用されています。
　マイナンバーの利用に当たっては、法律に規定された事務に限定され、情報
の取り扱いについても厳しく制限されているところです。
・県としては、マイナンバーカードは、デジタル社会の重要なツールと捉えてお
り、県民の一層の利便性の向上に向け、その普及を図っていきます。
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　４、感染症対策―新型インフルエンザ、ヒブワクチンなどの対策
を強化すること
　　１） 新型インフルエンザに対応する医療機関の体制の強化を
図ること。水際検疫体制の確立、ワクチンなどの製造システムの
確立、地域の医療・保健体制の抜本的強化、抗インフルエンザ薬
とプレパンデミック・ワクチンの備蓄量の確保などに取り組むこ
と。新型インフルエンザワクチンの優先接種者に対する周知を徹
底し、負担軽減策を実施すること。

　医療機関における新型インフルエンザに対する体制の強化を図るため、これ
まで医療機関が行う人工呼吸器や簡易ベッド、院内感染防止設備、個人防護
具などの設備整備を支援してきたところであり、引き続き支援を行っていきま
す。
　また、水際検疫体制やワクチン製造システムの確立など、国が担う業務につ
いては、今後も十分な対策を行うように要望していきます。
　抗インフルエンザ薬等の備蓄については、国の備蓄方針に基づき、タミフル
やリレンザ、イナビル等を備蓄し、発生時に迅速に配布が出来るよう、使用期
限に留意し、計画的な備蓄更新を行っており、令和５年度一般会計当初予算
にも28,743千円を計上したところです。
　さらに、新型インフルエンザワクチンの優先接種者の登録については、医療
分野及び国民生活・国民経済安定分野について進められており、県としても必
要な協力をしていきます。
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　４、感染症対策―新型インフルエンザ、ヒブワクチンなどの対策
を強化すること
　　２） はしか・風疹対策を進め、国の責任でワクチンを備蓄し、
追加接種が必要な人には公費助成を行うこと。

　はしか（麻しん）及び風しんについては、予防接種法の対象疾病に位置付け
られ、積極的に接種勧奨等を行うとともに、国においては、それぞれに特定感
染症予防指針を策定し、予防接種の対象者を時限的に拡大するなどの施策を
推進してきたところです。
 　麻しん及び風しん排除のための最も有効な対策は、発生の予防であること
から、国では、引き続き、生後12月から24月及び小学校入学前１年の者に対し
定期の予防接種を行い、それぞれの接種率が95％以上になることを目標とし
て積極的な接種を勧奨しています。
 　県では、市町村が実施する予防接種に対する経費について、十分な財政措
置が講じられるよう国に要望してきたところであり、平成25年度からは経費の９
割が交付税措置されています。
 　風しんについては、平成26年度から風しんの予防接種が必要な方を抽出す
る検査の公費助成事業を実施しています。
　また、平成30年７月以降の風しん患者の増加を受けて、抗体保有率が低い
昭和37年４月２日から昭和54年４月１日の間に生まれた男性を定期接種の対
象とし、令和７年３月31日までの時限措置として、公的な予防接種を１回受け
る機会を設けることとしています。
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　４、感染症対策―新型インフルエンザ、ヒブワクチンなどの対策
を強化すること
　　３） ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンは、保護者の負担
軽減・無料化など、制度のさらなる充実をめざすこと。子宮頸がん
ワクチンは、副作用の深刻さを重く受け止め、接種勧奨は再開せ
ず、疫学調査など徹底した検証を求めること。

　ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンについては、安全性の確保・向上
を確認の上、平成25年４月１日から予防接種法の定期接種に追加されていま
す。
　子宮頸がんワクチンについては、平成25年６月から国の方針により、接種後
の副反応等が明らかになるまでから定期接種の積極的勧奨を控えてきたとこ
ろですが、国の専門家部会において、安全性や有効性を示すデータが国内外
で収集出来ているとして、令和４年４月から積極的勧奨が再開されました。
　国による積極的勧奨の再開を踏まえ、県では、接種を希望する方が機会を
逃すことがないよう、引き続き、市町村への情報提供等に努めていきます。
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　４、感染症対策―新型インフルエンザ、ヒブワクチンなどの対策
を強化すること
　　４） ノロウイルス対策を強化すること。おたふくかぜ、Ｂ型肝
炎、ロタウイルスワクチンの定期接種化を進めること。ＨＩＶ、梅
毒、クラミジアなど性感染症の予防・治療を進めること。

　ノロウイルス等による感染性胃腸炎は、令和４年度は前年度比の約２倍の発
生件数となるなど、冬季を中心に流行し、保育所や社会福祉施設等での集団
感染のおそれがあることから、県内の流行状況をホームページ等で情報提供
するとともに、社会福祉施設等の職員を対象に研修会を開催し感染予防対策
の啓発を行ってきたほか、保育所等で集団感染が発生した場合は、各保健所
が調査を行い感染拡大の防止のため、指導を行っています。
 　B型肝炎ワクチンについては、安全性の確保・向上を確認の上、平成28年10
月１日から予防接種法の定期接種に追加されており、また、ロタウイルスワク
チンについても、令和２年10月１日から予防接種法の定期接種に追加されて
います。
　性感染症対策については、近年の全国的な梅毒患者の増加を踏まえ、平成
29年度から保健所での梅毒無料匿名検査を開始しています。
　引き続き、性感染症の発生動向を注視し、保健所で行っているＨＩＶ、梅毒、ク
ラミジア無料匿名検査の周知を図るとともに、予防のための普及啓発を行って
いきます。

保健福
祉部

医療政
策室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　４、感染症対策―新型インフルエンザ、ヒブワクチンなどの対策
を強化すること
　　５） エボラ出血熱、デング熱などへの対応策を講じること。

　県では、エボラ出血熱患者の発生に備え、第一種感染症指定医療機関や保
健所の対応について訓練・研修を実施し、万一に備えています。
　また、デング熱及びジカウイルス感染症等の蚊媒介感染症については、岩手
県蚊媒介感染症対策行動計画に基づき、発生時には保健所に相談窓口を設
置するほか、医療機関との連携を強化し、情報提供の徹底するとともに、平時
においても県民に対し蚊の発生防止策について周知し、対策を進めています。

保健福
祉部

医療政
策室

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　４、感染症対策―新型インフルエンザ、ヒブワクチンなどの対策
を強化すること
　　６） 保健所の体制を抜本的に強化すること。保健師を大幅に
増員すること。

　保健所体制の強化については、感染拡大に対応するため、保健所に配置す
る保健師について、拡大前の令和元年度と比較して、会計年度任用職員を含
め24名の増員を行い、令和５年２月１日時点で78名を配置し、各保健所の体制
強化に努めてきたところです。
　また、コロナ対応に当たっては、感染の急速な拡大やクラスター発生等、
時々の感染状況に応じて、機動的かつ柔軟な対応が求められる面もあること
から、保健師の増員による保健所の体制強化に加えて、広域振興局内の他部
からの応援や、県庁に設置した保健所支援本部、健康観察サポートセンター
による支援など、全庁を挙げた業務支援体制を構築し対応してきたところで
す。
　今後においても、保健所が求められる機能と役割を十分に発揮できるよう、
保健師をはじめとする必要な職員の確保等に努めるとともに、機動的な業務
支援体制の構築と運用等、様々な手段を講じて、保健所体制の強化を図って
いきます。

保健福
祉部

保健福
祉企画
室

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　５、国庫負担の増額で介護崩壊を食い止め、だれもが安心して
利用できる介護保険の改善を
　　１） 介護施設等高齢者施設に対する新型コロナ感染症対策を
徹底すること。介護従事者の定期的頻回のPCR検査・抗原検査
の実施、衛生用品・防護具等の支給、介護事業者への減収補填
を行うこと。

【感染症対策の徹底、定期的頻回の検査】（医療政策室）
　県では、介護施設等が新型コロナウイルスの感染防止対策を徹底しつつ介
護サービス等を継続的に提供できるよう、新型コロナウイルス感染症チェックリ
ストによる点検や研修動画の周知、啓発資料の配布などとともに、いわて感染
制御支援チーム（ＩＣＡＴ）の技術的助言・指導により、感染防止対策に向けた
取組を支援しています。
　また、令和４年度は介護従事者等に対する集中的検査を実施してきており、
令和５年度についても対応できるよう、令和５年度一般会計当初予算に必要な
経費を計上しているところです。

【施設における感染対策等】（長寿社会課・障がい保健福祉課）
　県では、介護施設等が新型コロナウイルスの感染防止対策を徹底しつつ介
護サービス等を継続的に提供できるよう、新型コロナウイルス感染症チェックリ
ストによる点検や研修動画の周知、啓発資料の配布などとともに、介護施設等
向けの研修会を保健所・市町村が実施し、感染防止対策に向けた取組を支援
しているほか、感染症発生時のかかり増し経費への支援、高齢者施設等の従
事者に対する抗原検査キットによる集中的検査の実施などに取り組んでいま
す。
　衛生用品・防護具等については、県で備蓄している物資等を介護施設等に
提供するなどの支援を実施しています。
　減収補填については、新型コロナウイルス感染症への対応等により、一時的
に介護報酬の基本サービス費の算定要件や人員基準を満たすことができなく
なる場合等においても、一定の取組を行った場合には、介護報酬の算定が可
能であるなど、国から柔軟な取扱いが認められているほか、経営資金が必要
な場合には、独立行政法人福祉医療機構による、無担保・無利子での経営資
金の融資制度が用意されているところですが、減収補填については、全国的
な課題となっていることから、必要に応じて国に要望していきます。

保健福
祉部

医療政
策室

長寿社
会課

障がい
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　５、国庫負担の増額で介護崩壊を食い止め、だれもが安心して
利用できる介護保険の改善を
　　２） 新型コロナ患者の施設内療養は最小限にし、その場合で
も医師による医療支援の体制を確保すること。高齢の感染者は
できるだけ入院できるようにすること。

　高齢者施設等において陽性が確認された場合、症状等を踏まえて施設内で
の対応をしており、また、協力医療機関等による薬の処方や酸素投与といった
医療の提供も行われるようになってきたところです。その中で、入院治療が必
要となった場合には、医療機関につなげているところですが、引き続き、施設と
協力医療機関等の連携強化や入院可能な病床の確保に取り組んでいきま
す。

保健福
祉部

医療政
策室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　５、国庫負担の増額で介護崩壊を食い止め、だれもが安心して
利用できる介護保険の改善を
　　３） 全産業の平均と比べ月8万円以上も低い介護労働者の抜
本的な待遇改善を図ること。実態に合わない人員配置基準（現
行4対1）を2対1に改善すること。人員・施設基準の緩和は絶対に
行わないこと。

　県では、介護従事者の処遇改善・労働環境の整備を図るため、介護事業所
の管理者や職員を対象としたセミナーの開催等により事業所の取組を支援し
ており、今後も岩手労働局や介護労働安定センター等関係機関と連携し、労
働条件や処遇の改善に向けた取組を進めていきます。
　処遇の改善については、これまで国に対して、介護サービスの提供に関わる
全ての従事者を処遇改善の対象にすることや、全産業平均の賃金水準に達す
るまで、更なる処遇改善を継続的に行うよう要望してきたところであり、令和４
年２月から９月までの間、介護職員の収入を３％程度（月額9,000円）引き上げ
るための措置が講じられ、令和４年10月以降は、臨時の報酬改定により、介護
職員等ベースアップ等支援加算が創設され、同様の措置が継続されていま
す。
　人員配置基準については、国の規制改革推進会議において議論が行われ
ており、今後も国の動向を注視しつつ、必要な働きかけを行っていきます。

保健福
祉部

長寿社
会課
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　５、国庫負担の増額で介護崩壊を食い止め、だれもが安心して
利用できる介護保険の改善を
　　４） 特別養護老人ホームの緊急増設に取り組み、待機者解消
の計画を立て、待機者（4415人、在宅1347人、早期入所が必要
944人、4月1日現在）が増加する一方で、3年間の整備計画は462
床にとどまっており、待機者の解消に特別の取り組みを行うこと。
小規模特養に偏重することなく低所得者も入所できる多床室の
特養ホームも整備すること。施設整備への補助を増額すること。

　県内の各市町村では、高齢者人口の動向や特別養護老人ホーム入所待機
者の状況等を勘案しながら策定した第８期介護保険事業計画に基づき、特別
養護老人ホームのほか、介護老人保健施設や認知症高齢者グループホーム
の整備、さらには在宅介護サービスの充実などに取り組んでいます。県では、
介護を必要とする高齢者が必要な時に必要なサービスを受けることができるよ
う、市町村が行う介護サービス基盤の整備に対し補助等により、引き続き、支
援していきます。なお、市町村の判断により多床室の特別養護老人ホームを
整備することも可能であり、補助の対象としています。
　介護保険施設等の施設整備に係る補助の増額については、国や他県等の
動向も注視しながら、必要に応じて国への要望や県単補助については補助単
価の見直しを行っていきます。

保健福
祉部

長寿社
会課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　５、国庫負担の増額で介護崩壊を食い止め、だれもが安心して
利用できる介護保険の改善を
　　５） 昨年の8月から低所得者に対する補足給付の見直しに
よって大幅な負担増が強いられています。居住費、食費の負担
増によって退去せざるを得ない高齢者の実態、負担増の実態調
査を踏まえ、補足給付削減の中止を求めること。

　補足給付の見直しによる負担増の実態について、市町村に対し調査を行っ
た結果、令和４年９月末現在で、預貯金要件の見直しにより補足給付の対象
外となったと見込まれる方は約160人、食費の負担限度額の引上げにより負担
増となったと見込まれる方は約5,010人となっています。
　令和３年８月の制度改正以降、市町村からは介護保険施設を退所せざるを
得ないといった相談は寄せられていないと聞いていますが、相談があった場合
には、市町村と連携し、寄り添った対応を行っていきます。
　あわせて、県としては、介護が必要な方々に必要なサービスが提供されるこ
とが重要であると認識しており、これまで国に対して、制度運用上の課題等を
十分把握した上で必要な見直しを行うとともに、低所得者対策を一層拡充する
よう要望してきたところであり、今後も国の動向を注視しつつ、必要な働きかけ
を行っていきます。

保健福
祉部

長寿社
会課
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　５、国庫負担の増額で介護崩壊を食い止め、だれもが安心して
利用できる介護保険の改善を
　　６） 介護老人保健施設、グループホームの整備、小規模多機
能型施設、宅老所などの増設に積極的にとりくむこと。介護療養
病床の廃止（2017年度末で廃止、23年度末まで経過措置）に対
応し必要な介護医療院への転換・確保を図ること。

　県内の各市町村では、高齢者人口の動向等を勘案しながら策定した第８期
介護保険事業計画に基づき、介護老人保健施設や認知症高齢者グループ
ホームの整備、さらには宅老所がモデルとなって創設されたともいわれる小規
模多機能型居宅介護事業所を始めとする在宅介護サービスの充実などに取り
組んでいます。県では、介護を必要とする高齢者が必要な時に必要なサービ
スを受けることができるよう、市町村が行う介護サービス基盤の整備に対し補
助等により支援していきます。
　また、介護療養病床については、その転換の受け皿として新たな介護保険施
設である介護医療院が創設されたことから、県では転換に要する経費に係る
補助制度を設けており、介護療養病床を持つ医療機関の転換意向も踏まえつ
つ、必要な対応を行っていきます。

保健福
祉部

長寿社
会課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　５、国庫負担の増額で介護崩壊を食い止め、だれもが安心して
利用できる介護保険の改善を
　　７） 訪問介護利用者の7割が使う生活援助の基準時間の短縮
と介護報酬の引き下げ、予防給付の制限の狙う「介護予防・日常
生活支援総合事業」の撤回と見直しを求めること。

　県では、介護保険制度の改正に際して運用上の課題等を十分に把握し必要
な見直しを行うことや、適切な水準の介護報酬の設定について、国に対して要
望を行っています。

保健福
祉部

長寿社
会課

Ｓ　その
他
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　５、国庫負担の増額で介護崩壊を食い止め、だれもが安心して
利用できる介護保険の改善を
　　８） 高齢者の状況が変わらないのに介護度が軽くなる介護認
定制度の改悪を見直すこと。要介護認定制度や利用限度額は廃
止し、専門家の判断で必要な介護を提供できる制度に改善する
よう国に求めること。訪問介護、通所介護、福祉用具の利用制限
などの「介護の取り上げ」をやめること。

　介護保険制度においては、給付と負担の関係が明確な社会保険方式が採
用されており、介護を必要とする高齢者等が適切にサービスを利用することが
できるよう、また、世代間・世代内の公平性を確保しつつ、介護保険制度の持
続可能性を確保する観点から、要介護認定や利用限度額が設けられていま
す。
　県では、各介護認定審査会において適切な認定調査及び審査判定が行わ
れるよう、認定調査員や主治医、審査会委員を対象とした研修の実施等によ
り、保険者（市町村）の取組を支援しています。
　また、県としては、介護を要する高齢者に必要なサービスが適切に提供さ
れ、保険者が安定的に運営できるような介護保険制度にしていくことが重要で
あると認識しており、今後も国の施策の動向を注視しながら、国に対し必要な
働きかけを行っていきます。

保健福
祉部

長寿社
会課

Ｓ　その
他
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　５、国庫負担の増額で介護崩壊を食い止め、だれもが安心して
利用できる介護保険の改善を
　　９） 全国最低の居宅サービス利用量となっている実態と課題
を検証し、対策を講じること。介護サービスを利用していない在宅
要介護高齢者の実態調査を行うとともに、花巻市で実施している
在宅介護者訪問相談員の取り組みを広げること。在宅介護世帯
への補助・支援を強化すること。

　居宅サービスの利用が本県で低調な原因としては、山間地が多く、サービス
事業者、サービス利用者ともに訪問や通所の移動コストがかかることなどの地
理的要因や、他人を家に入れたくないという意識的な問題があると考えられて
います。このことから、地域包括支援センターの機能を強化し、居宅サービス
の利用を促進するほか、訪問・通い・泊まりのサービスを一体的に提供できる
介護サービス基盤の充実を図ることとしています。
　介護サービスを利用していない在宅要介護高齢者への支援については、市
町村において地域包括支援センターが高齢者世帯への戸別訪問等により、介
護サービスの利用など適切な支援につなげているところです。県では、地域包
括支援センター職員を対象とした研修等を通じた同センター職員の資質向上
や、個別の福祉課題をサービスに結び付ける生活支援コーディネーター等の
育成を行い、市町村が地域の実情に応じて行う相談支援の充実を支援してい
きます。
　また、介護を要する方やそのご家族の経済的な負担を軽減するため、市町
村では国の地域支援事業を活用し、家族介護者への慰労金を支給しており、
市町村と連携しながら多くの方に利用いただけるよう周知を図っていきます。

保健福
祉部

長寿社
会課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　５、国庫負担の増額で介護崩壊を食い止め、だれもが安心して
利用できる介護保険の改善を
　　10） 愛知県大府市の取り組みを参考に、認知症患者が安心し
て地域で暮らせる取り組みと体制の整備を進めること。認知症へ
の正しい理解を広げ、認知症の早期発見・診断、初期の相談・家
族への支援から終末期のケア・看取りまで、医療、保健、介護、
福祉が緊密に連携して切れ目のない支援が行われる体制を構
築すること。

　認知症のケアは、気づきから地域包括支援センター等の窓口への相談、早
期対応につなげることが重要です。
　県では、早期発見から診断、治療につなげる市町村の初期集中支援チーム
の運営を支援するとともに、二次保健医療圏毎に設置している認知症疾患医
療センターを中核とした専門的な認知症医療体制の構築に取り組んでいきま
す。
　また、認知症の容態の変化に応じ必要な医療・介護等が有機的に連携した
ネットワークを形成し、認知症の人への支援を効果的に行うことができるよう、
認知症地域支援推進員の活動の更なる質の向上を支援していきます。
　引き続き、大府市の取組も参考にしながら、認知症になっても本人の意思が
尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らすことができるよう取り組んでいき
ます。

保健福
祉部

長寿社
会課
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　５、国庫負担の増額で介護崩壊を食い止め、だれもが安心して
利用できる介護保険の改善を
　　11） 地域包括支援センターに対する市町村の責任を明らかに
し、福祉・介護・医療・公衆衛生などの各分野が連携して、高齢者
の生活を総合的に支えていく拠点として発展させること。

　地域包括支援センターは、高齢者の総合相談や権利擁護、介護予防など、
地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を担う中
核機関であり、市町村はその設置主体としての責務があります。
　県では、市町村に対し、センターへの適正な職員配置や実施方針（運営方
針）の策定・提示を促すとともに、医療や介護などの多職種が参加し個別事案
や地域課題等を話し合う「地域ケア会議」の運営を支援するほか、センター職
員の資質向上に向けた研修の実施等、市町村による地域包括支援センターの
機能の充実・強化に資する取組を支援していきます。

保健福
祉部

長寿社
会課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　５、国庫負担の増額で介護崩壊を食い止め、だれもが安心して
利用できる介護保険の改善を
　　12） 2024年からの介護保険の大改悪（利用料の原則2割負
担・3割負担の基準額引き上げ、要介護1・2の保険給付外し、ケ
アプランの有料化、多床室の有料化、不動産を補足給付の資産
要件に追加、40歳以上の被保険者の範囲拡大、福祉用具を「貸
与」から「販売」に切り替え）に反対すること。

　2040年に向けて生産年齢人口が急減し、85歳以降人口が急速に増加してい
くことが見込まれる中で、持続可能な制度の確保等の観点から、社会保障審
議会や全世代型社会保障構築会議での議論を踏まえ、国において介護保険
制度の見直しが進められていると承知しています。
　県としては、介護保険制度の円滑かつ安定的な運営と適切なサービスの供
給を図ることが重要であるとの認識の下、これまでも国に対して、制度運用上
の課題等を十分把握した上で必要な見直しを行うよう要望してきたところであ
り、今後も国における議論の動向を注視しつつ、介護を要する高齢者に必要な
サービスが必要な時に提供できるよう、様々な機会を捉えて、国へ働きかけを
行っていきます。

保健福
祉部

長寿社
会課

Ｓ　その
他
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　６、障がい者権利条約、「基本合意」「骨格提言」に基づいた障
がい者施策の実施を
　　1） 障がい者権利条約の批准にふさわしく、「基本合意」「骨格
提言」に基づいて障がい者総合支援法を見直し、以下の内容で
障がい者総合福祉法制の実現を求めること。
　　　①　応能負担は速やかに廃止し、利用料は無料にすること。

　障害福祉サービスの利用料は、国において所得に応じた負担上限額が設定
されており、また、低所得の方に配慮した軽減策が講じられているところです
が、実態を踏まえ、国に対する働きかけを検討します。

保健福
祉部

障がい
保健福
祉課

Ｓ　その
他

【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　６、障がい者権利条約、「基本合意」「骨格提言」に基づいた障
がい者施策の実施を
　　1） 障がい者権利条約の批准にふさわしく、「基本合意」「骨格
提言」に基づいて障がい者総合支援法を見直し、以下の内容で
障がい者総合福祉法制の実現を求めること。
　　　②　障がい者サービスの支給決定は障がい者の実態、特
性、希望を反映するものとすること。

　障害福祉サービスの支給決定は、障害者総合支援法に基づき、市町村の認
定調査員による訪問調査や主治医の意見書等により障がいの状態や特性を
把握するとともに、サービスの利用に関する本人の希望を確認の上、実施する
こととしています。
　県では、障害福祉サービスの支給決定等の事務が適切に行われるよう、認
定調査員を対象とした研修を実施し資質の向上に努めています。

保健福
祉部

障がい
保健福
祉課
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　６、障がい者権利条約、「基本合意」「骨格提言」に基づいた障
がい者施策の実施を
　　1） 障がい者権利条約の批准にふさわしく、「基本合意」「骨格
提言」に基づいて障がい者総合支援法を見直し、以下の内容で
障がい者総合福祉法制の実現を求めること。
　　　③　内部障害、発達障害、高次脳機能障害、難病・慢性疾患
などあらゆる障がい者を対象にすること。

　障害者総合支援法における「障害者」は同法第４条に規定されているもので
あり、対象範囲については国において定めるものです。
　なお、障害者総合支援法に規定する「障害者」には、内部障害、発達障害、
高次脳機能障害は含まれており、難病については、厚生労働省が指定する疾
病が同法の対象とされています。

保健福
祉部

障がい
保健福
祉課

Ｓ　その
他

【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　６、障がい者権利条約、「基本合意」「骨格提言」に基づいた障
がい者施策の実施を
　　1） 障がい者権利条約の批准にふさわしく、「基本合意」「骨格
提言」に基づいて障がい者総合支援法を見直し、以下の内容で
障がい者総合福祉法制の実現を求めること。
　　　④　地域生活支援事業の予算を義務経費化し、必要なサー
ビスの量と質を保障すること。

　地域生活支援事業費については、障害者総合支援法により、予算の範囲内
での補助事業とされており、費用の100分の50以内を国が、100分の25以内を
県が補助することができるとされているところですが、国から交付される補助金
額が、県や市町村の所要額を下回っていることから、県負担分も含め、やむな
く市町村に対する補助を割り落して執行している状況です。
　県としては、地域のニーズに基づき必要な事業が実施できるよう、十分な財
政措置について、政府予算提言・要望において要望を行っています。
　また、全国知事会からも同様の要望を行っており、今後も機会を捉えて国に
対し、要望していきます。

保健福
祉部

障がい
保健福
祉課

Ｂ　実現
に努力
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　６、障がい者権利条約、「基本合意」「骨格提言」に基づいた障
がい者施策の実施を
　　1） 障がい者権利条約の批准にふさわしく、「基本合意」「骨格
提言」に基づいて障がい者総合支援法を見直し、以下の内容で
障がい者総合福祉法制の実現を求めること。
　　　⑤　相談支援をはじめすべての障害福祉サービスの抜本的
な報酬の引き上げをはかること。

　国に対しては、相談支援専門員の業務内容を適切に評価し事業所が安定的
な経営を行えるよう計画相談に関する報酬単価の引上げを要望しているほ
か、他のサービス報酬に関しても報酬設定の見直し等を要望しているところで
す。
　なお、令和３年度障害福祉サービス等報酬改定において、改定率が＋0.56％
となっており、さらに国の令和３年度補正予算で、令和４年２月から９月までの
間の福祉・介護職員の処遇を改善するため、標準的な職員配置の事業所で福
祉・介護職員1人当たり月額9,000円相当の交付金を交付する「福祉・介護職員
処遇改善臨時特例交付金」が措置されるとともに、令和４年10月以降はベース
アップ等加算が追加されているところです。
　今後も国の動向等を注視しながら必要に応じ報酬単価や加算等の見直しを
要望していきます。

保健福
祉部

障がい
保健福
祉課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　６、障がい者権利条約、「基本合意」「骨格提言」に基づいた障
がい者施策の実施を
　　2） 障がい者が65歳になると障害福祉サービスから介護保険
サービスに半ば強制的に移行させられ利用料が発生する制度の
撤回・見直しを求めること。介護保険サービスの利用者負担軽減
を要支援の障がい者も対象とするよう改善を求めること。

　障害者総合支援法の改正により、平成30年度から、65歳到達前に一定期間
に渡り障がい福祉サービスを利用していた低所得の障がい者が介護保険に移
行した際の利用者負担を軽減する「新高額障害福祉サービス等給付費」の支
給が開始されています。
　高齢障がい者の介護保険への移行状況や当該給付費の支給事務の状況に
ついて把握した上で、介護保険サービスを利用する一般高齢者との公平性等
に留意しつつ、市町村や関係団体等の意見も参考にしながら、必要に応じて、
制度改善について国への働きかけを検討していきます。

保健福
祉部

障がい
保健福
祉課

Ｂ　実現
に努力
している
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　６、障がい者権利条約、「基本合意」「骨格提言」に基づいた障
がい者施策の実施を
　　3） 地域で豊かな生活を保障すること。
　　　　家族介護を脱却し、必要な支援を受けながら障がい者が
暮らせるように基盤整備を進めること。そのために、
　　　　　①　バリアフリー対応の公営住宅の整備、入所施設、グ
ループホームを計画に基づいて整備すること。

　障害福祉サービス等の提供体制の確保等については、県、市町村が定める
障がい福祉計画において見込量等を設定しています。
　県では、グループホームについては、必要なサービス見込量の達成に向け、
事業者に対し利用者ニーズの情報提供等による参入促進を図るほか、施設整
備への支援等を行っています。
　また、入所施設については、地域生活への移行支援を進めながら、真に入所
サービスを必要とする障がい児や障がい者の受入可能な定員総数を維持して
いきます。

保健福
祉部

障がい
保健福
祉課

Ｂ　実現
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　６、障がい者権利条約、「基本合意」「骨格提言」に基づいた障
がい者施策の実施を
　　3） 地域で豊かな生活を保障すること。
　　　　家族介護を脱却し、必要な支援を受けながら障がい者が
暮らせるように基盤整備を進めること。そのために、
　　　　　①　バリアフリー対応の公営住宅の整備、入所施設、グ
ループホームを計画に基づいて整備すること。

　県では、「岩手県公営住宅等長寿命化計画」において、今後の管理期間等を
考慮した上で、ユニバーサルデザインに対応した改善事業を実施することとし
ています。

県土整
備部

建築住
宅課
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　６、障がい者権利条約、「基本合意」「骨格提言」に基づいた障
がい者施策の実施を
　　3） 地域で豊かな生活を保障すること。
　　　　家族介護を脱却し、必要な支援を受けながら障がい者が
暮らせるように基盤整備を進めること。そのために、
　　　　　②　在宅支援のために、家族の休息を保障するショート
ステイの増設や、「医療的ケア」を必要とする人たちへの支援策
を拡充すること。

　県では、介助する家族の負担軽減を図るため、平成29年度に在宅超重症児
（者）等短期入所者受入体制支援事業を創設し、医療的ケアを必要とする障が
い児を含む超重症児者等の短期入所受入体制の整備に取り組んでおり、引き
続き、市町村に対し事業の実施を働きかけるとともに、受入れ事業所の拡充を
図っていきます。
　また、岩手県医療的ケア児支援センターを通じ、各地域の自立支援協議会
に対し助言や情報提供を行うほか、関係者の情報交換会を開催するなど、医
療的ケア児への支援体制の構築を推進します。

保健福
祉部

障がい
保健福
祉課
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　６、障がい者権利条約、「基本合意」「骨格提言」に基づいた障
がい者施策の実施を
　　3） 地域で豊かな生活を保障すること。
　　　　家族介護を脱却し、必要な支援を受けながら障がい者が
暮らせるように基盤整備を進めること。そのために、
　　　　　③　ホームヘルプサービスや移動支援の拡充など在宅支
援を拡充すること。緊急時の支援システムを確立すること。

　居宅介護等障害福祉サービス等の提供体制の確保等については、県、市町
村が定める障がい福祉計画において見込量等を設定しており、その達成に向
け、事業者に対し利用者ニーズの情報提供等による参入促進を図るほか、施
設等の整備支援等を行っています。
　移動支援は市町村の地域生活支援事業において実施されているものであ
り、県では、地域のニーズに基づき必要な事業が実施できるよう、国に対し当
該事業への十分な財政措置を要望しています。
　緊急時の支援システムについては、各市町村において、障がい者の地域生
活への移行を支援するため、短期入所等の緊急時の受入体制を含め、地域で
生活する障がい者の支援の拠点となる地域生活支援拠点等の整備が進めら
れており、県としても、施設の整備支援などにより、市町村の取組を支援しま
す。

保健福
祉部

障がい
保健福
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　６、障がい者権利条約、「基本合意」「骨格提言」に基づいた障
がい者施策の実施を
　　4） 障がい者の高齢化が進行する中で、市町村に地域生活拠
点施設の整備を進めること。

　県では岩手県障がい者プランにおいて、障がい者一人ひとりが、地域の人た
ちと支え合う仲間として、いきいきと暮らすことができるよう障がい者が安心し
て生活できる環境の整備を進めることとしており、地域生活支援の機能を更に
強化する地域生活拠点の整備は重要と考えています。
　緊急一時的な宿泊等に係る居室確保や、相談体制の整備に係る経費につい
ては、国の地域生活支援事業のうち「地域移行のための安心生活支援」の活
用が可能とされていることから、県では、地域生活支援事業を活用した支援の
充実が図られるよう、その十分な財政措置について令和５年度政府予算提言・
要望において要望したところであり、今後も機会を捉えて国に対して要望して
いきます。
　また、地域生活支援拠点のための施設を整備する必要がある場合は、施設
等の整備に係る支援を行っています。

保健福
祉部

障がい
保健福
祉課
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　６、障がい者権利条約、「基本合意」「骨格提言」に基づいた障
がい者施策の実施を
　　5） 労働・雇用の保障
　　　① 就労継続支援A型、B型の整備を早急に進めること。

　就労継続支援A型、B型事業所を含め、障害福祉サービスについては、県、
市町村が定める障がい福祉計画においてサービス利用の見込量等を設定し
ています。
　このため、県では、見込量の確保に向けて、地域の自立支援協議会等の場
でサービスの主体となる市町村への情報提供や助言を行っています。また、事
業者に対して施設等の整備に係る支援を行っており、令和５年度一般会計当
初予算に、就労継続支援B型の整備費補助として386,350千円計上したところ
です。
　国に対しては、障害福祉サービス事業所等の施設等の整備補助の予算の充
実を要望しています。

保健福
祉部

障がい
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　６、障がい者権利条約、「基本合意」「骨格提言」に基づいた障
がい者施策の実施を
　　5） 労働・雇用の保障
　　　② 法定雇用率の引き上げを厳守させること。2018年度から
始まる精神障がい者の雇用義務化を確実に実施すること。

　改正障害者雇用促進法の施行により、精神障がい者が法定雇用率の算定
対象に加わったことや令和５年１月に法定雇用率が順次引き上げられることが
決定したことから、障がい者雇用の促進に向け、障がいに対する企業や事業
所等の一層の理解促進を図るとともに、労働、教育等の分野と連携し、障がい
者の能力や特性に応じた就労支援に取り組んでいきます。

保健福
祉部

障がい
保健福
祉課
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　６、障がい者権利条約、「基本合意」「骨格提言」に基づいた障
がい者施策の実施を
　　5） 労働・雇用の保障
　　　② 法定雇用率の引き上げを厳守させること。2018年度から
始まる精神障がい者の雇用義務化を確実に実施すること。

　県内の民間企業における障がい者の実雇用率は、2.38％（令和４年６月１日
現在）と前年から0.01ポイント上昇して過去最高を記録し、法定雇用率（2.3％）
を上回っているところですが、雇用義務の対象となる障がい者に平成30年度
から精神障がい者が加わったことを踏まえ、県が実施する事業所向け障がい
者雇用セミナーや就労支援機関の職員向け実務者研修において、精神・発達
障がいの特性と受入れ・支援のポイントを説明し、企業の理解促進に努めてい
るところであり、今後も障がい者雇用の促進のために取り組んでいきます。
【令和５年度一般会計当初予算措置】障がい者就業支援事業（支援体制強化・
意識啓発）1,665千円

商工労
働観光
部
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　６、障がい者権利条約、「基本合意」「骨格提言」に基づいた障
がい者施策の実施を
　　5） 労働・雇用の保障
　　　③ 障がい者が職場に定着できるように相談体制とジョブ
コーチの増員を行うこと。障がい者の医療の拡充を図ること。

　県では、岩手労働局を連携し、各障がい福祉圏域に「障害者就業・生活支援
センター」を設置して就業やこれに伴う日常生活、社会生活上の相談・支援を
一体的に行っています。必要に応じてジョブコーチ支援を行う岩手障害者職業
センターと連携し、障がい者の就労を支援し、令和５年度一般会計当初予算に
は41,958千円計上したところです。
　また、障がい者の医療費については、自立支援給付費や重度心身障害者医
療費助成等により軽減が図られています。

保健福
祉部

障がい
保健福
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　６、障がい者権利条約、「基本合意」「骨格提言」に基づいた障
がい者施策の実施を
　　6) 障がい者の療育や保護者支援
　　　障害を自己責任とする契約制度や応益負担はやめて、無料
で療育福祉を利用できるようにすること。通所施設の整備、児童
発達支援センターの機能強化、保育所等訪問支援事業の保護
者負担をなくすこと。放課後デイサービスの整備・拡充を図るこ
と。

   障がい福祉サービスの契約制度は、障がいのある方の自己決定に基づき
サービスの利用ができるよう導入され、国や地方の負担に加えて、安定した制
度運用を図るため、利用者の所得に応じて一定の負担を求める仕組みとなっ
ていますが、同時に所得に応じた利用者負担の上限や実費負担の減免措置
が設けられています。なお、幼児教育の無償化に伴い、令和元年10月より未
就学児は障害児支援を無償で受けられるようになりました。
　また、サービス基盤となる通所施設等の整備や機能強化については、県障
がい福祉計画等に基づき、国庫補助制度を活用しながら必要な施設整備を支
援していきます。
　放課後等デイサービスについては、令和３年度において基本報酬等の体系
見直しが行われており、引き続き、国の動向を注視しながら、必要な支援等を
検討していきます。
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　６、障がい者権利条約、「基本合意」「骨格提言」に基づいた障
がい者施策の実施を
　　7) 教育の保障
　　　① 特別支援学校の新たな「設置基準」を踏まえて、特別支
援学校の施設整備を進め教室不足（39）を解消すること。

　県教育委員会では、令和３年５月に策定した岩手県立特別支援学校整備計
画に基づき、各地域の実情に合わせた学びの場の整備を進めています。
　令和４年８月には釜石祥雲支援学校を新築移転しました。
　今後も、本計画と設置基準に基づきながら、狭あい化や教室不足の解消が
図られるよう市町村や県の他部局等と連携しながら整備に努めていきます。

教育委
員会事
務局

学校教
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　６、障がい者権利条約、「基本合意」「骨格提言」に基づいた障
がい者施策の実施を
　　7) 教育の保障
　　　② 看護師の配置で普通学級に通学できる医療的ケア児に
対する支援を強化すること。

　小中学校等については、国において医療的ケア看護職員の配置や体制整備
を進める事業を展開していることから、これらの動向や関連する情報を市町村
教育委員会に提供するとともに、「岩手県立学校における医療的ケア実施指
針」を活用していただきながら、個に応じた学習環境を整備することの必要性
や取組について、理解と推進を図っているところです。
　今後も、小中学校等に在籍する医療的ケアを必要とする児童生徒の状況の
把握に努め、市町村教育委員会と連携しながら、学びの場や支援体制の構築
が図られるように取り組んでいきます。
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　６、障がい者権利条約、「基本合意」「骨格提言」に基づいた障
がい者施策の実施を
　　7) 教育の保障
　　　③ 通常学級における特別支援教育の充実を図るため、学
級定数を引き下げること。

　本県においては、安定した学校生活や学力の向上などを図るため、加配定
数の確保を国に強く働きかけながら、少人数学級の対象を順次拡大し、令和
元年度に小中学校全学年での35人以下学級が実現したところです。
　今後も、35人学級を継続し、特別な支援を必要とする児童生徒への指導の
充実を図っていきます。

教育委
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　６、障がい者権利条約、「基本合意」「骨格提言」に基づいた障
がい者施策の実施を
　　7) 教育の保障
　　　④ 教職員の増員や施設設備のバリアフリー化など教育環
境を整えること。

　これまでも教職員の基礎定数に加え、小学校専科指導加配など、学校が
個々に抱える課題解決のための加配教員を配置しています。さらに、国の補
助を活用し、サポート推進事業を進めており、小中学校に会計年度任用職員
を配置するなど、児童・生徒の基礎学力の定着や学校生活の安定のために対
応しています。今後も、児童・生徒の学校生活がより充実していくよう、国の加
配や県の事業の活用を効果的に進めていきます。
　また、県立学校のバリアフリー化については、「ひとにやさしいまちづくり条
例」等を踏まえ、自動ドア、スロープ及び多目的トイレなどの整備を順次進めて
おり、今後も着実に整備を進めていきます。

教育委
員会事
務局

教職員
課

教育企
画室
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　６、障がい者権利条約、「基本合意」「骨格提言」に基づいた障
がい者施策の実施を
　　8) 障がい者や難病の医療費は、優先して無料化をめざすこ
と。自立支援医療の無料化を求めること。重度心身障がい者
（児）医療費助成制度を、国の制度として確立し窓口無料化を求
めること。

　自立支援医療制度は、国において所得に応じた負担上限額が設定されてお
り、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。また、費用が高額な治
療を長期に渡り実施しなければならない方等については、更に軽減措置を実
施しているところですが、実態を踏まえ、国に対する働きかけを検討します。

保健福
祉部

障がい
保健福
祉課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　６、障がい者権利条約、「基本合意」「骨格提言」に基づいた障
がい者施策の実施を
　　9) 県議会での請願採択を踏まえて、「手話言語条例」の早期
制定に取り組むこと。

　令和元年６月県議会において、「岩手県手話言語条例の制定を求める請願」
が採択され、執行部に対して送付されたことを受け、
県では、請願団体と意見交換を実施するとともに、「手話の普及等に関する条
例（仮称）」として条例案骨子を取りまとめ、令和３年２月議会定例会への提案
を目指し、令和２年12月県議会定例会提出予定議案等説明会において、説明
したところです。
　しかしながら、請願団体から、条例の名称や規定内容の修正等を求める強い
意見・要望が示されたことから、２月議会定例会への提案を見送り、改めて、
本条例について検討を行うこととしたものです。
　条例制定に向け、令和３年度は４回、令和４年度は３回にわたり請願団体と
意見交換を行っていますが、県条例案骨子の内容と請願団体が求めるものと
の差が大きく、早期の条例制定は難しい状況です。一方、請願団体からは、
「納得ができるまで十分に協議を行いたい」との意見もあることから、引き続
き、請願団体との意見交換を重ねながら、条例制定に向けて取り組んでいきま
す。

保健福
祉部

障がい
保健福
祉課
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　６、障がい者権利条約、「基本合意」「骨格提言」に基づいた障
がい者施策の実施を
　　10) 鉄道・バスなど障がい者の交通運賃の割引制度を精神障
がい者も対象にし拡充すること。参政権、情報の保障に取り組む
こと。

　県内では、鉄道事業者においては、第三セクター鉄道である三陸鉄道株式
会社及びＩＧＲいわて銀河鉄道株式会社が、バス事業者においては、岩手県交
通株式会社、岩手県北自動車株式会社、ジェイアールバス東北株式会社等
が、精神障がい者への運賃割引を実施しているところです。
　県としては、精神障がい者の社会参加の促進・移動手段の確保を図るため、
精神障がい者に係る運賃の割引が実施されるよう、引き続き、未実施の事業
者に働きかけを行っていきます。

ふるさと
振興部

交通政
策室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　６、障がい者権利条約、「基本合意」「骨格提言」に基づいた障
がい者施策の実施を
　　10) 鉄道・バスなど障がい者の交通運賃の割引制度を精神障
がい者も対象にし拡充すること。参政権、情報の保障に取り組む
こと。

　精神障がい者の交通運賃の割引に関しては、平成28年4月1日から、岩手県
交通、岩手県北バス、ＪＲバス東北において、精神障害者保健福祉手帳所持
者を対象としたバス運賃の割引が、また、平成30年10月からは航空運賃の割
引が開始されています。
　県では、精神障害者保健福祉手帳の所持者が、他の障がいの手帳所持者と
同様の公共交通機関の運賃割引の優遇措置が受けられるよう、国に対し、要
望しています。

保健福
祉部

障がい
保健福
祉課
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　６、障がい者権利条約、「基本合意」「骨格提言」に基づいた障
がい者施策の実施を
　　11) 「障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県
づくり条例」の制定をふまえ、障がい者に対する差別と偏見を解
決する体制と仕組みを構築すること。

　県では、条例に基づく障がい者に対する不利益な取扱いに関する相談窓口
を市町村又は市町村社会福祉協議会に設置するとともに、リーフレットの配布
等により、県民への周知に努めています。
　令和元年度からは、県内事業所及び団体からの要望により、障がい者の権
利擁護に係る出前講座として職員を派遣しており、障がいの特性や障がい者
への合理的な配慮等についての説明を行っています。
　また、相談窓口において実際に相談を受け付ける職員の資質向上を図るた
め、毎年度不利益取扱い相談窓口職員研修を開催しているところです。

保健福
祉部

障がい
保健福
祉課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　７、難病法を拡充し、総合的な対策の推進を
　　１） 難病医療費の新制度については、対象疾患が増加（56か
ら333疾患）しましたが医療費助成受給者数は伸びていません。
月額上限額の引き上げと「軽症」の場合対象外となっているから
です。市町村民税非課税世帯も新たな負担増となるなど、難病患
者が新たな負担増とならないように、患者の実態を踏まえた対応
を行うこと。低所得者と重症患者の負担はなくすこと。患者数によ
る線引きは中止すること。

　難病法の施行により、難病医療が公費負担医療として法律に位置付けられ
たことから、安定的な財源が確保されることとなったほか、対象疾病数が56疾
病からこれまでに338疾病に拡大された一方で、重症度基準の導入、低所得
世帯（市町村民税非課税世帯）や重症患者にも一定の自己負担が導入される
などの見直しが行われたところです。また、重症者への自己負担の軽減につ
いては、市町村民税が課税されている受給者で高額な医療が長期的に継続す
る場合は、「高額かつ長期」の要件により軽減する仕組みとされ、重症度分類
等を満たさない軽症患者についても、医療費が一定以上の者は助成の対象と
されたところです。
 　難病医療費助成の対象については、「対象疾病に罹患している者のうち、症
状の程度が重症度分類等で一定以上等であり、日常生活又は社会生活に支
障がある者」とされており、受給者の自己負担を軽減しながらも、疾病間の公
正性を図りつつ、制度を安定的に維持するため、国においてこうした運用を
行っているものと考えています。
 　引き続き、医療費助成の申請に対して適切に支給認定手続きを行うととも
に、より多くの難病患者が救済される認定基準への見直しを継続して行うよう
国に要望を行っていきます。

保健福
祉部

健康国
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　７、難病法を拡充し、総合的な対策の推進を
　　２） 申請手続きを簡素化し、経過措置の5年以内の見直しに
向けて実態調査を行うとともに、継続して医療費助成を受けられ
るようにすること。医療費無料化を求めること。

　難病医療費については、他制度との公平性を勘案しつつ、世帯の所得に応
じた区分により自己負担上限が定められているところです。
　法律の施行後５年を目途とした見直しについて、令和４年12月９日に国会で
可決・成立した「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律等の一部を改正する法律」のうち、難病法に係る医療費助成に関係する
改正では、医療費助成の開始時期を、「重症度分類を満たしていることを診断
した日」（重症化時点）とすることとなり、医療費助成の開始時期が前倒しされ
ることとなります。
　県では、国の政省令等の改正に基づく通知や改正法の施行に際しての留意
点、その内容等を踏まえた通知改正等の内容を踏まえ、適切に支給認定手続
きを行っていきます。

保健福
祉部

健康国
保課

Ｓ　その
他

【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　７、難病法を拡充し、総合的な対策の推進を
　　３） 小児期特有の問題解決のための総合的な施策の展開を
はかること。

　改正児童福祉法により、平成27年１月から新たな小児慢性特定疾病医療費
助成制度が施行され、令和３年度においては788疾病まで拡大され、本県にお
いても、疾病対象者への支給を行っているところです。
　また、ふれあいランド岩手内に「小児慢性特定疾病児童等自立支援セン
ター」を設置し、児童等の自立に向けた相談支援などを行っているほか、各保
健所においても相談支援を行ってるところです。
　さらに、小慢児童等及びその家族の療養生活の改善を図るため、契約医療
機関において一時預かり（レスパイト）を実施しており、児童等及びその家族が
地域で安心して暮らすことができるよう引き続き支援していきます。

保健福
祉部

子ども
子育て
支援室
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　７、難病法を拡充し、総合的な対策の推進を
　　４） 難病相談支援センターの充実、相談員の待遇改善など総
合的対策を強化すること。

　県では、これまで難病相談支援センターの充実を図るため、就労支援員の増
員や、地域での交流会・研修会等開催予算の増額を行ってきたところです。
 　難病法の改正では、難病相談支援センターと連携すべき主体として、福祉
関係者や就労支援関係者を法に明記することとなりましたが、これまでも福祉
や就労支援関係者との連携の下、難病患者の相談支援等を行って来ており、
引き続き関係者と連携しながら進めていきます。
　今後、法改正や相談件数の状況等を踏まえて、必要に応じて難病相談支援
センターの更なる充実・強化について検討を行っていきます。

保健福
祉部

健康国
保課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　8、 生活保護を「生活保障制度」に改め、必要な人がすべて利
用できる制度に改善を
　　１） 生活保護基準の引き下げは生活保護法に違反するとした
原告勝訴の地裁判決が相次いでいることを踏まえ、コロナ機器、
物価高騰の下で以下の対策を緊急に講じるよう国に求めること。
　　　① 生活扶助、住宅扶助、冬季加算などを引き上げた2013年
以前に直ちに戻すこと。

　今後の控訴審の判決を踏まえ、国と連携して必要となる対応について検討し
ていきます。

保健福
祉部

地域福
祉課

Ｓ　その
他
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　8、 生活保護を「生活保障制度」に改め、必要な人がすべて利
用できる制度に改善を
　　１） 生活保護基準の引き下げは生活保護法に違反するとした
原告勝訴の地裁判決が相次いでいることを踏まえ、コロナ機器、
物価高騰の下で以下の対策を緊急に講じるよう国に求めること。
　　　② 急激な物価高騰に対応して、生活保護基準を緊急に見
直すこと。

　令和５年10月から実施される生活扶助基準では、令和元年の全国家計構造
調査の結果を基に導きだした基準額に世帯人員一人当たり月額1,000円を加
算することとし、この加算を行ってもなお現行の基準から減額となる世帯につ
いては、現行の基準額に据え置くこととされたところであり、当該基準により適
切に保護を実施します。

保健福
祉部

地域福
祉課

Ｓ　その
他

【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　8、 生活保護を「生活保障制度」に改め、必要な人がすべて利
用できる制度に改善を
　　１） 生活保護基準の引き下げは生活保護法に違反するとした
原告勝訴の地裁判決が相次いでいることを踏まえ、コロナ機器、
物価高騰の下で以下の対策を緊急に講じるよう国に求めること。
　　　③ 生活保護申請をためらわせる要因となっている扶養照会
を廃止すること。

　要保護者が扶養照会を拒んでいる場合においては、その理由を丁寧に聴き
取り、照会の対象となる扶養義務者が「扶養義務履行が期待できない者」に該
当するか否かという観点から慎重に検討を行うなど、国が定める基準に基づき
適切に対応しているところです。
　県では、県内の保護実施機関への通知等により適切な運用がなされるよう
指導するとともに、申請する方への丁寧な説明に引き続き努めます。

保健福
祉部

地域福
祉課

Ｓ　その
他
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　8、 生活保護を「生活保障制度」に改め、必要な人がすべて利
用できる制度に改善を
　　１） 生活保護基準の引き下げは生活保護法に違反するとした
原告勝訴の地裁判決が相次いでいることを踏まえ、コロナ機器、
物価高騰の下で以下の対策を緊急に講じるよう国に求めること。
　　　④ 老齢加算を復活し、夏季加算を創設すること。

　令和５年10月から実施される生活扶助基準は、当面２年間の臨時的・特例的
な対応とされており、今後の社会経済情勢等の動向を見極め、令和７年度以
降の生活扶助基準で必要な対応を行っていくこととされています。

保健福
祉部

地域福
祉課

Ｓ　その
他

【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　8、 生活保護を「生活保障制度」に改め、必要な人がすべて利
用できる制度に改善を
　　１） 生活保護基準の引き下げは生活保護法に違反するとした
原告勝訴の地裁判決が相次いでいることを踏まえ、コロナ機器、
物価高騰の下で以下の対策を緊急に講じるよう国に求めること。
　　　⑤ 生活保護利用者の大学・専門学校への進学を認め、生
活保護を利用しながら学ぶ権利を保障すること。

　稼働能力を十分に活用した上で夜間大学等で学ぶことは、現行の制度でも
容認されているところであり、また、大学に在籍している場合でも病気のため働
くことができなくなった場合には保護の適用を受けることが可能とされていま
す。
　この取扱いについては、社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保
護部会において令和４年 12 月に取りまとめられた「中間まとめ」の中でも、「現
行制度でも、病気により休学する場合は、保護の要件を満たせば、保護を受け
ることが可能であること、またその間奨学金が停止された場合でも、復学によ
り、奨学金の支給を再開する仕組みがあることにも留意が必要である。」と明
記されたところです。

保健福
祉部

地域福
祉課

Ｓ　その
他
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回答
課名

反映
区分

【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　8、 生活保護を「生活保障制度」に改め、必要な人がすべて利
用できる制度に改善を
　　１） 生活保護基準の引き下げは生活保護法に違反するとした
原告勝訴の地裁判決が相次いでいることを踏まえ、コロナ機器、
物価高騰の下で以下の対策を緊急に講じるよう国に求めること。
　　　⑥ 生活困窮者支援の窓口での違法な「水際作戦」をやめさ
せること。

　平成27年４月から施行された生活困窮者自立支援法に基づき、生活に困窮
している方に対して、県内の福祉事務所設置自治体において、総合的な実施
体制として自立相談支援事業の窓口を整備したところであり、引き続き、福祉
事務所やハローワーク、社会福祉協議会などと連携し、適切な相談支援を
行っていきます。

保健福
祉部

地域福
祉課

Ｓ　その
他

【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　8、 生活保護を「生活保障制度」に改め、必要な人がすべて利
用できる制度に改善を
　　２） 新型コロナ禍のもとで、「貧困と格差」の広がり、生活保護
申請者が増加しています。「生活保護は憲法25条に基づく国民の
権利です」としおりやポスターに明記し、申請の門前払いを根絶
すること。名称も「生活保障制度」に改め、権利性を明確にし、生
存権保障にふさわしい制度に改革するよう求めること。

　国の責任による最低生活の保障や、保護請求権が無差別平等に与えられて
いることを定めた生活保護法の趣旨に沿って取り組んでいるところであり、福
祉事務所を訪れた相談者や申請者に法律で定める権利等を周知するための
しおりを配付し、保護申請の意思が確認された方には、速やかに保護申請書
を交付するとともに、申請手続きについての助言を行うなど、引き続き、適切な
運営に努めます。

保健福
祉部

地域福
祉課

Ｓ　その
他
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課名

反映
区分

【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　8、 生活保護を「生活保障制度」に改め、必要な人がすべて利
用できる制度に改善を
　　３） 「ワンストップサービス」で、どの窓口からでも生活保護に
アクセスできるようにすること。窮迫した人には即時対応できる制
度・体制に改善すること。

　相談窓口において、生活保護の制度について理解されるよう相談者の方に
十分説明するとともに、生活保護の申請意思が確認された方に対しては速や
かに保護申請書を交付し、申請手続きについての助言を行うことや、保護の申
請書類が整っていないことをもって申請を受け付けないということのないよう、
今後も適切な対応に努めます。

保健福
祉部

地域福
祉課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　8、 生活保護を「生活保障制度」に改め、必要な人がすべて利
用できる制度に改善を
　　４） 自動車の保有やわずかな預貯金などの「資産」を理由に
し、保護利用を拒む運用を改めること。

　自動車や預貯金については、一定の条件を満たせば保有が容認されてお
り、自動車や預貯金の保有を一律に認めないような取扱をすることのないよう
対応しているところです。県では、県内の保護実施機関への通知等により適切
な運用がなされるよう指導するとともに、申請する方への丁寧な説明に引き続
き努めます。

保健福
祉部

地域福
祉課

Ｓ　その
他
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意見提言内容 取組状況 部局名
回答
課名

反映
区分

【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　8、 生活保護を「生活保障制度」に改め、必要な人がすべて利
用できる制度に改善を
　　５） 生活保護基準以下で働いている母子家庭の生活保護受
給を進めること。「就労支援」の名による切り捨てを許さないこと。
国民の分断を狙った卑劣なバッシングを許さないこと。

　生活保護については、国、県及び各市のホームページなどで制度の周知を
図っているところであり、県内各福祉事務所において、民生委員や関係機関な
どと連携して、生活に困窮している方の把握に努めていくとともに、適切な窓口
対応が行われるよう、引き続き取り組んでいきます。
　就労が可能な方については、ハローワークとの連携や福祉事務所に配置し
た就労支援相談員等が保護受給者の状況に応じた就労支援を行っています
が、保護受給者の意向に沿った就労支援が実施されるよう、引き続き努めて
いきます。

保健福
祉部

地域福
祉課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　8、 生活保護を「生活保障制度」に改め、必要な人がすべて利
用できる制度に改善を
　　６） 生活困窮者のサポート体制を抜本的に強化すること。生
活保護家庭の子どもの学習支援の取組を抜本的に強化するこ
と。

　平成27年４月から生活困窮者自立支援法に基づき、県内全ての福祉事務所
設置自治体において、自立相談支援機関が設置され、相談支援を行っている
ところですが、生活困窮者に対する効果的な支援を行うため、支援メニューの
充実が必要であることから、就労準備支援事業及び家計改善支援事業の全
県での実施を推進します。
　また、生活困窮世帯の子どもに対する学習支援については、集合型の学習
支援と併せて、生活習慣・育成環境の改善等に係る支援を行う必要があること
から、訪問による個別支援も含め、実施市町村の拡大に取り組んでいるところ
です。
　併せて、民間団体や行政機関と連携し、地域の生活困窮者支援に関する連
携体制を検討するプラットフォームを整備して、地域の実情に応じた官民連携
によるセーフティネットの構築を進めていきます。

保健福
祉部

地域福
祉課

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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課名

反映
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　９、「がん対策推進条例」の制定をふまえ、総合的ながん対策を
推進すること。
　　１） 「がん対策推進条例」の制定をふまえ、総合的ながん対策
を推進すること。

　県では、がん対策推進条例及び県がん対策推進計画に基づき、がんの予防
から早期診断・早期治療、がん医療、緩和ケアなど多岐にわたる分野の取組
を、市町村、保健医療従事者、事業者、教育関係者、がん患者・その家族など
の県民と一体となって、総合的かつ計画的に実施していきます。

保健福
祉部

医療政
策室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　９、「がん対策推進条例」の制定をふまえ、総合的ながん対策を
推進すること。
　　２） 各種がん検診体制を抜本的に強化すること。がんの予防
に当たっては喫煙率低下（成人20％未満）の具体的な取り組みを
強化すること。

　市町村が行うがん検診等の受診率向上に向けて、県では、コロナ禍における
がん検診受診の促進に係る取組やがんの正しい知識や健診の重要性などに
係る普及啓発等の取組を行っています。
　がん検診受診率の高い市町村の取組については、情報提供を行いながら、
市町村のがん検診体制の充実を支援しています。
　また、「健康いわて21プラン（第２次）」において、成人の喫煙率の減少を目標
に掲げているところであり、新たな受動喫煙防止対策を盛り込んだ改正健康増
進法の施行に伴う、喫煙環境の変化を契機として、禁煙希望者への禁煙支援
などの禁煙促進の取組を推進していきます。

保健福
祉部

健康国
保課

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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反映
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　９、「がん対策推進条例」の制定をふまえ、総合的ながん対策を
推進すること。
　　３） どこにいても必要な治療・検査が受けられる医療体制の整
備に取り組むこと。

 　県では、岩手県がん対策推進計画に基づき、県内全ての二次医療圏に、が
ん診療連携拠点病院を設置し、限りある医療資源を有効活用しながら、がん
医療の均てん化を図るため、拠点病院の機能強化や、拠点病院と地域のがん
診療を担う医療機関との役割分担及び連携体制の整備を促進しています。
　今後も引き続き、拠点病院等の一層の機能強化を支援していきます。

保健福
祉部

医療政
策室

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　９、「がん対策推進条例」の制定をふまえ、総合的ながん対策を
推進すること。
　　４） 緩和ケア病棟の整備と在宅緩和ケアの整備を進めるこ
と。

　現在、県内７病院に緩和ケア病棟が設置されているほか、緩和ケア病床が２
病院、緩和ケア外来が15病院に設置されています。また、県内全てのがん診
療連携拠点病院において緩和ケアチームが設置されており、緩和ケアが着実
に普及しています。
　県では、がん患者が精神心理的苦痛に対する心のケアを含めた全人的な緩
和ケアを受けられるよう、がん診療連携拠点病院等による緩和ケア研修会の
実施や、相談支援体制の強化等について、今後も支援していきます。

保健福
祉部

医療政
策室

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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　県庁舎及び地区合同庁舎は敷地内禁煙としています。 総務部 管財課 Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

　「健康いわて21プラン（第２次）」においては、成人の喫煙率の低下をはじめ、
受動喫煙の機会を有する者の割合の低下などを目標として掲げており、受動
喫煙の健康被害について広く県民に対する普及啓発を行うとともに、官公庁等
の行政機関に対しても「世界禁煙デー」などの様々な機会を活用した働きかけ
を行うことにより、受動喫煙防止対策の取組を進めることとしています。
　受動喫煙防止条例の制定に当たっては、様々な受動喫煙防止の取組を重ね
た上で、県民や事業者の方々をはじめ、関係団体の理解を十分に得て、その
機運の高まりの中で進めることが必要であると考えています。
　このため、県では、受動喫煙防止に関する社会全体の理解が深められるよ
う、たばこの健康被害に関する知識の普及啓発や受動喫煙防止対策に取り組
んでいるところです。
　また、平成30年に望まない受動喫煙の防止を図るための改正健康増進法が
公布され、令和元年７月に、行政機関等は原則敷地内禁煙とすることとされた
ことから、「県立の施設における受動喫煙防止対策指針」を全面的に見直し、
原則県立施設の敷地内は完全禁煙としたところです。

保健福
祉部

健康国
保課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

　県立病院施設については、敷地内全面禁煙としています。 医療局 経営管
理課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　９、「がん対策推進条例」の制定をふまえ、総合的ながん対策を
推進すること。
　　５） 受動喫煙防止対策を徹底し、受動喫煙防止条例を制定す
ること。官公庁・公的施設は敷地内全面禁煙とすること。議会棟
も喫煙室を廃止し全面禁煙とすること。
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　議会棟においては、平成26年７月１日の議会運営委員会で喫煙室を設置す
ることを決定し、喫煙室以外は全面禁煙としました。
　令和２年４月から健康増進法の一部改正に伴い、上記喫煙室は、第２種施
設の喫煙専用室として位置づけられています。
　なお、喫煙室を廃止する場合は、設置を決定した際と同様に、議会運営委員
会の決定が必要であると考えています。

議会事
務局

総務課 Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

　受動喫煙防止を求める健康増進法の趣旨と児童生徒の健康及び喫煙防止
教育の一層の推進を図るため、全ての教職員に受動喫煙防止対策を徹底して
いきます。
　県立学校においては、平成19年10月1日から敷地内全面禁煙としています。
　また、総合教育センターの宿泊事業廃止に伴い、例外的な取り扱いを廃止
し、令和３年４月１日から全ての教育施設において敷地内全面禁煙としていま
す。

教育委
員会事
務局

教職員
課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　９、「がん対策推進条例」の制定をふまえ、総合的ながん対策を
推進すること。
　　５） 受動喫煙防止対策を徹底し、受動喫煙防止条例を制定す
ること。官公庁・公的施設は敷地内全面禁煙とすること。議会棟
も喫煙室を廃止し全面禁煙とすること。
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　10、被災者の遺伝子情報の調査・分析を目的とするいわて東北
メディカルメガバンク事業について
　　１） 究極の個人情報というべき被災者の遺伝子情報の調査・
分析を目的とするいわて東北メディカルメガバンク事業について
は、被災者等に対する丁寧な説明と包括的合意を大前提に進め
ること。

　東北メディカル・メガバンク事業については、被災地における継続的な健康調
査が行われることによる地域住民の健康不安の解消や、医師をはじめとする
医療人材の派遣による地域医療への貢献が期待されるところです。
　調査の実施に当たっては、事業の実施主体である東北メディカル・メガバンク
機構において、事業の趣旨等について地元自治体に事前に説明を行うととも
に、事業に参加される住民の方々に対しては、事業の意義や目的、個人情報
の保護、提供された試料の保管、健康診断結果の提供などの利益、あるいは
採血の際に生じる体調不良などの不利益を詳細に説明した上で同意書をいた
だくなど、事業実施主体において、丁寧な説明が行われていると聞いていま
す。

保健福
祉部

医療政
策室

Ｓ　その
他

【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　10、被災者の遺伝子情報の調査・分析を目的とするいわて東北
メディカルメガバンク事業について
　　２） 遺伝子情報の保護と活用については、岩手医科大学と関
係市町村において滋賀県長浜市の「長浜ルール」を参考に、しっ
かりした協定を締結して進めること。

　東北メディカル・メガバンクの実施主体である岩手医科大学においては、遺
伝子情報の保護は最優先事項であるとの認識の下、平成25年７月以降、順次
関係市町村と秘密情報の取扱い等に係る覚書を取り交わすとともに、住民に
対しても、事業の目的や実施内容を丁寧に説明し、同意された方々のみ参加
いただくなど、厳格な運用をしていると聞いています。

保健福
祉部

医療政
策室

Ｓ　その
他
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　10、被災者の遺伝子情報の調査・分析を目的とするいわて東北
メディカルメガバンク事業について
　　３） 遺伝子情報の調査分析については、以上の対策が講じら
れるまで中止するよう対応すること。

　個人情報の取扱いについては、生命倫理の専門家等による国の審査等を経
て実施しており、厳格な運用を行っていると聞いています。

保健福
祉部

医療政
策室

Ｓ　その
他

【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　10、被災者の遺伝子情報の調査・分析を目的とするいわて東北
メディカルメガバンク事業について
　　４） 沿岸地域の病院への医師派遣や被災者の健康診断等の
取り組みを積極的に行うよう求めること。

　東北メディカル・メガバンク事業においては、沿岸被災地の県立病院に延べ
24名の医師が派遣され、地域医療に従事しているほか、これまで３万人超の
健康調査を実施するなど、地域医療の復興に寄与することが期待されていま
す。
　また、同事業は、健康調査のほか、健康相談の対応、病気予防のアドバイス
などを行うこととしており、地域の健康意識の向上と住民の健康保全に寄与す
ることが期待されています。

保健福
祉部

医療政
策室

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　11、県民の暮らしを守る消費者相談活動など消費者行政を強
化すること。
　　１） どこに住んでいても消費者の相談に対応できるように市町
村での配置を進めるとともに、県の配置も後退させないこと。県と
して研修活動を強化すること。

　県では、これまでも市町村における消費生活相談体制への支援を行ってきて
おり、平成25年度には、市町村の広域連携により県内11市の消費生活セン
ターで全市町村をカバーする相談体制が整備されています。
　また、県及び市町村の相談員のスキルアップに資する研修などに取り組んで
きました。
　今後も、国の財政援助を活用しつつ、県と市町村の連携を一層強化し、消費
生活相談対応が適切に行われるよう取り組みます。

環境生
活部

県民くら
しの安
全課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置
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【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　11、県民の暮らしを守る消費者相談活動など消費者行政を強
化すること。
　　２） 盛岡市消費生活センターの取り組みに学び、行政の各部
局との連携を強め、解決するまで援助すること。

　相談者は、消費生活相談のほかにも様々な問題を抱えている場合があるた
め、関係機関や市町村と連携して、消費生活問題及び抱えている問題の解決
に努めています。
　特に多重債務問題の解決については、多重債務者の早期把握や潜在化して
いる多重債務者の掘り起こしを行うことによって早期に相談機関につなげるこ
とが重要であり、このため庁内部局や関係機関との情報共有を密にするため
の連絡会議を開催するなど、連携の強化を図っています。

環境生
活部

県民くら
しの安
全課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
一、子どもの医療費助成・高校生までの現物給付化、高すぎる国
保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で医療･福祉･介護の
改善･充実を
　11、県民の暮らしを守る消費者相談活動など消費者行政を強
化すること。
　　３） 専門職にふさわしく消費生活相談員の待遇を抜本的に改
善すること。正規職員化をはかること。

　消費生活相談員については、地方公務員法及び地方自治法の一部改正を
受けて、会計年度任用職員として任命しており、正規職員化については、制度
上困難となっていますが、待遇については、報酬額や執務環境の改善に努め
ており、研修等による能力向上機会の拡充などに配慮しています。

環境生
活部

県民くら
しの安
全課

Ｃ　当面
は実現
できな
いもの
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【第三部】
二、医師・看護師の大幅増員、県立病院を拠点に地域医療を守
ること
　１、「県下にあまねく良質な医療の均てんを」という県立病院の
創業の精神を堅持し、大幅な医師の増員による県立病院の充実
と地域医療の確保に取り組むこと。新型コロナ感染症対策の実
績を踏まえ、厚労省の公立・公的病院の機械的な再編統廃合計
画の撤回を求めること。

　地域において効率的で質の高い医療提供体制を構築するためには、医師の
確保が大前提であり、全国的な医師の不足と地域偏在を根本的に解消するた
めには、国を挙げて実効性のある施策に取り組む必要があることから、医師不
足12県の知事が設立した「地域医療を担う医師の確保を目指す知事の会」に
おいて、関係者への理解促進や国民の機運醸成を図りながら、実効性のある
医師確保・偏在対策の実現に向け、引き続き国に対して要望を行っていきま
す。
　また、今般の新型コロナウイルス感染症への対応においては、本県の全国
有数の公的医療機関ネットワークを核として、検査体制の拡充や病床の迅速
な確保・整備を図り、入院患者についても、その多くを受け入れるなど、公立・
公的医療機関は、本県の医療提供体制において重要な役割を果たしたものと
認識しています。
　一方で、地域医療構想の背景となる、高齢化の進展に伴う医療需要の変化
等、中長期的な状況や見通しはコロナ禍にあっても変わらないことから、地域
医療構想における必要病床数等の基本的な考え方を維持しつつ、将来の医
療需要を見据えた病床機能の分化や連携について議論を進めていくことは必
要と考えます。
　限られた医療資源を有効に活用し、地域に必要な医療提供体制を構築して
いくために、医療機関の再編統合ありきではなく、地域の医療課題を踏まえ、
様々な視点から丁寧に議論を進めていくため、地域医療構想調整会議等、地
域の関係者における協議の場において、将来のあるべき医療提供体制の実
現に向けた積極的な議論がなされるよう、引き続き、取組を進めていきます。
（次ページへ続く）

保健福
祉部

医療政
策室

Ｓ　その
他
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（前ページからの続き） 　県立病院の医師確保については、岩手県立病院等の経営計画〔2019-2024〕
において、医師の計画的増員を図ることとしており、令和３年度は常勤医師11
名の増員計画に対し、22名と、大幅な増員となったところであり、令和４年度に
ついても、常勤医師10名の増員計画に対し、令和５年１月現在で24名の増員と
なっているところです。
　県においては、引き続き関係大学等に対する医師派遣要請を進めていくほ
か、即戦力となる医師の招聘活動を推進していきます。また、県立病院に勤務
しながら専門医の資格取得が可能なプログラムの積極的な活用により、奨学
金養成医師の臨床研修後の早期義務履行を促進するとともに、医療クラーク
の増員などによる医師の勤務環境の改善を推進するなど、様々な取組を着実
に行い、医師の確保に努めていきます。

医療局 医師支
援推進
室

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置
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【第三部】
二、医師・看護師の大幅増員、県立病院を拠点に地域医療を守
ること
　２、県立釜石病院の建て替え・改築に取り組むこと。再建整備さ
れた県立高田・大槌・山田病院の医師確保に全力を上げ、診療
機能の強化を図ること。

　県立釜石病院の施設・設備については、劣化調査の結果、建物の躯体に問
題はないものの、設備の劣化が進んでいることから、優先的に対策の検討を
進めており、保健医療計画の検討状況も踏まえながら、引き続き検討していき
ます。
　県立高田病院、大槌病院、山田病院の医師確保については、派遣元である
大学においても医師の絶対数が不足しており、非常に厳しい状況が続いてい
ます。
　県では、医師の地域偏在の更なる解消に向けて、医師不足が深刻な沿岸・
県北地域への奨学金養成医師の配置に向けて、令和３年度に配置対象となっ
た奨学金養成医師から、沿岸・県北地域での２年間の勤務を必須化したところ
であり、山田病院では令和４年４月から内科常勤医４名体制（前年比１名増）と
なっているところです。
　県においては、関係大学を訪問し医師の派遣を要請するほか、即戦力となる
医師の招聘、奨学金養成医師の計画的な配置等に取り組んでいるところであ
り、引き続き、このような医師確保対策の推進を図りながら常勤医師の確保に
取り組んでいきます。

医療局 経営管
理課

医師支
援推進
室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
二、医師・看護師の大幅増員、県立病院を拠点に地域医療を守
ること
　３、岩手県立病院の経営計画（2019?2024）に基づき、76人（中
間見直しで5人減に）の医師の増員・確保に全力を上げること。医
師を支える具体的な取り組みと体制を抜本的に強化すること。
　　１） 奨学生の確保と奨学生養成医師の配置、臨床研修医・後
期研修医の確保、新専門医制度への対応、即戦力医師の確保
に今まで以上に系統的に取り組むこと。岩手医科大学、東北大
学等に対する医師派遣を強く求めること。医師の待遇改善などに
積極的に取り組むこと。

　関係大学等に対する医師の派遣要請や即戦力医師の招聘活動に引き続き
取り組むとともに、県立病院に勤務しながら専門医資格取得が可能なプログラ
ムの積極的な活用により、奨学金養成医師の臨床研修後の早期義務履行促
進を図っていきます。
　さらに、令和２年度から奨学金養成医師など専門医取得を目指す若手医師
の研修機会の充実を図るため、県立病院医師が指導医を取得する際の経費
の支援や指導医として専攻医の指導を行った医師への指導医手当を創設した
ところであり、引き続き指導体制の充実に努めていきます。
　勤務医の待遇改善については、令和元年度から医師事務作業補助者（医療
クラーク）の段階的な増員に取り組んでおり、医師の負担軽減を図ることにより
勤務環境の改善を進め、働きやすい職場環境づくりに取り組んでいきます。

医療局 医師支
援推進
室

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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【第三部】
二、医師・看護師の大幅増員、県立病院を拠点に地域医療を守
ること
　３、岩手県立病院の経営計画（2019?2024）に基づき、76人（中
間見直しで5人減に）の医師の増員・確保に全力を上げること。医
師を支える具体的な取り組みと体制を抜本的に強化すること。
　　２） 医師を支える医療クラークを大幅に増員するとともに、看
護師、臨床検査技師、薬剤師などの大幅な増員を図ること。医師
の労働条件の改善に取り組むこと。

　医療クラークの職員配置については、更なる医師の業務負担軽減等に繋げ
られるよう、経営計画期間中の６年間で段階的に91名増員する計画としてお
り、令和３年度までの３年間で県立病院全体で87名の定員増を図ったところで
す。
　医師の労働条件の改善に当たっては、現在、医療クラークへの医師の事務
的業務のタスクシフトを推進する上で経験年数に応じた教育研修を行ってお
り、医療クラークの計画的な育成により医師の超過勤務の縮減に努めていき
ます。
　また、若手医師のキャリア形成を応援できる勤務環境を整備するための医師
の労働時間の管理の徹底や、医師の業務負担軽減に向けた医療クラークなど
多職種への業務移管を推進するほか、岩手JOYサポートプロジェクトによる子
育て中の医師の短時間勤務などワークライフバランスとキャリア形成の両立に
対する支援など、様々な取組を行いながら、魅力ある病院づくりに取り組んで
いきます。
　看護師、臨床検査技師及び薬剤師などの職員配置については、医療の質の
向上、育児休業及び産前産後休暇等の取得者を代替する正規職員の配置な
どを行い、令和４年度までに180人を増員したところです。
　今後とも、患者の動向や地域の実情等にも十分配慮しながら、必要な職員の
確保に努めていきます。
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【第三部】
二、医師・看護師の大幅増員、県立病院を拠点に地域医療を守
ること
　３、岩手県立病院の経営計画（2019?2024）に基づき、76人（中
間見直しで5人減に）の医師の増員・確保に全力を上げること。医
師を支える具体的な取り組みと体制を抜本的に強化すること。
　　３） 地元医師会、開業医との連携を強化し、初期救急・夜間救
急の確立や広域基幹病院等との連携などにも取り組むようにす
ること。

　初期・夜間救急医療提供体制の確保については、市町村や地域医師会によ
り、休日・夜間急患センター及び在宅当番医制の運営に取り組んでいるところ
ですが、多くの軽症患者が二次・三次救急医療機関を直接受診することなど
が、病院勤務医の負担増大の一因となっています。
　このため、県では、インターネット上で「いわて医療ネット」により、医療機関の
診療科や診療時間を公表し、また、休日等における当番医を周知しているほ
か、症状や医療機関の役割分担に応じた適切な受診等について、普及啓発を
行っているところであり、引き続き、地域医師会や救急医療機関等の関係機関
と連携し、取り組んでいきます。

保健福
祉部

医療政
策室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
二、医師・看護師の大幅増員、県立病院を拠点に地域医療を守
ること
　３、岩手県立病院の経営計画（2019?2024）に基づき、76人（中
間見直しで5人減に）の医師の増員・確保に全力を上げること。医
師を支える具体的な取り組みと体制を抜本的に強化すること。
　　４） 地域医療・高齢者医療を担う総合医の養成と配置に取り
組むこと。

　県では、奨学金制度により医師の絶対数を確保し、養成医師の計画的な配
置調整を行うことにより、医師不足の解消等に努めており、令和４年度は、県
内全ての二次保健医療圏の基幹病院等に計122名の養成医師を配置したとこ
ろで、地域病院等の中小医療機関への配置については、配置基本ルールに
基づいて、先行して配置する基幹病院で総合診療スキルを習得した後、順次
配置を行うこととし、令和４年度は、県全体で29名の養成医師を配置したところ
であり、引き続き、地域病院等への配置についても、充実を図っていきます。

保健福
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【第三部】
二、医師・看護師の大幅増員、県立病院を拠点に地域医療を守
ること
　４、産婦人科医師の養成・確保に今まで以上に取り組み、地域
周産期母子医療センターの機能を維持すること。2次医療圏でお
産ができる体制をめざすこと。院内助産を進めること。

（医師確保）
　県では、奨学金制度により医師の絶対数を確保し、養成医師の計画的な配
置調整を行うことにより、医師不足の解消等に努めており、特に産科・小児科
を選択した養成医師が地域周産期母子医療センター等で勤務に専念できるよ
う配置特例を設け、さらに令和２年度からは医療局奨学資金に産婦人科特別
枠を設けており、本制度について周知を図り、産科医等の養成の取組を強化
し、医師の偏在解消を進めていきます。

（周産期医療体制）
　県では、限られた医療資源の下で、安心・安全な周産期医療を提供するた
め、県内に４つの周産期医療圏を設定し、医療機関の機能分担と連携の下、
分娩リスクに応じた医療提供体制の整備を推進しているほか、分娩に対応す
る医療機関や市町村の間で、妊産婦等の情報を共有する周産期医療情報
ネットワーク「いーはとーぶ」による連携強化に努めています。
　また、地域において安心・安全な出産ができる環境を確保していくため、モバ
イル型妊婦胎児監視モニターを活用した救急搬送体制の強化や、妊産婦の通
院等を支援する事業の拡充などに取り組んでいるところです。
　次期保健医療計画の策定に向け、妊産婦の受療動向や人口動態、医療資
源の動向などを踏まえ、中長期的視点から質の高い安全な周産期医療を適切
に提供していくための医療提供体制の検討を行っていきます。

（院内助産、産前産後ケアの取組）
　院内助産等の取組は、医師の負担軽減や妊娠や出産までの手厚い支援に
もつながる有効な取組であると認識していますが、この取組を進めていくため
には、人材の育成・確保が重要であると認識しているところです。
　今後、院内助産や助産師外来、産前産後ケアにおいて高度なスキルを活か
して活躍する助産師の育成・確保に向けた支援の在り方などについて、小児・
周産期医療協議会等における助産師や産科医等の意見を踏まえながら、検
討を進めていきます。
（次ページへ続く）
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（前ページからの続き） 　産婦人科の常勤医師の増員については、関係大学の医局においても医師の
絶対数が不足していることから、大変厳しい状況となっています。
　今後とも関係大学への派遣要請のほか、即戦力となる医師の招聘、産科・小
児科を専攻する奨学金養成医師の義務履行期間全てで地域周産期母子医療
センター勤務を認める特例によるインセンティブ強化などにより、常勤医師の
確保に取り組んでいきます。
　また、令和２年度から、将来、産婦人科を志す私立大学の医学生に対し、医
療局医師奨学資金に産婦人科特別枠として２名分の奨学金枠を設け、産科医
の確保に向け取り組んでいます。
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【第三部】
二、医師・看護師の大幅増員、県立病院を拠点に地域医療を守
ること
　５、看護師の大幅増員を実現すること。
　　１） 「経営計画」（2019?2024）の看護師増員計画（45人）を見
直し、看護師の大幅増員で月8日以内の夜勤を厳守し、月9日以
上の夜勤を解消すること。夜勤専任看護師、夜勤2交代制の導入
は労働組合との合意を前提に一方的に強行せず見直すこと。

　看護師については、令和４年度までに、機能分担と連携の推進や人口減等
に伴う患者数の減少等を踏まえ、73人の適正化を図った一方、医療の質の向
上で55人を増員したほか、育児休業及び産前産後休暇等の取得者を代替す
る正規職員として62人を増員したところです。経営計画においては、病床適正
化の状況等を踏まえ、計画期間全体で45人の増員としていますが、引き続き
育児休業等取得者の代替職員の確保など、必要な体制整備を図っていくこと
としています。
　また、月８回超夜勤の解消や職員のワークライフバランスを推進するため、
夜勤二交代制や夜勤専従制度等の多様な勤務形態の導入による勤務環境の
改善、業務の見直しや改善等について、現場の職員や労働組合とも十分に協
議しながら進めていきます。
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【第三部】
二、医師・看護師の大幅増員、県立病院を拠点に地域医療を守
ること
　５、看護師の大幅増員を実現すること。
　　２） 全ての看護師が年5日以上の年次休暇を取得することは
もとより、いわて県民計画で示した2022年までに年休取得を75％
に引き上げる計画の達成めざすこと。年次有給休暇が自由に取
得できる労働条件の抜本的な改善を図ること。出産・育児休業等
による正規看護師による補充、子育て中の短時間勤務の徹底を
図ること。

　年次休暇の取得促進については、業務予定の早期周知及び職場内部の弾
力的な応援体制を工夫することなどにより、休暇の取得しやすい環境づくりに
努めており、勤務管理システムなどを活用し、あらかじめ職員の休暇取得希望
を確認しながら年次休暇と夏季休暇と組み合わせた連続休暇や、記念日にお
ける休暇の取得を促進するなど、職員が主体的に休めるよう環境の整備に努
めているところです。
　また、事前に把握している産前産後休暇や育児休業等の取得者に係る代替
職員を正規職員で補充するなど、育児を行う職員を支援するための勤務環境
の整備に努めていきます。

医療局 職員課 Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
二、医師・看護師の大幅増員、県立病院を拠点に地域医療を守
ること
　５、看護師の大幅増員を実現すること。
　　３） 看護師は三交代勤務でも過酷な中で、さらに過酷な夜勤
二交代制や夜勤専従などの一方的な導入、強要は行わないこ
と。

　職員のワークライフバランスを推進するため、夜勤二交代制や夜勤専従制度
等の多様な勤務形態の導入による勤務環境の改善、業務の見直しや改善等
について、現場の職員や労働組合とも十分に協議しながら進めていきます。

医療局 職員課 Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
二、医師・看護師の大幅増員、県立病院を拠点に地域医療を守
ること
　５、看護師の大幅増員を実現すること。
　　４） 遠野病院での超過勤務の不払い問題を教訓にして、超過
勤務の申請ができるよう各病院に徹底すること。勤務時間外の
研修等は超過勤務の対象とし、出勤時間・退勤時間を客観的に
把握し、サービス残業をなくすこと。超過勤務の縮減に取り組む
こと。

　超過勤務については、命令権者の決裁を受けて発出される事前命令による
ことが原則であることや、超過勤務の実績の確認は職員による超過勤務時間
の正しい記録と適正な申告に基づき勤務後速やかに行うべきことを周知徹底
するとともに、勤務管理システムを通じて、職員の勤務時間管理について、より
客観的な把握を行っています。
　また、正規の勤務時間外に行われる研修等への参加を命じられた場合に
は、超過勤務として取り扱っています。
　なお、超過勤務時間が多い職員に対し所属長、超過勤務命令権者等との面
談を実施の上、業務の平準化を図るなど、超過勤務の縮減に取り組んでいま
す。

医療局 職員課 Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置
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【第三部】
二、医師・看護師の大幅増員、県立病院を拠点に地域医療を守
ること
　６、無床診療所化された診療センターの取り組みについて
　　１） 民間移管による有床診療所の運営が破たんした花泉診療
所については、県と県医療局が責任を持って地域医療の確保と
信頼回復に努めること。有床診療所復活に向けて取り組むこと。

　地域診療センターについては、危機的な医師不足の中、限られた医療資源
の下で良質な医療を提供するために病床を休止することとしたところですが、
こうした状況については現在も変わらないものと認識しています。
　このため、病床を確保することは困難であり、「岩手県立病院等の経営計画
〔2019-2024〕」では、現行の体制を基本として、県立病院等相互の役割分担と
連携により、地域医療提供体制の確保を図ることとしています。

医療局 経営管
理課

Ｃ　当面
は実現
できな
いもの

【第三部】
二、医師・看護師の大幅増員、県立病院を拠点に地域医療を守
ること
　６、無床診療所化された診療センターの取り組みについて
　　２） 県立沼宮内診療センターの民間移管への検討を検証し、
入院機能の回復をめざすこと。花泉診療所の教訓を生かし、県
医療局と岩手町の責任が果たされるよう再検討すること。

　岩手町が進めている民間移管に向けた取組や新たな検討を行う場合には、
引き続き、医療局としても、必要な支援等連携を図っていきます。

医療局 経営管
理課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
二、医師・看護師の大幅増員、県立病院を拠点に地域医療を守
ること
　６、無床診療所化された診療センターの取り組みについて
　　３） 無床化された紫波、花泉、大迫、九戸、住田の各地域診療
センターについては、県が責任を持って地域住民が求める地域
医療の確保のための話し合いと対策を講じること。医師確保の見
通しを含め入院ベッドの回復についても検討すること。

　地域診療センターについては、危機的な医師不足の中、限られた医療資源
の下で良質な医療を提供するために病床を休止することとしたところですが、
こうした状況については現在も変わらないものと認識しています。
　このため、病床を確保することは困難であり、「岩手県立病院等の経営計画
〔2019-2024〕」では、現行の体制を基本として、県立病院等相互の役割分担と
連携により、地域医療提供体制の確保を図ることとしています。

医療局 経営管
理課
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は実現
できな
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【第三部】
二、医師・看護師の大幅増員、県立病院を拠点に地域医療を守
ること
　７、地域医療の確保と高齢者医療の取り組みを強化すること
　　1） 一関市立藤沢病院や奥州市立まごころ病院などの取り組
みに学び、地域住民のニーズにこたえ、医療・介護・福祉の連携
を強化すること。

　圏域連携会議等の地域における協議の場において病床機能の分化と連携
や在宅医療等の体制整備などについて関係者の合意を形成しながら、将来の
あるべき医療提供体制の構築に取り組んでいきます。

保健福
祉部

医療政
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【第三部】
二、医師・看護師の大幅増員、県立病院を拠点に地域医療を守
ること
　７、地域医療の確保と高齢者医療の取り組みを強化すること
　　2） 市町村立病院への支援と連携を強化すること。西和賀さわ
うち病院への医師派遣を引き続き進めること。

　県では、令和２年３月に策定した岩手県医師確保計画に基づき医師確保の
取組を行っており、即戦力医師の招聘や自治医科大学養成医師の市町村立
病院への派遣に努めるとともに、市町村の要望に配慮しながら奨学金養成医
師の配置調整を進めているところであり、今後においても、即戦力医師の招聘
や医師の養成等を通じて、地域医療の確保に努めていきます。

保健福
祉部

医療政
策室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
二、医師・看護師の大幅増員、県立病院を拠点に地域医療を守
ること
　８、国に対し、地域病院の医師確保、診療報酬の引き上げ、地
方交付税措置の拡充を強く求めること。消費税10％増税に反対
し、5％への減税を求めること。

　政府予算提言・要望において、医師確保等人材の育成支援、公立病院等の
運営に配慮した地方財政措置の拡充や診療報酬上の評価の充実等について
要望しており、引き続き、国に対して働きかけていきます。

保健福
祉部

医療政
策室

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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【第三部】
三、少子化対策に本格的に取り組み、子どもの貧困対策を強化
し、安心して子育てできる岩手県に
　１、人間らしい生活を保障する政治、経済、社会への転換で、少
子化の克服を
　　１） 男女ともに子育てできる雇用のルールと、まともな賃上げ
を
　　　ア　政治の責任で「賃金が上がる国」への改革を進めるこ
と。中小企業への十分な支援とセットで最低賃金を時給１５００円
に引き上げること。

　地域別最低賃金は、毎年、中央最低賃金審議会から示された引上げ額の目
安を参考にしながら、都道府県労働局が地域の実情を踏まえ、地方最低賃金
審議会の調査・審議を経て決定しなければならないとされています。
　最低賃金も含めた地域の賃金水準が上がっていくためには、地域における
各企業が生産性を高め、収益力を向上させることが重要であることから、県で
は、いわて県民計画（2019～2028）において、中小企業者が行う経営力の強化
や生産性の向上、新たな事業活動などの取組の促進を盛り込み、商工指導団
体や産業支援機関と連携の下、中小企業者の収益力の向上を支援していきま
す。

商工労
働観光
部

定住推
進・雇用
労働室

経営支
援課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
三、少子化対策に本格的に取り組み、子どもの貧困対策を強化
し、安心して子育てできる岩手県に
　１、人間らしい生活を保障する政治、経済、社会への転換で、少
子化の克服を
　　１） 男女ともに子育てできる雇用のルールと、まともな賃上げ
を
　　　イ　労働者派遣法を抜本改正し、派遣は臨時的・一時的なも
のに限定し、正社員との均等待遇など、派遣労働者の権利を守
る派遣労働者保護法を制定すること。

　県では、非正規雇用労働者の正規雇用転換や労働者派遣の適正な運用に
向け、岩手労働局等と連携して経済団体等への要請活動を行っており、労働
委員会では労使双方からの相談対応を行うなど、雇用のルール確立に取り組
んでいます。
　また、令和２年度以降、国の就職氷河期世代加速化交付金を活用して、相談
支援の拡充やe-ラーニング、職場見学会等を実施することにより、対象者の事
情により添った支援に努めています。
　さらに、就職氷河期世代が活躍できる環境づくり等を進めるための企業向け
セミナーを実施しており、企業に対する働きかけも行っています。
　令和５年度は、職場見学会動画を活用したマッチング支援を実施することと
しており、今後も、非正規雇用労働者等の正規雇用化に向けた支援等に取り
組んでいきます。
【令和５年度一般会計当初予算措置】地域就職氷河期世代支援事業費13,218
千円

商工労
働観光
部

定住推
進・雇用
労働室

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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【第三部】
三、少子化対策に本格的に取り組み、子どもの貧困対策を強化
し、安心して子育てできる岩手県に
　１、人間らしい生活を保障する政治、経済、社会への転換で、少
子化の克服を
　　１） 男女ともに子育てできる雇用のルールと、まともな賃上げ
を
　　　ウ　パート・有期雇用労働者均等待遇法の制定など、正社員
との均等待遇を図るとともに、解雇・雇止めを規制すること。

　県では、パートタイム・有期雇用労働法などの関係法令や、非正規雇用労働
者の待遇改善に取り組む事業主に対する国の助成制度等について、県ホー
ムぺージ等により事業主に対し周知・啓発を図っているほか、岩手労働局と連
携して、非正規労働者の待遇改善等について関係団体に対し要請を行ってい
るところです。
　また、解雇等に関する基準については、労働関係法令等で規定・確立されて
いるところであり、県では、岩手労働局と連携しながら、法令等の基準が遵守
されるよう周知を図っていきます。

商工労
働観光
部

定住推
進・雇用
労働室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
三、少子化対策に本格的に取り組み、子どもの貧困対策を強化
し、安心して子育てできる岩手県に
　１、人間らしい生活を保障する政治、経済、社会への転換で、少
子化の克服を
　　２）安心して働き、子育てできる環境を
　　　ア　認可保育所を増設し、保育水準を確保しながら待機児
童を解消すること。

　子ども・子育て支援新制度では、各市町村において、認可外保育施設も含め
た保育ニーズの把握に努め、需要と供給に基づいた「子ども・子育て支援事業
計画」を策定し、計画的な認可保育所等の整備を推進しています。
　また、県は、保育サービスの提供体制の確保などに向けて、子ども・子育て
支援事業支援計画を策定し、取組を進めています。

保健福
祉部

子ども
子育て
支援室

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置
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【第三部】
三、少子化対策に本格的に取り組み、子どもの貧困対策を強化
し、安心して子育てできる岩手県に
　１、人間らしい生活を保障する政治、経済、社会への転換で、少
子化の克服を
　　２）安心して働き、子育てできる環境を
　　　イ　学童保育の増設と指導員の処遇改善により、待機児童
を解決し、詰込みの解消を図ること。6年生まで利用できるように
すること。保育料減免制度をつくること。

　子ども・子育て支援新制度では、各市町村において、需要と供給に基づいた
「子ども・子育て支援事業計画」を策定し、計画的な放課後児童クラブ等の整
備を推進することとされています。
　県では、令和５年度、17か所の放課後児童クラブ、１か所の児童館の施設整
備に対する支援を行い、受け皿の拡充を図ることとし、令和５年度一般会計当
初予算に89,886千円を計上したところです。
　また、放課後児童支援員の処遇改善を図るため、令和４年９月までに実施し
た収入を３％程度（月額9,000円）引き上げるための措置について、地域子ど
も・子育て支援事業により同様の措置を講じるとともに、引き続き、放課後児童
支援員キャリアアップ処遇改善事業を実施していきます。
　なお、放課後児童クラブの対象児童は、平成24年の児童福祉法の改正によ
り、従前「おおむね10歳未満」とされていたものが「小学校に就学している」児
童とされたところです。
　今後も、必要な予算を確保し、子どもの多様な居場所づくりを進めていきま
す。

保健福
祉部

子ども
子育て
支援室

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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　2020年４月から実施している国の新しい給付奨学金・授業料等減免制度に
基づき、一定の要件を満たす学生に対する支援の実施や、いわて産業人材奨
学金返還支援制度により、県内企業に一定期間就業する場合に奨学金の返
還支援の取組等を進めているところです。
　県としては、国の動向を注視しつつ、国の修学支援制度等の充実に向け、必
要な要望を行っていきます。

ふるさと
振興部

学事振
興課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

　県立高等看護学院においては、県条例に基づき入学料や授業料の減免を実
施しています。
　また、修学の支援のため、看護職員修学資金の貸付けを行っており、これら
の制度により、低所得世帯等の教育費の負担軽減を図っています。
　県としては、今後も引き続き、教育費負担の軽減に向けた支援に努めていき
ます。

保健福
祉部

医療政
策室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

　産業技術短期大学校では、経済的理由によって授業料及び入学料の納付が
困難であり、かつ、高い修業意欲を有すると認められる者に対し、「大学等にお
ける修学の支援に関する法律」に基づく授業料等減免に準じて授業料及び入
学料の減免措置を講じ、経済的負担の軽減を図っています。
　奨学金については、産業技術短期大学校の学生は、日本学生支援機構の
奨学金の対象とされていないため、厚生労働省が所管する有利子の技能者育
成資金融資制度等を活用しているところであり、他県と共同し、産業技術短期
大学校の学生を対象とした給付型奨学金の制度を創設するよう国に要望して
います。
　奨学金返還の減免制度については、「いわて産業人材奨学金返還支援制
度」の支援対象者に、新たに技能者育成資金の融資を受けた産業技術短期
大学校の学生を追加するよう検討を進めています。
（次ページへ続く）

商工労
働観光
部

定住推
進・雇用
労働室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
三、少子化対策に本格的に取り組み、子どもの貧困対策を強化
し、安心して子育てできる岩手県に
　１、人間らしい生活を保障する政治、経済、社会への転換で、少
子化の克服を
　　３）子育ての経済的負担を軽減し、安心して暮らせる社会に
　　　ア　大学・短大・専門学校の学費を速やかに半額に引き下
げ、将来的には無償にすること。入学金は廃止すること。奨学金
は、欧米のように返済不要の給付性を中心に拡充すること。奨学
金返還の減免制度をつくること。
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（前ページからの続き） 　県立農業大学校において、国の「大学等における修学の支援に関する法律」
や県条例に基づき、入学料や授業料等の減免を実施するとともに、授業料以
外の教育費への支援策である奨学のための給付金について、学生に周知の
上、活用を促進しており、これらの制度により、低所得世帯等の教育費の負担
軽減を図っています。
　県としては、引き続き、実質的な教育費負担の軽減に向けた支援に努めてい
きます。

農林水
産部

農業普
及技術
課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
三、少子化対策に本格的に取り組み、子どもの貧困対策を強化
し、安心して子育てできる岩手県に
　１、人間らしい生活を保障する政治、経済、社会への転換で、少
子化の克服を
　　３）子育ての経済的負担を軽減し、安心して暮らせる社会に
　　　イ　「義務教育は無償」を定めた憲法26条に即して、学校給
食や教材費など義務教育にかかる費用を国の制度で無償化す
ること。

　義務教育では、授業料、教科書の無償化のほか、要保護、準要保護世帯に
対する就学援助費等が行われていますが、子どもの未来が生まれ育った環境
によって左右されることはあってはならないという観点から、義務教育の機会
均等と教育水準の維持向上のため必要な財源は、国の責務として完全に保証
するよう国に対して要望していきます。

教育委
員会事
務局

教育企
画室

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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　児童手当については、現在15歳までの支給となっているほか、所得制限があ
ることから、全ての子育て家庭の経済負担の軽減のため、国に対して年齢や
所得制限を撤廃することについて要望しているところです。
　児童扶養手当の額については、全国消費者物価指数に基づき国が決定し、
県及び市は、法定受託事務として処理しているところです。令和３年３月からは
児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額
を児童扶養手当として受給できるようになり、対象者の拡大が図られました
が、社会・経済情勢の影響を受けやすいひとり親家庭の生活の安定と向上を
図るための継続的な経済的支援や就業支援など、特に厳しい環境におかれた
子どもとその保護者への支援の一層の充実について、国に対し要望していま
す。

保健福
祉部

子ども
子育て
支援室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

　就学援助は、経済的理由により就学が困難な世帯の子どもの学ぶ機会を保
障するために極めて重要であり、保護者負担等の実態に即した適切な給付水
準が確保されるよう、引き続き、県内市町村における認定基準等について情報
提供を行いながら、助言していきます。

教育委
員会事
務局

教育企
画室

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
三、少子化対策に本格的に取り組み、子どもの貧困対策を強化
し、安心して子育てできる岩手県に
　１、人間らしい生活を保障する政治、経済、社会への転換で、少
子化の克服を
　　３）子育ての経済的負担を軽減し、安心して暮らせる社会に
　　　ウ　児童手当の18歳までの支給、児童扶養手当、就学援助
の額と対象の拡大など、子育て世代に向けた継続的・恒常的な
現金給付を拡充すること。
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　県内で子どもの支援に取り組む団体や支援機関が参画する「子どもの居場
所ネットワークいわて」にコーディネーターを配置し、参画団体の活動継続と充
実のための情報共有、参画団体の活動内容や子どもの居場所に関する普及
啓発等の情報発信、新規開設に係る立ち上げ支援、食材を提供したい個人・
団体等と子ども食堂とのマッチングなどを行っており、令和５年度一般会計当
初予算に13,636千円を計上したところです。
　引き続き、新規開設・運営継続に関する支援や未実施市町村への働きかけ
を強化することにより、全市町村への設置に取り組みます。

保健福
祉部

子ども
子育て
支援室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

　被災地での放課後の居場所と学習支援については、地域と学校の連携・協
働体制構築事業により、放課後子供教室の運営や学習支援員の配置等に係
る経費の補助を継続しています。

教育委
員会事
務局

生涯学
習文化
財課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
三、少子化対策に本格的に取り組み、子どもの貧困対策を強化
し、安心して子育てできる岩手県に
　2、子どもの貧困問題の解決へ本格的に取り組みを強化するこ
と
　　１） 「岩手県子どもの実態調査報告書」を踏まえ、子どもの貧
困対策「子どもの幸せ応援計画」に本格的に取り組むこと。
　　　① 小学校単位に子どもの居場所を設置するとともに学習支
援の強化をはかること。
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【第三部】
三、少子化対策に本格的に取り組み、子どもの貧困対策を強化
し、安心して子育てできる岩手県に
　2、子どもの貧困問題の解決へ本格的に取り組みを強化するこ
と
　　１） 「岩手県子どもの実態調査報告書」を踏まえ、子どもの貧
困対策「子どもの幸せ応援計画」に本格的に取り組むこと。
　　　② ひとり親家庭・母子家庭への公的・経済的支援を拡充す
ること。児童扶養手当の削減措置をやめ、支給額を引き上げるこ
と。長期の雇用確保に向けた就労支援、保育所の優先入所、公
営住宅への優先入所などを進めること。

　ひとり親家庭のうち、児童扶養手当受給世帯等の低所得世帯に対しては、新
型コロナウイルス感染症の影響を受けて損害を受けた低所得のひとり親世帯
を見舞う観点から、令和３年度、子育て世帯生活支援特別給付金が創設され、
令和５年１月末現在、9,146世帯に支給を行ったところです。
　児童扶養手当の額については、全国消費者物価指数に基づき国が決定し、
県及び市は、法定受託事務として処理しているところです。令和３年３月からは
児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額
を児童扶養手当として受給できるようになり、対象者の拡大が図られました
が、社会・経済情勢の影響を受けやすいひとり親家庭の生活の安定と向上を
図るための継続的な経済的支援や就業支援など、特に厳しい環境におかれた
子どもとその保護者への支援の一層の充実について、国に対し要望していま
す。
　保育所におけるひとり親家庭の子の優先入所については、H26.9.30付厚労
省雇用均等・児童家庭局長通知により各市町村において実施されているほ
か、地域子ども・子育て支援事業においては、ファミリー・サポート・センター事
業などにおいてひとり親家庭の利用希望者を優先的に取り扱うなどの運用が
なされています。
　県では、引き続き、ひとり親家庭応援サポートセンターによる相談支援やひと
り親家庭出張個別相談会等を通じ、支援を要する方々の相談を丁寧に行うと
ともに、市町村等と連携し、ひとり親家庭支援に係る制度の周知に努めていき
ます。
（次ページへ続く）
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　県内企業における仕事と生活を両立できる環境づくりを促進するため、「いわ
て働き方改革推進運動」の展開により、育児休暇等の休暇制度や各種手当な
どの雇用・労働環境の改善について普及啓発を行っており、令和５年度一般
会計当初予算においても、働き方改革の一層の推進を図るため8,222千円を
計上したところです。
　また、長期の雇用に繋げるための就労支援として、 離職者に対する再就職
訓練を実施するなど、雇用情勢や産業政策、企業ニーズを踏まえた職業能力
開発を実施するほか、女性や母子家庭の母等を対象とした就業支援も進めて
いるところであり、令和５年度一般会計当初予算に、就職支援能力開発費
567,864千円、女性就業援助費5,522千円を計上しています。

商工労
働観光
部

定住推
進・雇用
労働室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

　県営住宅については、住宅に困窮する低額所得者に賃貸することを目的とし
ており、ひとり親家庭や母子家庭が入居を希望される場合は、公募する住戸に
応募の上、抽選又は常時募集住戸に申込み等により、収入基準など入居要件
を満たせば入居することができます。
　なお、20歳未満の子を扶養している配偶者のない者に対しては、優先入居枠
が設けられた場合、優先入居として抽選の際に配慮しています。
　また、収入基準についても、裁量世帯(月額21万4,000円まで)とする子の要件
については、令和４年４月から、「未就学児」から「18歳となった年度の末日の
子」までに拡充しています。

県土整
備部

建築住
宅課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

（前ページからの続き）
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【第三部】
三、少子化対策に本格的に取り組み、子どもの貧困対策を強化
し、安心して子育てできる岩手県に
　2、子どもの貧困問題の解決へ本格的に取り組みを強化するこ
と
　　１） 「岩手県子どもの実態調査報告書」を踏まえ、子どもの貧
困対策「子どもの幸せ応援計画」に本格的に取り組むこと。
　　　③ 子どもの医療費窓口無料化（現物給付化）を高校生まで
拡充すること。

　現物給付の対象拡大については、これまで全県一律で、県と市町村が足並
みを揃えて導入を図ってきた経緯を踏まえ、令和５年度に県内全市町村で対
象年齢が18歳まで拡大されることを機に、現物給付の対象を令和５年８月に、
現在の中学生までから高校生等（18歳到達年度末）まで拡大することとしてい
ます。

保健福
祉部

健康国
保課
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【第三部】
三、少子化対策に本格的に取り組み、子どもの貧困対策を強化
し、安心して子育てできる岩手県に
　2、子どもの貧困問題の解決へ本格的に取り組みを強化するこ
と
　　１） 「岩手県子どもの実態調査報告書」を踏まえ、子どもの貧
困対策「子どもの幸せ応援計画」に本格的に取り組むこと。
　　　④ 岩手における子どもの貧困率も明らかにし、貧困削減の
目標を示すこと。知事を本部長とする全庁的な推進体制を確立
し、県政の重点課題の一つとして県民運動として取り組むこと。

　子どもの貧困率については、都道府県・市町村別のデータを提供するよう、
国に要望しています。
　県では、平成30年度に子どもの生活実態調査を行ったところであり、この調
査結果に基づき「岩手県子どもの幸せ応援計画（2020～2024）」を策定してい
ます。
　この計画では、重点施策ごとに具体的な推進方策や指標を設定しており、市
町村や学校、民間団体、関係機関等との緊密な連携を図りながら、施策を推
進していきます。
　また、県では、福祉、教育、労働、女性活躍など関係部局で構成する「子ども
の貧困対策連絡調整会議」を設置しており、この会議を庁内における子どもの
貧困対策の推進組織として、部局横断的に取組を進めていきます。
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祉部

子ども
子育て
支援室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

122 



日本共産党岩手県委員会(2022年12月26日)

意見提言内容 取組状況 部局名
回答
課名

反映
区分

【第三部】
三、少子化対策に本格的に取り組み、子どもの貧困対策を強化
し、安心して子育てできる岩手県に
　2、子どもの貧困問題の解決へ本格的に取り組みを強化するこ
と
　　２） 就学援助・児童扶養手当の拡充、授業料の無償化、給付
制奨学金の実現を
　　　① 就学援助制度の周知徹底を図り、対象となるすべての生
徒が申請・受給できるようにすること。対象費目と金額の拡大を
図ること。被災児童就学援助の継続を求めること。学校給食費の
現物給付化、修学旅行費用の概算払いを徹底し、経済的理由で
修学旅行に行けない生徒をなくすこと。

　就学援助は、経済的理由により就学が困難な世帯の子どもの学ぶ機会を保
障するために極めて重要であり、保護者負担等の実態に即した適切な給付水
準が確保されるよう、引き続き、県内市町村における認定基準等について情報
提供を行いながら、助言していきます。
　また、就学援助等の継続については、東日本大震災津波で被災し、いまだに
経済的な理由により就学が困難となっている児童生徒が数多く在籍している
中、これらの児童生徒の学ぶ機会を保障するために市町村が行う就学支援事
業に対し、平成23年度から国の被災児童生徒就学支援等事業交付金による
財政的措置が行われています。
　県としては、支援を必要とする児童生徒を持つ世帯が解消するまで、当該交
付金による財政支援を継続するよう、引き続き国に要望していきます。

教育委
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【第三部】
三、少子化対策に本格的に取り組み、子どもの貧困対策を強化
し、安心して子育てできる岩手県に
　2、子どもの貧困問題の解決へ本格的に取り組みを強化するこ
と
　　２） 就学援助・児童扶養手当の拡充、授業料の無償化、給付
制奨学金の実現を
　　　② 児童扶養手当の増額、とくに、全体の約6割を占める第1
子のみの世帯への支援を拡充すること。年6回の分割支給を毎
月支給に変え、現行18歳までの支給を20歳まで延長するよう求
めること。支給開始後5～7年で手当てを最大2分の1に削減する
仕組みを撤廃すること。

　ひとり親家庭の経済的支援として、児童扶養手当制度は、令和元年11月か
ら年３回から年６回の隔月払いとなり、より家計の管理がしやすくなるよう制度
が改正されてきたところです。
　県としては、ひとり親家庭応援サポートセンターによる相談支援やひとり親家
庭出張個別相談会等を通じ、支援を要する方々の相談を丁寧に行うとともに、
市町村に対し、制度周知の強化を働きかけていきます。
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（私立学校）
　高校の授業料無償化について、私立学校に通う生徒に対しては、国の就学
支援金のほか、不慮の災害や家計の急変により就学が困難になった生徒へ
の授業料減免や生活保護世帯に対する入学金減免を実施しており、これらの
制度により、低所得世帯等への教育費の負担軽減を図っています。
　また、授業料以外の教育費への支援策である奨学のための給付金について
は、平成27年度以降、毎年度増額されるなど、支援策の拡充が着実に図られ
てきています。
　さらに、令和２年度からの私立学校等に通う年収590万円未満世帯の生徒の
授業料の実質無償化の実現に合わせ、一部世帯を対象として県単の上乗せ
補助を行い、家庭の教育費負担の一層の軽減を図っているところです。
　県としては、今後も引き続き、実質的な教育費負担の軽減に向けた支援に努
めるとともに、国に対し、支援策の充実等について要望していきます。
（大学）
　2020年４月から実施している国の新しい給付奨学金・授業料等減免制度に
基づき、一定の要件を満たす学生に対する支援の実施や、いわて産業人材奨
学金返還支援制度により、県内企業に一定期間就業する場合に奨学金の返
還支援の取組等を進めているところです。
　県としては、国の動向を注視しつつ、国の修学支援制度等の充実に向け、必
要な要望を行っていきます。

ふるさと
振興部

学事振
興課

Ａ　提言
の趣旨
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　義務教育では、授業料、教科書の無償化のほか、要保護、準要保護世帯に
対する就学援助費等が行われていますが、子どもの未来が生まれ育った環境
によって左右されることはあってはならないという観点から、義務教育の機会
均等と教育水準の維持向上のため必要な財源は、国の責務として完全に保証
するよう国に対して要望していきます。
　高校授業料の無償化については、全国一律の取り扱いとして、高等学校等
就学支援金制度が施行されており、国に対しては、所得基準等の制度見直し
について要望を行っています。今後も、国の動向を踏まえながら、国に対して
要望を行うなど、生徒の就学に支障が生じないよう努めていきます。
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【第三部】
三、少子化対策に本格的に取り組み、子どもの貧困対策を強化
し、安心して子育てできる岩手県に
　2、子どもの貧困問題の解決へ本格的に取り組みを強化するこ
と
　　２） 就学援助・児童扶養手当の拡充、授業料の無償化、給付
制奨学金の実現を
　　　③ 制服代、給食費、修学旅行の積み立てを含めた、義務教
育の完全無償化をめざすこと。高校教育の完全無償化と国の責
任による給付金制度の確立を求めること。大学・専門学校の授業
料を半額にすること。月額3万円の給付制奨学金を70万人規模
に拡充すること。有利子の奨学金はやめ、すべて無利子とするこ
と。返済が困難になった人への救済措置を講じること。
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【第三部】
三、少子化対策に本格的に取り組み、子どもの貧困対策を強化
し、安心して子育てできる岩手県に
　2、子どもの貧困問題の解決へ本格的に取り組みを強化するこ
と
　　３） 子どもの学習・生活・居場所づくりへの支援を抜本的に強
化すること。
　　　① 生活困窮世帯等の子どもの学習支援の取り組みを全市
町村に広げ、自治体負担をなくすよう国に求めること。

　生活困窮世帯の子どもを対象とした学習・生活支援事業は、貧困の連鎖を防
止する観点からも重要な取組であり、訪問による個別支援も含め、県では実施
市町村の拡大に取り組んでいるところです。
　同事業は、令和４年度は19市町村で実施しており、このほか、公営の学習塾
や子ども食堂など「子どもの居場所」における学習支援等が行われている市町
村もあります。
　国庫基準額や補助割合の見直し等による十分な財源措置が行われるよう、
引き続き、国に対する要望等を行います。

保健福
祉部

地域福
祉課
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【第三部】
三、少子化対策に本格的に取り組み、子どもの貧困対策を強化
し、安心して子育てできる岩手県に
　2、子どもの貧困問題の解決へ本格的に取り組みを強化するこ
と
　　３） 子どもの学習・生活・居場所づくりへの支援を抜本的に強
化すること。
　　　② 子ども食堂の取り組みを全市町村に広げ、当面中学校
区にまで広げること。子ども食堂のネットワークに対する支援を強
化すること。

　県内で子どもの支援に取り組む団体や支援機関が参画する「子どもの居場
所ネットワークいわて」にコーディネーターを配置し、参画団体の活動継続と充
実のための情報共有、参画団体の活動内容や子どもの居場所に関する普及
啓発等の情報発信、新規開設に係る立ち上げ支援、食材を提供したい個人・
団体等と子ども食堂とのマッチングなどを行っており、令和５年度一般会計当
初予算に13,636千円を計上したところです。
　引き続き、新規開設・運営継続に関する支援や未実施市町村への働きかけ
を強化することにより、全市町村への設置に取り組みます。
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【第三部】
三、少子化対策に本格的に取り組み、子どもの貧困対策を強化
し、安心して子育てできる岩手県に
　2、子どもの貧困問題の解決へ本格的に取り組みを強化するこ
と
　　３） 子どもの学習・生活・居場所づくりへの支援を抜本的に強
化すること。
　　　③ 学童保育の増設と指導員の配置・待遇の改善、児童セン
ターの拡充を図るとともに、一人ぼっちの子どもをなくす多様な居
場所を確保すること。

　子ども・子育て支援新制度では、各市町村において、需要と供給に基づいた
「子ども・子育て支援事業計画」を策定し、計画的な放課後児童クラブ等の整
備を推進することとされています。
　県では、令和５年度、17か所の放課後児童クラブ、１か所の児童館の施設整
備に対する支援を行い、受け皿の拡充を図ることとし、令和５年度一般会計当
初予算に89,886千円を計上したところです。
　また、放課後児童支援員の処遇改善を図るため、令和４年９月までに実施し
た収入を３％程度（月額9,000円）引き上げるための措置について、地域子ど
も・子育て支援事業により同様の措置を講じるとともに、引き続き、放課後児童
支援員キャリアアップ処遇改善事業を実施していきます。
　今後も、必要な予算を確保し、子どもの多様な居場所づくりを進めていきま
す。

保健福
祉部

子ども
子育て
支援室
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【第三部】
三、少子化対策に本格的に取り組み、子どもの貧困対策を強化
し、安心して子育てできる岩手県に
　2、子どもの貧困問題の解決へ本格的に取り組みを強化するこ
と
　　４） 児童養護施設、乳児院、自立支援ホーム、里親など社会
的養護のもとで生活する子どもたちに、きめ細かな支援ができる
よう、施設の小規模化、支える職員の配置基準の見直し、専門職
の配置を行い、職員の待遇改善を図ること。施設を退所する若者
に、公営住宅の優先利用など住まいを保障し、独自の給付制奨
学金制度を確立し、進学・就労を継続的に支援すること。

　施設の小規模化・地域分散化については、岩手県社会的養育推進計画に基
づき、各施設の取組を支援していきます。また、職員配置については、配置改
善加算や心理療法担当職員加算等、国の基準に基づいて手厚い配置に取り
組んでおり、職員の処遇についても、社会的養護処遇改善事業の実施等、国
の基準に基づいた改善に取り組んでいきます。
　施設退所後の支援については、身元保証人確保対策事業や児童養護施設
等自立支援資金貸付事業を実施するとともに、社会的養護自立支援事業によ
る相談支援等の実施により、引き続き、進学や就労継続の支援に取り組みま
す。
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【第三部】
三、少子化対策に本格的に取り組み、子どもの貧困対策を強化
し、安心して子育てできる岩手県に
　2、子どもの貧困問題の解決へ本格的に取り組みを強化するこ
と
　　５） スクールソーシャルワーカーをすべての小中学校に配置
するとともに、専門資格を持つスクールカウンセラーは正規職員
として採用すること。パート待遇のスクールカウンセラーの会計年
度任用職員への移行にあたっては、時給の引き下げを行うことな
く待遇の抜本的な改善を図ること。

　令和４年度は、スクールソーシャルワーカーを国の補助事業により会計年度
任用職員として県内６教育事務所に24名配置してきたところであり、令和５年
度は配置時間の増を計画しています。
　また、岩手県社会福祉士会との連携や、県立大学における人材養成課程へ
の協力を図るなど、人材確保に努め、教育相談体制の一層の充実を進めてい
きます。
　今後、スクールソーシャルワーカーの配置に係る文部科学省の事業の方向
性について注視しながら、スクールソーシャルワーカーの配置や処遇改善等に
ついて検討を進めていきます。
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【第三部】
三、少子化対策に本格的に取り組み、子どもの貧困対策を強化
し、安心して子育てできる岩手県に
　2、子どもの貧困問題の解決へ本格的に取り組みを強化するこ
と
　　６） 児童虐待防止対策を強化するために、児童福祉司等を大
幅に増員し、児童相談所の体制の強化を図ること。市町村の児
童虐待対策については専門職の配置と養成など体制と取り組み
を強化し、盛岡市や遠野市の取り組みを踏まえて総合支援拠点
施設の整備に取り組むこと。

　県では、年々増加する児童虐待相談に対応するため、児童福祉司等専門職
員の増員に努めているところであり、引き続き、児童福祉司等を担える専門職
員の計画的な確保に努め、児童相談所の体制強化を図るとともに、児童福祉
司任用後研修やスーパーバイザー養成研修の継続実施等により、児童虐待
対応力の充実強化に努めていきます。
　また、児童虐待の予防、早期発見、早期対応が充実されるよう、市町村要保
護児童対策地域協議会の調整担当職員の研修実施による対応力の強化、市
町村子ども家庭総合支援拠点の設置に向けた研修会の開催や助言など、引
き続き市町村の取組を支援していきます。
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【第三部】
三、少子化対策に本格的に取り組み、子どもの貧困対策を強化
し、安心して子育てできる岩手県に
　2、子どもの貧困問題の解決へ本格的に取り組みを強化するこ
と
　　７） 若者の低賃金・不安定雇用をなくすために、雇用のルール
を確立すること
　　　① 労働者派遣法の抜本的改正を行い、働くなら正社員が当
たり前の社会にすること。

　県では、非正規雇用労働者の正規雇用転換や労働者派遣の適正な運用に
向け、岩手労働局等と連携して経済団体等への要請活動を行っており、労働
委員会では労使双方からの相談対応を行うなど、雇用のルール確立に取り組
んでいます。
　また、令和２年度以降国の就職氷河期世代加速化交付金を活用して、相談
支援の拡充やe-ラーニング、職場見学会等を実施することにより、対象者の事
情により添った支援に努めています。
　また、就職氷河期世代が活躍できる環境づくり等を進めるための企業向けセ
ミナーを実施しており、企業に対する働きかけも行っています。
　令和５年度は、職場見学会動画を活用したマッチング支援を実施することと
しており、今後も、非正規雇用労働者等の正規雇用化に向けた支援等に取り
組んでいきます。
【令和５年度一般会計当初予算措置】地域就職氷河期世代支援事業費13,218
千円

商工労
働観光
部

定住推
進・雇用
労働室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
三、少子化対策に本格的に取り組み、子どもの貧困対策を強化
し、安心して子育てできる岩手県に
　2、子どもの貧困問題の解決へ本格的に取り組みを強化するこ
と
　　７） 若者の低賃金・不安定雇用をなくすために、雇用のルール
を確立すること
　　　② 同一労働同一賃金、均等待遇を徹底し、労働基準法、男
女雇用機会均等法、パート労働法、労働者派遣法に明記し、「非
正規から正規へ」の流れをつくる労働法制の改革を求めること。

　県では、男女雇用機会均等法やパートタイム・有期雇用労働法等、均等待遇
等に関する関係法令や正規雇用への転換等に取り組む事業主に対する国の
助成制度等について、県ホームぺージ等により周知・啓発を図っているほか、
岩手労働局と連携して、非正規労働者の正社員転換や待遇改善について関
係団体に対し要請を行っているところです。
　また、労働問題を抱えた方が労働相談を利用しやすく、円滑に解決につなげ
ることができるよう、県内の相談窓口や無料電話相談先などについて、各種媒
体を通じて周知を図っているところです。
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【第三部】
三、少子化対策に本格的に取り組み、子どもの貧困対策を強化
し、安心して子育てできる岩手県に
　2、子どもの貧困問題の解決へ本格的に取り組みを強化するこ
と
　　７） 若者の低賃金・不安定雇用をなくすために、雇用のルール
を確立すること
　　　③ 最低賃金を時給1500円に引き上げること。全国一律最低
賃金制に踏み出す制度をつくること。社会保険料や賃金助成な
ど、中小企業の賃上げに本格的な支援を行うこと。

　地域別最低賃金は、毎年、中央最低賃金審議会から示された引上げ額の目
安を参考にしながら、都道府県労働局が地域の実情を踏まえ、地方最低賃金
審議会の調査・審議を経て決定しなければならないとされています。
　最低賃金も含めた地域の賃金水準が上がっていくためには、地域における
各企業が生産性を高め、収益力を向上させることが重要であることから、県
は、いわて県民計画（2019～2028）において、中小企業者が行う経営力の強化
や生産性の向上、新たな事業活動などの取組の促進を盛り込み、商工指導団
体や産業支援機関と連携の下、中小企業者の収益力の向上を支援していきま
す。
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【第三部】
三、少子化対策に本格的に取り組み、子どもの貧困対策を強化
し、安心して子育てできる岩手県に
　2、子どもの貧困問題の解決へ本格的に取り組みを強化するこ
と
　　７） 若者の低賃金・不安定雇用をなくすために、雇用のルール
を確立すること
　　　④ ひとり親家庭の安定した正規の就労への支援を強化し、
就労と子育てが両立するようにすること。生活保護の対象となる
場合は積極的に活用できるようにすること。

　県では、ひとり親家庭の就業を支援するため、「ひとり親家庭等就業・自立支
援センター」による就労・生活の総合的な相談支援や、民間事業所等での求人
開拓などに取り組んでいるところであり、同センターの周知に努めるとともに、
ハローワーク等、関係機関と連携して、ひとり親家庭のスキルアップや就労を
支援していきます。
　生活保護については、国、県及び各市のホームページなどで制度の周知に
取り組むとともに、県内各福祉事務所において、民生委員や関係機関などと連
携して、生活に困窮している方の把握に努めています。
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【第三部】
三、少子化対策に本格的に取り組み、子どもの貧困対策を強化
し、安心して子育てできる岩手県に
　３、保育料の実質無償化を進めること。認可保育所の増設と保
育士の待遇改善を進め、待機児童を解消し、安心して預けられる
保育を保障すること
　　１） 国・自治体の責任で、新型コロナ対策を強化し、保育所で
の定期的検査の実施、抗原検査キットの配布で機敏な対応がで
きるようにすること。

　県は、市町村と共に、児童福祉施設等における感染拡大を防止する観点か
ら、衛生用品や感染防止のための備品の購入や施設改修、職員が感染症対
策の徹底を図りながら事業を継続的に実施していくために必要なかかりまし経
費等に対する支援を行うとともに、県内における感染の急拡大等を受けて、保
育所等の職員を対象とした集中検査を実施してきたところです。
　また、あわせて、国の「保育所における感染症対策ガイドライン」をはじめとし
た各種通知や、人員配置基準の柔軟な取扱い等について、市町村への周知を
図っています。
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　３歳から５歳までの子どもの副食費については、市町村においてそれぞれの
地域の実情等を踏まえながら、様々な子育て支援施策に取り組んでいるところ
です。
　県では、各市町村で実施している子育て支援に係る独自施策の実施状況に
ついて全市町村に情報提供しているところであり、今後も効果的な事業実施に
向けた助言等を通じて、保育の実施主体である市町村を支援していきます。
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　０歳から２歳までの子どもについて、県内では、７市町村において、保育料を
無償化しています。
　市町村においては、それぞれの地域の実情等を踏まえながら、副食費の無
償化を含む様々な子育て支援施策に取り組んでいるところです。
　県では、各市町村で実施している子育て支援に係る独自施策の実施状況に
ついて全市町村に情報提供するとともに、令和５年度一般会計当初予算にお
いて、市町村が行う第２子以降の３歳未満児の保育料の無償化に対する補助
事業を創設し464,328千円を計上したところであり、今後も、効果的な事業実施
に向けた助言等を通じて、保育の実施主体である市町村を支援していきます。
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　３歳から５歳までの子どもの副食費については、市町村においてそれぞれの
地域の実情等を踏まえながら、様々な子育て支援施策に取り組んでいます。
　県では、各市町村で実施している子育て支援に係る独自施策の実施状況に
ついて全市町村に情報提供しており、今後も効果的な事業実施に向けた助言
等を通じて、保育の実施主体である市町村を支援していきます。
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【第三部】
三、少子化対策に本格的に取り組み、子どもの貧困対策を強化
し、安心して子育てできる岩手県に
　３、保育料の実質無償化を進めること。認可保育所の増設と保
育士の待遇改善を進め、待機児童を解消し、安心して預けられる
保育を保障すること
　　2） 19年10月から実施された「幼児教育・保育の無償化」は、
極めて不十分で問題を抱えた内容となっています。無償化の対
象が基本的に3歳以上に限定され、副食費は実費負担で低所得
者には負担増となりかねません。保育所の徴収事務負担も増加
しています。0～2歳の無償化は非課税世帯に限定されていま
す。これまでの市町村独自の保育料軽減分の財源を活用し、宮
古市等のように3～5歳も0～2歳も実質無償化となるよう拡充する
こと。
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【第三部】
三、少子化対策に本格的に取り組み、子どもの貧困対策を強化
し、安心して子育てできる岩手県に
　３、保育料の実質無償化を進めること。認可保育所の増設と保
育士の待遇改善を進め、待機児童を解消し、安心して預けられる
保育を保障すること
　　３） 認可保育所の新増設を進め、待機児童の解消を実現する
具体的対策を講じること。
　　　① 待機児童は、4月1日段階では2市2町で35人、隠れ待機
児童は213人でしたが、10月段階では待機児童は5市3町で115人
に増加しています。年内に発生するすべての待機児童、隠れ待
機児童を解消する計画を立て、公立保育所を含め認可保育所の
新増設を思い切って進めること。認可外施設やベビーホテルなど
に預けられている子ども（約2000人）を含め待機児童を解消する
計画を立てること。

　子ども・子育て支援新制度では、各市町村において、認可外保育施設も含め
た保育ニーズの把握に努め、需要と供給に基づいた「子ども・子育て支援事業
計画」を策定し、計画的な認可保育所等の整備を推進しています。
　また、県は、保育サービスの提供体制の確保などに向けて、子ども・子育て
支援事業支援計画を策定し、取組を進めています。
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【第三部】
三、少子化対策に本格的に取り組み、子どもの貧困対策を強化
し、安心して子育てできる岩手県に
　３、保育料の実質無償化を進めること。認可保育所の増設と保
育士の待遇改善を進め、待機児童を解消し、安心して預けられる
保育を保障すること
　　３） 認可保育所の新増設を進め、待機児童の解消を実現する
具体的対策を講じること。
　　　② 延長保育、休日・夜間、一時保育や病児保育を拡充する
こと。

　延長保育など多様な保育サービスの拡充を図るため、引き続き、地域子ど
も・子育て支援事業交付金等により市町村の取組を支援することとし、令和５
年度一般会計当初予算に1,857,030千円計上したところです。
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【第三部】
三、少子化対策に本格的に取り組み、子どもの貧困対策を強化
し、安心して子育てできる岩手県に
　３、保育料の実質無償化を進めること。認可保育所の増設と保
育士の待遇改善を進め、待機児童を解消し、安心して預けられる
保育を保障すること
　　３） 認可保育所の新増設を進め、待機児童の解消を実現する
具体的対策を講じること。
　　　③ 公立保育所の民営化や「民間委託」の名による保育条件
の切り下げは行わないこと。

　保育所の民営化については、市町村がその地域の実情に応じて、地域住民
の理解を得ながら進められているものと考えています。
　県としては、民営化以降も保育所の設備等の基準が遵守され、また適正な
保育サービスが提供されるよう、保育所の運営状況等について、児童福祉法
の規定に基づく指導監査等により指導していきます。

保健福
祉部

子ども
子育て
支援室

Ｓ　その
他

【第三部】
三、少子化対策に本格的に取り組み、子どもの貧困対策を強化
し、安心して子育てできる岩手県に
　３、保育料の実質無償化を進めること。認可保育所の増設と保
育士の待遇改善を進め、待機児童を解消し、安心して預けられる
保育を保障すること
　　３） 認可保育所の新増設を進め、待機児童の解消を実現する
具体的対策を講じること。
　　　④ 県が設置する職場保育所は、認可保育所としてモデルと
なるよう運営すること。

　庁内保育施設うちまる保育園は、盛岡市から地域型保育事業としての認可
を受けて、令和３年４月に開設しました。
　事業所内保育事業として、事業主である県と運営事業者が連携して質の高
い保育サービスの提供に努めているところです。

総務部 総務事
務セン
ター

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置
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【第三部】
三、少子化対策に本格的に取り組み、子どもの貧困対策を強化
し、安心して子育てできる岩手県に
　３、保育料の実質無償化を進めること。認可保育所の増設と保
育士の待遇改善を進め、待機児童を解消し、安心して預けられる
保育を保障すること
　　４） 保育士の賃金引き上げ、処遇を改善し、保育士不足を解
決すること。保育士の配置基準を抜本的に引き上げること。保育
士修学資金貸付制度の活用を進め、奨学金返済を免除するなど
拡充すること。保育士の住宅確保支援などを積極的に活用する
こと。

　県では、処遇改善等加算の活用の促進により保育士の処遇改善を図ってい
ます。
　また、令和４年９月までに実施した収入を３％程度（月額9,000円）引き上げる
ための措置について、引き続き、公定価格の改定により同様の措置が講じら
れているところです。
　保育士修学資金貸付事業については、保育士養成施設を卒業後、県内の保
育所等で保育士として一定年数勤務した場合には、返還を免除し、県内への
定着を図っています。
　保育士の住宅確保支援については、国庫補助事業により、保育所等の事業
者が保育士用の宿舎を借り上げる費用の一部を補助しているところであり、そ
の活用を促していきます。

保健福
祉部

子ども
子育て
支援室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
三、少子化対策に本格的に取り組み、子どもの貧困対策を強化
し、安心して子育てできる岩手県に
　４、学童保育を量的にも質的にも拡充すること
　　１） 学童保育の職員配置基準や資格の基準を、国が事実上
撤廃することに反対し、撤回を求めること。

　児童の安全を確保するためには、基本的に、複数の支援員を配置して運営
する必要があると考えていますが、登録児童が少ない小規模な放課後児童ク
ラブや、利用児童が少ない時間帯などは、必ずしも複数の支援員を配置しなく
ても対応可能なケースもあることから、事業の実施主体である市町村が、基準
を定め、それぞれの地域の実情や利用ニーズを踏まえ、適切に対応していくべ
きものと考えています。

保健福
祉部

子ども
子育て
支援室

Ｓ　その
他

【第三部】
三、少子化対策に本格的に取り組み、子どもの貧困対策を強化
し、安心して子育てできる岩手県に
　４、学童保育を量的にも質的にも拡充すること
　　２） ｢遊びと生活｣の場にふさわしい設置基準を明確にし、施設
改善をはかること。学童保育の増設を図り、待機児童（5月1日現
在、5市111人）の解消に取り組むこと。

　放課後児童クラブの設備・運営基準については、省令で定める基準を踏ま
え、地域の実状に応じて、市町村が条例により定めているところです。
　県では、放課後児童クラブの増設については、毎年度、市町村と協議しなが
ら設置促進を図っているところであり、引き続き、施設整備に要する経費を補
助（令和５年度一般会計当初予算　89,886千円）するなど支援していきます。

保健福
祉部

子ども
子育て
支援室

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置
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【第三部】
三、少子化対策に本格的に取り組み、子どもの貧困対策を強化
し、安心して子育てできる岩手県に
　４、学童保育を量的にも質的にも拡充すること
　　３） 指導員の正規化・労働条件の改善をはかり、複数配置を
行うこと。指導員の処遇改善事業は自治体負担が重く、実施自
治体が2割程度にとどまっています。活用しやすいように制度の
改善を求めるべきです。

　子ども・子育て支援新制度の施行以降、国では、放課後児童クラブの職員の
人件費相当額を含む運営費の補助基準額の改善が図られています。また、令
和４年９月までに実施した収入を３％程度（月額9,000円）引き上げるための措
置については、地域子ども・子育て支援事業（令和５年度一般会計当初予算
1,857,030千円）により、引き続き、同様の措置を講じています。
　支援員の確保・定着には処遇改善が重要と考えており、今後も取組が広が
るよう、事業の実施主体である市町村に働きかけていきます。
　また、放課後児童クラブの運営費に対する財政支援の拡充について、引き続
き、国に対し、要望していきます。

保健福
祉部

子ども
子育て
支援室

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
三、少子化対策に本格的に取り組み、子どもの貧困対策を強化
し、安心して子育てできる岩手県に
　４、学童保育を量的にも質的にも拡充すること
　　４） 大規模化が進む学童保育クラブについては、施設の整備
に助成を行い解消を図ること。

　国では、省令で定める基準において、放課後児童クラブの支援の単位をおお
むね40人以下としており、大規模な放課後児童クラブの解消のための施設整
備費や既存施設の改修費を補助対象としています。
　県では、放課後児童クラブを利用する児童に対して適切な環境が提供される
よう、市町村の施設整備（令和５年度一般会計当初予算　89,886千円）を支援
していきます。

保健福
祉部

子ども
子育て
支援室

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
三、少子化対策に本格的に取り組み、子どもの貧困対策を強化
し、安心して子育てできる岩手県に
　４、学童保育を量的にも質的にも拡充すること
　　５） 学童保育の利用料の軽減策を講じること。ひとり親世帯、
低所得者世帯に対する減免を拡充すること。

　国では、放課後児童クラブの運営に要する費用の半分程度を利用者負担と
しているところですが、多くの市町村では、ひとり親世帯や兄弟姉妹の同時入
所の際に利用者負担額の軽減措置を講じています。
　県では、放課後児童クラブの国庫補助基準の引上げなど、財政支援の拡充
について、引き続き、国に対して要望していきます。

保健福
祉部

子ども
子育て
支援室

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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【第三部】
四、消費税5％への減税とインボイスの中止を、中小企業振興条
例・公契約条例に基づき、安定した雇用の確保と中小企業振興
の対策を
　１、長引く新型コロナ禍の下で、事業者の経営と雇用を守る特
別の対策―持続化給付金、家賃支援給付金の復活を国に強く求
めること。雇用調整助成金、休業支援金・給付金は期限を切らず
に継続すること。多額の予備費を活用して直ちに対策が講じられ
るように求めること。

　持続化給付金、家賃支援給付金については、売上要件の緩和や複数回の
給付について、全国知事会を通じて要請するとともに、令和４年６月に実施し
た「令和５年度政府予算等に係る提言・要望」において、国に対して要望したと
ころです。引き続き、全国知事会と連携し、国に働き掛けていきます。
　雇用調整助成金等の特例措置については、国において、雇用情勢が回復状
況にあることを踏まえ令和４年11月で原則として終了としたところであり、県とし
ては、今後の雇用情勢や急激な物価高騰、円安等に対する国の動向を注視
するとともに、全国知事会とも連携し、国への要望等の必要な対応を適時適切
に行っていきます。

商工労
働観光
部

経営支
援課

定住推
進・雇用
労働室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
四、消費税5％への減税とインボイスの中止を、中小企業振興条
例・公契約条例に基づき、安定した雇用の確保と中小企業振興
の対策を
　２、県としても、積極的に活用された地域企業経営支援金の再
実施を行うこと。

　県では、新型コロナウイルス感染症の経済への影響が終息していない中、エ
ネルギー類や原材料等の価格高騰や円安等により更なる影響を受けている
中小企業者等の事業継続を支援するため、中小企業者等事業継続緊急支援
金支給事業を実施することとし、令和４年度一般会計２月補正予算（第９号）に
20億7,504万円を計上したところです。

商工労
働観光
部

経営支
援課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置
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　物価高騰・原油価格高騰等により、生活者や中小事業者などに大きな影響
が及んでいることから、県では、国に対して全国知事会等を通じて物価高騰対
策の拡充や、困窮者や様々な産業分野の事業者への支援等について要請し
てきたところであり、引き続き、必要な提言等を行っていきます。

政策企
画部

政策企
画課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

　インボイス制度の導入に関しては、登録を受けた課税事業者である「適格請
求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件
となり、免税事業者からの仕入分については仕入税額控除の対象とならなくな
ることから、免税事業者が取引から排除されるおそれについて、日本商工会議
所をはじめ各団体から指摘されているところです。
　国においては、免税事業者からの仕入れに係る経過措置を設けているほ
か、制度導入に向けた負担軽減策として、免税事業者からインボイス発行事
業者になった事業者の納税額を売上税額の２割とする、中小事業者の１万円
未満の取引についてインボイスがなくても税額控除できる、といった時限特例
措置を設けることとしており、県としては国の動向を注視していきます。

商工労
働観光
部

商工企
画室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
四、消費税5％への減税とインボイスの中止を、中小企業振興条
例・公契約条例に基づき、安定した雇用の確保と中小企業振興
の対策を
　３、緊急対策として消費税5％への減税とインボイスの中止で、
消費不況を打開し、国民のくらしと事業者の経営を守り、経済の
危機打開をめざすこと。
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【第三部】
四、消費税5％への減税とインボイスの中止を、中小企業振興条
例・公契約条例に基づき、安定した雇用の確保と中小企業振興
の対策を
　４、賃上げと安定した雇用の拡大で、8時間働けば普通に暮ら
せる社会を。
　　１） 賃上げと長時間労働の是正を進め、8時間働けば普通に
暮らせる社会をめざすことは、家計消費を増やし、日本経済と地
域経済を立て直す要です。
　　　① 安倍政権以来積み増しされた大企業の内部留保150兆
円に年2％の課税を5年間実施、10兆円の財源をすべて中小企
業への支援に回し、最低賃金を直ちに全国一律に、時給1500円
に引き上げること。

　地域別最低賃金は、毎年、中央最低賃金審議会から示された引上げ額の目
安を参考にしながら、都道府県労働局が地域の実情を踏まえ、地方最低賃金
審議会の調査・審議を経て決定しなければならないとされています。
　最低賃金も含めた地域の賃金水準が上がっていくためには、地域における
各企業が生産性を高め、収益力を向上させることが重要であることから、県
は、いわて県民計画（2019～2028）において、中小企業者が行う経営力の強化
や生産性の向上、新たな事業活動などの取組の促進を盛り込み、商工指導団
体や産業支援機関と連携の下、中小企業者の収益力の向上を支援していきま
す。

商工労
働観光
部

定住推
進・雇用
労働室

経営支
援課

Ｂ　実現
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【第三部】
四、消費税5％への減税とインボイスの中止を、中小企業振興条
例・公契約条例に基づき、安定した雇用の確保と中小企業振興
の対策を
　４、賃上げと安定した雇用の拡大で、8時間働けば普通に暮ら
せる社会を。
　　１） 賃上げと長時間労働の是正を進め、8時間働けば普通に
暮らせる社会をめざすことは、家計消費を増やし、日本経済と地
域経済を立て直す要です。
　　　② 残業代ゼロ制度を廃止し、すべての労働者を対象に「残
業は週15時間、月45時間、年160時間まで」と上限を労働基準法
で規制し、長時間労働を是正すること。

　県では、岩手労働局と連携し、長時間労働の是正等の「働き方改革」の取組
等について、経営者団体等に要請しているほか、「いわて働き方改革推進運
動」の展開、企業等を対象とするセミナー等の開催等を通じ、長時間労働の是
正や働き方の見直しについて働きかけているところであり、令和５年度一般会
計当初予算においても、働き方改革の一層の推進を図るため8,222千円を計
上し、企業への働きかけや優良事例の普及啓発に取り組みます。

商工労
働観光
部

定住推
進・雇用
労働室

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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【第三部】
四、消費税5％への減税とインボイスの中止を、中小企業振興条
例・公契約条例に基づき、安定した雇用の確保と中小企業振興
の対策を
　４、賃上げと安定した雇用の拡大で、8時間働けば普通に暮ら
せる社会を。
　　１） 賃上げと長時間労働の是正を進め、8時間働けば普通に
暮らせる社会をめざすことは、家計消費を増やし、日本経済と地
域経済を立て直す要です。
　　　③ 労働者派遣法の抜本改正し、非正規労働者の正社員化
を進めること。

　県では、非正規雇用労働者の正規雇用転換や労働者派遣の適正な運用に
向け、岩手労働局等と連携して経済団体等への要請活動を行っており、労働
委員会では労使双方からの相談対応を行うなど、雇用のルール確立に取り組
んでいます。
　また、令和２年度以降国の就職氷河期世代加速化交付金を活用して、相談
支援の拡充やe-ラーニング、職場見学会等を実施することにより、対象者の事
情により添った支援に努めています。
　また、就職氷河期世代が活躍できる環境づくり等を進めるための企業向けセ
ミナーを実施しており、企業に対する働きかけも行っています。
　令和５年度は、職場見学会動画を活用したマッチング支援を実施することと
しており、今後も、非正規雇用労働者等の正社員化に向けた支援に取り組ん
でいきます。
【令和５年度一般会計当初予算措置】　地域就職氷河期世代支援事業費
13,218千円

商工労
働観光
部

定住推
進・雇用
労働室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

139 



日本共産党岩手県委員会(2022年12月26日)

意見提言内容 取組状況 部局名
回答
課名

反映
区分

【第三部】
四、消費税5％への減税とインボイスの中止を、中小企業振興条
例・公契約条例に基づき、安定した雇用の確保と中小企業振興
の対策を
　４、賃上げと安定した雇用の拡大で、8時間働けば普通に暮ら
せる社会を。
　　１） 賃上げと長時間労働の是正を進め、8時間働けば普通に
暮らせる社会をめざすことは、家計消費を増やし、日本経済と地
域経済を立て直す要です。
　　　④ 保育・介護・障害福祉労働者に国の責任で、直ちに月5万
円賃上げし、一般労働者との格差是正に取り組むよう国に求め
ること。

【保育士】
　県では、処遇改善等加算の活用の促進により保育士の処遇改善を図ってい
ます。
　また、県は、国に対して、保育士の抜本的な処遇改善策を実施するよう繰り
返し働きかけてきたところであり、令和４年２月から９月までの間、保育士等の
収入を３％程度（月額9,000円）引き上げるための措置が講じられ、令和４年10
月以降は、公定価格の改定により同様の措置が継続されています。

【介護従事者】
　県では、これまで国に対して、介護サービスの提供に関わる全ての従事者を
処遇改善の対象にすることや、全産業平均の賃金水準に達するまで、更なる
処遇改善を継続的に行うよう要望してきたところであり、令和４年２月から９月
までの間、介護職員の収入を３％程度（月額9,000円）引き上げるための措置
が講じられ、令和４年10月以降は、臨時の報酬改定により、介護職員等ベース
アップ等支援加算が創設され、同様の措置が継続されています。

【障がい福祉関係】
　国の令和３年度補正予算において、令和４年２月から９月までの間の福祉・
介護職員の処遇を改善するため、標準的な職員配置の事業所で福祉・介護職
員１人当たり月額9,000円相当の交付金を交付する「福祉・介護職員処遇改善
臨時特例交付金」が予算措置され、令和４年10月以降は、ベースアップ等加算
が新設され、同様の措置が継続されているところです。今後も、事業者が良質
なサービスを提供できるよう、国の動向等を注視しながら、必要に応じ報酬単
価や加算等の見直しを要望していきます。
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【第三部】
四、消費税5％への減税とインボイスの中止を、中小企業振興条
例・公契約条例に基づき、安定した雇用の確保と中小企業振興
の対策を
　４、賃上げと安定した雇用の拡大で、8時間働けば普通に暮ら
せる社会を。
　　２） ブラック企業・ブラックバイトを厳しく規制し、無法なリスト
ラ・解雇を規制するルールを作ること。異常な長時間労働を是正
し、「サービス残業」を根絶すること。

　労働条件に関するトラブルへの対策として、国では「労働条件相談ほっとライ
ン」の開設による相談対応や、賃金、労働時間等の労働条件に関するポータ
ルサイト「確かめよう　労働条件」の開設、企業に対する重点監督等を実施して
います。
　県では、広域振興局や地域ジョブカフェ等に労働相談窓口を設置しているほ
か、労働委員会においてフリーダイヤル「労働相談なんでもダイヤル」を設置
し、岩手労働局と緊密な連携を図りながら労働相談に対応しており、違法な労
働時間等に関する相談については岩手労働局に伝えるなど、改善につなげて
いきます。
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【第三部】
四、消費税5％への減税とインボイスの中止を、中小企業振興条
例・公契約条例に基づき、安定した雇用の確保と中小企業振興
の対策を
　４、賃上げと安定した雇用の拡大で、8時間働けば普通に暮ら
せる社会を。
　　３） 「適正な労働条件の確保」を目的・理念として制定された
公契約条例・「岩手県が締結する契約に関する条例」に県内の実
態と全国の先行事例を踏まえ「賃金条項」を明記し、適正な賃金
を確保すること。
　　　① 県が発注・委託する事業で、労働者が適正な賃金・労働
条件が確保されるよう実態調査を行うなど取り組みを強めるこ
と。

　県内事業所における賃金及び労働条件等の実態については、国の毎月勤
労統計調査や賃金構造基本調査等を活用し、把握に努めています。
　また、県が締結する契約に関する条例に基づき、一定規模の県契約の受注
者等から最低賃金法や社会保険関係の法律等の遵守状況についての報告を
求めており、これまでに特定受注者から報告された内容については、賃金の支
払い、社会保険の加入について、法令に則って適正に行われていることを確
認しています。
　引き続き、特定県契約に係る法令遵守状況の報告制度を運用し、特定受注
者の労働条件を把握するとともに、条例の基本理念である労働条件の確保や
契約の透明性の確保を図るため、庁内の取組を推進していきます。
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【第三部】
四、消費税5％への減税とインボイスの中止を、中小企業振興条
例・公契約条例に基づき、安定した雇用の確保と中小企業振興
の対策を
　４、賃上げと安定した雇用の拡大で、8時間働けば普通に暮ら
せる社会を。
　　３） 「適正な労働条件の確保」を目的・理念として制定された
公契約条例・「岩手県が締結する契約に関する条例」に県内の実
態と全国の先行事例を踏まえ「賃金条項」を明記し、適正な賃金
を確保すること。
　　　② 川崎市などの先行事例を踏まえ、県発注の公共事業に
おいては労働者の賃金が公共工事設計労務単価の8～9割の賃
金が保障されるように取り組むこと。

　県が締結する契約に関する条例の制定に係る検討に当たり、広く関係団体
から御意見を伺い、県が契約の相手方に最低賃金を上回る賃金の支払いを
義務付ける、いわゆる「賃金条項」については、様々な御意見があったことを踏
まえ、平成27年の条例制定時には盛り込まれませんでした。
　条例制定から３年を経過する平成30年８月から岩手県契約審議会において
条例の施行状況や見直しに係る検討が行われましたが、令和２年11月の審議
会において、「賃金条項」の設定については、「現時点で具体的な基準を設け
ることが困難であり、当面、現状維持とし、受注者等の賃金の支払状況や他の
自治体の状況等を把握しながら、必要に応じて検討することが適当」とされま
した。
　県としては、審議会における検討を踏まえ、「賃金条項」の設定については、
受注者等の賃金の支払状況や他の自治体の措置状況等を継続的に把握しな
がら、必要な検討を行っていきます。
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　指定管理者制度の運用に当たっては、毎年度、職員の配置なども含めた施
設の管理運営に係る評価を行い、就業形態や賃金形態を確認しているところ
です。
　職員の配置については、それぞれの施設の機能、性質、配置目的に応じ、運
営に必要な職員を確保していると認識しています。
　今後も、指定管理者制度の運用に当たっては、適正な雇用・労働条件の確
保が図られるよう努めていきます。

総務部 管財課 Ｂ　実現
に努力
している
もの

　県では、毎年度、「県が締結する契約に関する条例の基本理念の実現を図
るための取組」の進捗状況を確認し、公表を行っています。指定管理制度につ
いても、労働者の適正な労働条件を確保するための取組項目を推進している
ほか、条例に基づく特定県契約に係る法令遵守状況の報告制度の運用によ
り、従事する労働者の労働条件を把握しているところであり、違反が認められ
る場合には指導を行うなど、労働条件の確保に努めていきます。
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　指定管理者制度の運用については、毎年管理運営評価を実施しており、そ
の際に就業形態や賃金形態を確認しています。また、令和４年10月に県立図
書館の指定管理者に行った雇用状況の調査では、本県の地域別最低賃金を
上回っていることを確認し、適切な雇用がされているものと認識しています。
　県立図書館の指定管理者制度の導入については、県民のニーズに効果的
かつ効率的に対応するために導入しています。今後も、モニタリングや毎年の
管理運営評価等の実施により運営状況を把握し、県民サービスの向上が図ら
れるよう、指定管理制度の効果的な運用を進めていきます。

教育委
員会事
務局

生涯学
習文化
財課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
四、消費税5％への減税とインボイスの中止を、中小企業振興条
例・公契約条例に基づき、安定した雇用の確保と中小企業振興
の対策を
　４、賃上げと安定した雇用の拡大で、8時間働けば普通に暮ら
せる社会を。
　　３） 「適正な労働条件の確保」を目的・理念として制定された
公契約条例・「岩手県が締結する契約に関する条例」に県内の実
態と全国の先行事例を踏まえ「賃金条項」を明記し、適正な賃金
を確保すること。
　　　③ 約7割の労働者が非正規・低賃金となっている県の指定
管理者制度について抜本的な見直しと改善を図ること。日本図書
館協会も反対している県立図書館の指定管理者制度については
根本から見直すこと。
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【第三部】
四、消費税5％への減税とインボイスの中止を、中小企業振興条
例・公契約条例に基づき、安定した雇用の確保と中小企業振興
の対策を
　４、賃上げと安定した雇用の拡大で、8時間働けば普通に暮ら
せる社会を。
　　４） 失業者の生活と職業訓練を保障し、安定した仕事、公的
仕事への道を切り開く取り組みを進めること。

　県では、国からの委託による離職者等再就職訓練事業を実施することによ
り、離職者の再就職に向けた多様な職業訓練を実施しており、令和５年度一般
会計当初予算に567,864千円計上したところです。
　職業訓練については、国家資格を取得するコースもあり、引き続き、離職者
及び求人企業のニーズを的確に把握しながら、離職者に対する安定雇用の実
現に向けた支援を行っていきます。
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【第三部】
四、消費税5％への減税とインボイスの中止を、中小企業振興条
例・公契約条例に基づき、安定した雇用の確保と中小企業振興
の対策を
　５、高校・大学等の新規学卒者の県内就職率の引き上げに全
力を挙げること。
　　１） 岩手労働局と連携し、就職支援員の取り組みと体制を強
化して正規の求人の確保と県内就職率引き上げに全力をあげる
こと。大学・高校と県内企業との連携を強化し、県内就職率の向
上に積極的に取り組むこと。いわて県民計画（2019?2028）をふま
え、高校生では84.5％、大学生では大学共同の目標である55％
の達成を目指すこと。

　県では、岩手労働局等と連携し、経済団体等に対し、非正規雇用労働者の
正社員転換等による安定的な雇用の確保等についての要請活動を行ってい
るほか、各広域振興局に配置した就業支援員が、事業所を訪問し求人開拓等
を行うなど、若者の就職活動を総合的に支援しているところです。
　高校・大学等新規学卒者の県内就職率向上に向けては、生産性の向上や働
き方改革の推進等により県内企業の魅力や価値を高めるとともに、その魅力
や価値を高校生・大学生等や保護者にしっかり伝えていくことが重要であると
考えていることから、県では、関係機関と連携し、国や県の補助金等の活用を
促進するとともに、セミナーの開催等により県内企業の雇用・労働環境の整備
や採用力の強化を支援しています。
　また、各地域での高校生と若手社員等の交流事業をはじめ、就職活動前の
大学生等向けの県内企業の魅力等を伝える授業や、県内大学等の女子学生
向けの職場体験プログラムの実施、進学希望等の高校生向けの県内の大学・
企業が出展する合同説明会の開催等の取組に加え、令和５年度から新たに、
県内企業が実施するインターンシップへの支援を実施するなど、取組を強化し
ています。
　今後も、各々の取組を評価・検証し、より効果的な取組となるよう改善を重ね
ながら、関係者一丸となって目標達成に向けて取り組んでいきます。
【令和５年度一般会計当初予算措置】　いわて就業促進事業費（133,044千円）
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【第三部】
四、消費税5％への減税とインボイスの中止を、中小企業振興条
例・公契約条例に基づき、安定した雇用の確保と中小企業振興
の対策を
　５、高校・大学等の新規学卒者の県内就職率の引き上げに全
力を挙げること。
　　２） 新卒3年を超えた青年の就職対策を講じること。採用した
中小企業等への助成措置も講じること。

　新卒３年を超えた青年の就職対策については、ジョブカフェいわて等におい
て、自己ＰＲ、応募書類、面接対策を支援する就職活動セミナーのほか、岩手
労働局やふるさといわて定住財団と連携し、就職ガイダンスや面接会の開催
等による就職支援を行っているところです。
　また、中小企業等への助成措置については、事業復興型雇用確保助成金に
より、被災地の事業所が被災求職者を雇用する場合に、雇入れに要する経費
を助成しているところです。
　このほか、岩手労働局と連携し、企業に対して国の雇用関係の助成制度の
周知及びその活用を促しているところであり、今後も中小企業等における若者
等の就職を支援していきます。
【令和５年度一般会計当初予算措置】ジョブカフェいわて管理運営費  80,275千
円、事業復興型雇用確保事業費補助100,943千円
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【第三部】
四、消費税5％への減税とインボイスの中止を、中小企業振興条
例・公契約条例に基づき、安定した雇用の確保と中小企業振興
の対策を
　５、高校・大学等の新規学卒者の県内就職率の引き上げに全
力を挙げること。
　　３） 就職後の離職状況を調査し、その要因を把握するとともに
就職対策に生かすこと。

　いわてで働こう推進協議会が実施した「若年者雇用動向調査」の結果による
と、「仕事の内容・職種」を重視して企業を選んだ就労経験者でも、「仕事が自
分に合わない」ことを理由に１年未満で企業を辞めた方が多くいることから、仕
事内容について、若者の認識と企業での実態とのミスマッチが生じていると考
えられています。
　県では、若者の早期離職防止・職場定着を支援するため、ジョブカフェいわて
において、若者のビジネスマナーなど社会人としての基礎力の向上を目指した
セミナーの開催や、キャリアカウンセラーが就職後の悩みや相談に対応してい
るほか、令和４年度からは、大学生等の内定者に対する早期離職防止のため
の入社前研修を実施しています。また、企業に対しては、採用力向上を支援す
るするセミナーの開催や、人材育成に関する出張カウンセリングなどの支援を
行っています。
　令和５年度からは新たに、県内企業が実施するインターンシップへの支援を
実施するなど、県内企業における大学生等のインターンシップ参加者を増や
し、ミスマッチの解消及び県内就職促進の取組を強化することとしています。
　さらに、「いわて働き方改革アワード」において「人材確保・定着部門」を設
け、企業の取組の促進や優良事例の普及を図っているところです。
　また、各地域の取組としては、各広域振興局等に配置した就業支援員が新
規高卒者の就職先を訪問し、就職者と企業双方の相談に対応するなどによ
り、職場定着を支援しています。
　今後も、こうした取組を丁寧に実施していくとともに、就職前の仕事に対する
認識と就職後の実際の業務内容等とのミスマッチの解消に向けて、企業ガイ
ダンスやインターンシップ等県内企業とその仕事への理解を深める取組の充
実を図り、若者の早期離職の防止・職場定着につなげていきます。
【令和５年度一般会計当初予算措置】
ジョブカフェいわて管理運営費80,275千円、いわて就業促進事業費133,044千
円、就業支援推進事業費75,634千円

商工労
働観光
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【第三部】
四、消費税5％への減税とインボイスの中止を、中小企業振興条
例・公契約条例に基づき、安定した雇用の確保と中小企業振興
の対策を
　５、高校・大学等の新規学卒者の県内就職率の引き上げに全
力を挙げること。
　　４） ジョブカフェいわて・地域ジョブカフェの拡充をはかること。

　ジョブカフェいわてにおいては、オンラインカウンセリングやマッチングサイト
も活用して、遠方の利用者も専門の職員によるによるキャリアカウンセリング
や県内企業とのマッチングが受けられるよう体制整備をしています。
　地域ジョブカフェについては、県と市町村が連携して若者の就業支援を行うこ
とを目的に、平成16年度以降、順次、整備を図り運営を行ってきたものであり、
将来的に市町村がより強い関わりを持っていくこととしつつ、当面は、県が主体
となった運営を行うこととしていたところです。人口減少が進む中、若者や女性
の就業支援は人口減少対策として極めて重要と認識しており、令和５年度以
降は、各地域において、地域の実情に応じた若者や女性の地元定着支援を展
開いただきたいと考えています。
　高校生の県内就職率は上昇傾向にありますが、今後も、高校・大学等の新
規学卒者の県内就職率の向上に向けて、高校生に対しては、県内企業の認
知度向上やキャリア教育のため、県内企業の若手社員等とともに岩手で働くこ
と等について考えるワークショップの実施、大学生等に対しては、県内企業の
魅力を伝える授業の実施などに取り組むとともに、ジョブカフェいわて及び広域
振興局・地域振興センターに配置した就業支援員等が、関係機関等と連携し
つつ、県内就職率の向上に向けて取り組んでいきます。
【令和５年度一般会計当初予算措置】
ジョブカフェいわて管理運営費80,275千円、いわて就業促進事業費133,044千
円、就業支援推進事業費75,634千円
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【第三部】
四、消費税5％への減税とインボイスの中止を、中小企業振興条
例・公契約条例に基づき、安定した雇用の確保と中小企業振興
の対策を
　５、高校・大学等の新規学卒者の県内就職率の引き上げに全
力を挙げること。
　　５） フリーターや新規未就職者の職業訓練、生活保障や雇用
保険が受けられるよう国に働きかけること。県としても独自の対
策を講じること。

　県では、国からの委託により離職者等再就職訓練事業を実施し、離職者の
再就職を支援しています。フリーター等の方々に対しても、早期の再就職が実
現できるよう国と連携しながら、今後も本事業により支援していきます。
　また、令和２年度以降国の就職氷河期世代加速化交付金を活用して、相談
支援の拡充やe-ラーニング、職場見学会等を実施することにより、対象者の事
情により添った支援に努めています。
　また、就職氷河期世代が活躍できる環境づくり等を進めるための企業向けセ
ミナーを実施しており、企業に対する働きかけも行っています。
　令和５年度は、職場見学会動画を活用したマッチング支援を実施することと
しており、今後も、非正規雇用労働者等の正社員化に向けた支援に取り組ん
でいきます。
【令和５年度一般会計当初予算措置】　地域就職氷河期世代支援事業費
13,218千円
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　県内就職率向上に向けて、高校・大学等に対し地域の企業と連携したキャリ
ア教育の取組を行う、県内就業・キャリア教育コーディネーターを県内各地に
配置しており、高校生や大学生等が地域の企業の理解を深め、将来岩手で働
く意識を醸成するための取組を行っています。
　また、県では、ホームページ等で労働関係法令等について広く周知・啓発を
行っているほか、労働委員会において学生を対象とした出前講座を実施して
います。
　今後も、こうしたキャリア教育等の取組を行っていきます。
【令和５年度一般会計当初予算措置】　就業支援推進事業費75,634千円

商工労
働観光
部

定住推
進・雇用
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　高等学校において、雇用や労働に関する学習は、「公民科」「保健体育科」
「家庭科」等で、知識の習得に取り組んでいます。
　また、「特別活動」「総合的な学習（探究）の時間」等を活用した社会人講師に
よる講演会、出前講座等を通じ、労働法やワークルールについて考え、理解が
深まるよう学校教育活動全体でキャリア教育に取り組んでいきます。

教育委
員会事
務局

学校教
育室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
四、消費税5％への減税とインボイスの中止を、中小企業振興条
例・公契約条例に基づき、安定した雇用の確保と中小企業振興
の対策を
　6、誘致企業の一方的な解雇、リストラ、工場閉鎖を許さず、県・
市町村への届け出と事前協議を求めること。
　　１） 大企業・誘致企業等の一方的なリストラ、解雇を許さない
こと。そのためにリストラアセスメントの制度をつくるとともに、｢解
雇・リストラ規制条例｣を制定すること。

　解雇等に関する基準については、労働関係法令等で規定・確立されていると
ころであり、県では、岩手労働局と連携しながら、法令等の基準が遵守される
よう周知を図っているところです。
　また、誘致企業に対しては、市町村と連携しながら、日常的なフォローアップ
訪問に努めており、様々な機会を捉えて雇用の維持・確保などについて要請し
ています。

商工労
働観光
部
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【第三部】
四、消費税5％への減税とインボイスの中止を、中小企業振興条
例・公契約条例に基づき、安定した雇用の確保と中小企業振興
の対策を
　５、高校・大学等の新規学卒者の県内就職率の引き上げに全
力を挙げること。
　　６） キャリア教育では、地域の企業との連携強化とともに、労
働基本法など労働者の権利を身につけること徹底すること。
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【第三部】
四、消費税5％への減税とインボイスの中止を、中小企業振興条
例・公契約条例に基づき、安定した雇用の確保と中小企業振興
の対策を
　6、誘致企業の一方的な解雇、リストラ、工場閉鎖を許さず、県・
市町村への届け出と事前協議を求めること。
　　2) 離職に際しては、「本人同意」を原則に、再就職のあっせん
と、再就職までの生活資金や住居の保障など、労働者の生活と
再就職への責任を果たさせること。

　　解雇等を行う場合の労働者に対する賃金の支払や解雇手続等について
は、労働基準法等関係法令で規定されているところであり、県としては、企業
において適切な労務管理がなされるよう、岩手労働局と連携を図りながら、関
係法律等や国の助成金制度について周知を図っているところです。
　また、解雇等による労使間の紛争に対する労働委員会や岩手労働局の解決
援助制度や、離職した方に対する県の離職者対策資金貸付制度など、利用可
能な制度の紹介等も行っていきます。

【令和５年度一般会計当初予算措置】労働者等生活安定支援資金貸付金
7,186千円
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【第三部】
四、消費税5％への減税とインボイスの中止を、中小企業振興条
例・公契約条例に基づき、安定した雇用の確保と中小企業振興
の対策を
　6、誘致企業の一方的な解雇、リストラ、工場閉鎖を許さず、県・
市町村への届け出と事前協議を求めること。
　　3) 県として誘致企業を訪問し日常的な連携を強化し、大企
業・誘致企業の社会的責任(雇用、地域経済、自治体、環境を守
る役割と責任など)を果たすよう強くもとめること。

　県では、誘致企業を定期的に訪問し、業況を把握するとともに、雇用の維持・
拡大や地域経済への貢献等について要請しているところです。
　今後とも、誘致企業との日常的な連携を一層強化し、将来にわたり雇用や地
域経済等に大きな役割を果たしていただくよう、市町村と連携して働き掛けて
いきます。

商工労
働観光
部

ものづく
り自動
車産業
振興室
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【第三部】
四、消費税5％への減税とインボイスの中止を、中小企業振興条
例・公契約条例に基づき、安定した雇用の確保と中小企業振興
の対策を
　7、県内すべての地域で定期的にワンストップサービスを実施
し、失業者の生活と再就職支援の総合的な相談と対策を講じる
こと。
　　１） ワンストップサービスを定期的に開催し、年末・年始は特
別の体制で対応すること。

　県は、ジョブカフェいわてを設置・運営し、求職者等に対して通年で就業に関
する支援を提供しています。
　また、雇用の場の確保を通じた県民の福祉の増進を図る観点から、就業支
援拠点における業務の実施について、平成24年３月に国と「岩手県総合就業
支援拠点における県と国による一体的業務実施に関する協定」を締結し、二つ
の就業支援拠点（盛岡市、奥州市）において求職者の生活相談・支援から就
職相談・紹介までをワンストップで行い、就業支援の強化を図っています。
　その他、県内12か所のハローワーク（職業安定所、出張所）が設置されてい
るほか、県内３市（滝沢市、一関市、陸前高田市）ではふるさとハローワーク
（地域職業相談室）を設置し、失業者の生活と再就職支援を行っています。
　今後も、雇用情勢を的確に把握しながら、各機関と連携して失業者への支援
を行っていきます。
【令和５年度一般会計当初予算措置】　ジョブカフェいわて管理運営費80,275
千円
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　県は、ジョブカフェいわてを設置・運営し、求職者等に対して通年で就業に関
する支援を提供しています。
　また、雇用の場の確保を通じた県民の福祉の増進を図る観点から、就業支
援拠点における業務の実施について、平成24年３月に国と「岩手県総合就業
支援拠点における県と国による一体的業務実施に関する協定」を締結し、二つ
の就業支援拠点（盛岡市、奥州市）において求職者の生活相談・支援から就
職相談・紹介までをワンストップで行い、就業支援の強化を図っています。
　その他、県内12か所のハローワーク（職業安定所、出張所）が設置されてい
るほか、県内３市（滝沢市、一関市、陸前高田市）ではふるさとハローワーク
（地域職業相談室）を設置し、失業者の生活と再就職支援を行っています。
　また、県では、離職した方に対する離職者対策資金貸付制度など、利用可能
な制度の紹介等を行っています。
　今後も、雇用情勢を的確に把握しながら、各機関と連携して失業者への支援
を行っていきます。
【令和５年度一般会計当初予算措置】
ジョブカフェいわて管理運営費80,275千円、労働者等生活安定支援資金貸付
金　7,186千円
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　県営住宅及び市町村営住宅については、住宅に困窮する低額所得者に賃
貸することを目的としており、失業者等が入居を希望される場合は、公募する
住戸に応募の上、抽選又は常時募集住戸に申込み等により、収入基準など入
居要件を満たせば入居することができます。
　なお、失業等により早急に住居の確保が必要な者に対しては、令和３年度か
ら一部住宅で常時募集を開始し、早期の入居が可能となったところです。

県土整
備部

建築住
宅課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
四、消費税5％への減税とインボイスの中止を、中小企業振興条
例・公契約条例に基づき、安定した雇用の確保と中小企業振興
の対策を
　7、県内すべての地域で定期的にワンストップサービスを実施
し、失業者の生活と再就職支援の総合的な相談と対策を講じる
こと。
　　２） 失業者の生活援助・住宅援助制度をつくり、県・市町村営
住宅の活用、離職者生活資金制度の改善充実など万全の対策
を国と連携して講じること。
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【第三部】
四、消費税5％への減税とインボイスの中止を、中小企業振興条
例・公契約条例に基づき、安定した雇用の確保と中小企業振興
の対策を
　7、県内すべての地域で定期的にワンストップサービスを実施
し、失業者の生活と再就職支援の総合的な相談と対策を講じる
こと。
　　３） 生活保護の適用を含め首切り・失業によるホームレス等を
絶対つくらないこと。

　平成27年４月から施行された生活困窮者自立支援法に基づき、生活に困窮
している方に対して、県内の福祉事務所設置自治体において、総合的な実施
体制として自立相談支援事業の窓口を整備したところであり、引き続き、福祉
事務所やハローワーク、社会福祉協議会などと連携した取組を進めていきま
す。
　また、生活保護制度では、支援を必要とする人に確実に保護を行うという基
本的な考え方を維持しつつ、保護申請の意思が確認された方に対しては、速
やかに保護申請書を交付するとともに、申請手続きについての助言を行うな
ど、引き続き、適切な運営に努めます。

保健福
祉部

地域福
祉課

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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　消防職員数については、国が示す消防力の整備指針を基本としつつ、消防
団の体制や自主防災組織の活動状況、建造物の配置や構造など、地域の
様々な実情を踏まえ、市町村や一部事務組合等において判断し、条例を設け
て配備しているところです。
　県としては、それぞれの消防活動を行う市町村や一部事務組合等の判断を
尊重しながら、機会を捉えて消防力の充実強化に資するよう対応を働きかけて
いきます。

復興防
災部

消防安
全課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

　県内の各市町村では、高齢者人口の動向や特別養護老人ホーム入所待機
者の状況等を勘案しながら策定した第８期介護保険事業計画に基づき、特別
養護老人ホームのほか、介護老人保健施設や認知症高齢者グループホーム
の整備、さらには在宅介護サービスの充実などに取り組んでいます。県では、
介護を必要とする高齢者が必要な時に必要なサービスを受けることができるよ
う、市町村が行う介護サービス基盤の整備に対し補助等により、引き続き、支
援していきます。

保健福
祉部

長寿社
会課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

　住宅の耐震改修については、市町村や関連団体との連携の下、木造住宅の
耐震診断、改修及び相談支援事業を実施しており、いわて木造住宅耐震改修
事業者の育成及び公表、戸別訪問や説明会、小中学生等を対象とした耐震授
業などの普及啓発にも取り組みながら促進していきます。

県土整
備部

建築住
宅課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

　少人数学級の実現に向けて、長年要望を続けてきたところであり、国では、
義務標準法の改正により令和３年度から５年をかけて小学校６年生まで段階
的に35人学級へ引き下げているところです。
　本県では、国の加配教員を活用して、小学校及び中学校の全ての学年にお
いて国に先駆けて35人以下学級を実施しているところですが、令和４年６月に
も、35人学級を中学校まで拡充し、教職員体制の一層の充実を図るよう要望し
たところです。今後も国の方針を踏まえて、より充実した教育が行われるように
努めていきます。（Ｂ）
　県立学校施設の耐震化については、伊保内高校の改築工事をもって全ての
施設の耐震化が図られたところです。（Ａ）
　市町村立学校施設の耐震化については、今後も、市町村に対して国庫補助
制度の活用等について、個別に助言を行うとともに、国に対して十分な予算が
確保されるよう働きかけを行っていきます。（Ｂ）

教育委
員会事
務局

教職員
課

教育企
画室

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
四、消費税5％への減税とインボイスの中止を、中小企業振興条
例・公契約条例に基づき、安定した雇用の確保と中小企業振興
の対策を
　8、県として独自に雇用を確保する対策を講じること。
　　国の責任で30人学級を実現（小中学校で約600学級増、教員
数約800人増）、特養ホームの待機者解消（早期入所必要944
人、100人定員で10か所、600人増）を図るなど介護施設の整備、
充足率が69.5％にとどまっている消防職員の基準人員までの増
員（885人）、老朽校舎の耐震改修、住宅の耐震改修・住宅改修
助成など実効ある対策を講じること。
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【第三部】
四、消費税5％への減税とインボイスの中止を、中小企業振興条
例・公契約条例に基づき、安定した雇用の確保と中小企業振興
の対策を
　9、小規模企業振興基本法と中小企業振興条例を踏まえ、地域
経済と地域社会の主役として中小企業振興対策を抜本的に強化
すること。
　　１） 小規模企業振興基本法と中小企業振興条例に基づき、県
内中小企業・小規模企業地域経済と地域社会の主役としての役
割を明記し、その現状と課題を明らかにすること。

　いわて県民計画（2019～2028）の「第２期アクションプランｰ政策推進プラ
ンｰ」において、「中小企業は、事業活動を通じて、県民の暮らしや地域経済を
支える」重要な存在である旨、明記するとともに（政策分野Ⅵ「仕事・収入」政策
項目32「地域経済を支える中小企業の振興を図ります」）、第２期アクションプ
ランや、中小企業振興第３期基本計画において、新型コロナウイルス感染症
や原油・原材料の高騰など中小企業等を取りまく現状と、大きく変化した経営
環境に対応していくための課題を整理し、今後、4年間（令和５年度～８年度）
の中小企業振興の取組を策定したところです。

商工労
働観光
部

経営支
援課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
四、消費税5％への減税とインボイスの中止を、中小企業振興条
例・公契約条例に基づき、安定した雇用の確保と中小企業振興
の対策を
　9、小規模企業振興基本法と中小企業振興条例を踏まえ、地域
経済と地域社会の主役として中小企業振興対策を抜本的に強化
すること。
　　2） 中小企業の最も切実な人材の確保・育成に取り組むこと。
事業承継の取り組みを強化すること。中小企業、行政、大学・高
校・専門学校等との連携を強化すること。

　ものづくり人材の確保・育成については、地域ものづくりネットワーク等を中心
とした産学官連携による小学生から企業人まで各段階に応じた人材育成と県
内就職促進に取り組むこととし、令和５年度一般会計当初予算に23,594千円
計上したところです。
　また、「いわてで働こう推進協議会」において、経済団体や教育関係者等と連
携し、オール岩手で県内産業を支える若者や女性の人材確保の取組を行って
います。

商工労
働観光
部

経営支
援課

ものづく
り自動
車産業
振興室

商工企
画室

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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【第三部】
四、消費税5％への減税とインボイスの中止を、中小企業振興条
例・公契約条例に基づき、安定した雇用の確保と中小企業振興
の対策を
　9、小規模企業振興基本法と中小企業振興条例を踏まえ、地域
経済と地域社会の主役として中小企業振興対策を抜本的に強化
すること。
　　3） 中小企業の自主的な取り組みを基本にしつつ、営業力・販
売力・新商品開発や技術革新への支援を強化すること。大学や
工業技術センター、金融機関等との連携を強化すること。中小企
業間、異業種等との連携を強化すること。

　中小企業振興第３期基本計画では、重点事項の一つに「コロナ禍等からの
事業継続支援、社会経済情勢の変化に対する自己変革力の向上」を掲げてお
り、社会経済情勢の変化に的確に対応し、生産性の向上や新分野への進出、
新商品開発に取り組むための「経営革新計画」の策定から目標達成までを一
貫して支援することとしています。
　また、地域や業界が抱える課題を解決するため、令和５年度一般会計当初
予算で措置した「中小企業連携組織対策事業費補助（111,875千円）」や「中小
企業事業再生・再チャレンジ支援事業費補助（450,000千円）」により、中小企
業者が連携して共同で行う事業活動を支援していきます。
　なお、中小企業の振興に当たっては、国や県、市町村などの行政に加え、産
業支援機関、大学、試験研究機関及び金融機関等との関係機関と連携し、着
実な推進を図っていきます。

商工労
働観光
部

経営支
援課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
四、消費税5％への減税とインボイスの中止を、中小企業振興条
例・公契約条例に基づき、安定した雇用の確保と中小企業振興
の対策を
　9、小規模企業振興基本法と中小企業振興条例を踏まえ、地域
経済と地域社会の主役として中小企業振興対策を抜本的に強化
すること。
　　4） 中小企業の｢事業の持続的発展｣の重要性を踏まえ、事業
継承・後継者対策に取り組むこと。

　県では、経営者の高齢化による経営資源の散逸防止や雇用の維持を図るた
め、事業承継を契機として企業が取り組む事業拡大等の実施に対する支援
や、後継者が事業承継時に必要となる知識を学ぶ勉強会の開催などを通じ、
県内企業の円滑な事業承継や中小企業の事業の持続的発展を図っていきま
す。
【令和５年度一般会計当初予算】事業承継推進事業費補助　25,208千円

商工労
働観光
部

経営支
援課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置
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【第三部】
四、消費税5％への減税とインボイスの中止を、中小企業振興条
例・公契約条例に基づき、安定した雇用の確保と中小企業振興
の対策を
　9、小規模企業振興基本法と中小企業振興条例を踏まえ、地域
経済と地域社会の主役として中小企業振興対策を抜本的に強化
すること。
　　5） 条例に基づく毎年度の事業実績の報告に当たっては、中
小企業者を含めた第三者機関で検証し、翌年度の政策・方針に
生かすようにすること。

　中小企業振興基本計画に基づき、中小企業の経営者や商工指導団体等か
らなる外部委員会を設置し、県の中小企業振興施策に関する意見を頂いてお
り、翌年度の施策等に反映しています。

商工労
働観光
部

経営支
援課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
四、消費税5％への減税とインボイスの中止を、中小企業振興条
例・公契約条例に基づき、安定した雇用の確保と中小企業振興
の対策を
　10、住宅リフォーム助成の実現で中小企業に仕事を増やす対
策を抜本的に強化すること。
　　１） 県として住宅リフォーム助成事業を早期に実施すること。
商店街リフォームも助成の対象とすること。

　住宅リフォームへの助成について、県では、市町村と連携して耐震診断又は
耐震改修への支援を行っているほか林業振興課が実施する県産木材利用を
推進する住宅への補助事業と連携し、省エネ性能を有する岩手らしさを備えた
岩手型住宅の新築及び性能向上リフォームに対して助成を行う、「住みたい岩
手の家づくり促進事業」を実施し、県産木材の利用の促進を図っているところ
です。また、令和4年度から「住まいの省エネルギ―改修推進事業」として、適
切な省エネ住宅が円滑に普及されるよう、既存住宅の省エネ化に関する改修
工事費について補助をしています。

県土整
備部

建築住
宅課

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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【第三部】
四、消費税5％への減税とインボイスの中止を、中小企業振興条
例・公契約条例に基づき、安定した雇用の確保と中小企業振興
の対策を
　10、住宅リフォーム助成の実現で中小企業に仕事を増やす対
策を抜本的に強化すること。
　　２） 県の官公需の中小企業向け発注比率を件数でも金額でも
引き上げること。2021年度は、件数では87.4％ですが、金額では
70.2％となっています。当面、金額ベースで80％（144億円増）、さ
らに90％（288億円増）をめざすこと。実態を調査・検証し改善を
はかること。

　中小企業の受注機会を確保するため、地元中小企業への優先発注を図るた
めの地域要件の設定や、官公需適格組合の積極的な活用などを図っているほ
か、県各部局のみならず県内市町村に対して協力要請を行うとともに、官公需
に関する協議会を通じた県の取組などの周知により、中小企業向けの発注率
が向上するよう努めています。

商工労
働観光
部

経営支
援課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
四、消費税5％への減税とインボイスの中止を、中小企業振興条
例・公契約条例に基づき、安定した雇用の確保と中小企業振興
の対策を
　10、住宅リフォーム助成の実現で中小企業に仕事を増やす対
策を抜本的に強化すること。
　　３） 「小規模工事希望登録者制度」を県としても実施し、県有
施設の小規模工事発注を積極的に推進すること。

　県営建設工事の発注に当たっては、発注金額に応じた等級区分を定めて入
札参加資格者名簿を作成するとともに、入札執行を担当する出納局において
も発注金額に応じた地域要件を運用するなど、地域の建設企業の受注機会の
確保に配慮した発注を行っていますが、引き続き、他県の取組を参考に、地域
の建設企業の振興に配慮した制度運用に努めていきます。

県土整
備部

建設技
術振興
課

Ｃ　当面
は実現
できな
いもの

【第三部】
四、消費税5％への減税とインボイスの中止を、中小企業振興条
例・公契約条例に基づき、安定した雇用の確保と中小企業振興
の対策を
　11、大企業・誘致企業による単価たたきや仕事の減少など、下
請けいじめをやめさせる取り組みを国と連携して強化すること。

　県では、いわて産業振興センター内に設置された国の相談窓口である「下請
かけこみ寺」と連携し、中小企業の取引上の悩み相談に対応しています。
　また、国では、県内下請中小企業と親企業との取引条件等の実態調査を
行っているところであり、今後もこれらの取組を通じ、国とも連携しながら、下請
取引の適正化に努めていきます。

商工労
働観光
部

経営支
援課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置
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【第三部】
四、消費税5％への減税とインボイスの中止を、中小企業振興条
例・公契約条例に基づき、安定した雇用の確保と中小企業振興
の対策を
　12、「コロナ・物価高騰で倒産させない」の立場で、ゼロゼロ融
資の債務残高を別枠にし、新規融資が受けられるように金融機
関と連携して取り組むこと。

　ゼロゼロ融資の債務については、原油・エネルギー価格等の高騰や円安の
影響も相俟って、業績が回復しない状況の継続する中で、手元資金が減少し、
今後、多くの事業者が借入金の返済に支障をきたす可能性があるものと認識
しています。
　県では、ゼロゼロ融資の取扱い終了後においても、低利の「新型コロナウイ
ルス感染症対策資金」の取扱いを継続しており、このうち、ゼロゼロ融資の借
換や事業継続に必要な新規融資にも活用可能な「伴走支援資金」について、
令和４年10月１日以降、融資限度額を従来の6,000万円から１億円に引き上げ
て対応しています。
　さらに、国の総合経済対策の一環として、ゼロゼロ融資を含めた既存の債務
の返済開始を更に繰り延べることを可能とし、加えて、新たな資金需要にも対
応した貸付けを可能とする信用保証制度が創設されたことから、県において
も、当該保証制度に対応する「伴走支援資金」の改正を行い、令和５年１月10
日から運用を開始するとともに、令和５年度においても同資金の取扱いを継続
するための関連予算を計上しているところであり、引き続き、「いわて中小企業
事業継続支援センター会議」構成機関の金融機関や商工指導団体等と緊密
に連携しながら、事業者の相談にきめ細かく対応していきます。
【令和５年度一般会計当初予算】
　新型コロナウイルス感染症対策資金貸付金32,467,894千円、同保証料補給
補助707,500千円、中小企業事業再生・再チャレンジ支援事業費補助450,000
千円

商工労
働観光
部

経営支
援課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置
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【第三部】
四、消費税5％への減税とインボイスの中止を、中小企業振興条
例・公契約条例に基づき、安定した雇用の確保と中小企業振興
の対策を
　13、「特定大規模集客施設の立地誘導等に関する条例」を適切
に運用し、大型店の無秩序な出店を規制するあらゆる手立てを
講じること。商店街と地域住民が協力して安心して暮らせるまち
づくりを進めるために、具体的な支援策を強化すること。小売商
業調整特別措置法（商調法）にもとづく県の調査・調整を活用し、
商店街を守る対策を強化すること。

　床面積が6,000㎡を超える特定大規模集客施設の立地に関しては、都市構
造に与える影響などを勘案し、広域的な見地から適地への誘導など、適正な
制度運用に努めています。
　また、「まちづくり」の推進については、中心市街地活性化法における多様な
主体による協議活動に参画、助言するなど市町村、商工団体等との連携を進
めるほか、中心市街地や商店街の活性化に向けた取組などへの助成などを
通じて商店街を支援しています。
　小売商業調整特別措置法は、小売商の事業活動の機会の適正な確保等を
目的とし、中小小売業に関わる紛争解決のための措置を定めており、法に基
づく調査の申し出があった場合には、適切に対応することとしています。

商工労
働観光
部

経営支
援課
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【第三部】
四、消費税5％への減税とインボイスの中止を、中小企業振興条
例・公契約条例に基づき、安定した雇用の確保と中小企業振興
の対策を
　14、悪質な商工ローン、消費者金融、振り込め詐欺、ヤミ金融
対策を抜本的に強化し、被害者救済対策に取り組むこと。サラ金
並みの金融機関のカードローンの実態を把握し規制を求めるこ
と。多重債務者の相談と解決に各部局が連携して取り組むこと。

　被害者救済については、県民生活センターにおいて消費者からの相談に応
じているほか、多重債務者や若年者を対象とした弁護士相談会を実施し、相
談機会の確保に努めるとともに、詐欺等の疑いがある相談の場合には、警察
に取り次ぐ等の対応を行っています。
　なお、金融機関のカードローンについては、相談対応等を通じて情報を入手
するとともに、関係行政庁や業界団体の動向を注視しています。
　また、多重債務問題に対しては、庁内関係部局や岩手弁護士会、岩手県司
法書士会などとの連絡会議を開催するほか、多重債務弁護士無料相談を県
内各地で実施するなど関係機関との連携に努めています。

環境生
活部

県民くら
しの安
全課
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【第三部】
四、消費税5％への減税とインボイスの中止を、中小企業振興条
例・公契約条例に基づき、安定した雇用の確保と中小企業振興
の対策を
　15、平泉と橋野鉱山、御所野遺跡の世界遺産登録と三陸復興
国立公園、高田松原復興祈念公園・津波伝承館、三陸ジオパー
クの認定等の観光資源を生かし、全県的な観光振興対策を強化
すること。復興支援ツアーや三陸鉄道を活用した震災教育旅行、
世界遺産巡りなど沿岸・県北の観光対策を抜本的に強化するこ
と。

 　県では、３つの世界遺産や三陸復興国立公園、高田松原復興祈念公園・津
波伝承館、三陸ジオパークなどの観光資源と地域の特徴を生かした体験プロ
グラムを組み込んだ広域観光ルートの情報発信など、県内をより広く巡り、より
長く滞在する旅行商品の造成を促進しています。
　また、令和６年１月から３月まで、岩手県がＪＲ東日本の販売地域に指定され
たことから、「自然・絶景」「歴史・文化」などのテーマを核とした各種プロモー
ションを重点的に展開することで、県北地域をはじめとした誘客拡大に取り組
んでいきます。
　さらに、教育旅行誘致説明会への参加や教育旅行担当教員の招請をはじ
め、三陸地域への教育旅行の誘致促進に向けたバスの運行支援など、沿岸
地域への誘客拡大に向けた取組を進めているところであり、今後においても全
線開通した復興道路を活用し、復興ツーリズムの拠点でもある東日本大震災
津波伝承館をゲートウエイとした沿岸各地への周遊・滞在型旅行の促進に取
り組んでいきます。
【令和５年度一般会計当初予算措置】
　・いわて観光キャンペーン推進協議会事業費（23,583千円）
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【第三部】
五、米価の大暴落を止め、物価高騰対策を講じて農林水産業を
守る取り組みを。
　１、コメ大暴落を止め、農業と農家を守る緊急対策を講じるこ
と。
　　１）コロナ禍で発生した大量の過剰在庫は農家の責任ではあ
りません。国が責任をもって余剰在庫を買い上げ、市場から切り
離す緊急対策を実施すること。余剰米については生活困窮者や
海外への支援に回すこと。

　米の生産流通は、都道府県単位では完結せず、国全体での対応が必要であ
ることから、県では、まず、国主導による実効的な過剰米への対策などの対策
を推進するよう、国に対し、繰り返し要望しています。
　なお、ＪＡなど集荷団体と実需者等が連携して、子ども食堂等の生活弱者に
米を提供する場合にその経費を全額支援するなどの事業が実施されていると
ころであり、こうした支援策の情報を関係団体等に提供していきます。
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【第三部】
五、米価の大暴落を止め、物価高騰対策を講じて農林水産業を
守る取り組みを。
　１、コメ大暴落を止め、農業と農家を守る緊急対策を講じるこ
と。
　　２）コメの需給や価格の安定に政府が責任を果たすこと。米価
に「不足払い」制度を導入し、当面、個別所得補償を復活するこ
と。

　米の生産流通は、都道府県単位では完結せず、国全体での対応が必要であ
ることから、県では、国主導による実効的な過剰米への対策などの対策を推進
するよう、国に対し、繰り返し要望しています。

農林水
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【第三部】
五、米価の大暴落を止め、物価高騰対策を講じて農林水産業を
守る取り組みを。
　１、コメ大暴落を止め、農業と農家を守る緊急対策を講じるこ
と。
　　３）水田での主食用米以外の増産に力を入れること。飼料用
稲の生産拡大とともに、水田の乾田化・汎用化と合わせて麦・大
豆・飼料作物などの増産に思い切って取り組むこと。主食用米と
の収益性の格差を是正するために、水田活用交付金の削減は
中止し拡充すること。

　県では、需要に応じた米生産と併せ、水田を最大限に活用し、気象や立地条
件等、地域の実情を踏まえた転作作物の作付拡大を推進しています。
　また、県では、生産者が、安心して転換作物の生産に取り組むことができる
よう、国に対し、地域の実情を十分に踏まえた運用とすることや、必要な予算
を十分に措置することなどを要望し、５年に一度の水張りの要件が、「必ずしも
水稲の作付けを必要としない」とされたところであり、引き続き、必要な対応を
国に求めていきます。
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【第三部】
五、米価の大暴落を止め、物価高騰対策を講じて農林水産業を
守る取り組みを。
　１、コメ大暴落を止め、農業と農家を守る緊急対策を講じるこ
と。
　　４）国内で必要のないミニマムアクセス米は、高額での全量輸
入の義務はなく、きっぱり廃止すること。

　県では、ミニマムアクセス米について、主食用への仕向け量が増大した場
合、主食用米の価格低下が懸念されることから、国に対し、毎年度、国内需要
に影響を及ぼさないための対策を講じるよう、繰り返し要望しているところで
す。
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【第三部】
五、米価の大暴落を止め、物価高騰対策を講じて農林水産業を
守る取り組みを。
　１、コメ大暴落を止め、農業と農家を守る緊急対策を講じるこ
と。
　　５）収入保険制度については、対象者を青色申告者（2割）に
限定するのをやめ、農業者の保険料負担を軽減し、基準となる収
入も生産コストと関連させるなどの改善を図ること。

　県では、国に対し、収入保険制度について、農業者の保険料負担の軽減に
向けた保険料等への補助に係る国の負担割合の引上げや、今般の原材料価
格高騰を踏まえた農業経営への補てんなど、農業者の視点に立った見直しを
行うよう、要望しています。
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【第三部】
五、米価の大暴落を止め、物価高騰対策を講じて農林水産業を
守る取り組みを。
　１、コメ大暴落を止め、農業と農家を守る緊急対策を講じるこ
と。
　　６）米の消費拡大に本格的に取り組むこと。学校給食の米飯
給食は週4日以上をめざし日本型食生活の定着をめざすこと。県
立病院はもとより民間の病院、ホテル・旅館、レストラン、民間事
業者の社員食堂、保育園などで県産米の活用を進めること。

　県では、関係団体や市町村等と連携して、県内の学校給食への県産米の利
用について取組を進めてきており、これまで週当たり平均4.1回の米飯学校給
食が実施されているところです。
　引き続き、県産米の利用が拡大、定着していくよう地産地消の推進や、県産
米をはじめ地場の農林水産物の活用に向け、市町村の地産地消計画の策定・
実践を支援するとともに、地産地消給食実施事業者の拡大に取り組んでいき
ます。
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　県では、国に対し、地域のあらゆる産業が将来にわたり持続的に発展できる
貿易ルールの確立や、国民生活や経済活動に及ぼす影響等の十分な情報提
供、本県の基幹産業である農林水産業の体質強化等に向けた施策の着実な
実施などについて、機会あるごとに要望してきたところです。
　今後も、国民の不安や懸念を払拭し、農林漁業者等が安心して経営を継続
できるよう、国の責任において万全の対策を講じるよう求めていきます。

ふるさと
振興部

国際室 Ｂ　実現
に努力
している
もの

　県では、国に対し、地域のあらゆる産業が将来にわたり持続的に発展できる
貿易ルールの確立や、国民生活や経済活動に及ぼす影響等の十分な情報提
供、本県の基幹産業である農林水産業の体質強化等に向けた施策の着実な
実施などについて、機会あるごとに要望してきたところです。
　今後も、国民の不安や懸念を払拭し、農林漁業者等が安心して経営を継続
できるよう、国の責任において万全の対策を講じるよう求めていきます。

農林水
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【第三部】
五、米価の大暴落を止め、物価高騰対策を講じて農林水産業を
守る取り組みを。
　３、国連「家族農業の10年」に呼応し、家族経営を維持し、大規
模経営を含む担い手育成で農地を保全し、岩手型集落営農を推
進すること。
　　1) 国連「家族農業の10年」（2019～2028年）の趣旨を踏まえ、
家族農業の役割を評価し、岩手の実情に合った家族農業の推進
を図ること。

　本県の農業経営は、97％が家族経営体であり、家族経営体は、本県の農業
生産や農業・農村の多面的機能の維持などに重要な役割を果たしていると認
識しています。
　県では、「いわて県民計画（2019～2028）」に基づき、農村の活性化に向け
て、小規模・家族経営などの地域を支える多様な生産者による農業・農村を維
持する取組を推進しているところであり、今後とも、本県の農業・農村を支える
家族農業の取組を支援していきます。

農林水
産部

農業振
興課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
五、米価の大暴落を止め、物価高騰対策を講じて農林水産業を
守る取り組みを。
　２、日米貿易協定、日欧EPAなど、食料輸入自由化路線の中止
を求めること。食料主権を保障する貿易ルールの確立を求めるこ
と。
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【第三部】
五、米価の大暴落を止め、物価高騰対策を講じて農林水産業を
守る取り組みを。
　３、国連「家族農業の10年」に呼応し、家族経営を維持し、大規
模経営を含む担い手育成で農地を保全し、岩手型集落営農を推
進すること。
　　2) 大小多様な家族経営の育成・支援を基本に、農業を続けた
いと願うすべての農家を担い手に位置づけ、支援の対象とする
地域農業、岩手型集落営農を推進すること。

　県では、「いわて県民計画（2019～2028）」に基づき、経営体の育成として、多
くの小規模・家族経営を中心とする集落営農組織等の経営規模の拡大や生産
活動の効率化を推進しているところであり、今後とも、本県の農業・農村を支え
る家族農業の取組を支援していきます。

農林水
産部

農業振
興課
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【第三部】
五、米価の大暴落を止め、物価高騰対策を講じて農林水産業を
守る取り組みを。
　３、国連「家族農業の10年」に呼応し、家族経営を維持し、大規
模経営を含む担い手育成で農地を保全し、岩手型集落営農を推
進すること。
　　3) 地域農業を支えている大規模経営や集落営農を支援する
こと。

　認定農業者や集落営農組織など「地域農業マスタープラン」に位置づけられ
た中心経営体に対し、農地中間管理事業を活用した農地の集積・集約化や経
営発展に必要な機械・施設の導入を支援していきます。
　また、経営感覚に優れた経営体を育成するため、大規模経営体等対象を明
確化するとともに、経営規模拡大に向けた園芸施設の整備や、認定農業者が
相互に学びあう研修会の開催について支援を行うなど、引き続き、関係機関・
団体が一体となって、担い手に対する支援を総合的に実施していきます。

農林水
産部

農業振
興課

Ａ　提言
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【第三部】
五、米価の大暴落を止め、物価高騰対策を講じて農林水産業を
守る取り組みを。
　３、国連「家族農業の10年」に呼応し、家族経営を維持し、大規
模経営を含む担い手育成で農地を保全し、岩手型集落営農を推
進すること。
　　4) 青年就農給付金事業は、農地集積をめざす｢人・農地プラ
ン｣と一体であることや、親元就農の場合は５年以内に経営委譲
するなどの要件を緩和し、一定期間の就農を前提として希望する
青年すべてを対象にすること。県・市町村独自の新規就農者支
援対策を拡充すること。県立農業大学校の施設整備と教育・研
修の拡充をはかること。

　青年就農給付金事業（現在の事業名は新規就農者育成総合対策となりま
す。）は、就農前の研修や早期の経営確立を支援するため、次世代を担う意欲
ある新規就農者を対象としています。
　交付要件については、これまでの国への要望の結果、親の経営と同一作物
であっても新技術導入等の取組を行うことで親元就農の場合でも経営開始資
金の交付対象となるなど要件が緩和されてきました。
　令和４年度から経営発展のための機械・施設等の導入を支援する経営発展
支援事業が創設されるなど新規就農者に対する支援は拡大しています。
　新規就農者に対しては、県立農業大学校や先進農家での実践研修、農業改
良普及センターによる就農後の生産技術・経営指導等、経営発展段階に応じ
たきめ細かな支援を実施しており、今後も、市町村等と連携しながら、新規就
農者の確保・育成に取り組んでいきます。
　県立農業大学校については、ＧＡＰやスマート農業を学べるよう教育・研修の
拡充をしてきたところですが、国の予算措置の状況や県の財政状況などを踏
まえながら、計画的に施設整備を進めるとともに、今後とも学生や就農希望者
のニーズを踏まえ、カリキュラムや研修内容の充実に努めていきます。

農林水
産部

農業普
及技術
課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
五、米価の大暴落を止め、物価高騰対策を講じて農林水産業を
守る取り組みを。
　３、国連「家族農業の10年」に呼応し、家族経営を維持し、大規
模経営を含む担い手育成で農地を保全し、岩手型集落営農を推
進すること。
　　5) 株式会社一般への農地取得解禁に反対すること。

　株式会社の農地取得等については、農地法に基づき、農地所有適格法人又
は農地所有適格法人以外の一般法人にあっては解除条件付きで借りる場合
に限り、権利取得が可能とされています。
　県としては、地域農業マスタープランを核とした担い手への農地集積・集約化
を推進していく上で、支障が生じることがないよう、農地所有適格法人の要件
緩和に係る国の検討状況を注視しながら、必要に応じて要望していきます。

農林水
産部

農業振
興課

Ｃ　当面
は実現
できな
いもの
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【第三部】
五、米価の大暴落を止め、物価高騰対策を講じて農林水産業を
守る取り組みを。
　４、農業予算を岩手の基幹産業にふさわしく拡充し、価格保障・
所得補償を抜本的に拡充すること。

　県では、国に対し、水田活用の直接支払交付金を恒久的な制度とするととも
に、必要な予算を十分に措置するよう要望してきたところであり、引き続き、必
要な対応を国に求めていきます。
　畜産物に関する国の経営安定対策については、ＴＰＰの協定発効に伴い、平
成30年12月に「肉用牛肥育経営安定交付金制度」などが法制化により恒久的
な制度となったところであり、また、県では、国の「肉用子牛生産者補給金制
度」や「肉豚経営安定交付金制度」の生産者負担金に対する支援を行い、引き
続き、畜産農家の経営安定に向けた支援に取り組みます。

農林水
産部

農産園
芸課

畜産課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
五、米価の大暴落を止め、物価高騰対策を講じて農林水産業を
守る取り組みを。
　５、農業者と消費者の協同を広げて、「食の安全」と地域農業の
再生をめざすこと。
　　１） 東京電力福島第一原発事故による放射能汚染による原
木シイタケ、キノコ、山菜等の出荷規制の早期解除を求めること。
早期の全面賠償を強く求めること。

　県では、出荷制限を受けている原木しいたけ生産者の意向を確認しながら、
解除に必要なほだ場の環境整備や放射性物質検査等を実施しています。
　また、出荷制限の対象となっている野生きのこ・山菜類については、関係市
町と連携し、国との解除に必要な放射性物質濃度の経年変化の検査を継続し
て実施するとともに、国に対しても支援を要望しています。
　賠償については、東京電力に対し、実態に即した十分な賠償が早期に行わ
れるよう申し入れを行うとともに、国に対しても、東京電力を指導するよう要望
しており、引き続き、こうした取組を進めていきます。

農林水
産部

林業振
興課

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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【第三部】
五、米価の大暴落を止め、物価高騰対策を講じて農林水産業を
守る取り組みを。
　５、農業者と消費者の協同を広げて、「食の安全」と地域農業の
再生をめざすこと。
　　２） 輸入食品の検査体制を強化し、原産国表示の徹底を図る
こと。食品偽装を許さない監視体制を強化し、製造年月日表示を
復活すること。

　輸入食品については、国が輸入食品監視指導計画に基づき、検疫所に食品
衛生監視員を配置し、原産国名を表示する必要がある加工食品等の監視指
導及びモニタリング検査の体制を整備し、その安全性を担保しています。
　県では、食品衛生監視指導計画に基づき、県内に流通する輸入食品の安全
確保対策として、残留農薬や食品添加物などの収去検査を行うとともに、輸入
事業者の監視指導や自主衛生管理の支援等を図り、輸入食品の安全確保に
努めているところです。
　また、食品表示については、県民が食品を選択するための重要な情報であ
ることから、輸入食品や生鮮食品等に関する原産地表示等の点検・指導等を
実施し、適正な表示の普及・定着を推進します。
　なお、平成７年に製造年月日から、期限表示に改正されていますが、この改
正の趣旨は、食品の製造・加工技術の進歩等を踏まえ、食の安全を確保する
上で品質保持が可能な期限の表示を行うことが、消費者にとって有用であると
の判断によるものであることを御理解願います。

環境生
活部

県民くら
しの安
全課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
五、米価の大暴落を止め、物価高騰対策を講じて農林水産業を
守る取り組みを。
　５、農業者と消費者の協同を広げて、「食の安全」と地域農業の
再生をめざすこと。
　　３） 地産地消や食の安全を重視した地域づくりを進めること。
学校給食や病院、ホテル・旅館などで地場のコメや農水産物の
活用を広げること。地元の特産物や資源を生かした農産加工や
販売などを支援すること。

　県では、地産地消や食の安全を重視した地域づくりと、地場の農林水産物の
活用に向け、市町村の地産地消計画の策定・実践を支援するとともに、地産地
消給食実施事業者の拡大に取り組んでいます。
　また、地元の特産物や資源を生かした農産加工や販売の促進に向け、商品
開発や販路拡大等に知見を有する専門家の派遣による農林漁業者等への支
援や、６次産業化に取り組む生産者や加工事業者と小売業者等との交流会を
開催しているところです。
　今後とも、農林水産物の地産地消の推進や高付加価値化に向けた取組を進
めていきます。

農林水
産部

流通課 Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置
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【第三部】
五、米価の大暴落を止め、物価高騰対策を講じて農林水産業を
守る取り組みを。
　５、農業者と消費者の協同を広げて、「食の安全」と地域農業の
再生をめざすこと。
　　４） 国内各地で発生している鳥インフルエンザの全国一斉消
毒措置など各種感染症の監視体制を強め、発生した場合は機敏
に殺処分や移動制限措置をとり、農家・業者への保障にも万全
の対策を講じること。豚熱・口蹄疫対策に万全の対策をとること。
感染家畜が発生した場合、殺処分と埋設を迅速に行い、そのた
めの埋設地を確保しておくこと。

　県では、畜産農家に対し、飼養衛生管理基準の遵守と飼養家畜に異常が見
られた場合の家畜保健衛生所への早期通報を指導するとともに、捕獲した野
生いのししや死亡した野鳥のウイルス検査を行うなど、野生鳥獣を対象とした
家畜伝染病の監視に取り組んでいるところです。
　高病原性鳥インフルエンザについては、令和４年シーズンは全国的に発生が
確認され、全国の養鶏場等で緊急消毒を行うこととされたことから、県では、県
内の全養鶏場等に消石灰を配布し、鶏舎周囲の消毒指導に取り組んでいると
ころです。
　また、豚熱については、令和３年６月に国が本県を豚熱のワクチン接種推奨
地域に指定したことを受け、予防的ワクチンの接種に取り組んでいるほか、令
和４年度から、野生いのししへの経口ワクチンの散布を実施しているところで
す。
　県内に家畜伝染病が発生し、防疫措置が必要となった場合は、「岩手県危機
管理対応方針」に基づき、知事を本部長とする対策本部を設置し、殺処分や埋
却、移動制限措置等に取り組むこととしており、畜産農家に対しては、埋却に
備え、家畜伝染病予防法に基づき、予め埋却地を確保するよう指導していま
す。

農林水
産部

畜産課 Ｂ　実現
に努力
している
もの
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【第三部】
五、米価の大暴落を止め、物価高騰対策を講じて農林水産業を
守る取り組みを。
　５、農業者と消費者の協同を広げて、「食の安全」と地域農業の
再生をめざすこと。
　　５） 米国産牛肉の輸入を30カ月齢まで規制緩和したことに反
対し、BSＥ対策の全頭検査を維持すること。

　厚生労働省では、食品安全委員会が平成24年10月に「米国、カナダ、フラン
ス及びオランダに係る国境措置に関し、月齢制限の規制閾値が「20か月齢」の
場合と「30か月齢」の場合のリスクの差は、あったとしても非常に小さく、人へ
の健康影響は無視できる。」と評価して答申したことを踏まえ、平成25年２月１
日から米国産牛肉の輸入を30か月齢まで引き上げました。
　また、同委員会が平成28年８月に「48か月齢超の健康牛のＢＳＥ検査につい
て、現行基準を継続した場合と廃止した場合のリスクの差は非常に小さく、人
への健康影響は無視できる。」と答申したことを踏まえ、平成29年４月１日から
健康牛のＢＳＥ検査を廃止しました。
　県では、同委員会の評価は、科学的知見に基づき、客観的かつ中立公正に
行われたものと認識しており、国内での発生リスクに対する国際的な評価、農
業団体の意見や県民の科学的評価に対する理解等を総合的に勘案し、全国
の自治体と足並を揃えて健康牛のＢＳＥ検査を廃止したものです。

環境生
活部

県民くら
しの安
全課

Ｄ　実現
が極め
て困難
なもの
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　県では、ニホンジカの県内全域を対象とした捕獲情報の収集などのモニタリ
ング調査を実施し、生息状況や生息密度などの把握に取り組むとともに、狩猟
期間の延長や有害捕獲、指定管理鳥獣捕獲等事業を実施するなどの取組を
強化しています。
　今後も、モニタリング調査等の結果を踏まえ、適切な個体数管理に取り組む
とともに、市町村や関係機関等と連携しながら、鳥獣被害防止対策の充実強
化に取り組んでいきます。

環境生
活部

自然保
護課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

　県では、市町村が鳥獣被害防止計画に基づき実施する有害鳥獣の捕獲や
侵入防止柵の設置などの対策を支援するとともに、積雪に強い恒久電気柵の
普及や鳥獣被害対策研修会の開催などに取り組んでいます。
　電気柵については、設置したほ場で被害額が激減するなど効果が認められ
ていることから、国の鳥獣被害防止総合交付金を活用した設置支援を行って
おり、引き続き、国に対して、十分な予算の確保を要望していきます。

農林水
産部

農業振
興課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
五、米価の大暴落を止め、物価高騰対策を講じて農林水産業を
守る取り組みを。
　５、農業者と消費者の協同を広げて、「食の安全」と地域農業の
再生をめざすこと。
　　６） ニホンシカ等の鳥獣被害対策を抜本的に強化すること。電
気柵設置の効果が表れており「シカ防護網等設置事業」（県単）
を拡充すること。「鳥獣被害防止総合支援事業」（国の補助事
業）、「鳥獣被害防止総合交付金」（国庫）の拡充を求めること。ニ
ホンシカ等の個体管理を徹底し野生獣の防除と捕獲を強化する
こと。
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【第三部】
五、米価の大暴落を止め、物価高騰対策を講じて農林水産業を
守る取り組みを。
　６、政府の「林業成長産業化」政策を見直し、持続可能な林業・
木材生産の再生を図ること。
　　1) 植林後50年程度で伐採する短伐期一辺倒を見直し、地域
の森林資源の実態に対応し、長伐期や複層林など多様な施業方
式を導入し、持続可能な林業を進めること。自伐型林業を担い手
として位置づけ、森林・山村多面的機能発揮対策交付金の拡充
など支援すること。

　県では、長期的な視点に立った計画的かつ適切な森林の管理を推進してい
くため、県内の民有林について、地域森林計画を策定し、環境の保全や資源
の循環利用に配慮した多様な施業方法に関する指針を定めているところで
す。
　今後も、持続可能な林業の実現が図られるよう、引き続き、地域の実態に応
じた適切な森林整備を進めていきます。
　また、県では、国の森林・山村多面的機能発揮対策交付金制度を活用し、森
林所有者や地域住民等が実施する森林の保全管理や森林資源の利活用、作
業道の作設・改修など、山村地域の活性化に向けた取組を支援しています。
　この交付金制度は、自伐型林業を実践する方々による森林整備や森林資源
の利活用等の取組も対象となりますので、引き続き、本制度の積極的な活用
を促進していきます。

農林水
産部

森林整
備課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置
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　県では、国に対し、地域産業が将来にわたり持続的に発展できる貿易ルー
ルの確立や、ＴＰＰ11や日ＥＵ・ＥＰＡに関して十分な情報提供や万全の対応を
とることなどについて、機会あるごとに要望してきたところです。
　今後も、本県の基幹産業である農林水産業が持続的に発展していくことがで
きるよう、「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」に基づく施策を着実に実施するな
ど、万全の対策を講じるよう国に求めていきます。

ふるさと
振興部

国際室 Ｄ　実現
が極め
て困難
なもの

　県では、国に対し、地域産業が将来にわたり持続的に発展できる貿易ルー
ルの確立や、ＴＰＰ11や日ＥＵ・ＥＰＡに関して十分な情報提供や万全の対応を
とることなどについて、機会あるごとに要望してきたところです。
　今後も、本県の基幹産業である農林水産業が持続的に発展していくことがで
きるよう、「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」に基づく施策を着実に実施するな
ど、万全の対策を講じるよう国に求めていきます。

農林水
産部

農林水
産企画
室

Ｄ　実現
が極め
て困難
なもの

【第三部】
五、米価の大暴落を止め、物価高騰対策を講じて農林水産業を

守る取り組みを。
　６、政府の「林業成長産業化」政策を見直し、持続可能な林業・

木材生産の再生を図ること。
　　2) 外材依存政策を転換し、かろうじて残されていた製材や集
成材などの関税撤廃を受け入れた日欧EPA、TPP11の中止を求

めること。
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　県では、豊富な森林資源の循環利用を図るため、伐採跡地への再造林や原
木供給のための間伐材生産、効率的な森林整備に不可欠な路網の整備等の
支援に取り組んでいます。引き続き、再造林や間伐等の森林整備が適切に行
われるよう取組を進めていきます。
　また、令和２年３月に策定した「岩手県県産木材等利用促進行動計画」にお
いて、令和元年から４年度までの木材利用の目標を8,500?と定めるとともに、
県が整備する低層の公共施設の木造化率100％を推進目標に掲げ、率先して
木材利用に取り組んでおり、令和３年度までの木材使用量は10,125?で、目標
の達成率は119.1％となっています。
　さらに、住宅分野での県産木材の利用を促進するため、令和３年度から「い
わて木づかい住宅普及促進事業」により、県産木材を使用した住宅の新築や
リフォームを支援しており、令和５年度においても、引き続き、取り組むこととし
ています。
　今後も、県が率先して公共施設整備等における県産木材の利用を推進する
とともに、住宅等における県産木材の利用が一層促進されるよう取り組んでい
きます。

農林水
産部

森林整
備課

林業振
興課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

　県営住宅や公共施設の発注に当たっては、県産木材を使用すること等につ
いて仕様書に盛り込んでいるところです。
　また、林業振興課が実施する県産木材利用を推進する住宅への補助事業と
連携し、省エネ性能を有する岩手らしさを備えた岩手型住宅の新築及び性能
向上リフォームに対して助成を行う、「住みたい岩手の家づくり促進事業」を実
施し、県産木材の利用の促進を図っているところです。

県土整
備部

建築住
宅課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

　県立学校施設の改築、大規模改修に当たっては、「岩手県公共施設・公共工
事木材利用推進行動計画」に基づき、構造部材や内装材等を県産材とするよ
う取り組んでいます。
　市町村立学校施設の環境改善については、国庫補助制度の活用等につい
て、市町村の実態に即した助言を行い、安全な施設整備を推進していくととも
に、国へ十分な予算が確保されるよう働きかけていきます。

教育委
員会事
務局

教育企
画室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
五、米価の大暴落を止め、物価高騰対策を講じて農林水産業を
守る取り組みを。
　６、政府の「林業成長産業化」政策を見直し、持続可能な林業・
木材生産の再生を図ること。
　　3) 森林整備、間伐の取り組みを抜本的に強化し、県産材使用
の数値目標を決め、県産材を活用した老朽校舎の改築、県営住
宅や公共施設の整備、住宅建設に融資や税制上の優遇措置を
含め助成措置も実施し積極的に取り組むこと。
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【第三部】
五、米価の大暴落を止め、物価高騰対策を講じて農林水産業を
守る取り組みを。
　６、政府の「林業成長産業化」政策を見直し、持続可能な林業・
木材生産の再生を図ること。
　　4) 「いわて森林づくり県民税」の取り組みに当たっては、森林
所有者との連携を強化し、間伐（混交林誘導伐）とともに植栽にも
積極的に取り組むこと。林業労働者の待遇改善と合わせ確保に
取り組むこと。被害木、枯れ死木等の伐採処理など新規事業に
積極的に取り組むこと。

　県では、「いわての森林づくり県民税」を財源とし、公益上重要で管理が行き
届かない森林について、公益的機能の高い森林へ誘導するための間伐などを
実施してきたところです。
　県民税については、令和５年度以降も継続し、林業関係団体や林業事業体
と連携を図りながら、施工可能な森林を確保し、計画的に整備を進めていきま
す。
林業労働者の待遇改善と確保等については、月給制等を適用して新規就業
者を雇用した林業事業体への奨励金の交付や、林業事業体への退職金共済
制度掛金の助成など、（公財）岩手県林業労働対策基金が行う取組等を通じ
て、就業条件などを促進しています。
　また、被害木、枯死木等の伐採処理などについては、森林を取り巻く情勢の
変化に対応するため、令和３年度からは、公益上重要な伐採跡地への植栽な
どの取組を拡充したほか、台風や大雪などの被害木の除去や、倒木の恐れの
ある枯死木の伐倒処理の支援などに取り組んでいます。

農林水
産部

林業振
興課

森林整
備課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
五、米価の大暴落を止め、物価高騰対策を講じて農林水産業を
守る取り組みを。
　６、政府の「林業成長産業化」政策を見直し、持続可能な林業・
木材生産の再生を図ること。
　　5) 「ウッドショック」に対応できる国産材・県産材の安定供給体
制を確立すること。

　県では、森林施業の集約化や高性能林業機械の導入支援等による原木の
安定供給に向けた取組を進めてきたほか、加工能力が高く多くの木材製品を
製造する製材・合板工場の整備の支援など、高品質な木材の供給体制整備を
促進してきました。
　引き続き、森林組合や木材加工事業体が必要とする原木の安定供給に向け
て、国庫補助事業を活用し、木材の供給体制の整備を支援するほか、原木の
生産段階、木材の加工段階、住宅建築等での木材の利用段階それぞれの需
給情報を共有するなど、林業・木材産業に携わる関係者と連携を強化し、木材
の安定供給に向けた体制の構築に努めていきます。

農林水
産部

林業振
興課

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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【第三部】
五、米価の大暴落を止め、物価高騰対策を講じて農林水産業を
守る取り組みを。
　６、政府の「林業成長産業化」政策を見直し、持続可能な林業・
木材生産の再生を図ること。
　　6) 現場の実態に即した林道・作業道を整備すること。日本の
森林にあった林業機械の開発に国とともに取り組むこと。林業と
結びつかない大規模林道事業などは見直すこと。

　林道については、市町村森林整備計画で計画されている路網整備等推進区
域において重点的に整備を進めています。
　「旧緑資源幹線林道」については、独立行政法人緑資源機構の廃止に伴い、
残区間の線形および幅員を見直し、森林整備や木材生産の効率化のための
林道として県が整備しています。

農林水
産部

森林保
全課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置
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　太陽光発電の導入に伴い土砂流出や濁水の発生等の問題が全国的に発生
していることを受け、国では、令和２年４月より太陽光発電事業を環境影響評
価法に基づく環境影響評価(環境アセスメント)制度の対象としたところであり、
県においても、国の動きを踏まえ、法対象以下の一定規模以上の事業（事業
敷地面積が20haを超えるもの）について、同じく令和２年４月より、岩手県環境
影響評価条例に基づく環境影響評価制度の対象としました。

環境生
活部

環境保
全課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

　県内に５施設ある木質バイオマス発電施設では、発電事業者と素材生産団
体との安定取引に関する協定に基づき供給された地域材を活用しています。
　県では、木質バイオマス発電事業者の原木集荷の状況を把握するとともに、
素材生産団体等と原木供給に係る情報共有を行っており、引き続き、木質燃
料の安定的かつ継続的な供給に向けて取り組んでいきます。

農林水
産部

林業振
興課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
五、米価の大暴落を止め、物価高騰対策を講じて農林水産業を
守る取り組みを。
　６、政府の「林業成長産業化」政策を見直し、持続可能な林業・
木材生産の再生を図ること。
　　7) 森林を大規模に伐採する太陽光発電は見直し、環境アセ
スメントの実施を義務付けること。木質バイオマス発電などの施
設は、外材依存ではなく、地域の資源量に即した配置とするこ
と。
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【第三部】
五、米価の大暴落を止め、物価高騰対策を講じて農林水産業を
守る取り組みを。
　６、政府の「林業成長産業化」政策を見直し、持続可能な林業・
木材生産の再生を図ること。
　　8) 林業労働者の確保と林業技術の継承を図り、地域の実態
に即した流通・加工体制を確立し、林業・木材産業の再建を図る
こと。

　県では、現場技術者の確保・育成に向け、いわて林業アカデミーにおいて、
林業の知識や技術の体系的な習得を支援し、将来的に林業経営体の中核と
なり得る現場技術者の養成に取り組んでいるほか、（公財）岩手県林業労働対
策基金が行う国の「緑の雇用」事業を活用した森林施業に必要な技術研修等
を促進しているところです。
　また、流通・加工体制の確立については、令和２年３月に策定した「岩手県県
産木材等利用促進行動計画」に基づき、県産木材等の適切な供給の確保に
向けて、高性能林業機械と林内路網との組み合わせによる低コスト素材生産
を促進するとともに、県産木材の安定供給体制を構築するなど、林業・木材産
業の再建に向けた取組を行っています。

農林水
産部

森林整
備課

林業振
興課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
五、米価の大暴落を止め、物価高騰対策を講じて農林水産業を
守る取り組みを。
　６、政府の「林業成長産業化」政策を見直し、持続可能な林業・
木材生産の再生を図ること。
　　9) 「緑の雇用事業」や「緑の青年就業準備給付金」事業を思
い切って拡充するなど、系統的な林業就業者の育成と定着に取
り組むこと。

　国が平成15年度から実施している「緑の雇用」事業は、本県の新規就業者の
約４割が利用するなど、これまで大きな成果を上げてきたところであり、さらに
「現場技能者キャリアアップ対策」により、林業の現場を管理する責任者等の
育成に取り組んでいます。
　また、平成29 年度から「いわて林業アカデミー」の研修生に対して「緑の青年
就業準備給付金」を給付し、森林・林業の知識や技術の習得と県内事業体へ
の円滑な就業を支援しています。
　今後も、緑の雇用事業等により、新規就業者の確保や林業就業者の段階的
かつ体系的な育成等に努めていきます。

農林水
産部

森林整
備課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置
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【第三部】
五、米価の大暴落を止め、物価高騰対策を講じて農林水産業を
守る取り組みを。
　６、政府の「林業成長産業化」政策を見直し、持続可能な林業・
木材生産の再生を図ること。
　　10) 国有林の分割・民営化をストップし、国が一元的に管理し
地元の意見を反映した管理運営を行い、地域の林業事業体の育
成を図るよう国に強く求めること。

　国では、森林の管理運営について、森林法に基づく森林計画制度の下、国
有林の地域別の森林計画を策定しており、策定に当たっては、国が県の意見
を聴取するなど、計画内容の調整を図っているほか、パブリックコメント等によ
り、市町村や関係機関、地域住民等からの意見聴取を行い、地域の声を反映
した計画としています。
　県では、民有林と国有林の森林・林業施策等に関する情報を共有するため、
東北森林管理局と共同で定期的に森林・林業政策連絡議会や技術交流発表
会を実施するなどの取組を行っており、今後も国による地域の声を反映した計
画策定が図られるよう、国との情報共有に取り組んでいきます。
　また、県では、国に対して林業を担う経営体や人材の育成・確保に向け施策
を充実するよう要望しており、今後も、地域の林業事業体の育成が図られるよ
う、国へ強く働きかけていきます。

農林水
産部

林業振
興課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
五、米価の大暴落を止め、物価高騰対策を講じて農林水産業を
守る取り組みを。
　７、三陸沿岸漁業・水産業の復興・再生へ以下の対策を講じる
こと。
　　１） サケ、サンマ、スルメイカ等の主要魚種の記録的な大不漁
に対し、科学的な調査の実施と漁業・水産業振興に対する緊急
対策を講じること。多様な漁業資源の活用・魚種転換と商品開
発、販路の拡大、新たな養殖事業等思い切った支援策を講じるこ
と。

　近年のサケ漁の不振は、稚魚放流時期や沿岸からオホーツク海に至る間の
稚魚の減耗が要因の一つと考えられています。資源量の回復に向けて、県で
は、国等の研究機関と連携し、減耗要因に関する調査を実施しているほか、水
温の高い時期に回帰してくる北上川水系のサケに着目した新たな種苗生産技
術の開発などを行っています。サンマやスルメイカなどの資源については、適
切な管理に向け、国の研究機関等と連携し、資源状況調査を実施しています。
　また、県では、多様な資源の活用･魚種転換と商品開発、販路拡大に向け、
近年、資源が増えているマイワシ等の利用を促進するため、新たな販路・物流
モデルの構築、水産加工原料確保に関するセミナーや各種オンライン商談会
などを開催し、商品開発や販路拡大を支援しています。
　さらに、海洋環境の変化に左右されにくく、安定した生産が見込める養殖業
を振興するため、新たな取組として、アサリの養殖や、サケ、マス類の海面養
殖への支援など、本県のつくり育てる漁業をより一層推進していきます。
　引き続き、関係機関と連携しながら、主要魚種の水揚げ回復に取り組んでい
きます。

農林水
産部

水産振
興課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置
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【第三部】
五、米価の大暴落を止め、物価高騰対策を講じて農林水産業を
守る取り組みを。
　７、三陸沿岸漁業・水産業の復興・再生へ以下の対策を講じる
こと。
　　２） ワカメ、コンブ、アワビ、ウニ、ホタテガイ、カキなどつくり育
てる漁業の再建をはかること。

　ワカメ、コンブ、ホタテ等の養殖生産については、養殖業者の減少やホタテガ
イの貝毒発生による出荷自主規制などで生産量が減少していますが、県で
は、海藻や貝類の養殖生産量の回復を図るため、漁協と連携して意欲ある漁
業者の生産規模拡大や、漁協自営養殖の推進、省力化機器の導入に取り組
んでいるほか、水温変化に強い大型のワカメ人工種苗の開発・普及や、新たな
魚種としてサケ、マス類の海面養殖などに取り組んでいきます。
　また、アワビ、ウニなどの増産については、餌となるコンブの造成などの磯焼
け対策、ウニの漁港内での蓄養などの取組拡大を支援していきます。
　引き続き、本県のつくり育てる漁業を推進していきます。

農林水
産部

水産振
興課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
五、米価の大暴落を止め、物価高騰対策を講じて農林水産業を
守る取り組みを。
　７、三陸沿岸漁業・水産業の復興・再生へ以下の対策を講じる
こと。
　　３） 新型コロナ禍による魚価の低迷、販路の喪失、物価高騰
などに対し、漁業経営維持のための給付金を充実させ、生産と流
通機能の維持・充実を図ること。

　国の漁業収入安定対策では、漁業共済や積立ぷらすにより、水揚金額が減
少した漁業者の収入補填を行っており、県では、漁業者の経営維持に向けて、
国に対して漁業収入安定対策事業の十分な予算の確保を要望しているところ
です。
　一方で、漁船漁業のように漁業共済の加入率が低い漁業種類もあることか
ら、引き続き、漁業共済組合と連携して共済加入を促進していきます。
　また、国の令和４年度補正予算に盛り込まれた「事業再構築補助金」などの
国の支援制度について、漁業者等への周知を図ってきたところであり、引き続
き、漁業者の経営維持に向けた情報発信に取り組んでいきます。

農林水
産部

水産振
興課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
五、米価の大暴落を止め、物価高騰対策を講じて農林水産業を
守る取り組みを。
　７、三陸沿岸漁業・水産業の復興・再生へ以下の対策を講じる
こと。
　　４） サケ資源の公平配分に取り組むこと。事実上個人の所有
となっている定置は見直すこと。

　サケ資源の回復に向けては、人工ふ化放流によって資源造成を図りながら
持続的に展開しているところであり、県内の様々な漁業や関係する道県を含め
た広域的な漁業の調整を図りながら、今後も資源の公平配分に努めていきま
す。
　また、定置漁業権の免許については、引き続き、適切に対応していきます。

農林水
産部

水産振
興課

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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【第三部】
五、米価の大暴落を止め、物価高騰対策を講じて農林水産業を
守る取り組みを。
　７、三陸沿岸漁業・水産業の復興・再生へ以下の対策を講じる
こと。
　　５） 2022年「小規模伝統漁業・養殖業に関する国際年」の取り
組みを進めること。小型漁船漁業の復興・再生と具体的な振興策
を講じること。

　小型漁船漁業は、主要魚種の資源量減少から漁業経営が厳しい状況になっ
ていることから、県では、小型漁船漁業の復興・再生に向け、近年漁獲量が増
加しているマイワシについて、小型漁船漁業による試験操業を令和元年度か
ら実施しています。
　また、漁獲量の回復に向け、水産資源の適切な管理を行うため、国の研究
機関等と連携して資源状況の把握に取り組んでおり、令和５年度一般会計当
初予算に11,018千円を計上したところです。
　今後も資源評価や適切な資源管理措置を講じていきます。

農林水
産部

水産振
興課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
五、米価の大暴落を止め、物価高騰対策を講じて農林水産業を
守る取り組みを。
　７、三陸沿岸漁業・水産業の復興・再生へ以下の対策を講じる
こと。
　　６） 新規漁業就業者支援制度を充実させること。県としても水
産アカデミーの卒業後の就労と自立への支援を強化し、漁業の
担い手対策を強化すること。

　県は、「いわて水産アカデミー」を核とした、意欲ある新規漁業就業者の確
保・育成に取り組んでいるほか、国の制度である、次世代人材投資（準備型）
事業の就業準備資金や長期研修支援事業を活用した、アカデミー研修生・修
了生の就労と自立への支援に取り組んでいます。
　今後も、これらの取組を支援し、漁業担い手の確保・育成に努めていきます。

農林水
産部

水産振
興課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
五、米価の大暴落を止め、物価高騰対策を講じて農林水産業を
守る取り組みを。
　７、三陸沿岸漁業・水産業の復興・再生へ以下の対策を講じる
こと。
　　７） 改正漁業法の問題点を明らかにし、漁業者の意見を反映
させながら実施すること。

　漁業法の改正に伴い、新たな制度の運用に当たっては、漁業者や漁業関係
団体の経営に影響を与えないような配慮が必要と認識しています。制度改正
の内容等については、国とも連携しながら、必要に応じて、漁業者向け説明会
の開催などにより丁寧な説明に努めているところであり、今後とも漁業者の意
見を参考にしながら、適切な運用となるよう対応していきます。

農林水
産部

水産振
興課

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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【第三部】
五、米価の大暴落を止め、物価高騰対策を講じて農林水産業を
守る取り組みを。
　７、三陸沿岸漁業・水産業の復興・再生へ以下の対策を講じる
こと。
　　８） 福島原発事故による放射能汚染対策と風評被害対策に
取り組み、損害の全面賠償を実現すること。福島原発事故の汚
染水の海洋投棄に反対すること。

　ＡＬＰＳ処理水の処分に関する基本方針については、国のＡＬＰＳ小委員会に
おいて、専門家が風評影響など社会的な観点も含めた総合的な議論を行い、
技術的に可能な処分方法を検討し、海洋放出がより現実的であるとした報告
書を踏まえ、国において決定したとされています。
　また、その安全性について、県としては、専門的知見に基づき中立公正な立
場で独立して職権を行使する国の原子力規制委員会において、科学的根拠を
もって判断されるべきものと考えており、その判断においては、安全性が確保
される方法により、確実に処理が行われること、原子力安全分野における国際
的な基準の策定等に関する権限を有するＩＡＥＡ、国際原子力機関による安全
性の確認・評価と情報発信が行われることが重要であると考えています。
　県では、これまで、様々な機会を捉えて、国が責任をもって、科学的根拠に基
づく丁寧な説明はもとより、安全に関する客観的で信頼性の高い情報の発信
や、安全性をさらに高める処理技術の研究開発の継続などを行うよう、繰り返
し求めてきたところです。
　また、これまでの東日本大震災津波からの復興の取組や本県の自然・産業
に影響を及ぼすことのないよう、徹底した安全対策とあらゆる分野に対応した
実効性のある風評対策が講じられる必要があると考えており、処理水の安全
性や風評影響への懸念の声に真摯に対応し、県民の安全・安心と理解が得ら
れるような具体的な取組を行うよう、引き続き、市町村や関係団体と連携を図
りながら、様々な機会を捉えて国に要望していきます。
（次ページへ続く）

復興防
災部

復興危
機管理
室

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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（前ページからの続き） 　ＡＬＰＳ処理水の処分に関する基本方針については、国のＡＬＰＳ小委員会に
おいて、専門家が風評影響など社会的な観点も含めた総合的な議論を行い、
技術的に可能な処分方法を検討し、海洋放出がより現実的であるとした報告
書を踏まえ、国において決定したとされています。
　県としては、処理水の処分は、本県の自然環境や漁業をはじめとする産業に
影響を及ぼすものであってはならないと考えており、政府予算要望を始め様々
な機会を捉えて、関係団体や関係市町村等に対する丁寧な説明と慎重な対応
を要望してきたところです。
　今後においても、国が責任をもって、市町村・関係機関をはじめ国内外の理
解を得るための科学的根拠に基づく丁寧かつ十分な説明を行い、真摯に関係
者等の声を聞き、理解を得る取組を継続するとともに、安全に関する客観的で
信頼性の高い情報の発信や、万全な風評対策、処理技術の研究開発の継続
など、国内外の理解と安心が得られるような取組の確実な実施を引き続き、求
めていきます。

農林水
産部

農林水
産企画
室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
六、非常事態の気候危機打開へ、脱炭素、省エネ・再エネを進め
る社会システムの大改革を
　1、2030年度までに温室効果ガス削減量を57％削減する県の地
球温暖化対策実行計画改定の具体化を図り、県民・事業者、市
町村との連携を強化して、気候危機打開に本格的に取り組むこ
と。
　　1） 気候危機打開の緊急性と重要性を行政と県民、事業者、
市町村が共有し、力を合わせて2030年までに温室効果ガス排出
量を57％削減する第二次岩手県地球温暖化対策実行計画改訂
を推進すること。

　地球温暖化に伴う気候変動の危機に対応するため、本県の温室効果ガス排
出量を2030年度に2013年度比で57％削減する目標を掲げる、岩手県地球温
暖化対策実行計画の改訂を進めています。
　取組の推進においては、知事を本部長とした「岩手県地球温暖化対策推進
本部」を中心とした全庁的な施策推進体制の強化や、「温暖化防止いわて県
民会議」への金融機関の参画、「県市町村ＧＸ推進会議」の新設等により、地
域経済と環境に好循環をもたらす、持続可能な脱炭素社会の実現に取り組ん
でいきます。

環境生
活部

環境生
活企画
室

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置
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【第三部】
六、非常事態の気候危機打開へ、脱炭素、省エネ・再エネを進め
る社会システムの大改革を
　1、2030年度までに温室効果ガス削減量を57％削減する県の地
球温暖化対策実行計画改定の具体化を図り、県民・事業者、市
町村との連携を強化して、気候危機打開に本格的に取り組むこ
と。
　　2） すべての市町村が「実行計画」（区域施策編）の策定を求
められており、2050年のCO2排出「実質ゼロ」や30年までの県の
57％削減に呼応した実行計画を、住民参加で策定するよう県とし
て支援すること。

　市町村の実行計画策定については、県市町村GX推進会議を新たに立ち上
げ、県と市町村の連携強化の下、先行事例の情報共有や横展開を図るほか、
計画策定に要する費用の一部を補助するなど県としても積極的にな支援を
行っていきます。
【令和５年度一般会計当初予算】
　・再生可能エネルギー導入促進事業費（138,789千円）

環境生
活部

環境生
活企画
室

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
六、非常事態の気候危機打開へ、脱炭素、省エネ・再エネを進め
る社会システムの大改革を
　1、2030年度までに温室効果ガス削減量を57％削減する県の地
球温暖化対策実行計画改定の具体化を図り、県民・事業者、市
町村との連携を強化して、気候危機打開に本格的に取り組むこ
と。
　　3） 県民と各分野の事業者、団体が、温室効果ガス57％削減
目標を共有し、協力して省エネルギーと再生可能エネルギーの
導入取り組むこと。

　岩手県地球温暖化対策実行計画の推進においては、全県的な団体・機関で
構成する「温暖化防止いわて県民会議」を中心に、構成団体相互の連携や協
働によって、地球温暖化を防止する具体的な行動に取り組む県民運動を展開
していきます。

環境生
活部

環境生
活企画
室

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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【第三部】
六、非常事態の気候危機打開へ、脱炭素、省エネ・再エネを進め
る社会システムの大改革を
　1、2030年度までに温室効果ガス削減量を57％削減する県の地
球温暖化対策実行計画改定の具体化を図り、県民・事業者、市
町村との連携を強化して、気候危機打開に本格的に取り組むこ
と。
　　4）全庁的な推進本部、各界が参加する県民運動の推進本部
を設置し取り組むこと。

　県では、知事を本部長とし、副知事、各部局長等で構成する「岩手県地球温
暖化対策推進本部」を設置して、地球温暖化対策の推進に向けて、全庁的な
施策推進の取組の強化や関係部局による連携を図っています。
　また、全県的な団体・機関で構成する「温暖化防止いわて県民会議」を中核
とした体制を拡充強化し、構成団体相互の連携や協働によって、地球温暖化
を防止する具体的な行動に取り組む県民運動を展開しています。

環境生
活部

環境生
活企画
室

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
六、非常事態の気候危機打開へ、脱炭素、省エネ・再エネを進め
る社会システムの大改革を
　２、脱炭素、省エネ・再エネを進める社会システムの大改革をめ
ざすこと
　　１） 電力分野、産業分野、運輸・交通分野、都市・住宅、自治
体の各分野で、省エネ・再エネの具体的な計画を持ち、具体的な
支援策も講じ、社会システムの改革をめざすこと。

　地球温暖化に伴う気候変動の危機に対応するため、本県の温室効果ガス排
出量を2030年度に2013年度比で57％削減する目標を掲げる、岩手県地球温
暖化対策実行計画の改訂を進めています。
　取組の推進においては、知事を本部長とした「岩手県地球温暖化対策推進
本部」を中心とした全庁的な施策推進体制の強化や、「温暖化防止いわて県
民会議」への金融機関の参画、「県市町村ＧＸ推進会議」の新設等により、全
県的に各種施策を展開していきます。

環境生
活部

環境生
活企画
室

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置
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　省エネ家電への買い替えの効用については、「いわてわんこ節電所」のウェ
ブサイトを通じて啓発を行ってきており、昨今の物価上昇で省エネに対する関
心がより一層高まる中で、県内自治体による省エネ家電への買い替え促進
キャンペーンにもつながっています。

環境生
活部

環境生
活企画
室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

　県では、「住みたい岩手の家づくり促進事業」により、県産木材の一定量以上
使用した住宅の新築・リフォームについて省エネ性能証明等を取得した場合に
補助額を加算しており、令和５年度は、対象件数を拡充して実施することとして
います。また、令和４年度から「住まいの省エネルギ―改修推進事業」により、
躯体等の断熱改修及び給湯設備等の高効率化について補助を実施している
ところです。

県土整
備部

建築住
宅課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
六、非常事態の気候危機打開へ、脱炭素、省エネ・再エネを進め
る社会システムの大改革を
　２、脱炭素、省エネ・再エネを進める社会システムの大改革をめ
ざすこと
　　2） 省エネルギーの推進に当たっては、高断熱の住宅の整備
を推進し、県産材の活用を含めた一体的な県の補助制度を拡充
すること。長野県等の取り組みを参考に省エネの電気製品等の
普及を図ること。
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【第三部】
六、非常事態の気候危機打開へ、脱炭素、省エネ・再エネを進め
る社会システムの大改革を
　２、脱炭素、省エネ・再エネを進める社会システムの大改革をめ
ざすこと
　　3） 再生可能エネルギーの導入に当たっては、県営住宅を含
め県有公共施設への太陽光発電の設置を推進すること。住宅、
事業所、農地等への太陽光発電の設置を推進すること。森林破
壊や土砂崩れ、住環境破壊となる乱開発を許さず、環境を守る
規制を強化すること。
　　　水力・太陽光・風力・地熱・バイオマス発電など具体的な目
標を掲げて、地産地消の立場で推進すること。

　県有施設への太陽光発電設置については、令和４年度に実施している導入
可能性調査の実施結果を取りまとめた後、それぞれの施設における最適な導
入手法や優先順位などを吟味した上で、令和５年度に具体的な導入計画を作
成し、関係部局と連携しながら順次導入を図っていきます。
　事業者向けには自家消費型の太陽光発電設備の設置に対する支援を行うと
ともに、住宅、農地等への太陽光発電設備の設置については関係部局と連携
の上、導入促進に向けた検討を進めていきます。
　国では、太陽光発電及び風力発電のうち、大規模な事業について環境影響
評価法に基づく環境アセスメントの対象としており、本県でも、法の対象となら
ない事業で一定規模以上のものについて、太陽光発電は令和２年４月から、
風力発電は令和４年10月から、それぞれ国よりもさらに厳しい規模要件で岩手
県環境影響評価条例に基づく環境アセスメントの対象としています。
 　国や県のアセスメントの対象とならない事業についても、環境保全に関する
遵守事項等が盛り込まれた国の「事業計画策定ガイドライン」や「環境配慮ガ
イドライン」を開発事業者に周知し、環境への配慮を求めているところです。
　なお、大規模な発電施設は個別の土地利用を規制する法令等にしたがって
整備されることが前提であり、今後も国や関係部局と連携し、環境と調和した
再生可能エネルギーの導入促進のための適切な制度運用に努めていきます。
　全国的にも優位な風力、地熱をはじめ、太陽光、水力、バイオマスなど本県
の再生可能エネルギーの高いポテンシャルを踏まえ、改訂中の「第２次岩手県
地球温暖化対策実行計画」において、2030年度における再生可能エネルギー
による電力自給率66％を目標として掲げており、エネルギーの地産地消を見
据え、地域ごとに活用しやすい再生可能エネルギーの創出・導入・利用拡大を
推進していきます。
【令和５年度一般会計当初予算】
　・再生可能エネルギー導入促進事業費（138,789千円）

環境生
活部

環境生
活企画
室

環境保
全課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置
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　県では、岩手県バス協会に対する補助である運輸事業振興費補助を通じ
て、環境にやさしい低排出ガス車両等の導入に対する支援を行っているほか、
無理のない範囲で自家用車と公共交通の使い分けを推進する、公共交通ス
マートチャレンジ月間を実施し、CO2の排出削減等に関する県民や事業者等
の意識の醸成を図っているところです。
　今後も引き続き、地域公共交通の維持・確保に加え、環境保全の観点からも
公共交通の利用の促進等に取り組んでいきます。

ふるさと
振興部

交通政
策室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

　県では、地球温暖化対策実行計画において、運輸における省エネルギー化
の推進に向け、乗用車の登録台数に占める次世代自動車の割合の増加を目
標として掲げています。
　また、の普及に向けては、バス・タクシーのＥＶ化のための補助や中小事業
者等が太陽光発電設備等と合わせてＥＶを導入する場合の補助事業を実施す
るなどモデル的な取組を行う中で本県におけるＥＶの普及促進を図っていきま
す。
【令和５年度一般会計当初予算】
　・ＥＶ等普及促進事業（104,004千円）、再生可能エネルギー導入促進事業費
（138,789千円）

環境生
活部

環境生
活企画
室

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
七、ジェンダー平等の日本と岩手へ、今こそ政治の転換を
　１、男女の賃金格差を政治の責任で是正すること
　　１） 男女賃金格差の是正をはじめ、働く場でのジェンダー平等
を進めること
　　　① 男女の賃金格差を政治の責任で是正すること。企業に男
女別平均賃金の把握、公表、格差是正計画の策定・公表を義務
付けること。

　県では、岩手労働局と連携して、安定的な雇用の確保、女性の活躍促進に
向けた雇用環境の確保等について関係団体に対し要請を行っているところで
す。
　また、男女雇用機会均等法やパートタイム・有期雇用労働法等、均等待遇等
に関する関係法令や正規雇用への転換等に取り組む事業主に対する国の助
成制度等について、県ホームぺージ等により周知・啓発を図っています。

商工労
働観光
部

定住推
進・雇用
労働室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
六、非常事態の気候危機打開へ、脱炭素、省エネ・再エネを進め
る社会システムの大改革を
　２、脱炭素、省エネ・再エネを進める社会システムの大改革をめ
ざすこと
　　4） EV車（電気自動車）の普及を軸に、2030年までの普及目標
を持って取り組むこと。鉄道・バスなどの公共交通システムを構
築し積極的に推進すること。
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【第三部】
七、ジェンダー平等の日本と岩手へ、今こそ政治の転換を
　１、男女の賃金格差を政治の責任で是正すること
　　１） 男女賃金格差の是正をはじめ、働く場でのジェンダー平等
を進めること
　　　② 女性が多く働く介護・福祉・保育などケア労働の賃金を引
き上げること。雇用の正規化と長時間労働の是正に取り組むこ
と。

【介護従事者】
　県では、これまで国に対して、介護サービスの提供に関わる全ての従事者を
処遇改善の対象にすることや、全産業平均の賃金水準に達するまで、更なる
処遇改善を継続的に行うよう要望してきたところであり、令和４年２月から９月
までの間、介護職員の収入を３％程度（月額9,000円）引き上げるため措置が
講じられ、令和４年10月以降は、臨時の報酬改定により、介護職員等ベース
アップ等支援加算が創設され、同様の措置が継続されています。

【障がい福祉関係】
　国の令和３年度補正予算において、令和４年２月から９月までの間の福祉・
介護職員の処遇を改善するため、標準的な職員配置の事業所で福祉・介護職
員１人当たり月額9,000円相当の交付金を交付する「福祉・介護職員処遇改善
臨時特例交付金」が予算措置され、令和４年10月以降は、ベースアップ等加算
が新設され、同様の措置が継続されているところです。今後も、事業者が良質
なサービスを提供できるよう、国の動向等を注視しながら、必要に応じ報酬単
価や加算等の見直しを要望していきます。

【保育士】
　県では、処遇改善等加算の活用の促進により保育士の処遇改善を図ってい
ます。
　また、県は、国に対して、保育士の抜本的な処遇改善策を実施するよう繰り
返し働きかけてきたところであり、令和４年２月から９月までの間、保育士等の
収入を３％程度（月額9,000円）引き上げるための措置が講じられ、令和４年10
月以降は、公定価格の改定により同様の措置が継続されています。
（次ページへ続く）

保健福
祉部

長寿社
会課

障がい
保健福
祉課

子ども
子育て
支援室

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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（前ページからの続き） 　県では、非正規雇用労働者の正規雇用転換や労働者派遣の適正な運用に
向け、岩手労働局等と連携して経済団体等への要請活動を行っており、労働
委員会では労使双方からの相談対応を行うなど、雇用のルール確立に取り組
んでいます。
　加えて、令和２年度以降国の就職氷河期世代加速化交付金を活用して、相
談支援の拡充やe-ラーニング、職場見学会等を実施することにより、対象者の
事情により添った支援に努めています。
　さらに、就職氷河期世代が活躍できる環境づくり等を進めるための企業向け
セミナーを実施しており、企業に対する働きかけも行っています。
　令和５年度は、職場見学会動画を活用したマッチング支援を実施することと
しており、今後も、非正規雇用労働者等の正社員化に向けた支援に取り組ん
でいきます。
　また、長時間労働の是正については、「いわてで働こう推進協議会」を核とし
た「いわて働き方改革推進運動」の展開等により取り組んでいきます。
【令和５年度一般会計当初予算措置】
　地域就職氷河期世代支援事業費（13,218千円）、いわて働き方改革加速化
推進事業費（8,222千円）、各種労働講座開設費（1,425千円）

商工労
働観光
部

定住推
進・雇用
労働室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
七、ジェンダー平等の日本と岩手へ、今こそ政治の転換を
　１、男女の賃金格差を政治の責任で是正すること
　　１） 男女賃金格差の是正をはじめ、働く場でのジェンダー平等
を進めること
　　　③ 家族的責任と働くことを両立できる労働のルールをつくる
こと。

　一般事業主行動計画の策定を促進するため、国では仕事と家庭の両立支援
に取り組む中小企業事業主等に対する助成制度を設けています。
　県においても、岩手労働局と連携しながら、セミナーの開催等により、国の助
成制度の利用促進を含む周知啓発を行うとともに、国に対し、助成制度や税
制優遇措置の拡大について要望しているほか、県が取り組む「いわて働き方
改革推進運動」においては、従業員の労働環境の改善をはじめとした魅力あ
る職場づくりに向けた企業の取組に対する表彰や、取組内容のＰＲ等により仕
事と家庭の両立支援に取り組んでいるところです。
　令和５年度一般会計当初予算において、働き方改革の一層の推進を図るた
め8,222千円を計上したほか、柔軟で多様な働き方の実現など、企業の若者や
女性に魅力ある雇用・労働環境の整備に対する補助として11,170千円を計上
したところであり、引き続き、企業の取組を支援していきます。

商工労
働観光
部

定住推
進・雇用
労働室

Ｂ　実現
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　県では、「いわて男女共同参画プラン」に基づき、雇用の場において、男女均
等な機会・待遇が確保されるなど雇用環境が整備され、男女が対等なパート
ナーシップを発揮し、いきいきと働くことができるよう、関係機関と連携した取組
を行っており、今後も継続して取り組んでいきます。

環境生
活部

若者女
性共同
参画室

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

　県では、広域振興局や地域ジョブカフェ等に労働相談窓口を設置しているほ
か、労働委員会においてフリーダイヤル「労働相談なんでもダイヤル」を設置
し、岩手労働局と緊密な連携を図り労働相談に対応しており、違法なハラスメ
ントに関する相談については岩手労働局に伝えるなど、事態の改善につなげ
ています。
　また、各種セミナーや講演会において普及啓発するとともに、就業支援員や
労働委員会における労使双方からの相談対応等を行っているところであり、引
き続き、これらの取組により派遣労働者の適切な雇用・労働環境の確保に努
めていきます。

商工労
働観光
部

定住推
進・雇用
労働室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
七、ジェンダー平等の日本と岩手へ、今こそ政治の転換を
　２、選択的夫婦別姓、LGBT平等法の実現をめざし、同性婚を認
め、多様性が尊重される社会の実現をめざすこと。県として同性
パートナーシップ制度（東京都を含め導入人口は約5割）を導入
すること。
　　1 ) 選択的夫婦別姓制度を早急に導入すること。

　選択的夫婦別姓制度は、男女共同参画社会の実現に向けて重要な事項で
あることから、広く丁寧に議論され、困難に直面している人たちの問題が解消
されるべきと考えています。

環境生
活部

若者女
性協働
推進室

Ｓ　その
他

【第三部】
七、ジェンダー平等の日本と岩手へ、今こそ政治の転換を
　１、男女の賃金格差を政治の責任で是正すること
　　１） 男女賃金格差の是正をはじめ、働く場でのジェンダー平等
を進めること
　　　④ ハラスメントを明確に禁止し、なくすこと。
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【第三部】
七、ジェンダー平等の日本と岩手へ、今こそ政治の転換を
　２、選択的夫婦別姓、LGBT平等法の実現をめざし、同性婚を認
め、多様性が尊重される社会の実現をめざすこと。県として同性
パートナーシップ制度（東京都を含め導入人口は約5割）を導入
すること。
　　２） LGBT平等法を制定し社会のあらゆる場面で性的マイノリ
ティーの権利保障と理解促進を図ること。

　ＬＧＢＴ等性的マイノリティへの理解促進等を目的とした法律については、国
において検討が進められていると承知しています。

環境生
活部

若者女
性協働
推進室

Ｓ　その
他

【第三部】
七、ジェンダー平等の日本と岩手へ、今こそ政治の転換を
　２、選択的夫婦別姓、LGBT平等法の実現をめざし、同性婚を認
め、多様性が尊重される社会の実現をめざすこと。県として同性
パートナーシップ制度（東京都を含め導入人口は約5割）を導入
すること。
　　３） 同性婚を認める民法の改正を行うこと。

　同性婚の実現については国の動向を注視していきます。 環境生
活部

若者女
性協働
推進室

Ｓ　その
他

【第三部】
七、ジェンダー平等の日本と岩手へ、今こそ政治の転換を
　２、選択的夫婦別姓、LGBT平等法の実現をめざし、同性婚を認
め、多様性が尊重される社会の実現をめざすこと。県として同性
パートナーシップ制度（東京都を含め導入人口は約5割）を導入
すること。
　　４） 県として、同性パートナーシップ制度を早急に導入するこ
と。

　パートナーシップ制度については、市町村の制度導入を支援するとともに、
制度を導入した市町村間で円滑に調整や連携が図られるよう促進することを
目的として、県として指針に相当するものを整理の上、市町村等に示すことを
検討しています。

環境生
活部

若者女
性協働
推進室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

192 



日本共産党岩手県委員会(2022年12月26日)

意見提言内容 取組状況 部局名
回答
課名

反映
区分

　ＤＶ防止のための県民への普及啓発や支援者向けの研修を実施するととも
に、被害者を保護する体制の充実について北海道東北地方知事会を通じて国
に要望しているところです。今後も引き続き国へ働きかけを含め、ＤＶ防止対策
の充実に努めていきます。

保健福
祉部

子ども
子育て
支援室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

　「刑法」及び「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」
の改正については、立法府において対応するものと認識しています。
　県警察としては、現行の法規定を適正に執行して取締りを強化するとともに、
被害者の支援に努めていきます。

警察本
部

人身安
全少年
課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
七、ジェンダー平等の日本と岩手へ、今こそ政治の転換を
　３、女性に対するあらゆる暴力を根絶する取り組みを強化する
こと
　　２）痴漢被害の実態を調査し、相談窓口の充実、加害根絶の
ための啓発や加害者更生を推進し、「痴漢ゼロ」の取り組みを強
化すること。

　県警察では、痴漢被害を認知した場合は、発生現場に赴いた上で、所要の
捜査を行っています。
　また、性犯罪被害相談電話全国共通番号「＃８１０３（ハートさん）」や県警察
本部の性犯罪相談電話「０１２０－７９７－８７４」等、被害に遭われた方が相談
しやすい環境を整備しています。
　さらに、痴漢に特化したものではありませんが、一般的な各種犯罪の発生情
報を、県警ホームページの「安全・安心マップ」及びぴかぽメールの「不審者情
報」で提供しています。
　なお、これらの情報には痴漢を疑う行為が含まれることもあります。
　県警察としては、引き続き各種法令を適正に執行して、痴漢のほか性犯罪の
取り締まりを強化するとともに、加害者を面接・指導するなど加害者の更生に
努めていきます。

警察本
部

人身安
全少年
課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
七、ジェンダー平等の日本と岩手へ、今こそ政治の転換を
　３、女性に対するあらゆる暴力を根絶する取り組みを強化する
こと
　　１）刑法・DV防止法を改正し、被害者支援を強化すること。
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【第三部】
七、ジェンダー平等の日本と岩手へ、今こそ政治の転換を
　３、女性に対するあらゆる暴力を根絶する取り組みを強化する
こと
　　３）日本が責任を負う戦時性暴力＝「慰安婦」問題の解決を進
めること。

　「慰安婦」問題は外交関係の事項のため、国において対応すべきものと考え
ています。

総務部 総務室 Ｓ　その
他

【第三部】
七、ジェンダー平等の日本と岩手へ、今こそ政治の転換を
　４、リプロダクティブ・ヘルス＆ライツ（性と生殖に関する健康と
権利）の視点に立った取り組みを進めること
　　１）子どもの年齢、発達に即した、科学的な「包括的性教育」を
公教育に導入すること

　性に関する指導について、県教育委員会では、指導のリーフレットや授業の
指導案を作成していることろであり、各学校では、これらを活用して授業を行う
とともに、特別活動等において産科医師や助産師などの専門家を講師に講演
会なども開催しています。
　今後も、指導に当たっては、各学校の年間指導計画に組み入れ計画的に進
めていくほか、保護者や地域の医師会、保健所などの関係機関と連携しなが
ら内容の充実に努めていきます。

教育委
員会事
務局

保健体
育課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
七、ジェンダー平等の日本と岩手へ、今こそ政治の転換を
　４、リプロダクティブ・ヘルス＆ライツ（性と生殖に関する健康と
権利）の視点に立った取り組みを進めること
　　２）避妊も中絶も女性の大切な権利です。避妊薬と緊急避妊
薬を安価で入手しやすくすること。中絶薬を早期に認可し、中絶
医療を国際水準まで高めること。

　人工妊娠中絶薬の承認の可否等については、厚生労働省薬事・食品衛生審
議会医薬品第一部会において審議され、医薬品第一部会としては承認が了承
されたものの、本剤については社会的関心が極めて高いことから、パブリック
コメント手続きを行った後、上位組織である薬事分科会において再度議論する
こととされています。
　緊急避妊薬のスイッチＯＴＣ化については、厚生労働省の医療用から要指
導・一般用への転用に関する評価検討会議において課題点及びその対応策
を検討しており、パブリックコメントを実施した上で再度議論し、薬事分科会要
指導・一般用医薬品部会に意見を提示することとされています。
　また、国において、緊急避妊薬販売に係る環境整備のための調査が行われ
ることから、県としては、引き続き、国の動向を注視していきます。

保健福
祉部

健康国
保課

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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【第三部】
七、ジェンダー平等の日本と岩手へ、今こそ政治の転換を
　４、リプロダクティブ・ヘルス＆ライツ（性と生殖に関する健康と
権利）の視点に立った取り組みを進めること
　　３）明治期から残る刑法の自己堕胎罪や、母体保護法の配偶
者同意要件を廃止すること。

　母体保護法の配偶者同意要件については、厚生労働省からの通知などによ
り運用上同意が不要なケースも示されているところであり、自己堕胎罪も含め
て様々な議論がなされていることは承知しています。
　県としては、各保健所を女性健康支援センターとして位置づけ、女性特有の
心身の悩みの相談に対応するとともに、保健指導、健康教育を実施している
ほか、産婦人科医や助産師等が学校に出向く講演会等を開催しており、こうし
た取組を通じてデートＤＶや望まない妊娠の防止に努めていきます。
　法改正については国の動向を注視します。

保健福
祉部

子ども
子育て
支援室

Ｓ　その
他

【第三部】
七、ジェンダー平等の日本と岩手へ、今こそ政治の転換を
　４、リプロダクティブ・ヘルス＆ライツ（性と生殖に関する健康と
権利）の視点に立った取り組みを進めること
　　４）生理用品の恒久的な無料配布、学校など公的施設のトイ
レへの設置を進めること。

　本県では、新型コロナウイルス感染症の影響により困難を抱える女性を支援
するため、令和３年７月に、国の地域女性活躍推進交付金及び新型コロナウイ
ルス感染症対応地方創生交付金を活用して開設した「いわて女性のスペース・
ミモザ」において、市町村や大学等へ生理用品の提供を行っています。
　引き続き、市町村や大学と連携しながら生理用品の提供に取り組んでいきま
す。

環境生
活部

若者女
性協働
推進室

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置
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　県では、誰もが働きやすい労働環境の整備の促進に向け、企業向けセミ
ナーの開催などを通じて、経営者の意識醸成や企業文化の醸成の取組を促
進しています。
　また、若者や女性にも魅力ある職場づくりを推進するため、「魅力ある職場づ
くり推進事業費」を新たに予算措置し、多様な働き方の普及を図るとともに、労
働時間の削減やオフィス環境の改善など誰もが働きやすい雇用・労働環境の
整備への支援に取り組みます。
【令和５年度一般会計当初予算措置】
いわて働き方改革加速化推進事業費（8,222千円）、各種労働講座開設費
（1,425千円）、魅力ある職場づくり推進事業費（11,170千円）

商工労
働観光
部

定住推
進・雇用
労働室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

　生理の知識を含めた性に関する指導に当たっては、発達の段階を踏まえる
こと、学校全体で共通理解を図ること、保護者の理解を得ることなどに配慮し
ながら、児童生徒が性に関する正しい知識や行動選択を身に付けさせること
が重要であると考えています。
　指導に当たっては、各学校の年間指導計画に組み入れ計画的に進めていく
ほか、保護者や地域の医師会、保健所などの関係機関と連携しながら内容の
充実に努めていきます。

教育委
員会事
務局

保健体
育課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
七、ジェンダー平等の日本と岩手へ、今こそ政治の転換を
　５、意思決定の場に女性を増やし、あらゆる政策にジェンダー
平等の視点を貫くこと
　　１）「2030年までに政策・意思決定の構成を男女半々に」の目
標を掲げ、本気の取り組みを進めること。

　本県では、岩手県男女共同参画プランにおいて、政治や行政、民間など「政
策・方針決定過程への女性の参画拡大」を目指しているところであり、その実
現に向けては女性が活躍できる社会の構築が重要であることから、多様な働
き方に対応した女性活躍認定企業の普及や女性リーダーの育成などに取り組
んでいきます。

環境生
活部

若者女
性協働
推進室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
七、ジェンダー平等の日本と岩手へ、今こそ政治の転換を
　４、リプロダクティブ・ヘルス＆ライツ（性と生殖に関する健康と
権利）の視点に立った取り組みを進めること
　　５）職場や学校などで生理に関する知識や理解を深め、女性
が過ごしやすい環境を整えること。
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【第三部】
七、ジェンダー平等の日本と岩手へ、今こそ政治の転換を
　５、意思決定の場に女性を増やし、あらゆる政策にジェンダー
平等の視点を貫くこと
　　2）政治分野における男女共同参画推進法の立法の趣旨に沿
い、パリテ（男女議員同数化）に取り組むこと。

　地方議会における女性議員割合の向上のためには、女性が活躍できる地域
社会の構築が重要であることから、多様な働き方に対応した女性活躍認定企
業の普及や女性リーダーの育成に向けた研修の実施などに取り組んでいきま
す。

環境生
活部

若者女
性協働
推進室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
七、ジェンダー平等の日本と岩手へ、今こそ政治の転換を
　５、意思決定の場に女性を増やし、あらゆる政策にジェンダー
平等の視点を貫くこと
　　3）女性差別撤廃条約を実効あるものにするため、「調査制度」
と「個人通報制度」を定めた選択議定書の早期批准を求めるこ
と。

　女子差別撤廃条約に係る選択議定書の批准については、国において、世界
の動向や国内諸制度との関係を考慮しつつ、課題整理を行いながら具体的な
検討を行うこととしていることから、国の動向を注視していきます。

環境生
活部

若者女
性協働
推進室

Ｓ　その
他

【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　１、新型コロナ感染の急拡大から子どもの健康と安全、ゆきとど
いた教育を進めること
　　１） 学校・教室で三密回避、不織布マスク、手洗い、消毒など
の基本的な感染対策と定期的頻回の検査・随時の検査を徹底す
ること。すべて学校にスクールサポートスタッフを配置すること。

　県教育委員会では、文科省から出されている衛生管理マニュアルを踏まえ、
こまめな手洗いや消毒、工夫しながらの換気など基本的な感染症対策の徹底
のほか、県立学校においては、感染拡大防止に向け、複数の感染者等が発生
した場合や、部活動の大会前などに学校長の判断で検査が実施できるよう抗
原検査キットの配備や、小学校及び特別支援学校の教職員を対象に、地域の
感染状況に応じて、原則週２回の集中検査を実施するなど、学校における感
染予防対策に取り組んでいます。
　引き続き、衛生管理マニュアルを踏まえ、地域の感染レベルに応じた対応を
適切に行うとともに、感染予防対策を徹底していきます。
　新型コロナウイルス感染症の影響により増加している教職員の業務（消毒作
業や健康管理業務等）を支援するため、令和２年度から、各校にスクールサ
ポートスタッフを配置しています。今後の配置規模や期間については、国の新
型コロナウイルス感染症対策や経口薬の開発・普及等を注視しつつ、県内の
感染状況やワクチン接種状況等を踏まえ適切に判断します。

教育委
員会事
務局

保健体
育課

教職員
課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置
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【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　１、新型コロナ感染の急拡大から子どもの健康と安全、ゆきとど
いた教育を進めること
　　２） 全国学力テストの中止を求めること。県の学習定着度調
査（2学科に減）を見直し中止すること。

　本県における諸調査の実施については、正答率による比較をねらうものでは
なく、諸調査の適切な活用の在り方について、様々な機会を通じて市町村教育
委員会や学校等と十分な共通理解を図りながら、児童生徒一人ひとりの資質・
能力を伸ばすための授業改善等の取組を推進しています。
　今後も、教員の負担軽減を図りながら、各学校が調査結果の分析・活用に今
まで以上に注力できるように取り組んでいきます。

教育委
員会事
務局

学校教
育室

Ｃ　当面
は実現
できな
いもの

【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　１、新型コロナ感染の急拡大から子どもの健康と安全、ゆきとど
いた教育を進めること
　　３） 国として小学校全学年で早急に35人学級を実現すること。
中学校にまで拡充を求めること。

　少人数学級の実現に向けて、長年要望を続けてきたところであり、国では、
※義務標準法の改正により令和３年度から５年をかけて小学校６年生まで段
階的に35人学級へ引き下げているところです。
　本県では、国の加配教員を活用して、小学校及び中学校の全ての学年にお
いて国に先駆けて35人以下学級を実施しているところですが、令和４年６月に
も、35人学級を中学校まで拡充し、教職員体制の一層の充実を図るよう要望し
たところです。今後も国の方針を踏まえて、より充実した教育が行われるように
努めていきます。

※　公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律

教育委
員会事
務局

教職員
課

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　２、学校教育と部活動から一切の体罰・暴言等暴力行為を根絶
する取り組みを徹底すること。
　　１） 県立不来方高校でのバレー部員の自殺や顧問教師によ
る異常なパワハラ事件が相次いで発生しました。体罰や暴言な
ど暴力行為は児童生徒の人権を侵害するものであり、学校教育
の場ではもとよりスポーツなど部活動の場でもあってはならない
ものです。再発防止「岩手モデル」の策定に当たっては、顧問教
師の暴言・暴力が長期わたって放置された県教委と学校の対応
を徹底的に検証し、再発防止の対策に生かすこと。県教委の対
応について調査・検証し処分を速やかに行うこと。

　第三者委員会の調査報告書において、前任校の事案における学校及び県
教委の対応が不十分であったという指摘を踏まえ、再発防止「岩手モデル」策
定委員会の部会の中で、学校及び県教委における当時の対応状況や対応と
して不足していた点などについて明らかにするため、作業を進めているところ
です。 引き続き、策定委員会での協議を踏まえながら必要な作業を進め、当
該校の事案につながることとなった理由を解明していきます。（Ｂ）
　あわせて、人事管理、部活動指導者の資質向上、自殺予防教育及び部活動
参加体制等の点からも、再発防止に向けて方策を検討していきます。（県立学
校人事担当、Ｂ）（学校体育担当、Ａ）
　なお、県教育委員会の対応については、関係者の聴取を行い、処分の必要
性も含め検討していきます。（Ｂ）

教育委
員会事
務局

教職員
課

保健体
育課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　２、学校教育と部活動から一切の体罰・暴言等暴力行為を根絶
する取り組みを徹底すること。
　　２） 本来生徒の自主的自発的活動である部活動について、部
活動加入を強制しないこと。部活動の地域移行については部活
動の原点に立ち返って慎重に検討すること。

　県教育委員会においては、「岩手県における部活動の在り方に関する方針」
を令和元年８月に改訂し、「部活動は、生徒の自主的・自発的な参加により行
われるものであり、参加を義務付けたり、活動を強制したりしないよう、留意す
ること。」との記載を加え、全ての県立学校において、部活動に係る活動方針
や生徒会規約等に、部活動は任意加入である旨を記載し、周知を図っていま
す。
　また、国が策定し、令和４年12月に公表した「学校部活動及び新たな地域ク
ラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」を踏まえ、県においても
「地域クラブ」等の項目を加え、県の方針改訂に取り組みます。
　市町村教育委員会では、県教育委員会の部活動方針改訂に係る通知に基
づき、全ての市町村教育委員会において部活動の方針が改訂されているとこ
ろです。

教育委
員会事
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【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　２、学校教育と部活動から一切の体罰・暴言等暴力行為を根絶
する取り組みを徹底すること。
　　３） 体罰・暴言の背景にある部活動における勝利至上主義を
是正すること。生徒が主体となって楽しみ、自治能力が身につき
競技力も向上する部活動に改善を図ること。

　大会等で勝つことのみを重視し、過重な練習を強いたり、体罰や生徒の人格
を傷付けたりする言動等の根絶に向け、指導方法、コミュニケーションの充実
等に関する知識や技能に関する研修会を実施し、指導者の資質向上に取り組
んでいきます。
　また、「岩手県スポーツ・文化活動セミナー」を開催し、本県生徒の活動を支
える学校、市町村・市町村教育委員会、関係団体、指導者が一堂に会し、望ま
しい活動・環境の姿の実現に向けて共通理解を図る取組により、質の高い部
活動を推進していきます。

教育委
員会事
務局

保健体
育課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　２、学校教育と部活動から一切の体罰・暴言等暴力行為を根絶
する取り組みを徹底すること。
　　４） 週二日の休養日など、部活動の改善を示したガイドライン
の実行については、スポーツ医科学の成果と全国の先進事例を
学び、活かして取り組むこと。

　「運動部活動研修会」や「コーチング研修会」を実施し、スポーツ医・科学を活
用した指導方法及びスポーツ心理学等についての研修を通して運動部活動担
当者等のコーチングスキルの向上を図り、各学校の運動部活動の充実に取り
組んでいきます。

教育委
員会事
務局

保健体
育課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　３、深刻さを増すいじめ問題に、教職員、保護者、子ども―みん
なの力で取り組むこと。
　　1) いじめ対策の基本として―いじめは人権侵害であり暴力と
いう認識で、目の前のいじめから子どもたちの命、心身を守り抜く
こと。根本的な対策として、いじめが深刻となった要因をなくすこ
とに正面から取り組むこと。

　児童生徒一人ひとりが自他の生命と他者の人権を尊重し、大事にすることを
基軸に据えた教育を推進するとともに、今後もいじめを見過ごすことなく、安
全・安心な学校づくりに取り組みます。

教育委
員会事
務局

学校教
育室
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【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　３、深刻さを増すいじめ問題に、教職員、保護者、子ども―みん
なの力で取り組むこと。
　　2) 学校での取り組みでは以下の点に取り組むこと。
　　　① いじめへの対応を絶対に後回ししない、「子どもの命最優
先」の原則・安全配慮義務を明確にすること。そのためにいじめ
を認知できるように対策と研修を行うこと。

　「『学校いじめ対策組織』を中核とし、組織的にいじめの未然防止・適切な対
処に当たる」を、いじめ対応の重点目標として位置付け、児童生徒の生命・心
身を守る取組を充実させるとともに、自殺予防教育を実施し、児童生徒一人ひ
とりが自他の生命と他者の人権を尊重し、大切にする教育の推進に取り組ん
でいます。
　重点目標に係る取組としては、令和４年度から配置している「いじめ対応・不
登校支援等アドバイザー」を県教委に引き続き配置するとともに、総合教育セ
ンターや各教育事務所による教員研修や高等学校生徒指導連絡協議会での
研修、学校等研修支援訪問を実施するなど、研修機会の確保・充実に取り組
んでいきます。

教育委
員会事
務局

学校教
育室

Ａ　提言
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に沿っ
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【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　３、深刻さを増すいじめ問題に、教職員、保護者、子ども―みん
なの力で取り組むこと。
　　2) 学校での取り組みでは以下の点に取り組むこと。
　　　② いじめの情報は、すぐに全教職員、保護者に知らせ連携
して取り組むこと。

　いじめ発生時の対応として、「岩手県いじめ防止等のための基本的な方針」
を策定しており、学校はいじめの情報があった場合は、学校いじめ対策組織に
おいて、情報共有及び組織的な対応を図ることとしています。
　いじめの疑いが発見された場合は、学校いじめ対策組織に報告する義務が
あることは法でも示されており、今後も、学級担任等がいじめ問題を一人で抱
え込むことなく、速やかに学校いじめ対策組織で情報を共有するとともに、家
庭や教育委員会への連絡・相談を行い、適切な対処を進めていきます。

教育委
員会事
務局

学校教
育室

Ａ　提言
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【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　３、深刻さを増すいじめ問題に、教職員、保護者、子ども―みん
なの力で取り組むこと。
　　2) 学校での取り組みでは以下の点に取り組むこと。
　　　③ 子どもの自主的活動の比重を高めるなど、いじめをやめ
る人間関係をつくること。

　令和４年度は、「児童生徒の『心の居場所づくり』と『絆づくり』の推進」をいじ
め対策の重点目標に対する取組項目の一つとして位置付け、各学校で児童生
徒の「心の居場所づくり」と「絆づくり」に取り組んでいるところです。
　また、いじめ防止に係る児童生徒の主体的な取組を行っている学校の実践
について、リーフレットにまとめ配信することで、広く県内に周知してきたところ
です。
　今後も、全ての児童生徒がいじめを生みださないという態度をもち、心の通い
合う人間関係を構築できるよう、教師が「居場所」をつくり、児童生徒の主体的
な取組による「絆づくり」を推進し、いじめを生まない学校風土づくりに取り組み
ます。

教育委
員会事
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【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　３、深刻さを増すいじめ問題に、教職員、保護者、子ども―みん
なの力で取り組むこと。
　　2) 学校での取り組みでは以下の点に取り組むこと。
　　　④ 被害者の安全を確保し、加害者にはいじめをやめるまで
しっかり対応すること。

　いじめの発見・通報を受けた場合には、速やかに組織的に対応し、被害児童
生徒に寄り添いながら、いじめ解消の要件に基づき適切な対応に努めます。
　また、加害児童生徒に対しては、当該児童生徒の人格の成長を旨とした毅
然とした態度で指導します。

教育委
員会事
務局

学校教
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Ａ　提言
の趣旨
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【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　３、深刻さを増すいじめ問題に、教職員、保護者、子ども―みん
なの力で取り組むこと。
　　2) 学校での取り組みでは以下の点に取り組むこと。
　　　⑤ 被害者・遺族の知る権利を尊重すること。

　学校はいじめを受けた児童生徒やその保護者に対して、寄り添いながら意向
を確認し、意向を尊重しながら調査等を丁寧に行うとともに、事実関係につい
て適時・適切な方法で情報を提供します。

教育委
員会事
務局

学校教
育室
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【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　３、深刻さを増すいじめ問題に、教職員、保護者、子ども―みん
なの力で取り組むこと。
　　3) 教育行政としては以下の課題に取り組むこと。
　　　① 教員の多忙化の解消、30人学級の実現、養護教諭、カウ
ンセラー、ソーシャルワーカーの増員を図り、児童生徒一人一人
に寄り添った取り組みが行われるように教育条件を整備するこ
と。

　教職員の勤務負担軽減については、令和３年２月に策定した「岩手県教職員
働き方改革（2021～2023）」に基づき、時間外在校等時間の縮減等に係る具体
的な目標を掲げた上で、業務のスクラップ・改善や部活動の適正な運営を含む
教職員の負担軽減、健康確保等に向けた具体的取組を総合的に進めていま
す。
　少人数学級の実現に向けて、長年要望を続けてきたところであり、国では、
義務標準法の改正により令和３年度から５年をかけて小学校６年生まで段階
的に35人学級へ引き下げているところです。本県では、国の加配教員を活用し
て、小学校及び中学校の全ての学年において国に先駆けて35人以下学級を
実施しています。今後も国の方針を踏まえて、より充実した教育が行われるよ
うに努めていきます。
　養護教諭の増員についても、国からの加配を活用し、大規模校で、児童生徒
の健康確保や教育相談等の必要性が高い学校に対し養護教諭の複数配置を
実施しています。
　スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの増員については、児童
生徒を取り巻く様々な問題によって、不安や悩み、ストレスを抱える児童生徒
が増加していることから、心のケアや支援体制の構築等による重層的な支援
を充実させていくため、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの
配置時間等の拡充に向けて取り組んでいきます。

教育委
員会事
務局

教職員
課

学校教
育室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　３、深刻さを増すいじめ問題に、教職員、保護者、子ども―みん
なの力で取り組むこと。
　　3) 教育行政としては以下の課題に取り組むこと。
　　　② 全ての学校で、すべての教職員が参加する規模と回数
で、いじめ問題の研修を実施するなど、いじめの解決に取り組む
こと。

　総合教育センターや各教育事務所による教員研修や高等学校生徒指導連
絡協議会での研修、学校等研修支援訪問を実施し、研修機会の充実に取り組
んでいます。
　また、校外で研修を受けてきた受講者は、その内容について、校内研修にお
いて他の教職員に伝達するようにしています。

教育委
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【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　３、深刻さを増すいじめ問題に、教職員、保護者、子ども―みん
なの力で取り組むこと。
　　3) 教育行政としては以下の課題に取り組むこと。
　　　③ 教職員をバラバラにしている教員評価など教員政策を見
直すこと。

　平成19年度から実施している新昇給制度においては、学校が教職員相互の
協働や連携による取組によって成り立つ職場であることを踏まえ、教職員個々
の取組のほか、他の教職員との協働や連携による取組についても重視すべき
ものとしています。

教育委
員会事
務局

教職員
課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　３、深刻さを増すいじめ問題に、教職員、保護者、子ども―みん
なの力で取り組むこと。
　　４） いじめの重大事態については、第三者機関で調査、対応
しその教訓を生かすようにすること。

　いじめ重大事態の調査、対応については、いじめ防止対策推進法や国の基
本方針及びガイドライン等に従い、実施しています。
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　不登校の子どもや保護者への支援においては、子どもや保護者の希望に応
じ、市町村や児童相談所においても相談対応を行っています。今後も引き続
き、学校教職員、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカとの連携を
図りながら、子どもや保護者への支援体制の充実に努めていきます。

保健福
祉部

子ども
子育て
支援室

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

　令和５年度一般会計当初予算に3,628千円を計上し、「24時間子供ＳＯＳダイ
ヤル」「ふれあい電話」「ふれあいメール」等の学校以外の相談窓口を設置する
とともに、他の機関の相談窓口を含めて児童生徒及び保護者への周知を進め
ていきます。
　また、児童生徒や保護者等の不安や悩み等の相談に対応できるよう、スクー
ルカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置を行い、支援体制の充実
に努めていきます。

教育委
員会事
務局

学校教
育室

Ｂ　実現
に努力
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【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　３、深刻さを増すいじめ問題に、教職員、保護者、子ども―みん
なの力で取り組むこと。
　　５） 不登校の子どもを温かく支援し、学校強制でない教育への
権利、安心して休む権利、自分らしく生きられる権利などを保障
する立場から以下の取り組みを強化すること。
　　　① 子どもと親とが安心して相談できる窓口を拡充すること。
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　県では、子ども食堂や学習支援等を行う「子どもの居場所」の全市町村への
拡大を「岩手県子どもの幸せ応援計画」に位置付け、子どもの居場所の開設
や運営の支援に取り組んでいます。
　県内で子どもの支援に取り組む団体や支援機関が参画する「子どもの居場
所ネットワークいわて」にコーディネーターを配置し、参画団体の活動継続と充
実のための情報共有、参画団体の活動内容や子どもの居場所に関する普及
啓発等の情報発信、新規開設に係る立ち上げ支援、食材を提供したい個人・
団体等と子ども食堂とのマッチングなどを行っており、令和５年度一般会計当
初予算に13,636千円を計上したところです。
　引き続き、新規開設・運営継続に関する支援や未実施市町村への働きかけ
を強化することにより、全市町村への設置に取り組みます。

保健福
祉部

子ども
子育て
支援室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

　本県では、総合教育センター内に教育支援センターを設置している他、33の
市町村のうち、22の市町村において、教育支援センターを設置しています。
　今後は、教育支援センター未設置の市町村に対して、児童生徒の居場所の
ひとつとなる、教育支援センターの設置に向け、令和５年度一般会計当初予算
に17,016千円を計上し支援に取り組みます。

教育委
員会事
務局

学校教
育室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　３、深刻さを増すいじめ問題に、教職員、保護者、子ども―みん
なの力で取り組むこと。
　　５） 不登校の子どもを温かく支援し、学校強制でない教育への
権利、安心して休む権利、自分らしく生きられる権利などを保障
する立場から以下の取り組みを強化すること。
　　　② 子どもの居場所として、学校復帰を前提としない公的な
施設を拡充すること。
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　ひきこもりや不登校など、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ど
も・若者に対して関係機関が連携して支援を行うため、岩手県子ども・若者自
立支援ネットワーク会議を設置し、団体間の情報共有や連絡調整により円滑
な支援が図られるよう取り組んでいます。

環境生
活部

若者女
性協働
推進室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

　「不登校児童生徒支援連絡会議」を開催し、教育支援センターやフリースクー
ル等の民間団体等と不登校児童生徒の支援に係る課題を共有するとともに、
支援に向けた連携の在り方を確認しています。
　今後も、フリースクール等民間団体や関係機関等との連携強化に取り組んで
いきます。

教育委
員会事
務局

学校教
育室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　３、深刻さを増すいじめ問題に、教職員、保護者、子ども―みん
なの力で取り組むこと。
　　５） 不登校の子どもを温かく支援し、学校強制でない教育への
権利、安心して休む権利、自分らしく生きられる権利などを保障
する立場から以下の取り組みを強化すること。
　　　④ 不登校の家庭の子育てを支えている親の会などへの公
的支援を行うこと。

　不登校を支える親の会は、同じ立場の親たちが、交流しながら児童生徒のこ
とや不登校についての理解を深める会等を指すものと認識しています。
　今後、多様な支援団体の取組状況を注視していくとともに、引き続き、適切な
支援の在り方について研究を進めていきます。

教育委
員会事
務局

学校教
育室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　３、深刻さを増すいじめ問題に、教職員、保護者、子ども―みん
なの力で取り組むこと。
　　５） 不登校の子どもを温かく支援し、学校強制でない教育への
権利、安心して休む権利、自分らしく生きられる権利などを保障
する立場から以下の取り組みを強化すること。
　　　③ 学校以外の様々な学びの場（フリースクール、フリース
ペースなど）をきちんと認め、公的支援を行い、学校と同等の支
援を目指すこと。
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【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　３、深刻さを増すいじめ問題に、教職員、保護者、子ども―みん
なの力で取り組むこと。
　　５） 不登校の子どもを温かく支援し、学校強制でない教育への
権利、安心して休む権利、自分らしく生きられる権利などを保障
する立場から以下の取り組みを強化すること。
　　　⑤ 学校をすべての子どもにとって“安心して休める学校”に
し、子どもを緊張感から解放すること。

　不登校児童生徒への支援の在り方については、文部科学省から通知等が示
されており、その中で、「学校に登校する」という結果のみを目標にするのでは
なく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指
す支援の視点が示されています。
　県教育委員会でも、この理念の下、支援体制の整備や教職員等の研修に取
り組んでいきます。

教育委
員会事
務局

学校教
育室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　３、深刻さを増すいじめ問題に、教職員、保護者、子ども―みん
なの力で取り組むこと。
　　５） 不登校の子どもを温かく支援し、学校強制でない教育への
権利、安心して休む権利、自分らしく生きられる権利などを保障
する立場から以下の取り組みを強化すること。
　　　⑥ 「不登校を3年で半減」「不登校ゼロ作戦」など学校復帰を
前提とした、子どもや親を追い詰める施策を是正すること。

　本県においては、不登校の未然防止、初期対応、自立支援の取組を各校ご
とに改めて検証、改善を行う、魅力ある学校づくりに取り組んでいます。
　今後も、魅力ある学校づくりの一層の推進に向け、学校における「居場所づく
り」や「絆づくり」に取り組んでいきます。

教育委
員会事
務局

学校教
育室

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

208 



日本共産党岩手県委員会(2022年12月26日)

意見提言内容 取組状況 部局名
回答
課名

反映
区分

【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　３、深刻さを増すいじめ問題に、教職員、保護者、子ども―みん
なの力で取り組むこと。
　　５） 不登校の子どもを温かく支援し、学校強制でない教育への
権利、安心して休む権利、自分らしく生きられる権利などを保障
する立場から以下の取り組みを強化すること。
　　　⑦ 「教育機会確保法」の運用を、子どもや親をさらに追い詰
めないようにするとともに、不登校の子供を支える多様な場への
公的支援を拡充する方向での運用と見直しを進めること。

　多様な教育ニーズに対応するため、教育支援センターやフリースクール等民
間団体と連携し、不登校児童生徒への教育機会を確保していくとともに、本県
においても増加傾向にある外国人の児童生徒等の学びの場の確保について、
関係機関と連携し取り組んでいきます。

教育委
員会事
務局

学校教
育室

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　３、深刻さを増すいじめ問題に、教職員、保護者、子ども―みん
なの力で取り組むこと。
　　６） 高校中退をなくす取り組みを強め、進級・進学・就職に責
任を持つこと。

　入学した生徒に対しては、進路指導の充実や教科指導の工夫等による目的
意識の涵養や、生徒個々に応じた教育相談等により、卒業まで指導することを
基本としています。
　今後も、生徒の多様な能力、意欲、関心、適性に対応したきめ細かな指導を
通して、生徒が充実した高校生活を送り、希望する進路を達成できるように指
導していきます。

教育委
員会事
務局

学校教
育室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　３、深刻さを増すいじめ問題に、教職員、保護者、子ども―みん
なの力で取り組むこと。
　　７） 「ツーブロックの禁止」「スカートの強制」など子どもたちの
人権と多様性を無視する校則は、子どもたちの自主的取り組み
を重視して見直すこと。文科省の「生徒指導提要」の見直しを求
めること。

　校則の見直しは、文部科学省の生徒指導提要（令和４年12月改訂）におい
て、学校や地域の状況、社会の変化等を踏まえて、改めて学校の教育目的に
照らして適切な内容か、現状に合う内容に変更する必要がないか、絶えず見
直しを行うことが求められています。
　校則の見直しの過程に児童生徒自身が参画することは、校則の意義を理解
し、自らの校則を守ろうとする意識の醸成につながることから、今後も、生徒会
等を中心に、身近な課題を自ら解決するといった教育的意義を有するものとな
るよう進めていきます。

教育委
員会事
務局

学校教
育室

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置
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【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　４、子どもの貧困問題に学校がプラットホームとしての役割を果
たすこと。
　　１） 「岩手県子どもの生活実態調査報告書」を踏まえて、児童
生徒の生活実態を把握し対応できる体制を確立すること。教職
員、保健室、SSWの配置と連携を強化すること。

　スクールソーシャルワーカーの配置については、国の補助事業により、令和
５年度一般会計当初予算に32,899千円を計上し、配置時間の増を計画してい
ます。
　また、学校に対しては「スクールソーシャルワーカー活用指針」を送付し、多
職種連携による支援について理解促進を図っています。
　今後も、家庭等に起因する児童生徒をとりまく課題に対応できる組織体制の
強化に取り組んでいきます。

教育委
員会事
務局

学校教
育室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　４、子どもの貧困問題に学校がプラットホームとしての役割を果
たすこと。
　　２） 就学援助制度の周知徹底を図り、対象を生活保護基準の
1.5倍に広げるとともに市町村間の格差を解消すること。対象費
目の拡充を図ること。学校給食費の現物給付化、修学旅行費の
概算払いを進めること。

　就学援助制度は、経済的理由により就学が困難な世帯の子どもの学ぶ機会
を保障するために極めて重要であり、保護者負担等の実態に即した適切な給
付水準が確保されるよう、引き続き、県内市町村における認定基準等について
情報提供を行いながら、助言していきます。

教育委
員会事
務局

教育企
画室

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　４、子どもの貧困問題に学校がプラットホームとしての役割を果
たすこと。
　　３） 学校給食費、教材費の無償化を支援すること。

　義務教育では、授業料、教科書の無償化のほか、要保護、準要保護世帯に
対する就学援助費等が行われていますが、子どもの未来が生まれ育った環境
によって左右されることはあってはならないという観点から、義務教育の機会
均等と教育水準の維持向上のため必要な財源は、国の責務として完全に保証
するよう国に対して要望していきます。

教育委
員会事
務局

教育企
画室

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　４、子どもの貧困問題に学校がプラットホームとしての役割を果
たすこと。
　　４） 高校授業料の完全無償化を復活させること。

　高校授業料の無償化については、全国一律の取り扱いとして、高等学校等
就学支援金制度が施行されており、国に対しては、所得基準等の制度見直し
について要望を行っています。今後も、国の動向を踏まえながら、国に対して
要望を行うなど、生徒の就学に支障が生じないよう努めていきます。

教育委
員会事
務局

教育企
画室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　４、子どもの貧困問題に学校がプラットホームとしての役割を果
たすこと。
　　５） 給付制奨学金の拡充を求め、県としても創設すること。

　2020年４月から実施している国の新しい給付奨学金・授業料等減免制度に
基づき、一定の要件を満たす学生に対する支援の実施や、いわて産業人材奨
学金返還支援制度により、県内企業に一定期間就業する場合に奨学金の返
還支援の取組等を進めているところです。
　県としては、国の動向を注視しつつ、国の修学支援制度等の充実に向け、必
要な要望を行っていきます。

ふるさと
振興部

学事振
興課

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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　ヤングケアラーの実態把握については、既に学校が把握している家庭状況
や普段の子どもの様子からヤングケアラーと思われる子どもをスクリーニング
し、市町村要保護児童対策地域協議会との情報共有の下、関係機関による支
援につなげていく体制の構築を進めていきます。

保健福
祉部

子ども
子育て
支援室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

　児童虐待やヤングケアラー等、家庭に起因する問題に一早く察知し福祉部
局につなげられるよう、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーと
連携し、児童生徒理解とアセスメントに努めていきます。
　また、要保護児童対策地域協議会において、福祉部局と情報共有を図って
いきます。

教育委
員会事
務局

学校教
育室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　４、子どもの貧困問題に学校がプラットホームとしての役割を果
たすこと。
　　６） ヤングケアラーの実態を把握し、福祉部門とも連携し支援
を強化すること。
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【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　５、教職員の大幅な増員と業務の抜本的な削減で、教員の異常
な超過勤務の状況を解消し、教員の専門家としての役割が発揮
されるようにすること。過労死ラインを超える超過勤務は直ちに
解消するよう具体的な手立てを講じること。担任の教師が配置さ
れない事態は絶対に生じさせないこと。司書教諭を専任で配置す
ること。パワーハラスメント防止対策を強化すること。

　働き方改革については、令和３年２月に、新たに令和３年度から令和５年度
を取組期間とする「岩手県教職員働き方改革プラン（2021～2023）」を策定し、
教員の時間外在校等時間の縮減などの目標を定め、学校における働き方改
革の実現に向けた取組を総合的に推進しています。また、担任の教員が配置
されないということがないように、今後も、産休や育休の代替者等となる臨時的
任用教員の確保に努めていきます。（Ａ）
　司書教諭については、小27学級以上、中22学級以上の学校に専任司書教諭
を配置しているものであり、今後も専任司書教諭の拡充に向けて、その成果等
について分析を進めていきます。パワーハラスメントについては、令和２年６月
に策定した「パワーハラスメントの防止等に関する基本方針」に基づき、各職場
におけるコンプライアンス研修等の機会を通じて意識啓発を図るほか、各会議
において周知徹底するなど、引き続き、ハラスメント防止に取り組んでいきま
す。（Ｂ）

教育委
員会事
務局

教職員
課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　６、小中学校・高校の耐震改修・改築を思い切って進めること。
県産材を積極的に活用し木造校舎の建設を進めること。大規模
改造工事を含め、シックスクール対策を徹底し、TVOC検査を義
務づけること。被害を受けた生徒の医療の確保と教育を保障す
ること。

　県立学校施設の耐震化については、全施設の耐震化が完了しました。市町
村立学校施設の耐震化については、完了していない市町村を訪問するなど、
現状の課題や今後の見通し等の把握に努め、個別に働きかけを行っていま
す。（施設整備管財担当、Ａ）（市町村助成担当、Ｂ）
　県立学校施設の改築、大規模改修に当たっては、「岩手県公共施設・公共工
事木材利用推進行動計画」に基づき、構造部材や内装材等を県産材とするよ
う取り組んでいます。市町村立学校の施設環境の改善については、国庫補助
制度の活用等について、市町村の実態に即した助言をしていくとともに、国へ
十分な予算が確保されるよう働きかけを行っていきます。（施設整備管財担
当、Ｂ）（市町村助成担当、Ｂ）
　シックスクール対策については、県立学校施設の工事において、原因物質の
発散量が最も少ない材料の使用や揮発性有機化合物が基準内値内であるこ
とをＶＯＣ測定により確認しています。市町村立学校施設においても、室内空
気汚染対策の徹底について、引き続き各市町村に要請していきます。（Ｂ）
　また、シックスクール症候群の症状を訴える児童生徒に対しては、医療機関
と連携して対応するとともに、学校薬剤師の指導の下、原因物質の除去を行う
など、引き続き健康的で快適な学習環境の維持に取り組んでいきます。（Ａ）
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【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　７、小学校5・6年生の英語科教育については、日本学術会議の
提言を踏まえ、専任教員の確保と研修を大前提に、英語嫌いの
生徒をつくらないようにすること。道徳の教科化につては、憲法の
立場に立った取り組みを基本に、押し付けにならないようにする
こと。

　専任教員の確保については、国の英語専科指導加配や教員採用試験にお
いて英語検定等の資格を有する受験者への優遇措置により、専門性の高い教
員の確保に努めています。また、令和２年度から英語専科指導加配教員の研
修を実施しています。
　小学校５・６年生の英語科については、平成27年度から平成30年度までの研
修により、のべ660人余りの中核教員を育成しました。また、令和元年度から小
中学校合同の研修会を実施しています。
　道徳教育については、教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本
精神に基づき、人間としての生き方を考え、主体的な判断の下に行動し、自立
した人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養うことを
目標としています。「特別の教科　道徳」（道徳科）において、教師が特定の価
値観を児童生徒に押し付けることは、道徳教育が目指す方向の対極にあるも
のであり、多様な価値観に向き合い自ら考え続ける姿勢を養うことを重視して
います。県教育委員会としては、今後も各学校において、学習指導要領の趣
旨を踏まえて道徳教育が推進されるよう、各種研修会等の充実及び研究成果
の普及啓発を通して、児童生徒の豊かな人間性と社会性の育成に取り組んで
いきます。
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【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　８、小中学校の統廃合計画については、子どもの教育にとっ
て、地域の教育にとって、地域住民との合意の3点を基本原則に
して取り組むこと。学校は住民自治の拠点としての役割を持つこ
とから、住民合意のない一方的な統廃合は行わないこと。被災地
の学校の統廃合計画についても、地域住民の合意を貫くこと。小
中一貫校は全国で問題が出ており、進めないこと。

　小中学校の統廃合については、児童生徒の健やかな成長を促し、豊かな人
間性を育む上で必要な教育環境の整備や教育向上の観点から、地域住民の
意見を十分に聞きながら進めることが重要と考えており、設置者である市町村
において、地域住民の意見を聞きながら進められるものと考えています。
　また、子どもたちの成長に合わせて教育活動を９年間で体系的に展開してい
く小中一貫教育に関する取組は、全国的にも注目され、各自治体が主体的に
進めている現状があります。県教育委員会としては、柔軟な教育課程編成の
一つとして捉えており、平成28年４月に義務教育学校が法制化されたことも踏
まえ、全国の状況を注視しながら、市町村教育委員会や学校を支援していきま
す。
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【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　９、特別支援教育・障がい児教育の拡充をめざすこと。
　　1） 特別支援学校の「設置基準」の制定を踏まえ、教室不足数
の早期の解消を図ること。特別支援学校・分教室の整備計画を
立て、計画的に改築改修を進めること。男女共用トイレは直ちに
解消すること。

　県教育委員会では、特別支援学校の教室不足の解消に向け、地元市町村な
どからの要望も踏まえ、個別課題について改善を図っています。具体的には、
平成28年に二戸地域で盛岡みたけ支援学校高等部分教室を開室したほか、
平成29年度には北上市内に花巻清風支援学校北上みなみ分教室を設置、平
成31年４月に盛岡ひがし支援学校を開校、令和４年８月には釜石祥雲支援学
校を新築移転しました。
　また、特別支援学校の男女共用トイレのうち改修可能な箇所については平成
26年度までに工事を完了していますが、一部の学校において男女を区分する
ためのスペースが確保できないため、男女共用トイレが残っています。
　引き続き、狭あい化の解消を図る施設整備を進め、その解消に努めていきま
す。
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【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　９、特別支援教育・障がい児教育の拡充をめざすこと。
　　2） 軽度発達障害の子どもへの支援を含む「特別支援教育」に
当たっては、必要な教職員を確保し、特別支援教育支援員の配
置を徹底するとともに待遇の改善を図ること。

　通級指導教室については、国の定数改善により、平成29年度から10年をか
けて、対象となる児童生徒数に応じて教職員の基礎定数化が図られており、
引き続き、通級指導加配と併せて教職員の確保及び指導の充実に努めていき
ます。
　特別支援教育支援員の配置については、各校の特別な支援が必要な児童
生徒の実状を把握しながら配置に努めています。
　また、研修を実施して専門性の向上に取り組むとともに、各学校における校
内支援体制の充実や、外部人材・関係機関等との連携を一層深めながら、児
童生徒一人ひとりに寄り添った教育支援に努めていきます。

教育委
員会事
務局

教職員
課

学校教
育室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

216 



日本共産党岩手県委員会(2022年12月26日)

意見提言内容 取組状況 部局名
回答
課名

反映
区分

【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　９、特別支援教育・障がい児教育の拡充をめざすこと。
　　3） 「支援地域」の中心と位置づけられる盲・ろう・養護学校は
統廃合ではなく、小規模分散で地域密着型をめざし拡充するこ
と。

　県教育委員会では、「共に学び、共に育つ」というインクルーシブ教育システ
ム構築に向けて、インクルーシブ教育システム構築に向けて、障がいのある児
童生徒も自分の居住地域で学ぶことができるように、県内４か所（二戸市、遠
野市、一関市千厩町、北上市）に特別支援学校の分教室を設置しています。ま
た、盛岡地区以外の特別支援学校でも知的障がいや肢体不自由の児童生徒
に対応するなど、複数の障がい種を受け入れ、地域で学ぶことができるように
しています。
　また、小・中学校等に在籍する特別な支援を必要とする児童生徒への教育
の充実を図るため、特別支援学校による地域支援も推進しています。
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【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　10、中学校までの完全学校給食を実施し、県産農畜水産物の
活用で地産地消にふさわしい自校方式を積極的に進めること。
利用率の低いランチボックス（仕出し弁当給食）は見直すこと。給
食費の無償化を支援すること。

　学校給食については、義務教育諸学校の設置者である各市町村において、
学校給食の意義や児童生徒の実態及び地域の実情等を踏まえ、その実施方
式等を総合的に判断していると捉えています。
　また、いずれの実施方式においても、食育の観点から日々の学校給食に積
極的に地場産物を取り入れているところです。ランチボックスについても、各市
町村において、実施状況等を踏まえながら、趣旨に沿った提供に努めていると
認識していますが、今後も、必要に応じて助言をしていきます。
　給食費の無償化については、今後の国の動向を注視するとともに、各市町村
に対し、給食費の設定状況や助成事例をはじめ、必要な情報の提供に努めて
いきます。
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【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　11、一関一高への併設型中高一貫校・付属中学校について
は、施設不足や既存の中学校への影響、小学校への受験競争
の激化など諸問題の検証を行い、地域の声を把握して見直しを
含め再検討すること。

　県立一関第一高等学校附属中学校の導入については、検討委員会を設置し
てその在り方を検討し、設置の方向性を示した上で、各地域への説明会を行
いながら十分に時間をかけて進めてきたものです。
　今後、地域の声や生徒の進路状況、同校が目指す教育の進捗状況、周辺の
義務教育への影響等、導入の成果や課題を確認し、次期県立高校の再編計
画の策定に向けた検討に合わせて、同校における中高一貫教育の在り方につ
いて検討していきます。
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【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　12、県立高校再編後期計画の取り組みについては、進学にも
就職の希望にもこたえる地域に必要な高校を維持・充実させるこ
とを基本に進めること。生徒・地域住民、地元自治体の要望に誠
実に対応すること。県立沼宮内高校の学級減については、来年
度以降の入学者の動向を踏まえて見直しを行うこと。

　令和３年５月に策定した「新たな県立高等学校再編計画後期計画」（以下「後
期計画」という。）では、教育の質の保証と機会の保障に加え、「生徒の希望す
る進路の実現」と「地域や地域産業を担う人づくり」を基本的な考え方としてお
り、地域や産業界と高校のかかわりが深まっていることや、生徒の進路実現に
向けた高校教育充実への期待が高まっていること等の現状を踏まえ、後期計
画期間中においては、各地域の学校をできる限り維持することとしています。さ
らに、県教育委員会では、令和２年度からの「高校の魅力化促進事業」を拡
充・発展させ、令和４年度からは国の交付金を活用した「いわて高校魅力化・
ふるさと創生推進事業」に取り組んでおり、同事業における魅力化プロデュー
サー等による学校訪問等により、高校の魅力化の取組を支援していくこととし
ています。
　今後とも、地域と連携しながら、生徒の多様な進路希望の実現や地域人材の
育成等に対応した教育環境の整備・充実に取り組んでいきたいと考えていま
す。（Ｂ）
　沼宮内高校については、後期計画において、欠員の状況等に応じて「岩手県
立高等学校の管理運営に関する規則」に基づく学級減を検討することとしてお
り、欠員の状況や、岩手町内の中学生の進学状況、及び今後の町内中学校卒
業予定者数の状況等を踏まえ、令和５年度に１学級を減ずることとしました。な
お、同校が行っている県外からの志願者受け入れの募集定員に関しては８名
を維持し、入学者確保に向け配慮することとしています。（Ｃ）
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【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　１3、県立高校の入試制度の改善にあたっては、生徒減少のな
かで希望者全員が進学できるよう、透明性と公平性が確保され
るようにすること。高校間格差を拡大する通学区域の拡大は行わ
ないこと。

　高校入試は、学校教育法施行規則の定めにより実施しており、生徒の高等
学校教育を受けるに足る能力と適性を検査しているものです。実施に当たって
は、選抜方法を公開し、受検生本人への学力検査等の成績の通知を行うな
ど、透明性と公平性の確保に努めています。（Ａ）
　通学区域については、外部有識者による「県立高等学校における生徒の多
様な受入れの在り方に関する検討会議」から平成30年８月に提出された報告
書において、『通学区域は、地域の活性化の取組と高校の更なる魅力づくりを
見守る必要があり、当面現行制度を維持することが望ましい。』と提言されてお
り、その趣旨を踏まえ、当面の間維持することとしています。（B）
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　高卒者の県内就職率の向上については、各広域振興局等に、就業支援員及
び県内就業・キャリア教育コーディネーターを配置し、高校や地域企業と連携し
た、地元企業等への就職支援や高校における進学後の県内就職を促進する
ためのキャリア教育の取組を行うなど、目標の達成に向けて取組を強化してい
るところです。
　また、本県の高卒者（令和31年３月卒）の３年以内離職率は35.3％と、全国平
均を下回っているところであり、今後も、離職率の改善を目指し、高校生の仕
事に対する認識と就職後の実際の業務内容等とのミスマッチの解消に向け
て、企業ガイダンスやインターンシップ等、県内企業とその仕事への理解を深
める取組の充実を図っていくとともに、若手社員等への職場定着支援も継続し
ていきます。
　さらに、県のホームページ等で労働関係法令等について広く周知・啓発を
行っているほか、県労働委員会において学生を対象とした出前講座も実施し
ています。
　今後も、こうしたキャリア教育等の取組を行っていきます。
【令和５年度一般会計当初予算措置】　就業支援推進事業費75,634千円
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　高等学校において、雇用や労働に関する学習は、「公民科」「保健体育科」
「家庭科」等で、知識の習得に取り組んでいます。
　また、「特別活動」「総合的な学習（探究）の時間」等を活用した社会人講師に
よる講演会、出前講座等を通じ、労働法やワークルールについて考え、理解が
深まるよう学校教育活動全体でキャリア教育に取り組んでいきます。

教育委
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【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　１4、高校生の就職を支援する就職支援相談員の配置を拡充
し、安定した雇用と県内就職率を当面85％に引き上げること。３
年以内の離職率（47.6％）の改善をめざし、実態調査を踏まえ対
策を検討すること。各部局、関係機関とも連携を強化すること。
キャリア教育に当たっては、地域の企業との連携を強化するとと
もに、憲法、労働法に基づく基本的な権利を身に着けるように徹
底すること。
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【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　１5、教員採用、管理職昇任制度について、公正で透明化され
た採用と昇任が行われるよう抜本的に改善すること。「教員免許
更新制」の中止にしっかり対応すること。臨時教員制度を抜本的
に見直し、正規雇用を拡大すること。外国人講師による英語教育
に当たっては直接雇用とすること。

　教員採用、管理職任用については、適切な筆記試験や面接等を行い、客観
的かつ適正な評価を行っています。今後も更に学校や地域のニーズに合わ
せ、学校現場で活躍できる人材の確保に努めます。
　教員免許更新制については、法改正により令和４年７月１日より廃止となって
おり、失効した免許状の再授与については、申請書類の簡素化を図っていま
す。
　また、教員の任用については単年度措置による加配によるものもあることを
踏まえながら、臨時的任用教員の配置については、これまで同様に適切に進
めていきます。
　令和５年度一般会計当初予算に78,323千円を計上し、外国人講師による英
語教育については、ＪＥＴプログラムによる外国語指導助手を直接雇用し活用
しているところです。
　また、派遣契約による外国語指導助手については、労務管理や研修業務と
いった教職員の負担を軽減できるメリットもあるため、直接雇用については慎
重に検討していきます。

教育委
員会事
務局

教職員
課

学校教
育室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　１6、ブロック塀や歩道の確保など、通学路の安全対策を総点検
し、地域住民・関係機関と連携して通学路の安全対策を強化する
こと。冬季の除排雪を徹底し安全を確保すること。

　市町村教育委員会では、平成24年度の通学路緊急合同点検を機に、交通安
全の観点での通学路の総点検を行っています。また、平成30年度には学校の
ブロック塀、令和元年度には登下校時の児童生徒の集合場所などの点検を市
町村教育委員会等と連携し実施しました。
　県教育委員会では、引き続き、関係機関と連携し、各市町村において策定し
た通学路安全プログラムが適切に運用されるよう必要に応じて支援を行い、登
下校中の安全確保に努めていきます。

教育委
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【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　17、侵略戦争を美化する「歴史教科書」「公民教科書」の押し付
けを許さず、「日の丸・君が代」の学校教育での押しつけは行わ
ないこと。性教育などへの政治介入に反対すること。

　教育活動における国旗の掲揚及び国歌の斉唱については、学習指導要領に
「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するととも
に、国歌を斉唱するよう指導するものとする」と示されており、県教育委員会で
は、各学校において学習指導要領の趣旨に沿って措置するよう市町村教育委
員会と連携を図っています。
　性教育については、学習指導要領に基づき、児童生徒が性に関して正しく理
解し、適切に行動を取れるようにすることを目的として学校教育活動全体を通
じて指導することとなっており、各学校の創意工夫ある教育課程編成の下で実
施されているものと承知しています。
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【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　18、私学助成を拡充し、私立高校の私学就学支援金について
は実質無料化をめざすこと。これまでの授業料減免の財源を復
元し全国並みに拡充すること。授業料以外の学費の父母負担の
軽減に取り組むこと。

　私立学校に通う生徒に対しては、国の就学支援金のほか、不慮の災害や家
計の急変により就学が困難になった生徒への授業料減免や生活保護世帯に
対する入学金減免を実施しており、これらの制度により、低所得世帯等への教
育費の負担軽減を図っています。
　また、授業料以外の教育費への支援策である奨学のための給付金について
は、平成27年度以降、毎年度増額されるなど、支援策の拡充が着実に図られ
てきています。
　さらに、令和２年度からの私立学校等に通う年収590万円未満世帯の生徒の
授業料の実質無償化の実現に合わせ、一部世帯を対象として県単の上乗せ
補助を行い、家庭の教育費負担の一層の軽減を図っているところです。
　県としては、今後も引き続き、実質的な教育費負担の軽減に向けた支援に努
めるとともに、国に対し、支援策の充実等について要望していきます。
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【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　19、18歳選挙権の重要性を踏まえ、憲法、教育基本法、子ども
の権利条約に基づいて積極的に主権者教育を進めること。

　主権者教育については、政治参加の重要性や選挙の意義等を深く理解さ
せ、政治への参加意識を醸成していくことが重要であることから、小・中・義務
教育学校の社会科や高校の公民科の授業、選挙管理委員会と連携して実施
する「明るい選挙啓発授業」などを通して、児童生徒の発達段階に応じて、計
画的かつ継続的に取り組んでいきます。
　また、高校生が有権者としての権利を適切に行使できるよう配慮していきま
す。

教育委
員会事
務局

学校教
育室

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を
生かし、いじめも体罰もない学校へ
　20、岩手国体成功、2019年ラグビーワールドカップ成功のレガ
シーを生かした取り組みを強化すること。

　希望郷いわて国体・希望郷いわて大会や、ラグビーワールドカップ2019岩手・
釜石開催、さらに、令和４年度の日本スポーツマスターズ2022岩手大会、クラ
イミングワールドカップいわて盛岡2022、いわて八幡平白銀国体の開催等を通
じ、運動やスポーツに対する県民の意識が高まっていることから、より一層の
機運醸成を図るとともに、これを契機に子ども達が運動に親しむ機会を確保す
るため、市町村や総合型地域スポーツクラブ、スポーツ少年団等との連携によ
り、子どもの成長過程に応じた多様な運動・スポーツの体験機会の創出を図っ
ていきます。
　また、スポーツによる人的・経済的な交流を促進するため、ラグビーワールド
カップ2019岩手・釜石開催や東京2020大会のレガシーを活用し、ラグビーワー
ルドカップ2023フランス大会に合わせて開催されるワールドアマチュアラグビー
フェスティバルへの選手派遣支援や、東京都と被災３県の児童・生徒が参加す
るスポーツ交流大会を開催することとしています。
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【第三部】
九、政府とJR東日本によるローカル線切り捨てを許さず、公共事
業は生活密着型に転換すること。ILC誘致は学術会議の提言を
踏まえ進めること
　１、国とJR東日本による鉄道・ローカル線廃止を絶対に許さず、
地方再生の基盤として活性化を図り三つの提案
　　１） JRを完全民営化から“国有民営“に改革すること―国が線
路・駅などの鉄道インフラを保有・管理し、運行はJRが行う上下
分離方式に転換を求めること。

　ＪＲ線を始めとしたローカル鉄道は、地域交通としての役割だけではなく、地
域における観光振興・災害時の移動手段や支援物資の輸送手段になるなど
代替性・補完性の確保等、重要な役割を担っています。
　このことから、令和４年12月16日に沿線市町と連携し、国に対し、
・地方路線の維持に向けた経営支援を行うこと
・黒字路線の収益を赤字路線に配分するための仕組みを創設すること
・地域が実施する利用促進の取組に対する財政面での支援を行うこと
などを要望したところです。
　また、ＪＲ東日本に対しては、
・交通事業者の使命として、ローカル線を維持し、安定的な運行を継続すること
・利用促進の取組や企画への参画、協力をすること
・特定の線区を切り出さず、黒字路線も含めて透明性の高い情報を開示するこ
と
などを要望したところです。
　県としては、利用促進に向けた取組を尽くすべきと考えており、令和５年度一
般会計当初予算に沿線市町村等が実施する利用促進等に係る経費に対する
補助を措置したところです。
　今後も引き続き、地域の実情や意向を踏まえつつ、沿線市町村と緊密に連
携しながら必要な対応に取り組んでいきます。
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【第三部】
九、政府とJR東日本によるローカル線切り捨てを許さず、公共事
業は生活密着型に転換すること。ILC誘致は学術会議の提言を
踏まえ進めること
　１、国とJR東日本による鉄道・ローカル線廃止を絶対に許さず、
地方再生の基盤として活性化を図り三つの提案
　　２） 全国鉄道網を維持する財政的な基盤を確保すること―公
共交通基金を設立し、地方路線・バスなどの地方交通への支援
を行うこと。財源は、ガソリン税をはじめ自動車関連税、航空関連
税などの一部を充てるとともに、新幹線や大都市部などでの利益
の一部を地方公共交通の維持に還流させ、大都市と地方との大
きな格差と不均衡を是正すること。

　ＪＲ線を始めとしたローカル鉄道は、地域交通としての役割だけではなく、地
域における観光振興・災害時の移動手段や支援物資の輸送手段になるなど
代替性・補完性の確保等、重要な役割を担っています。
　このことから、令和４年12月16日に沿線市町と連携し、国に対し、
・地方路線の維持に向けた経営支援を行うこと
・黒字路線の収益を赤字路線に配分するための仕組みを創設すること
・地域が実施する利用促進の取組に対する財政面での支援を行うこと
などを要望したところです。
　また、ＪＲ東日本に対しては、
・交通事業者の使命として、ローカル線を維持し、安定的な運行を継続すること
・利用促進の取組や企画への参画、協力をすること
・特定の線区を切り出さず、黒字路線も含めて透明性の高い情報を開示するこ
と
などを要望したところです。
　県としては、利用促進に向けた取組を尽くすべきと考えており、令和５年度一
般会計当初予算に沿線市町村等が実施する利用促進等に係る経費に対する
補助を措置したところです。
　今後も引き続き、地域の実情や意向を踏まえつつ、沿線市町村と緊密に連
携しながら必要な対応に取り組んでいきます。
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【第三部】
九、政府とJR東日本によるローカル線切り捨てを許さず、公共事
業は生活密着型に転換すること。ILC誘致は学術会議の提言を
踏まえ進めること
　１、国とJR東日本による鉄道・ローカル線廃止を絶対に許さず、
地方再生の基盤として活性化を図り三つの提案
　　３） 鉄道の災害復旧制度をつくり、速やかに復旧できるように
すること。

　鉄道軌道整備法では、洪水、地震その他の異常な天然現象により大規模の
災害を受けた鉄道であって、すみやかに災害復旧事業を施行してその運輸を
確保しなければ国民生活に著しい障害を生ずる虞のあるものについて、鉄道
事業者がその資力のみによつては当該災害復旧事業を施行することが著しく
困難であると認めるときは、予算の範囲内で、当該災害復旧事業に要する費
用の一部を補助することができるとされており、災害からの復旧は事業者の判
断に委ねられているところです。
　ＪＲ各社のローカル線のみならず、三セク鉄道等を含む全国的な鉄道ネット
ワークは、国が掲げる国土強靭化や地方創生等を推進する観点からも重要で
あり、国が国策としてその維持を図るべきであることから、県とＪＲローカル線
の沿線市町では、国に対し、鉄道ネットワークを交通政策の根幹として捉え、
地域格差なく安定的に利用できるよう、鉄道路線の維持を図る方策を示すよう
要望したところです。
　引き続き、沿線市町村や関係道府県と連携し、地域を支える重要な基盤であ
る鉄道の維持に向け、国やJR東日本に働きかけていきます。
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【第三部】
九、政府とJR東日本によるローカル線切り捨てを許さず、公共事
業は生活密着型に転換すること。ILC誘致は学術会議の提言を
踏まえ進めること
　２、大型開発・大型公共事業を総点検し、不要不急の事業は見
直すこと。公共事業の中身を老朽校舎の耐震化・改築、県営住
宅の増設・改修、下水道の整備、防災対策、道路・橋梁・トンネル
の改修・維持管理など生活密着型に転換し、地元中小企業の仕
事を拡大すること。
　　1） 国道46号「盛岡西バイパス」から矢巾町の岩手医大に続く
国道4号盛岡南道路の整備を推進すること。

　一般国道46号「盛岡西バイパス」については、令和２年２月に令和７年度まで
に４車線化される見通しであることが国から示されたところです。
　県では、令和５年度政府予算提言・要望において、この道路の２車線区間の
早期４車線化について国に要望したところであり、今後も国へ働きかけていき
ます。
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【第三部】
九、政府とJR東日本によるローカル線切り捨てを許さず、公共事
業は生活密着型に転換すること。ILC誘致は学術会議の提言を
踏まえ進めること
　２、大型開発・大型公共事業を総点検し、不要不急の事業は見
直すこと。公共事業の中身を老朽校舎の耐震化・改築、県営住
宅の増設・改修、下水道の整備、防災対策、道路・橋梁・トンネル
の改修・維持管理など生活密着型に転換し、地元中小企業の仕
事を拡大すること。
　　2） 国道343号新笹ノ田トンネルの早期事業化を図ること。

　一般国道343号は、岩手県新広域道路交通計画において、「一般広域道路」
に位置付けており、沿岸地域の復興を支援するとともに、安全・安心な暮らしを
支え、東日本大震災津波伝承館と平泉の世界遺産を結ぶ広域的な観光振興
などにも資する重要な路線であると認識しています。
　こうしたことを踏まえ、笹ノ田峠周辺は複数の断層の存在など、複雑な地質
状況であることを確認したことから、新たなトンネルを整備する必要性や効果、
技術的課題などについて、専門的な見地から助言をいただく会議を令和５年３
月に設置し、より具体的な検討を進めていきます。

県土整
備部

道路建
設課

Ｃ　当面
は実現
できな
いもの

【第三部】
九、政府とJR東日本によるローカル線切り捨てを許さず、公共事
業は生活密着型に転換すること。ILC誘致は学術会議の提言を
踏まえ進めること
　２、大型開発・大型公共事業を総点検し、不要不急の事業は見
直すこと。公共事業の中身を老朽校舎の耐震化・改築、県営住
宅の増設・改修、下水道の整備、防災対策、道路・橋梁・トンネル
の改修・維持管理など生活密着型に転換し、地元中小企業の仕
事を拡大すること。
　　3） 国道340号押角トンネルの前後の道路整備を進めること。

　一般国道340号宮古岩泉間の未改良区間のうち、宮古側については、和井
内～押角工区として令和２年度に事業化し、令和４年度は用地補償及び道路
改良工事を進めてきたところです。
　岩泉側については、浅内工区として令和４年度に事業化し、令和４年度は、
現地測量及び地形図作成等を進めてきたところです。
　今後とも地域の御協力をいただきながら、整備推進に努めていきます。(A)
　その他の区間については、早期の整備は難しい状況ですが、交通量の推移
や公共事業予算の動向等を見極めながら総合的に判断していきます。(C)

県土整
備部

道路建
設課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

Ｃ　当面
は実現
できな
いもの
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【第三部】
九、政府とJR東日本によるローカル線切り捨てを許さず、公共事
業は生活密着型に転換すること。ILC誘致は学術会議の提言を
踏まえ進めること
　２、大型開発・大型公共事業を総点検し、不要不急の事業は見
直すこと。公共事業の中身を老朽校舎の耐震化・改築、県営住
宅の増設・改修、下水道の整備、防災対策、道路・橋梁・トンネル
の改修・維持管理など生活密着型に転換し、地元中小企業の仕
事を拡大すること。
　　4） 国道107号の法面の異状による道路の改修・復旧について
は当面の対策にとどまらずトンネル化を着実に推進すること。

　一般国道107号の西和賀町大石地区の道路災害については、令和４年２月、
トンネルにより復旧することが決定したところです。
　これまでにトンネル工事に先駆けて必要となる橋梁下部工工事等に着手す
るとともに、トンネル本体工事については、令和４年10月に契約を締結したとこ
ろです。
　引き続き、必要な予算の確保について、国と調整しながら、一日も早い復旧
に向けて取り組んでいきます。

県土整
備部

砂防災
害課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
九、政府とJR東日本によるローカル線切り捨てを許さず、公共事
業は生活密着型に転換すること。ILC誘致は学術会議の提言を
踏まえ進めること
　３、若者定住住宅の整備を進めること。空き家バンク・空き家リ
フォームの取り組みを進めること。
　　1） 若者定住住宅・子育て支援住宅の整備を促進すること。県
営住宅の一部を若者向けの住宅に積極的に活用すること。

　県では、子育て世帯等の住宅確保要配慮者が円滑に住まいを確保していた
だくために、民間賃貸住宅の登録制度である住宅確保要配慮者円滑入居賃
貸住宅の普及と周知に努めているところです。
　また、県営住宅の一部を青年向けの住宅に積極的に活用する取組について
は、令和３年度から、「県営住宅活用促進モデル事業」を創設し、Wｉ－Fｉ環境を
整備した県営住宅を若者（18歳から39歳まで）に低廉な家賃で貸し出し、若者
の住宅支援・地元への定着を図るとともに、入居者には、地域活動への参加を
条件とすることで、地域の活性化を促進することとしています。
　なお、県営住宅の入居における、裁量世帯とする子の年齢の要件について、
「未就学児」から、令和４年４月以降は「18歳となった年度の末日」まで拡充し
ています。

県土整
備部

建築住
宅課

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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【第三部】
九、政府とJR東日本によるローカル線切り捨てを許さず、公共事
業は生活密着型に転換すること。ILC誘致は学術会議の提言を
踏まえ進めること
　３、若者定住住宅の整備を進めること。空き家バンク・空き家リ
フォームの取り組みを進めること。
　　2） 空き家バンクの取り組みとともに空き家リフォーム助成を
実施し積極的な活用を図ること。

　県では、令和３年度に空き家の利活用による地域振興等様々な施策を推進
するため、各市町村で整備する「空き家バンク」に登録された「空き家」を取得
する費用の一部補助制度を創設し、令和４年度からは取得した空き家の改修
に係る間接補助についても拡充しました。市町村が実施する空き家住宅取得
費用の補助への間接補助ですので、市町村との連携を強化しながら取り組ん
でいきます。
　あわせて、空き家の利活用による地域振興等様々な施策を実施するための
研修会の実施と令和4年度に作成したマニュアルの普及をして、市町村を支援
していきます。

県土整
備部

建築住
宅課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
九、政府とJR東日本によるローカル線切り捨てを許さず、公共事
業は生活密着型に転換すること。ILC誘致は学術会議の提言を
踏まえ進めること
　３、若者定住住宅の整備を進めること。空き家バンク・空き家リ
フォームの取り組みを進めること。
　　3） 雇用促進住宅は民間事業者に売却されましたが、若者定
住住宅等に活用できるよう検討すること。

　雇用促進住宅は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から、民
間企業に有償譲渡され、現在は一般の賃貸住宅と同様に民間が管理する住
宅となっています。
　旧雇用促進住宅については、同機構から譲渡を受けた一部の市町村におい
て、若者の定住を目的とした定住促進住宅として活用されている事例もあると
承知しています。

商工労
働観光
部

商工企
画室

Ｓ　その
他
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【第三部】
九、政府とJR東日本によるローカル線切り捨てを許さず、公共事
業は生活密着型に転換すること。ILC誘致は学術会議の提言を
踏まえ進めること
　４、県民の要望が強い県営住宅の新増設を進めること。県産材
を活用した木造住宅の整備を推進すること。既存の県営住宅に
風呂釜を設置すること。駐車場のあり方(1世帯1台）を見直し整備
すること。

　県営住宅については、低額所得者のための住宅セーフティネットとして、これ
まで整備を進めてきたところであり、いわて県民計画（2019～2028）及び岩手
県住宅マスタープラン（岩手県住生活基本計画）に位置付けた岩手県公営住
宅等長寿命化計画に基づき、適切な手法を選択し将来の事業費の平準化を
図りながら、長寿命化に資する更新、改修を行っているところです。
　県営住宅の新規の整備については、岩手県住宅マスタープランの考え方に
基づき、地域の住宅事情を把握している市町村が整備することが適切であると
考えていますが、広域的な課題に対応が必要な場合、県は、市町村と調整を
図りながら、整備手法を含む検討が必要と考えています。
　県産木材を活用した県営住宅の整備については、従来から内装材等への県
産木材の利用に努めてきたところであり、内陸災害公営住宅では一部の団地
で木造住宅として整備しています。
　県営住宅への浴槽等の設置については、建替えや改修に合わせて順次進
めてきたところであり、平成30年度からは設置ペースを速めるため浴室給湯改
善工事を実施しているほか、既存の県営住宅の風呂釜については、新規入居
者の負担軽減を図るため再利用を可能とする運用を実施しています。また、入
居者の退去時の修繕と合わせて、浴槽等の設置についても指定管理者と協議
の上、整備を進めていきます。
　県営住宅の駐車場については、一部団地において空き状況を考慮しながら２
台目駐車の許可を実施しているほか、災害公営住宅の一部団地においては、
１世帯１台以上の駐車区画を整備しています。

県土整
備部

建築住
宅課

Ｃ　当面
は実現
できな
いもの
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　県では、受注者が下請契約を締結した場合、県外業者との下請け契約締結
報告書や施工体制台帳及び施工体系図の提出を義務付けており、これらの提
出を受け、監督職員が確認し、下請契約の適正化に努めています。

県土整
備部

建設技
術振興
課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

　県営建設工事の発注に当たっては、県内企業の育成、地域経済の活性化、
雇用確保の観点から、県内企業で施工可能と認められる工事は県内企業へ
の優先発注を原則としています。復旧・復興工事の円滑な施工の推進のため
入札参加資格要件の緩和措置を講じたことにより、県外企業の受注割合が高
くなった時期もありましたが、平成29年度以降、県内企業の受注は、件数、金
額ともに震災前の割合に戻っています。引き続き、他県の制度も参考にしなが
ら県内地元企業の受注機会の確保、受注率の向上に努めていきます。（B）
　また、地元企業の入札参加に配慮した地域要件等を設定して条件付一般競
争入札を実施するとともに、地域貢献度を評価する総合評価落札方式を導入
しています。（A）
　予定価格の事前公表については、入札の透明性の向上、発注者受注者双
方の事務効率の向上、さらには予定価格に係る不正防止の観点から有効とし
て導入し、国の指針に基づき十分検討を行いながら運用しており、制度導入以
降、予定価格の事前公表による弊害は確認していませんが、引き続き、入札
動向や他県の状況等を見ながら適切に対応していきます。（C）
　あわせて、平成19年７月以降、特に低い価格での入札を排除しつつ、より低
廉で良質な調達が可能となる低入札価格調査制度を導入しています。令和３
年度からは失格基準の改善等を行い、ダンピング防止対策について一層強化
しています。（B）

出納局 総務課 Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

Ｂ　実現
に努力
している
もの

Ｃ　当面
は実現
できな
いもの

【第三部】
九、政府とJR東日本によるローカル線切り捨てを許さず、公共事
業は生活密着型に転換すること。ILC誘致は学術会議の提言を
踏まえ進めること
　５、入札制度を改善し地元業者への仕事を増やすこと。
　　１） 公共事業の発注と入札にあたっては、福島県の取り組み
を参考に、地元業者への発注比率を高めるように改善を図るこ
と。下請けの契約関係の適正化に努めること。地元企業・中小企
業の育成に配慮した、地域貢献度やランク別など条件付き一般
競争入札を基本とするとともに、予定価格の事前公表を見直すこ
と。請負企業の経営安定のため、最低制限価格を導入し引き上
げること。
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　県では、「県が締結する契約に関する条例」に基づく、県契約に係る法令遵
守状況の報告制度の運用により、従事する労働者の労働条件を把握している
ところであり、違反が認められる場合には指導を行うなど、労働条件の確保に
努めていきます。
　また、「県が締結する契約に関する条例の基本理念の実現を図るための取
組」として、県契約に係る業務に従事する者の適正な労働条件の確保に取り
組むほか、県内の中小企業者の受注機会の確保など、事業者による持続可
能で活力ある地域経済の振興に資する取組を推進していきます。

商工労
働観光
部

定住推
進・雇用
労働室

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

　県の公共工事設計労務単価については、国と合同で毎年実施している公共
工事労務費調査の結果を基に設定された最新の単価を採用するなど、実勢に
即した適正な積算となるよう対策を講じているほか、入札執行においても低入
札価格調査制度を導入し、ダンピング受注の防止に努めています。
　また、工事の実施に当たっては、建設業法等関係法令の順守や保険加入に
ついて、共通仕様書に明記して受注者に義務付けるとともに、工事着手前に
は受注者から施工計画書の提出を受け、監督職員が確認し、適正な労働条件
の確保に努めています。

県土整
備部

建設技
術振興
課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

　地元企業への発注については、県内企業の育成、地域経済の活性化、雇用
確保の観点から、県内企業で施工可能と認められる工事は、県内企業への優
先発注を原則としており、引き続き、県内地元企業の受注機会の確保に努め
ていきます。

出納局 総務課 Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
九、政府とJR東日本によるローカル線切り捨てを許さず、公共事
業は生活密着型に転換すること。ILC誘致は学術会議の提言を
踏まえ進めること
　５、入札制度を改善し地元業者への仕事を増やすこと。
　　２） 制定された｢公契約条例｣（県が締結する契約に関する条
例）に基づき、公共工事等に従事する労働者の適正な賃金（公共
工事設計労務単価の８割以上）や労働条件を確保し、地元中小
企業への発注を優先すること。
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　公共工事の発注に当たって、専門工事の分離発注が可能な場合は、原則と
して分離発注を行うこととしており、各専門工事業者の受注機会の確保に努め
ています。
　下請契約書（調書）の公表については、県の情報公開条例に則って取り扱っ
ています。

県土整
備部

建設技
術振興
課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

　談合情報があった場合は、入札参加者から事情聴取等を行い、談合の事実
があったと認められるときや談合等不正行為の疑いが高い場合には、入札を
無効とするほか、必要に応じて公正取引委員会や警察に通報することとしてい
ます。

出納局 総務課 Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
九、政府とJR東日本によるローカル線切り捨てを許さず、公共事
業は生活密着型に転換すること。ILC誘致は学術会議の提言を
踏まえ進めること
　６、テレビ共同受信施設の維持管理、老朽化に伴う施設改修費
に対する支援を行うこと。

　共聴施設の老朽化対策は重要な課題であることから、県では、市町村が共
聴施設の改修や更新に対して補助を行う場合に、地域経営推進費により支援
を行っています。
　地域経営推進費については、広域振興局において各市町村からの要望を踏
まえ、地域課題に則した、より実効性の高い施策に対応できるよう、予算配分
を行っているところです。
 　また、これまでも国に対し、維持管理及び老朽化に伴う更新に対する支援制
度の創設等について要望しており、令和４年度も要望したところです。
　 今後も、市町村と連携し、県内の共聴施設の実情把握に努め、地域経営推
進費による市町村の取組支援や、国に対する支援制度の創設等に係る要望
を継続していきます。

ふるさと
振興部

科学・情
報政策
室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
九、政府とJR東日本によるローカル線切り捨てを許さず、公共事
業は生活密着型に転換すること。ILC誘致は学術会議の提言を
踏まえ進めること
　５、入札制度を改善し地元業者への仕事を増やすこと。
　　３） 分離分割発注を進めるとともに、下請契約書（調書）の公
表、談合情報通りの落札となった場合の入札取り消しなど厳格な
対応を実施すること。
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【第三部】
九、政府とJR東日本によるローカル線切り捨てを許さず、公共事
業は生活密着型に転換すること。ILC誘致は学術会議の提言を
踏まえ進めること
　７、ILC（国際リニアコライダー）誘致の取り組みは、学術会議の
提言を踏まえ、国の財政状況、学術会議での合意形成、国際的
な財政支援の動向などを踏まえて国民合意のもと進めること。地
元自治体負担が大きくならないよう対策を求めること。

　令和４年２月に文部科学省有識者会議が公表した議論のまとめを受け、現
在、ＩＤＴ・ＩＬＣ国際推進チームにおいて、国際的な共同研究開発を推進する枠
組みの立ち上げの準備や国際有識者会議の設置による国際的な費用分担等
の政府間協議に向けた検討が進められています。
　ＩＬＣの実現に向けては、こうした研究者の取組とともに、ＩＬＣの有する意義や
価値を国内外に発信し、国民的な機運を盛り上げることが必要であるとの認識
の下、引き続き、ＩＬＣの多様な価値を広く発信する、講演会やイベント等を、県
内外の推進団体とともに実施し、国民的な理解と機運の醸成を図りながら、国
に対する働きかけを行っていきます。

ＩＬＣ推
進局

事業推
進課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
十、原発汚染水の海洋投棄許さず、県央ブロックの「ごみ処理広
域化計画」は見直すこと
　１、原発再稼働の加速、老朽原発の運転期間延長と新規原発
建設への大転換を許さず、原発ゼロをめざすこと。

　本県においては、東日本大震災津波による福島第一原子力発電所事故の
影響によって、放射性物質に汚染された農林業系副産物の処理、原木シイタ
ケの出荷制限、風評被害などの大きな問題が生じ、現在もそれらの課題に対
処しています。
　原子力発電を含むエネルギー政策は、原発事故の影響を経験してきた国民
の原発に対する思いや、エネルギーを巡る世界情勢などを踏まえ、幅広い国
民の議論に基づき、国において総合的に判断されるべきものと考えています。
　県としては、「2050年度の温室効果ガス排出量の実質ゼロ」の実現に向け、
「第２次岩手県地球温暖化対策実行計画」に基づき、省エネルギー対策の推
進や森林吸収源対策とともに、地域と共生した再生可能エネルギーの導入を
促進していきます。

環境生
活部

環境生
活企画
室

Ｓ　その
他
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　ＡＬＰＳ処理水の処分に関する基本方針については、国のＡＬＰＳ小委員会に
おいて、専門家が風評影響など社会的な観点も含めた総合的な議論を行い、
技術的に可能な処分方法を検討し、海洋放出がより現実的であるとした報告
書を踏まえ、国において決定したとされています。
　また、その安全性について、県としては、専門的知見に基づき中立公正な立
場で独立して職権を行使する国の原子力規制委員会において、科学的根拠を
もって判断されるべきものと考えており、その判断においては、安全性が確保
される方法により、確実に処理が行われること、原子力安全分野における国際
的な基準の策定等に関する権限を有するＩＡＥＡ、国際原子力機関による安全
性の確認・評価と情報発信が行われることが重要であると考えています。
　県では、これまで、様々な機会を捉えて、国が責任をもって、科学的根拠に基
づく丁寧な説明はもとより、安全に関する客観的で信頼性の高い情報の発信
や、安全性をさらに高める処理技術の研究開発の継続などを行うよう、繰り返
し求めてきたところです。
　また、これまでの東日本大震災津波からの復興の取組や本県の自然・産業
に影響を及ぼすことのないよう、徹底した安全対策とあらゆる分野に対応した
実効性のある風評対策が講じられる必要があると考えており、処理水の安全
性や風評影響への懸念の声に真摯に対応し、県民の安全・安心と理解が得ら
れるような具体的な取組を行うよう、引き続き、市町村や関係団体と連携を図
りながら、様々な機会を捉えて国に要望していきます。

復興防
災部

復興危
機管理
室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

（女川原発再稼働反対）
　国のエネルギー基本計画では、再稼働の際、国が前面に立って立地自治体
等関係者の理解と協力を得るよう取り組むこととされており、今後も国がその
ように取り組むことを期待します。
（六ヶ所再処理施設）
　六ヶ所村の使用済み核燃料再処理施設については、国が安全性を審査し、
設計認可等を行っており、その安全性については、国及び事業者の責任にお
いて確保されるべきものと考えています。

環境生
活部

環境生
活企画
室

Ｓ　その
他

【第三部】
十、原発汚染水の海洋投棄許さず、県央ブロックの「ごみ処理広
域化計画」は見直すこと
　２、東京電力福島第一原発の汚染水の海洋投棄に反対するこ
と。女川原発の再稼働に反対すること。原発より危険な青森県六
ケ所村の｢再処理施設｣の閉鎖を求めること。プルサーマル計画
の中止を求めること。
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【第三部】
十、原発汚染水の海洋投棄許さず、県央ブロックの「ごみ処理広
域化計画」は見直すこと
　３、県の盛岡広域の「県央ブロックごみ処理広域化計画」は見
直すこと。
　　１） 盛岡広域3市5町のごみを盛岡市1カ所に集中させる｢ごみ
処理広域化計画｣は、ごみの減量・リサイクルに逆行するととも
に、何よりも焼却施設周辺の住民に大きな負荷と影響を与えるも
のです。地域住民との「覚書」を守り、分散型に見直すこと。焼却
施設周辺の小学校における喘息罹患率が高い実態と原因につ
いて調査すること。

　焼却施設の設置場所は、一般廃棄物の事業主体である市町村が住民と話し
合いの基に決定されるものです。
　なお、市町村はごみ処理広域化に加えて、ごみの減量化、リサイクルに係る
先進的な取組を行うことにより、その成果が地域内に拡大されていくものと考
えています。
　また、焼却施設の稼働と喘息罹患率の関係については、調査の実施を含
め、施設設置者が対応していくものと考えています。

環境生
活部

資源循
環推進
課

Ｓ　その
他

【第三部】
十、原発汚染水の海洋投棄許さず、県央ブロックの「ごみ処理広
域化計画」は見直すこと
　３、県の盛岡広域の「県央ブロックごみ処理広域化計画」は見
直すこと。
　　２） プラスティック循環法に基づき、プラスティック類の分別回
収を徹底し資源化を図ること。ごみの減量化に取り組み、「焼却
中心主義」からの転換を図ること。

　令和４年度、盛岡広域８市町が策定し、環境大臣に承認申請を行った「盛岡
広域環境組合循環型社会形成推進地域計画」において、ごみ処理広域化に
加えて、新ごみ焼却施設の稼働までに、全域でプラスチック使用製品廃棄物等
の一括回収及び再商品化に取り組むこととしています。

環境生
活部

資源循
環推進
課

Ｓ　その
他
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【第三部】
十、原発汚染水の海洋投棄許さず、県央ブロックの「ごみ処理広
域化計画」は見直すこと
　３、県の盛岡広域の「県央ブロックごみ処理広域化計画」は見
直すこと。
　　３） 大型焼却炉の導入は、ゴミの減量に逆行し、安全性、効率
性など未完成の技術で自治体に過大な負担を与えかねません。
すでに導入した自治体では過大な施設となり、ゴミを求める逆立
ちした状況も見られます。全面的な見直しをはかるとともに市町
村に押しつけないこと。

　人口減少などの社会情勢や地域の実情を踏まえ、市町村における持続可能
なごみ処理体制の維持・構築を図るため、県としては、今後もごみ焼却施設の
計画的な維持管理・改修や集約化について市町村に対し技術的助言をしてい
きたいと考えています。

環境生
活部

資源循
環推進
課

Ｓ　その
他

【第三部】
十、原発汚染水の海洋投棄許さず、県央ブロックの「ごみ処理広
域化計画」は見直すこと
　３、県の盛岡広域の「県央ブロックごみ処理広域化計画」は見
直すこと。
　　４） 小型焼却炉でも現在では十分ダイオキシン対策に適合で
きます。国に対し国庫補助を認めるよう求めること。

　廃棄物の発生抑制及び適正な循環的利用を徹底するため、国の循環型社
会形成推進交付金の交付対象は、エネルギー回収型等の廃棄物処理施設と
され、小型焼却炉に多い単純焼却施設は交付対象外とされています。
　県としても、ごみ焼却に伴い発生する熱エネルギーを有効に活用できる施設
が望ましいと考えます。

環境生
活部

資源循
環推進
課

Ｓ　その
他

【第三部】
十、原発汚染水の海洋投棄許さず、県央ブロックの「ごみ処理広
域化計画」は見直すこと
　３、県の盛岡広域の「県央ブロックごみ処理広域化計画」は見
直すこと。
　　５） 新たな焼却施設の整備にあっては、地域住民との覚書等
を守り、住民合意を大前提にして進めること。一関市の場合もこ
の立場を堅持して進めること。

　県央ブロック、県南ブロックにおける新たな焼却施設の整備について、県とし
ては、事業主体である市町村に対し、必要に応じて技術的助言を行っていきま
す。

環境生
活部

資源循
環推進
課

Ｓ　その
他
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　「岩手県循環型社会形成推進計画」において、ごみの排出量等について目
標値を定めており、ごみの発生抑制を第一とする３Ｒの取組を一層推進するた
めに、県民運動として「いわて三ツ星ecoマナーアクション」を展開しているほ
か、市町村等が進めるごみ減量化への助言等を行っています。
　また、廃棄物の資源化等については「産業・地域ゼロエミッション推進事業」
等により、取組を進める企業等を支援しており、今後も当該事業を継続してい
きます。

環境生
活部

資源循
環推進
課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

　県内で発生する家畜排せつ物のほとんどは、堆肥舎等において堆肥化処理
され、土づくりに活用されています。
　県では、令和３年３月に、本県における家畜排せつ物の管理の適正化や利
用促進に向けた基本的な考え方や対応方策を定めた「岩手県家畜排せつ物
利用促進計画」を策定し、耕畜連携の強化等により、堆肥の利用促進を図るこ
ととしています。
　今後、規模拡大を行う畜産農家については、畜舎の整備と併せて家畜排せ
つ物処理施設の整備を支援するほか、老朽化により機能が低下した堆肥セン
ターについては、補改修などによる長寿命化の取組を支援し、良質な堆肥の
生産と利用の促進を図っていきます。

農林水
産部

畜産課 Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
十、原発汚染水の海洋投棄許さず、県央ブロックの「ごみ処理広
域化計画」は見直すこと
　４、ゴミ問題解決の基本は、元（発生源）からゴミを減らすことで
す。県としても発生抑制、リユース、リサイクル、リデュースのそれ
ぞれの目標と計画をもって推進すること。
　　２） ゴミの発生を設計・生産段階から削減するために、現行制
度を「拡大生産者責任」の立場で抜本的に見直すよう国に求める
こと。

　「拡大生産者責任」については、循環型社会形成推進基本法や廃棄物の処
理及び清掃に関する法律等のほか、各種リサイクル法に基づき取組が進めら
れているものと認識していますが、県としても、関係法令の運用状況等を踏ま
えて、必要に応じ国に対する要望や周知に取り組んでいきます。

環境生
活部

資源循
環推進
課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
十、原発汚染水の海洋投棄許さず、県央ブロックの「ごみ処理広
域化計画」は見直すこと
　４、ゴミ問題解決の基本は、元（発生源）からゴミを減らすことで
す。県としても発生抑制、リユース、リサイクル、リデュースのそれ
ぞれの目標と計画をもって推進すること。
　　１） ゴミのきめ細かな分別回収を徹底し、住民参加の取り組み
を強化すること。生ゴミ、畜産廃棄物などの堆肥化・資源化の取
り組みを抜本的に強化すること。
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【第三部】
十、原発汚染水の海洋投棄許さず、県央ブロックの「ごみ処理広
域化計画」は見直すこと
　５、青森県境の産廃不法投棄事件については、教訓を生かし再
生可能エネルギーなど新たな活用を検討すること
　　１） 全量撤去を踏まえて、教訓を生かした再生可能エネル
ギーなどの活用を検討すること。

　現場の土地のほとんどは、不法投棄原因者の所有であり、県が差押えを
行っていることから、今後、地域の安心感醸成のため実施する水質モニタリン
グを経て、令和7年度以降に公売手続きを行う予定です。
　県では、令和5年度に地元住民等をメンバーとして「新たな検討の場」（仮称：
県境不法投棄事案に関するフォローアップ会議）を設置し、地元での協議を踏
まえながら、民間事業者が現場跡地の活用に参入していく情勢づくりを行って
いきます。

環境生
活部

廃棄物
特別対
策室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
十、原発汚染水の海洋投棄許さず、県央ブロックの「ごみ処理広
域化計画」は見直すこと
　５、青森県境の産廃不法投棄事件については、教訓を生かし再
生可能エネルギーなど新たな活用を検討すること
　　２） 専門家と協力し定期的な現地説明会を開催するなど教訓
を生かす取り組みを行うこと。

　県では、令和５年度、市民、企業等の方々を対象とした現地説明会の開催を
予定しているとともに、事案の教訓を生かす取組について検討していくこととし
ています。

環境生
活部

廃棄物
特別対
策室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
十、原発汚染水の海洋投棄許さず、県央ブロックの「ごみ処理広
域化計画」は見直すこと
　５、青森県境の産廃不法投棄事件については、教訓を生かし再
生可能エネルギーなど新たな活用を検討すること
　　３） 産業廃棄物の不法投棄の根絶をめざし、産廃Ｇメンの活
動と対策を強化するとともに、隣県との連携、市町村との協力を
強化すること。最後まで汚染者負担の原則を貫くこと。

　産業廃棄物の不法投棄等不適正処理に対する監視指導については、広域
振興局等に産廃Ｇメンを配置し、地域に密着した監視指導を効率的に実施す
るとともに、隣県や市町村等と連携し、合同パトロールを行うなど、不法投棄の
未然防止や早期発見に向け引き続き努力しています。
　また、不法投棄行為者等に対して原状回復など改善を求め、早期解決を図っ
ていきます。

環境生
活部

資源循
環推進
課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
十、原発汚染水の海洋投棄許さず、県央ブロックの「ごみ処理広
域化計画」は見直すこと
　６、PM2.5の観測体制を抜本的に強化すること。焼却場周辺の
観測も行うこと。盛岡市内で喘息罹患率が高い小学校の地域の
PM2.5の調査・観測を実施すること。

　県では、環境省が策定した事務処理基準や県内の状況等を勘案してPM2.5
測定機を適切に配置し測定を行っています。今後も常時監視体制を維持し測
定を実施していきます。

環境生
活部

環境保
全課

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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　健康被害者の早期発見のための検診制度の確立等について、全国知事会
を通じて国に要望しています。

環境生
活部

環境保
全課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

　石綿に係る検査に対応可能な県立病院は７か所ありますが、その中で対応
が困難な場合等には、他の病院との連携などにより対応することとしていま
す。
　なお、アスベスト関連疾患の診断に関しては、エックス線写真の読影など、そ
の判断には困難な事例が多く、医学的な知識・経験に加え、石綿ばく露等につ
いての知識も必要となるものであり、独立行政法人労働者健康安全機構が設
置する岩手産業保健総合支援センターにおいて、県医師会と協力の上、産業
医を対象とした石綿関連疾患の診断技術の向上及び労災補償制度の周知の
ための専門的・実践的研修（石綿関連疾患診断技術研修）が行われており、ア
スベスト関連疾患に対応できる人材の育成を図っています。

保健福
祉部

医療政
策室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
十、原発汚染水の海洋投棄許さず、県央ブロックの「ごみ処理広
域化計画」は見直すこと
　７、アスベスト対策にあたっては、企業と国の責任を明確にして
抜本的な対策を講じること。
　　２） 中皮腫による死亡者や治療者の被曝履歴等の実態調査
を行うよう国に求めること。アスベストが原因と思われる肺がん、
良性石綿胸水・びまん性胸膜肥厚などの被害実態調査も行うこ
と。

　「アスベスト問題に係る総合対策（平成17年12月27日アスベスト問題に関す
る関係閣僚による会合）」の計画的な推進による実態調査の実施について、全
国知事会を通じて国に要望しています。

環境生
活部

環境保
全課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
十、原発汚染水の海洋投棄許さず、県央ブロックの「ごみ処理広
域化計画」は見直すこと
　７、アスベスト対策にあたっては、企業と国の責任を明確にして
抜本的な対策を講じること。
　　１） 健康被害が予想される労働者、住民など関係者のアスベ
スト特別検診を、県立病院など県内の医療機関で実施できるよう
にすること。CTスキャン等の二次検診も特別検診の対象として実
施すること。必要な助成措置を講じること。専門医療機関と連携
して県立病院での検診・診療体制の充実をはかること。
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【第三部】
十、原発汚染水の海洋投棄許さず、県央ブロックの「ごみ処理広
域化計画」は見直すこと
　７、アスベスト対策にあたっては、企業と国の責任を明確にして
抜本的な対策を講じること。
　　３） アスベスト調査の結果を公表し、対策を徹底すること。解
体工事等のアスベスト飛散防止措置を行うにあたっては、周辺住
民への周知等万全の体制をとり、届出、立ち入り検査等必要な
対策と体制を講じること。

　建築物のアスベスト使用実態調査については、公共施設･民間施設それぞれ
において実施しており、公共施設についてはその結果を公表しているところで
す。解体工事等のアスベスト飛散防止対策については、大気汚染防止法に基
づき、原則として立入検査の上、必要な指導を行っていきます。また、作業に
当たってはその内容を表示して、周辺住民に周知することとなっています。

環境生
活部

環境保
全課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
十、原発汚染水の海洋投棄許さず、県央ブロックの「ごみ処理広
域化計画」は見直すこと
　７、アスベスト対策にあたっては、企業と国の責任を明確にして
抜本的な対策を講じること。
　　４） 中小零細企業等への撤去・改修工事等への無利子・無担
保・無保証の融資制度を創設すること。

　融資制度については、県の商工観光振興資金の低利子融資が利用可能で
あり、アスベストの除去･改修については１億円まで融資が可能です。

環境生
活部

環境保
全課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
十、原発汚染水の海洋投棄許さず、県央ブロックの「ごみ処理広
域化計画」は見直すこと
　７、アスベスト対策にあたっては、企業と国の責任を明確にして
抜本的な対策を講じること。
　　５） 県としてアスベスト検査体制を確立すること。

　建築材のアスベストの含有検査については、県内の民間検査機関において
対応が可能であることを確認しています。また、大気中の濃度測定について
は、県環境保健研究センターなどで対応が可能です。

環境生
活部

環境保
全課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

240 



日本共産党岩手県委員会(2022年12月26日)

意見提言内容 取組状況 部局名
回答
課名

反映
区分

【第三部】
十、原発汚染水の海洋投棄許さず、県央ブロックの「ごみ処理広
域化計画」は見直すこと
　８、ダイオキシン対策の基本は、発生源となる塩化ビニール類
の分別・規制・リサイクルを徹底すること。
　　１） 県として一般・産廃焼却施設のダイオキシン汚染調査を実
施し、公表すること。母乳中のダイオキシン調査を継続し、対策を
講じること。

　県では、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、一般環境、廃棄物焼却施
設などの発生源周辺のモニタリングを実施し公表しています。
　なお、同法による廃棄物焼却施設等規制対象施設には、排ガス等の自主測
定と知事への報告が義務付けられており、これについても取りまとめの上、公
表しています。ダイオキシン類の人体への取り込み、蓄積状況については、国
（厚生労働省、環境省等）により、専門的･継続的調査が実施されているものと
承知しています。

環境生
活部

環境保
全課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
十、原発汚染水の海洋投棄許さず、県央ブロックの「ごみ処理広
域化計画」は見直すこと
　８、ダイオキシン対策の基本は、発生源となる塩化ビニール類
の分別・規制・リサイクルを徹底すること。
　　２） 環境ホルモン汚染の実態を調査し、汚染原因と対策を明
らかにすること。環境ホルモン汚染の疑いのあるＰＳ食器は、他
の安全なものに切り替えるよう指導すること。

　県では、平成10年度から平成19年度までの10年間、県内の主な河川、海域
について内分泌かく乱物質、いわゆる環境ホルモンの実態調査を実施し、全
国に比べ検出頻度、濃度範囲ともに低いこと、魚類に対し内分泌かく乱作用が
疑われる物質について無影響濃度を下回っていることを確認するとともに、調
査結果についてはインターネット等を通じて公表してきたところです。
　食品用の器具又は容器包装については、公衆衛生の見地から、国が食品衛
生法に基づき必要な規格基準を定めており、ポリスチレンを主成分とする合成
樹脂製の器具又は容器包装についても、材質試験及び溶出試験の基準に合
わないものは、販売や営業上の使用等が禁止されており、県では、規格基準
に適合しない食器が流通しないよう監視指導しています。
　なお、平成30年６月に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、こ
れにより食品用の器具又は容器包装の安全性や規制の国際整合性を確保す
るため、規格が定まっていない原材料を使用した器具又は容器包装の販売等
の禁止等を行う、いわゆるポジティブリスト制度が導入され、令和２年６月１日
から施行されています。

環境生
活部

環境保
全課

県民くら
しの安
全課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置
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【第三部】
十、原発汚染水の海洋投棄許さず、県央ブロックの「ごみ処理広
域化計画」は見直すこと
　９、県内の貴重な自然環境を保全するために、自然環境調査を
計画的に進めること。県版レッドデータブックに基づいて、希少野
生動植物保護の条例に基づき、保護区への立ち入り制限や固体
の所持制限などの具体的規制と対策を強化すること。保護区の
設定に際しては買い上げや必要な補償などの対策も講じること。

　本県の希少な野生動植物の保護対策を推進するため、県では、岩手県希少
野生動植物の保護に関する条例に基づき指定した希少野生動植物の流通監
視活動や生息環境整備などの保護対策に取り組んでいます。
　また、いわてレッドデータブック掲載種の追跡調査を行うなど生息状況の把
握に努めてきたところですが、前回改訂から一定の年数が経過したことを踏ま
え、令和元年度からレッドデータブックの改訂に取り組んでいます。
　なお、本県の優れた自然環境を適切に把握し保全していくため、平成10年度
に策定した岩手県自然環境保全指針を、令和２年度に改定したところです。
　引き続き、希少な野生動植物の保護や自然環境の保全に取り組んでいきま
す。

環境生
活部

自然保
護課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
十、原発汚染水の海洋投棄許さず、県央ブロックの「ごみ処理広
域化計画」は見直すこと
　10、大型開発・公共事業の乱開発、風力発電等を規制する環
境アセスメント・猛禽類調査を徹底し、厳しいチェックと規制の体
制を確立すること。

　規模が大きく、環境に著しい影響を与える事業については、環境影響評価法
及び岩手県環境影響評価条例による環境アセスメント制度の対象になります。
　環境アセスメントは、例えば一定の環境基準や目標を設定し、これらの基準
等が達成されているかどうかをチェックすることを目的とした、いわゆる「規制」
の制度とは異なるものですが、環境影響の評価に際し必要な調査の項目や手
法、あるいは、一般の方々や関係自治体、各分野の有識者との意見交換な
ど、一連の手続の流れを定めることにより、できる限り環境負荷を回避・低減
する視点で計画を策定するよう事業者に促す制度です。したがって、同制度に
おいて、県では各分野の有識者で構成される岩手県環境影響評価技術審査
会及び関係市町村の意見等を踏まえて、事業者に対し県としての意見を述べ
ているところであり、今後も県民、事業者及び行政が相互に有益な意見を出し
合いながら、猛禽類を含めて的確な調査、予測及び評価が行われるよう、同制
度の適切な運用に努めていきます。
　なお、開発事業の実施に当たっては、当該事業の許認可等を定めた個別法
や、各種の開発許可といった土地利用規制法令等に従って整備されることが
前提であり、今後も規制に関わる所管部局と共に対応していきます。

環境生
活部

環境保
全課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置
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　県庁舎及び地区合同庁舎は敷地内禁煙としています。 総務部 管財課 Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

　「健康いわて21プラン（第２次）」においては、成人の喫煙率の低下をはじめ、
受動喫煙の機会を有する者の割合の低下などを目標として掲げており、受動
喫煙の健康被害について広く県民に対する普及啓発を行うとともに、官公庁等
の行政機関に対しても「世界禁煙デー」などの様々な機会を活用した働きかけ
を行うことにより、受動喫煙防止対策の取組を進めることとしています。
　受動喫煙防止条例の制定に当たっては、様々な受動喫煙防止の取組を重ね
た上で、県民や事業者の方々をはじめ、関係団体の理解を十分に得て、その
機運の高まりの中で進めることが必要であると考えています。
　このため、県では、受動喫煙防止に関する社会全体の理解が深められるよ
う、たばこの健康被害に関する知識の普及啓発や受動喫煙防止対策に取り組
んでいるところです。
　また、平成30年に望まない受動喫煙の防止を図るための改正健康増進法が
公布され、令和元年７月に、行政機関等は原則敷地内禁煙とすることとされた
ことから、「県立の施設における受動喫煙防止対策指針」を全面的に見直し、
原則県立施設の敷地内は完全禁煙としたところです。

保健福
祉部

健康国
保課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

　県立病院施設については、敷地内全面禁煙としています。
（次ページへ続く）

医療局 経営管
理課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
十、原発汚染水の海洋投棄許さず、県央ブロックの「ごみ処理広
域化計画」は見直すこと
　11、県庁舎の敷地内全面禁煙を職員に徹底すること。議会棟
の喫煙室は新型コロナ対策上からも閉鎖・廃止すること。公共施
設での全面禁煙を徹底すること。受動喫煙防止対策の徹底めざ
し、受動喫煙防止条例の制定をめざすこと。
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　議会棟においては、平成26年７月１日の議会運営委員会で喫煙室を設置す
ることを決定し、喫煙室以外は全面禁煙としました。
　令和２年４月から健康増進法の一部改正に伴い、上記喫煙室は、第２種施
設の喫煙専用室として位置づけられています。
　なお、喫煙室を廃止する場合は、設置を決定した際と同様に、議会運営委員
会の決定が必要であると考えています。

議会事
務局

総務課 Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

　県立学校においては、平成19年10月1日から敷地内全面禁煙としています。
　また、総合教育センターの宿泊事業廃止に伴い、例外的な取り扱いを廃止
し、令和３年４月１日から全ての教育施設において敷地内全面禁煙としていま
す。
　受動喫煙防止を求める健康増進法の趣旨と児童生徒の健康及び喫煙防止
教育の一層の推進を図るため、全ての教職員に受動喫煙防止対策を徹底して
いきます。

教育委
員会事
務局

教職員
課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
十一、競馬組合の健全な運営に努めること。
　１、禁止薬物検出問題については引き続き徹底的な調査を行
い、再発防止対策徹底するとともに万全の監視・管理体制を構築
すること。

　岩手県競馬組合は、平成30年度に禁止薬物陽性馬が発生して以降、監視カ
メラの増設、警備員による24時間監視、厩舎の環境整備などの再発防止の取
組を強化してきており、実効性を随時点検しながらその徹底に努めています。
　また、平成30年度に岩手県警察本部に刑事告発を行い、警察の捜査に全面
的に協力しながら、原因究明に努めてきました。
　令和３年４月の盛岡地方検察庁の不起訴処分などを受け、岩手県競馬組合
では、令和３年５月に「禁止薬物陽性馬発生の原因とそれを踏まえた再発防止
について」を公表し、再発防止策に継続して取り組んでいくこととしています。
　県としても、引き続き競馬組合の再発防止に向けた取組を支援していきま
す。

農林水
産部

競馬改
革推進
室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

（前ページからの続き）
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【第三部】
十一、競馬組合の健全な運営に努めること。
　２、地方財政に寄与するという存在意義を踏まえ、330億円融資
の元金返済に誠実に取り組むこと。

　平成18年度に岩手県競馬組合が策定した「新しい岩手県競馬組合改革計
画」では、構成団体融資について、毎年度の最終利益から一定のルールに基
づいて返済していくことを明確にしています。
　競馬組合は、このルールに基づき、平成29年度、令和３年度及び令和４年度
に融資の元金の一部返済を行ったほか、先頃示した令和４年度一般会計補正
予算及び令和５年度一般会計当初予算においても、元金の返済を目指した最
終利益を見込んでいます。
　このように、競馬組合は構成団体融資の返済に向け取り組んでいるところで
あり、県としても競馬組合の取組を支援していきます。

農林水
産部

競馬改
革推進
室

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
十一、競馬組合の健全な運営に努めること。
　３、競馬組合破綻の原因と責任を明らかにし、競馬組合管理者
であった前知事の責任や金融機関の貸し手責任などを明らかに
した対応を行うこと。

　岩手県競馬組合の経営悪化の原因と管理者の責任については、構成団体
が共同で設置した岩手県競馬組合事業運営監視委員会が、過去の事業運営
の検証を行い、平成19年８月に報告書を取りまとめました。
　その報告書では、経営悪化の原因について、競馬組合の経営がその時々の
情勢の変化に適切に対応できなかったものとの指摘がありましたが、事業運
営の手続きや内容に明らかに法令に違反するものや著しく合理性を欠くもの
は認められなかったとされており、当時の関係者の個人的な法的責任を問うま
でに至らないものと認識しています。
　また、金融機関は競馬組合の要請に応じて融資を実行したものであり、金融
機関の貸し手責任は問えないものと認識しています。

農林水
産部

競馬改
革推進
室

Ｄ　実現
が極め
て困難
なもの

【第三部】
十二、今こそ住民の命とくらしを守る「地方自治の本誌」に基づく
取り組みを、個人情報を企業の金もうけに利用する「デジタル田
園都市国家構想」に反対し、マイナンバー制度の中止・見直しを
求めること。
　１、個人情報を企業のもうけに利活用しようとする「デジタル田
園都市国家構想」に反対すること。

　国では、過疎化や高齢化といった地方の課題を、デジタルを実装することで
解決する「デジタル田園都市国家構想」の実現を掲げ、様々な分野において地
方からデジタル化に取り組むとしています。
　デジタル田園都市国家構想実現会議で構想の具体化を図るとともに、デジタ
ル臨時行政調査会において、デジタル改革、規制改革、行政改革を一体的に
検討することとしており、その取りまとめに当たっては、地方の意見を十分に反
映し、地方の活性化に確実につながるものとなるよう、国に対し、全国知事会
を通じて要望しています。
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【第三部】
十二、今こそ住民の命とくらしを守る「地方自治の本誌」に基づく
取り組みを、個人情報を企業の金もうけに利用する「デジタル田
園都市国家構想」に反対し、マイナンバー制度の中止・見直しを
求めること。
　２、マイナンバー制度は、個人情報の漏洩、セキュリティー対策
の負担増など、国民にとって百害あって一利なしの制度です。マ
イナンバー制度の中止とマイナンバーカードの強制をやめるよう
求めること。

　マイナンバー制度は、番号利用法に基づき、平成28年１月１日から法に規定
された事務においてマイナンバーの利用、平成29年11月から情報連携の本格
運用がそれぞれ開始され、福祉関係等の事務手続において添付書類が省略
されています。
　本制度は、税・社会保障制度の効率性、透明性を高め、国民にとって利便性
の高い、より公平・公正な社会の実現を図るためのインフラとして国が制度化
を推進したものであり、行政手続での所得証明書等の添付書類の省略など、
住民の利便性向上に資するものです。
　県としても個人情報の保護やシステムのセキュリティ強化に取り組みながら、
適切に制度の運用を行うとともに、国に対し、制度の概要やメリット等に加え、
必要となる手続や注意すべき事項等について、一層の周知・広報を強化する
よう要望していきます。

ふるさと
振興部

科学・情
報政策
室

Ｄ　実現
が極め
て困難
なもの

【第三部】
十二、今こそ住民の命とくらしを守る「地方自治の本誌」に基づく
取り組みを、個人情報を企業の金もうけに利用する「デジタル田
園都市国家構想」に反対し、マイナンバー制度の中止・見直しを
求めること。
　３、「平成の大合併」の検証を行い、住民自治の強化をめざすこ
と。
　　１） ｢平成の大合併｣の検証を行い、住民の声が届く住民自治
が貫ける市町村のあり方をめざすこと。

　本県の合併市町においては、行政組織の規模の拡大に伴い、専門職員の効
率的な配置、増員が可能となり、住民サービスの質の向上につながったほか、
合併特例債などの財政支援によって財政基盤の強化が図られ、公共施設や
社会資本が整備されるなど、合併の効果があったものと認識しています。
　一方で、各市町においては、人口減少や少子高齢化など市町村を取り巻く環
境の変化に対応しながら、安定した行財政基盤の下、必要な住民サービスの
提供や地域課題の解決など基礎的自治体としての役割を果たしていくため、
行財政改革等に取り組んでいるところです。
　県においては、合併市町の現状に関する調査を実施し、成果や課題につい
て検証を行うとともに、合併市町に対し、中長期的な行財政運営や合併後に生
じた課題への助言等を行ってきたところであり、今後も合併市町の取組に対し
必要な支援を行っていきます。

ふるさと
振興部

市町村
課
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している
もの

246 



日本共産党岩手県委員会(2022年12月26日)

意見提言内容 取組状況 部局名
回答
課名

反映
区分

【第三部】
十二、今こそ住民の命とくらしを守る「地方自治の本誌」に基づく
取り組みを、個人情報を企業の金もうけに利用する「デジタル田
園都市国家構想」に反対し、マイナンバー制度の中止・見直しを
求めること。
　３、「平成の大合併」の検証を行い、住民自治の強化をめざすこ
と。
　　２） 広域合併を進めた自治体では、住民自治を強化する立場
から地域内分権を強化するなどの取り組みを進めること。地方交
付税の大幅な減額に対する特別の対策を講じるよう求めること。

　県では、地方の税財源の確保・充実について、政府予算提言・要望におい
て、地域の実情に応じた財政需要を地方財政計画に適切に反映すること、地
方交付税の総額を確保し財源調整機能等の維持・充実を図ること及び臨時財
政対策債の大量発行によらない地方財源不足の解消を図ること等を国に要望
しており、合併市町村においては支所に係る経費や面積の増に伴う費用等の
見直しが行われてきました。
　令和５年度地方財政計画では、地方一般財源総額について、交付団体ベー
スで令和４年度を0.2兆円上回る62.2兆円が確保されるとともに、地方交付税
総額は、令和４年度を0.3兆円上回る18.4兆円が確保され、臨時財政対策債
は、令和４年度から0.8兆円減の1.0兆円に抑制されたところです。
　引き続き、地域の実情に応じた財政措置が講じられるよう国に対して要望し
ていきます。

ふるさと
振興部

市町村
課

Ｂ　実現
に努力
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【第三部】
十二、今こそ住民の命とくらしを守る「地方自治の本誌」に基づく
取り組みを、個人情報を企業の金もうけに利用する「デジタル田
園都市国家構想」に反対し、マイナンバー制度の中止・見直しを
求めること。
　３、「平成の大合併」の検証を行い、住民自治の強化をめざすこ
と。
　　３） 合併せずに頑張る小規模町村への支援策を講じること。

　本県の合併市町においては、行政組織の規模の拡大に伴い、専門職員の効
率的な配置、増員が可能となり、住民サービスの質の向上につながったほか、
合併特例債などの財政支援によって財政基盤の強化が図られ、公共施設や
社会資本が整備されるなど、合併の効果があったものと認識しています。
　一方で、各市町においては、人口減少や少子高齢化など市町村を取り巻く環
境の変化に対応しながら、安定した行財政基盤の下、必要な住民サービスの
提供や地域課題の解決など基礎的自治体としての役割を果たしていくため、
行財政改革等に取り組んでいるところです。
　県においては、合併市町の現状に関する調査を実施し、成果や課題につい
て検証を行うとともに、合併市町に対し、中長期的な行財政運営や合併後に生
じた課題への助言等を行ってきたところであり、今後も合併市町の取組に対し
必要な支援を行っていきます。
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課
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【第三部】
十二、今こそ住民の命とくらしを守る「地方自治の本誌」に基づく
取り組みを、個人情報を企業の金もうけに利用する「デジタル田
園都市国家構想」に反対し、マイナンバー制度の中止・見直しを
求めること。
　４、「広域連携」「道州制」に反対し、地方財源の確保を求めるこ
と。
　　１） 地方財政の重要な柱である地方交付税の復元・増額を求
めること。

　地方公共団体が安定的な財政運営を行っていくためには、地方交付税をは
じめとする一般財源の確保が何よりも重要です。県では、これまで機会を捉え
て地方一般財源総額の確保・充実を国に対し、要望してきたところであり、今
後も強く要望していきます。

総務部 財政課 Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
十二、今こそ住民の命とくらしを守る「地方自治の本誌」に基づく
取り組みを、個人情報を企業の金もうけに利用する「デジタル田
園都市国家構想」に反対し、マイナンバー制度の中止・見直しを
求めること。
　４、「広域連携」「道州制」に反対し、地方財源の確保を求めるこ
と。
　　２） 行政サービスの縮小めざす「広域連携」「集約化」に反対
し、地方自治の変質と破壊をもたらす「道州制」に反対すること。

　道州制については、国と地方の役割分担を再構築することにより、地方分権
型の地方自治への転換や広域的課題を解決するための視点から議論される
ことには意義がありますが、住民自治や道州のガバナンスなどの観点から検
討されるべき課題も多く、今後広く議論していくことが必要と考えています。
　本県においては、東日本大震災津波への対応の中で、これまでにない主体
的かつ大規模な県内外の自治体との連携や、行政・民間等の枠を超えた連
携・協働の取組の進展が見られるなど、地域の底力が発揮され、岩手の自治
力が高まりを見せているところです。
　東日本大震災津波からの復興に最優先で取り組む本県としては、現段階で
は引き続き、住民自治や地方分権を進める中で、地域の主体性を発揮した復
興の取組を着実に積み重ねていくことが重要であると考えています。
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【第三部】
十二、今こそ住民の命とくらしを守る「地方自治の本誌」に基づく
取り組みを、個人情報を企業の金もうけに利用する「デジタル田
園都市国家構想」に反対し、マイナンバー制度の中止・見直しを
求めること。
　５、県民の安全を守る警察へ、不祥事根絶、天下りを正すこと。
　　１） 今年3月に被害者の供述調書の改ざん、5月には被害者
の供述調書の廃棄、8月には捜査書類の改ざんなど違法行為が
続出している事態を徹底的に検証し、再発防止策を公表するとと
もに厳しい処分を行うこと。

　警察職員による公文書改ざん事案等は、県民の信頼を失墜し、警察活動全
般に多大の支障を及ぼすもので、非常に重く受け止めており、幹部職員に対
する指示や教養資料を発出するなど、職員に対する公文書の重要性に関する
認識や管理の在り方について徹底を図り再発防止に取り組んでいます。
　関係職員に対する措置については、事案の内容並びに全国及び県内におけ
るこれまでの先例を踏まえて厳正に対処しています。
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　犯罪の防止については、登下校時の子どもの安全を確保するための活動を
始め、県内の犯罪情勢に即した広報啓発などの被害防止活動を強化していま
す。
　オレオレ詐欺を始めとする特殊詐欺については、警察本部内に「特殊詐欺対
策本部」を設置し、被害防止対策と検挙活動を推進しています。被害防止対策
としては、具体的には、巡回連絡や防犯講話を通じた被害防止啓発、県担当
部局等との連携によるケアマネージャー等の活動を通じたチラシ配布による啓
発活動、ぴかぽメール等を活用したタイムリーな情報発信、テレビ、ラジオ、新
聞などによる広報など、各種広報啓発活動を推進しています。
　県警察では、各種法令を適正に執行して、ＤＶ・性犯罪の取締りを強化してい
ます。
　また、性犯罪に特化したものではありませんが、一般的な各種犯罪の発生情
報を、県警ホームページの「安全・安心マップ」及びぴかぽメールの「不審者情
報」で提供しています。
  さらに、各学校等においては一般的な犯罪被害防止教室を行っていますが、
幼稚園や保育園、小学校では「いかのおすし」という子どもの防犯標語を用い
て、知らない人に声をかけられた場合の対応方法等について指導を行ってい
ます。
　交通事故防止対策については、「令和５年岩手県警察運営重点」の中に、
「安全意識を高める目立つ街頭活動及び交通指導取締りの推進」を掲げ、コン
ビニエンスストア駐車場等における目立つ街頭活動、横断歩道における安全
対策の推進、高齢運転者・歩行者双方の安全意識や遵法意識を高める参加・
体験・実践型の交通安全教育や横断歩道における歩行者保護意識の醸成を
図る各種取組、事故実態に応じた飲酒運転等の悪質・危険な違反の交通指導
取締りなど各種対策を推進します。
　交通安全施設の整備については、県民の関心も高く、地域住民等から多くの
意見・要望が寄せられており、整備に当たっては、道路環境、交通流量、交通
事故の発生等を勘案し、設置の必要性、緊急性、効果、代替措置等を総合的
に検討しています。
　引き続き、交通安全施設の新設、更新等の整備については、効果的かつ計
画的に事業を推進し、交通の安全と円滑の確保を図っていきます。
　

【第三部】
十二、今こそ住民の命とくらしを守る「地方自治の本誌」に基づく
取り組みを、個人情報を企業の金もうけに利用する「デジタル田
園都市国家構想」に反対し、マイナンバー制度の中止・見直しを
求めること。
　５、県民の安全を守る警察へ、不祥事根絶、天下りを正すこと。
　　２） 犯罪の防止・摘発、オレオレ詐欺、DV・性暴力、交通事故
等県民の安全を守る警察の取り組みを強化すること。要望の強
い交通安全施設の整備を強化すること。
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【第三部】
十二、今こそ住民の命とくらしを守る「地方自治の本誌」に基づく
取り組みを、個人情報を企業の金もうけに利用する「デジタル田
園都市国家構想」に反対し、マイナンバー制度の中止・見直しを
求めること。
　５、県民の安全を守る警察へ、不祥事根絶、天下りを正すこと。
　　３） 東日本大震災津波の行方不明者の捜索活動を、湾内を
含め引き続き強化すること。所在不明の遺骨の返還の取り組み
を進めること。

　捜索活動については、現在も月命日にこだわらず随時実施していて、令和４
年は延べ11回、154人で行っています。
　今後も行方不明者の御家族の御要望、復興工事の進捗等を踏まえて、随
時、沿岸警察署単位の捜索を実施していく方針です。
　震災身元不明者の追跡調査や意見交換会等を継続して行い、１日も早く、遺
骨を御遺族へ引き渡せるよう身元確認に努めます。

警察本
部

警備課

捜査第
一課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
十二、今こそ住民の命とくらしを守る「地方自治の本誌」に基づく
取り組みを、個人情報を企業の金もうけに利用する「デジタル田
園都市国家構想」に反対し、マイナンバー制度の中止・見直しを
求めること。
　５、県民の安全を守る警察へ、不祥事根絶、天下りを正すこと。
　　４） 捜査報償費の検証を行うこと。不正支出・裏金問題につい
て徹底的に究明し、その原因と責任を明らかにすること。

　捜査用報償費については、これまでも適正に執行されていますことから、あら
ためて検証を行うことは考えていません。
　不適切な事務処理については、平成20年11月からの調査において、約３万
4,000件の全ての契約内容を突合した上で、その全容を明らかにしたものであ
ることから、あらためて調査等を行う必要はないものと考えています。

警察本
部

会計課 Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置
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【第三部】
十二、今こそ住民の命とくらしを守る「地方自治の本誌」に基づく
取り組みを、個人情報を企業の金もうけに利用する「デジタル田
園都市国家構想」に反対し、マイナンバー制度の中止・見直しを
求めること。
　５、県民の安全を守る警察へ、不祥事根絶、天下りを正すこと。
　　５） 警察の不祥事の根絶をめざすこと。岩手医科大学元教授
の覚せい剤疑惑の捜査もみ消しと警察幹部の天下りなど関係機
関との癒着を正すこと。

　警察職員による非違事案の発生は、警察に対する県民の信頼を失墜し、警
察活動全般に多大の支障を及ぼすものであることから、県警察としては、全職
員に対し、法令遵守及び職務倫理の徹底を図るなど、非違事案防止に全力を
上げて取り組んでいます。
　岩手医科大学元教授の覚醒剤疑惑について、捜査をもみ消した事実はあり
ません。
　天下りについては定義が明確でありませんが、退職者の再就職については、
民間企業等がどのような人材を必要とし、どのような採用を行うかは、あくま
で、当該企業等の独自の裁量と努力によるところであり、再就職は、雇用主と
退職職員本人との雇用契約に基づいているものです。

警察本
部

監察課

警務課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
十二、今こそ住民の命とくらしを守る「地方自治の本誌」に基づく
取り組みを、個人情報を企業の金もうけに利用する「デジタル田
園都市国家構想」に反対し、マイナンバー制度の中止・見直しを
求めること。
　６、犯罪被害者支援条例を早急に制定すること。

　情報通信技術の普及・進展に伴い、スマートフォン等が犯罪に悪用される事
例の増加や犯罪の巧妙化などにより、誰もが犯罪に巻き込まれる可能性が高
まるなど、犯罪被害者支援により力を入れていく必要があることから、県では、
関係機関及び有識者を交えて検討を開始したところであり、より充実した被害
者等支援の在り方と併せ、犯罪被害者支援条例の制定も含め検討を進めてい
きます。

復興防
災部

消防安
全課

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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【第三部】
十二、今こそ住民の命とくらしを守る「地方自治の本誌」に基づく
取り組みを、個人情報を企業の金もうけに利用する「デジタル田
園都市国家構想」に反対し、マイナンバー制度の中止・見直しを
求めること。
　７、指定管理者制度の検証と抜本的な見直しを行うこと。
　　１） 指定管理者制度については、この間の実績・実態を検証
し、制定した公契約条例「県が締結する契約に関する条例」の立
場に立って、適正な賃金・労働条件の確保ができるよう抜本的な
見直しを行うこと。県の事業で非正規労働者の増加やワーキング
プアを生まないように賃金は時給1500円をめざすなど具体的な
対応を行うこと。

　県が締結する契約に関する条例の規定により、指定管理者に賃金及び社会
保険に関する事項を遵守させるとともに、毎年度、職員の配置などの運営体制
も含めた施設の管理運営に係る評価を行い、次期指定管理者候補者の選定
や県の対応に活かすこととしています。
　また、パートタイム・有期雇用労働法の改正に伴う待遇見直しが必要な場合
は、雇用形態を見直すとともに必要な経費を増額することとしているところで
す。
　今後も、指定管理者制度の運用に当たっては、適正な雇用・労働条件の確
保が図られるよう努めていきます。

総務部 管財課 Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
十二、今こそ住民の命とくらしを守る「地方自治の本誌」に基づく
取り組みを、個人情報を企業の金もうけに利用する「デジタル田
園都市国家構想」に反対し、マイナンバー制度の中止・見直しを
求めること。
　７、指定管理者制度の検証と抜本的な見直しを行うこと。
　　２） 指定にあたっては、専門家・関係者を含め、導入の是非を
慎重に検討し、公共性の確保と県民へのサービスが低下しない
よう具体的対策を講じること。実態が不十分で無理な指定管理に
ついては直営に戻すなどの改善を図ること。

　指定管理者制度を導入する際には、制度導入の可否について設置条例の改
正等を通じて議会に諮るとともに、指定管理者の指定に当たっても議会の議決
を得ているところです。
　また、選定に当たっては選定委員会を設置し、必要に応じて専門的な知識を
有する外部委員の意見も反映させることとしています。
　サービスの質、サービス提供の安全性や継続性についても、毎年度、運営評
価を行っており、評価結果を次年度の運営に活かすことによって、公共性の確
保と県民サービスの保持に努めているところです。
　今後とも指定管理者制度の適正な運用に努めていきます。

総務部 管財課 Ｂ　実現
に努力
している
もの
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【第三部】
十二、今こそ住民の命とくらしを守る「地方自治の本誌」に基づく
取り組みを、個人情報を企業の金もうけに利用する「デジタル田
園都市国家構想」に反対し、マイナンバー制度の中止・見直しを
求めること。
　７、措定管理者制度の検証と抜本的な見直しを行うこと。
　　３） 県立図書館については、日本図書館協会が「公立図書館
は指定管理にすべきではない」との見解を繰り返し明らかにして
おり、指定管理の是非を含めて根本的に見直しをすべきです。

　県立図書館の指定管理者制度の導入については、県民のニーズに効果的
かつ効率的に対応するために導入しています。
　今後も、モニタリングや毎年の管理運営評価等の実施により運営状況を把握
し、県民サービスの向上が図られるよう、指定管理者の効果的な運用を進めて
いきます。

教育委
員会事
務局

生涯学
習文化
財課

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
十二、今こそ住民の命とくらしを守る「地方自治の本誌」に基づく
取り組みを、個人情報を企業の金もうけに利用する「デジタル田
園都市国家構想」に反対し、マイナンバー制度の中止・見直しを
求めること。
　８、知る権利の保障、原則公開の立場で「公文書管理条例」の
制定を
　　１） 「県の情報は県民の財産」であることを明記した県の「公
文書管理条例」に基づき、公文書の積極的活用を進めること。県
公文書館の整備を行うこと。

　行政文書については、情報公開条例に基づく情報公開のほか、情報提供施
策として請求の頻度の高い入札情報等については、希望者に対して行政資料
の提供を行っているところです。また、歴史公文書については、その目録をイン
ターネットに公開するなどして県民の積極的な利用の促進に取り組んでいると
ころであり、引続き公文書の積極的活用を促進していきます。
　また、歴史公文書館の機能を有する歴史公文書の利用請求に係る窓口とし
て、盛岡地区合同庁舎１階の旧文書保存庫を「公文書センター」として位置付
け、令和４年10月１日から運用を開始しているところであり、公文書センターを
活用した歴史公文書の積極的活用を促進していきます。

総務部 総務室 Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置
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【第三部】
十二、今こそ住民の命とくらしを守る「地方自治の本誌」に基づく
取り組みを、個人情報を企業の金もうけに利用する「デジタル田
園都市国家構想」に反対し、マイナンバー制度の中止・見直しを
求めること。
　８、知る権利の保障、原則公開の立場で「公文書管理条例」の
制定を
　　２） 県の政策形成過程における「パブリックコメント」制度は、
説明会、公聴会、懇談会を開催し、県民の意見を反映するものに
改善すること。

　県では、「パブリック・コメント制度の実施に関する要綱」に基づき、県の施策
に関する基本的な計画等を立案する過程で、その計画等の案の趣旨、内容そ
の他必要な事項を県民に公表し、これらについて提出された県民の意見を十
分に考慮して意思決定を行うとともに、当該意見に対する県の考え方を公表し
ています。
　パブリック・コメントの実施に当たっては、説明会や公聴会の開催、報道機関
への発表、広報誌への掲載等を通じて、広く県民に周知した上で、多くの意見
が寄せられるよう十分な意見募集期間を確保するとともに、寄せられた意見へ
の検討を行っています。
　引き続き、パブリック・コメント制度を適切に運用し、県の政策形成過程にお
ける公正性と透明性の向上を図るとともに、県民の意見の反映に努めていき
ます。

政策企
画部

広聴広
報課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
十二、今こそ住民の命とくらしを守る「地方自治の本誌」に基づく
取り組みを、個人情報を企業の金もうけに利用する「デジタル田
園都市国家構想」に反対し、マイナンバー制度の中止・見直しを
求めること。
　８、知る権利の保障、原則公開の立場で「公文書管理条例」の
制定を
　　３） 必要な情報を積極的に公開し、県政への住民参加を広げ
るよう取り組むこと。

　情報公開の推進については、県の保有する情報は県民の共有財産であると
いう認識の下、県の諸活動を県民に説明する責務を全うし、県民による県政の
監視及び参加の充実に資するため、積極的な情報の公開に努めています。
　特に予算執行過程の透明性の確保のため一定額以上の競争入札や随意契
約の情報を行政情報（サブ）センター及びホームページで公表するほか、開示
請求の多い情報の公表に努めるなど、県民が情報を入手しやすいよう公表内
容等の充実に取り組んでいます。
　今後とも、県民とともにつくる開かれた県政が推進されるよう、地方自治の本
旨にのっとり県民の知る権利を尊重し、より一層情報公開の推進を図っていき
ます。

総務部 総務室 Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置
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【第三部】
十二、今こそ住民の命とくらしを守る「地方自治の本誌」に基づく
取り組みを、個人情報を企業の金もうけに利用する「デジタル田
園都市国家構想」に反対し、マイナンバー制度の中止・見直しを
求めること。
　８、知る権利の保障、原則公開の立場で「公文書管理条例」の
制定を
　　４） 各種審議会の委員はできるだけ兼任を減らし、女性、青年
の登用、公募制の活用をはかること。

　審議会等への県民の参画を推進するため、「審議会等の設置・運営に関する
指針」（平成12年２月策定）を定め、委員の選任に当たっては、法令等による充
て職以外は広く適任者を求め、原則として同一部局内において同一人による
複数の委員兼任は避けること、また、同一人が委員を兼任できる審議会等の
数は原則として４機関とすることとしています。
　さらに、女性委員や若手委員について目標値を設定し、積極的に登用するこ
ととしているほか、専門的知識の必要性など委員に求められる要件を検討の
上、委員の一部を公募により選任するよう努めています。
　引き続き、幅広い視点から適任者を登用するよう取り組んでいきます。

総務部 行政経
営推進
課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
十二、今こそ住民の命とくらしを守る「地方自治の本誌」に基づく
取り組みを、個人情報を企業の金もうけに利用する「デジタル田
園都市国家構想」に反対し、マイナンバー制度の中止・見直しを
求めること。
　９、地方労働委員会の労働者側委員の任命に当たっては、｢連
合｣独占をやめ、労働組合の構成比率を反映したものにするこ
と。

　岩手県労働委員会の委員については、労働組合法に定める任命手続きに即
して、労働組合から推薦のあった方の中から、適任と認められる方を総合的に
判断し、選任、任命しています。

商工労
働観光
部

定住推
進・雇用
労働室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
十二、今こそ住民の命とくらしを守る「地方自治の本誌」に基づく
取り組みを、個人情報を企業の金もうけに利用する「デジタル田
園都市国家構想」に反対し、マイナンバー制度の中止・見直しを
求めること。
　10、県の広域振興局のあり方については、この間の取り組みを
検証し市町村の意見と要望、県職員の声と創意を大事にして検
討すること。産業振興はもとより、保健・福祉・教育・農林漁業な
ど広域行政の取り組みが円滑に進められるようにすること。

　広域振興局の在り方については、広域振興局体制整備の考え方や県議会
からの附帯意見（平成21年９月）等を踏まえて、効果を検証しながら所要の改
善に努めることとしています。
　また、市町村との情報共有、意見交換等の場を積極的に設けるなど、連携を
強化しており、それぞれの役割を十分に果たしつつ、共に課題解決に取り組む
ことができるよう努めているほか、広域振興局の職員が、総合力・機動力を発
揮し、広域的な取組を進めることができるよう、職員向け研修会の開催や広域
振興局独自の事業立案に取り組んでいるところです。
　各分野において広域行政の取組が円滑に進められるよう、局長のリーダー
シップの下、広域振興局全体で情報共有を図りながら、一体的に取り組んでい
きます。

ふるさと
振興部

地域振
興室

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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【第三部】
十二、今こそ住民の命とくらしを守る「地方自治の本誌」に基づく
取り組みを、個人情報を企業の金もうけに利用する「デジタル田
園都市国家構想」に反対し、マイナンバー制度の中止・見直しを
求めること。
　11、県職員の超過勤務の改善を図り、サービス残業を根絶する
こと。労働時間の把握をタイムカードやパソコン等で厳格に、客観
的に把握すること。正規職員の増員を図ること。会計年度任用職
員の賃金を時給１５００円以上にするなど待遇改善を図ること。

　職員の勤務時間については、知事部局においては平成31年４月から勤務時
間管理システムに出退勤時間を記録し、管理職員が各職員の勤務時間を把
握するための補助的手段として活用しているところですが、令和４年１月から
超過勤務を含む実勤務時間と出退勤時間との乖離時間を表示し、その内容を
確認、超過勤務を適正化等させることによって、より効果的な勤務時間の把握
に資することとしています。また、必要に応じて行わせた超過勤務に対しては、
その実績に応じて適正に手当を支給しています。（A）
　震災以降、復旧・復興業務等に対応するため、再任用職員の採用や、全国
知事会等を通じた応援職員の継続的な派遣要請を行うこと等によって必要な
職員数を確保してきており、引き続き、多様な方策による人員確保に取り組ん
でいきます。（B）
　地方公務員の給与は、地方公務員法に定める均衡の原則に基づき、民間の
水準との均衡を図りつつ、給料表とこれを補完する諸手当から成る給与体系
が法定されており、全体として適正な水準を確保しています。県の常勤職員の
給与水準については、人事委員会勧告に基づき、ボーナスも含め、県内民間
給与に準じて改定している中で、会計年度任用職員は、常勤職員との均衡を
考慮して報酬水準を決定しています。今後も、地方公務員法に定める給与決
定の諸原則にのっとり、人事委員会勧告を最大限尊重しながら、会計年度任
用職員の適切な勤務条件を設定していきます。（B）

総務部 人事課 Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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　県では、不妊治療と仕事の両立支援のため、有給の特別休暇として「出生サ
ポート休暇」を令和４年１月に創設したところです。その中で、遠隔地に通院す
る場合の付与日数について国を上回る措置とする等、職員の通院実態に配慮
しています。

総務部 人事課 Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

　県では、「いわて子育てにやさしい企業等」認証制度の認証基準に「不妊治
療と仕事の両立」の支援について盛り込んでおり、また、これまで企業に対し
て、国が作成した「仕事と不妊治療を両立しやすい職場環境づくりを進めるた
めのリーフレット」を、保健所が行う企業訪問などの際に配布するなど、企業に
対する不妊治療の理解促進に努めているところです。
　今後も、企業向けセミナーや職員による企業訪問等を通じ、不妊治療に関す
る現状の理解促進や企業認証制度の普及に努めていきます。

保健福
祉部

子ども
子育て
支援室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
十三、女性と青年の声が生かされる県政を
　１、男女平等の取り組みを強め、以下の点で実効ある対策を推
進すること。
　　１） 男女の賃金格差・昇進昇格差別・年金格差、採用差別な
ど、働く女性への差別をなくす対策を進めること。パートや派遣な
ど非正規労働者の権利を守り、均等待遇と正規雇用化を進める
こと。

　県では、男女雇用機会均等法やパートタイム・有期雇用労働法等、均等待遇
等に関する関係法令や正規雇用への転換等に取り組む事業主に対する国の
助成制度等について、県ホームぺージ等により周知・啓発を図っているほか、
岩手労働局と連携して、非正規労働者の正社員転換や待遇改善について関
係団体に対し要請を行っているところです。
　また、労働問題を抱えた方が労働相談を利用しやすく、円滑に解決につなげ
ることができるよう、県内の相談窓口や無料電話相談先などについて、各種媒
体を通じて周知を図っているところです。

商工労
働観光
部

定住推
進・雇用
労働室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
十二、今こそ住民の命とくらしを守る「地方自治の本誌」に基づく
取り組みを、個人情報を企業の金もうけに利用する「デジタル田
園都市国家構想」に反対し、マイナンバー制度の中止・見直しを
求めること。
　12、仕事と不妊治療の両立支援のため、有給の「不妊治療休
暇」（出生サポート休暇）を創設し、県内市町村及び事業所にも広
げること。
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【第三部】
十三、女性と青年の声が生かされる県政を
　１、男女平等の取り組みを強め、以下の点で実効ある対策を推
進すること。
　　２） 妊娠・出産への不利益取り扱いをやめさせ、解雇、退職勧
奨を根絶すること。

　妊娠・出産・産休・育休などを理由とする解雇などの不利益取扱いをすること
は、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法で禁止されており、県ではホー
ムページ等により事業主へ周知・啓発を行っているほか、岩手労働局雇用環
境・均等室の相談窓口についても周知をしているところです。
　また、問題を抱えた方が県に対し相談された場合には、速やかに岩手労働
局につなぐなど、迅速丁寧な対応に努めているところであり、今後もこうした取
組を継続していきます。

商工労
働観光
部

定住推
進・雇用
労働室

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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　所得税法の改正等については、国における議論等を注視していきたいと考え
ています。

商工労
働観光
部

商工企
画室

Ｃ　当面
は実現
できな
いもの

   本県の農業就業人口に占める女性の割合は約５割となっており、農業経営
の重要な役割を担っています。
　このため、県では、家族の役割分担を明確化する家族経営協定の締結を促
進するとともに、女性がアイディアや能力を発揮できるよう、各種研修会の開
催、ネットワーク化やグループ活動の支援を行っているところであり、今後もこ
うした取組を継続していきます。

農林水
産部

農業普
及技術
課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
十三、女性と青年の声が生かされる県政を
　１、男女平等の取り組みを強め、以下の点で実効ある対策を推
進すること。
　　４） 子どもの医療費助成の対象を高校卒業まで拡充し現物給
付化すること。待機児童を解消する認可保育所の増設・整備し、
育児・介護休業制度の拡充など、働く男女がともに家族責任を果
せる社会をめざすこと。

【健康国保課】
　現物給付の対象拡大については、これまで全県一律で、県と市町村が足並
みを揃えて導入を図ってきた経緯を踏まえ、令和５年度に県内全市町村で対
象年齢が18歳まで拡大されることを機に、現物給付の対象を令和５年８月に、
現在の中学生までから高校生等（18歳到達年度末）まで拡大することとしてい
ます。

【子ども子育て支援室】
　子ども・子育て支援新制度では、各市町村において、需要と供給に基づいた
「子ども・子育て支援事業計画」を策定し、計画的な認可保育所等の整備を推
進しています。
　県では、保育所等の施設整備に対する財政支援（令和５年度一般会計当初
予算　2,502千円）により、引き続き、待機児童の解消に向けて、市町村と一体
となって、取り組んでいきます。

保健福
祉部

健康国
保課

子ども
子育て
支援室

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
十三、女性と青年の声が生かされる県政を
　１、男女平等の取り組みを強め、以下の点で実効ある対策を推
進すること。
　　３） 所得税法56条の廃止など自営業・農業女性の労働を正当
に評価し、支援すること。
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【第三部】
十三、女性と青年の声が生かされる県政を
　１、男女平等の取り組みを強め、以下の点で実効ある対策を推
進すること。
　　５） 夫婦間暴力などの実態を調査し、県の婦人相談室の機能
と体制の強化をはかり、一時保護施設の整備など、ＤＶ防止法に
基づく実効ある措置を実施すること。

　県では、令和３年度に実施した「男女が共に支える社会に関する意識調査」
においてＤＶに関する認知度などの調査を行ったところであり、その調査結果
を踏まえ、今後も、暴力の防止に向けた教育・啓発を促進するとともに、相談
員研修会の開催や被害者の安全確保、自立支援のための各種制度の周知、
警察や児童相談所等関係機関との連携により、ＤＶ被害者の支援の充実等に
取り組んでいきます。

保健福
祉部

子ども
子育て
支援室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
十三、女性と青年の声が生かされる県政を
　１、男女平等の取り組みを強め、以下の点で実効ある対策を推
進すること。
　　６） 選択的夫婦別姓制度の導入、非嫡出子の相続差別廃止
など早急に民法の改正を求めること。

　選択的夫婦別姓制度は、男女共同参画社会の実現に向けて重要な事項で
あることから、広く丁寧に議論され、困難に直面している人たちの問題が解消
されるべきと考えています。
　また、非嫡出子の差別廃止については、国の動向を注視していきます。

環境生
活部

若者女
性協働
推進室

Ｓ　その
他

【第三部】
十三、女性と青年の声が生かされる県政を
　１、男女平等の取り組みを強め、以下の点で実効ある対策を推
進すること。
　　７） ひとり親家庭、シングルマザーへの経済的支援を拡充す
ること。生活保護基準以下の世帯には生活保護受給を進めるこ
と。

　ひとり親家庭のうち、児童扶養手当受給世帯等の低所得世帯に対しては、新
型コロナウイルス感染症の影響を受けて損害を受けた
低所得のひとり親世帯を見舞う観点から、令和３年度、子育て世帯生活支援
特別給付金が創設され、令和５年１月末現在、9,146世帯に支給を行ったところ
です。
　また、ひとり親家庭の多様なニーズに対応した包括的な相談支援を行うた
め、ひとり親家庭等応援サポートセンターを設置し、関係機関等によるネット
ワークの構築に取り組んでおり、ネットワークによる相談支援の連携実施を通
じて、経済的支援など必要な支援につなげていきます。
　生活保護については、ホームページなどで制度の周知を図っているところで
あり、引き続き、制度の周知に努めます。
　また、県内各福祉事務所において、民生委員や関係機関などと連携して、生
活に困窮している方の把握に努めており、引き続き、適切な窓口対応に取り組
みます。

保健福
祉部

子ども
子育て
支援室

地域福
祉課

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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　県では、令和２年度に策定した「次世代育成支援及び女性活躍推進のため
の特定事業主行動計画」において、令和７年度までに、総括課長級以上の管
理職に占める女性職員の割合を15％とする目標値を設定しているところであ
り、引き続き、女性職員の積極的登用へ向けて、研修等の取組を進めていきま
す。
　審議会等への県民の参画を推進するため、「審議会等の設置・運営に関する
指針」（平成12年２月策定）を定め、幅広い視点から適任者を登用するよう努め
ています。
　委員の選任に当たっては、法令等による充て職以外は広く適任者を求め、原
則として同一部局内において同一人による複数の委員兼任は避けること、ま
た、同一人が委員を兼任できる審議会等の数は原則として４機関とすることと
しています。
　また、女性委員や若手委員について目標値を設定し、積極的な登用に努め
ています。
　引き続き、委員の改選等の際に女性委員や若手委員の登用が図られるよ
う、取り組んでいきます。

総務部 人事課

行政経
営推進
課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

　女性の参画の推進に向けて、県では、岩手県男女共同参画プランにおいて
「審議会等委員に占める女性の割合」や「県職員管理職（総括課長級以上）に
占める女性の割合」など指標を定めて取り組んでいるところです。
　県の審議会等委員に占める女性の割合については、令和３年度末時点で
39.9％と向上したところであり、引き続き、関係団体や業界における管理職など
女性人材の育成などを各部局を通じて働きかけていきます。また、充て職の見
直しや公募制の導入など、女性委員の積極的な登用を促していきます。
　また、青年の登用についても推進していきます。

環境生
活部

若者女
性協働
推進室

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
十三、女性と青年の声が生かされる県政を
　１、男女平等の取り組みを強め、以下の点で実効ある対策を推
進すること。
　　８） 県の女性幹部職員の積極的登用を進めるとともに、各種
審議会には3割以上の女性の参画を、青年の登用も推進するこ
と。

262 



日本共産党岩手県委員会(2022年12月26日)

意見提言内容 取組状況 部局名
回答
課名

反映
区分

【第三部】
十三、女性と青年の声が生かされる県政を
　２、青年が人間らしく働き、くらし、学べる社会をめざす総合的な
青年対策を実施すること。
　　１） 若者を使い捨てにするブラック企業・ブラックバイトの実態
を調査し、是正させること。ブラック企業規制法の制定を求めるこ
と。最低賃金を時給１５００円に、全国一律の制度にして若者が
普通に暮らせる社会に。青年の雇用確保と高校生・学生の就職
支援を強化し、とりわけ県内就職率を85％に引き上げる取り組み
を強化すること。

　若者の使い捨てが疑われる企業への対策として、国では、「労働条件相談
ほっとライン」の開設による相談対応や、賃金、労働時間等の労働条件に関す
るポータルサイト「確かめよう　労働条件」の開設、企業に対する重点監督等を
実施しています。
　県では、広域振興局等に労働相談窓口を設置しているほか、労働委員会に
おいてフリーダイヤル「労働相談なんでもダイヤル」を設置し、岩手労働局と緊
密な連携を図りつつ労働相談に対応しており、違法な労働時間等に関する相
談については岩手労働局に伝えるなど、事態の改善につなげています。
　今後も、「いわて働き方改革推進運動」の展開、企業等を対象とするセミナー
等の開催等を通じ、長時間労働の是正や働き方の見直しについて働きかけて
いきます。
　また、青年の雇用確保と高校生・学生の就職支援については、大学等におけ
る企業紹介キャラバンや各地域で高校生と若手社員等の交流事業等を実施し
ているほか、令和４年度は、就職活動前の大学生等向けの県内企業の魅力等
を伝える授業や、進学希望等の高校生向けの県内の大学・企業が出展する合
同説明会を開催したところです。
　今後も、いわてで働こう推進協議会を核として、若者の県内就職や県内定着
の促進に取り組んでいきます。
〔令和５年度一般会計当初予算措置〕
（企業向けセミナー実施）いわて働き方改革加速化推進事業費（8,222千円）、
各種労働講座開設費（1,425千円）
（若者等の県内就業促進）いわて就業促進事業費（133,044千円）、いわてで働
こう推進協議会管理運営費（551千円）
（次ページへ続く）

商工労
働観光
部

定住推
進・雇用
労働室

Ｂ　実現
に努力
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（前ページからの続き） 【最低賃金について】
　地域別最低賃金は、毎年、中央最低賃金審議会から示された引上げ額の目
安を参考にしながら、都道府県労働局が地域の実情を踏まえ、地方最低賃金
審議会の調査・審議を経て決定しなければならないとされています。
　最低賃金も含めた地域の賃金水準が上がっていくためには、地域における
各企業が生産性を高め、収益力を向上させることが重要であることから、県
は、いわて県民計画（2019～2028）において、中小企業者が行う経営力の強化
や生産性の向上、新たな事業活動などの取組の促進を盛り込み、商工指導団
体や産業支援機関と連携の下、中小企業者の収益力の向上を支援していきま
す。
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【第三部】
十三、女性と青年の声が生かされる県政を
　２、青年が人間らしく働き、くらし、学べる社会をめざす総合的な
青年対策を実施すること。
　　２） 高校の授業料無償化を復活させること。私立高校への私
学就学支援金は全国並みに県独自の加算を行うこと。県立大学
の授業料の値上げは行わず、授業料免除・減額の対策を拡充す
ること。給付制奨学金を創設すること。

（私立学校）
　高校の授業料無償化については、私立学校に通う生徒に対しては、国の就
学支援金のほか、不慮の災害や家計の急変により就学が困難になった生徒
への授業料減免や生活保護世帯に対する入学金減免を実施しており、これら
の制度により、低所得世帯等への教育費の負担軽減を図っています。
　また、授業料以外の教育費への支援策である奨学のための給付金について
は、平成27年度以降、毎年度増額されるなど、支援策の拡充が着実に図られ
てきています。
　さらに、令和２年度からの私立学校等に通う年収590万円未満世帯の生徒の
授業料の実質無償化の実現に合わせ、一部世帯を対象として県単の上乗せ
補助を行い、家庭の教育費負担の一層の軽減を図っているところです。
　県としては、今後も引き続き、実質的な教育費負担の軽減に向けた支援に努
めるとともに、国に対し、支援策の充実等について要望していきます。
（大学）
　県立大学の授業料については、国立大学の授業料標準額に準拠して県立大
学が検討、決定しています。
　授業料の免除について、令和２年度から実施されている国の新制度では、住
民税非課税世帯やこれに準ずる世帯の学生が減免の対象とされていますが、
県立大学では独自に対象を拡大して授業料減免を実施しています。
　また、給付制奨学金について、県立大学では、大学独自の無利子型奨学金
である学業奨励金の支給を実施していますが、国においても、令和２年度から
給付型奨学金の給付額及び給付対象を大幅に拡充したところであり、国にお
ける奨学金制度の動向を注視していくこととしています。
　県としては、県立大学に対し経営努力を促しつつ、引き続き、県立大学の取
組状況を見ながら必要な助言を行っていきます。

ふるさと
振興部

学事振
興課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

　高校授業料の無償化については、全国一律の取り扱いとして、高等学校等
就学支援金制度が施行されており、国に対しては、所得基準等の制度見直し
について要望を行っています。今後も、国の動向を踏まえながら、国に対して
要望を行うなど、生徒の就学に支障が生じないよう努めていきます。

教育委
員会事
務局

教育企
画室

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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【第三部】
十三、女性と青年の声が生かされる県政を
　２、青年が人間らしく働き、くらし、学べる社会をめざす総合的な
青年対策を実施すること。
　　３） 青年の定住をめざし、若者が入居できる県営住宅の活
用、若者定住住宅の整備を進め、空き家活用とリフォーム助成、
家賃補助などの対策を進めること。

　県営住宅の活用については、令和３年度から「県営住宅活用促進モデル事
業」を創設し、Wｉ－Fｉ環境を整備した県営住宅を若者（18歳から39歳まで）に低
廉な家賃で貸し出し、若者の住宅支援・地元への定着を図るとともに、入居者
には、地域活動への参加を条件とすることで、地域の活性化を促進することと
しています。
　また、県では、若者・移住者空き家住まい支援事業により、若者や移住者が
空き家を取得・改修する場合に、経費の一部を補助することで若者の定住に
支援をしています。また、収入等の要件により、若者が県営住宅に入居するこ
とができます。

県土整
備部

建築住
宅課

Ｂ　実現
に努力
している
もの
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　県では、若年無業者やひきこもり、不登校など社会生活を円滑に営む上で困
難を有する子ども・若者に対し、関係機関等が連携し、それぞれの専門性を生
かした支援を効果的かつ円滑に実施するため、「岩手県子ども・若者自立支援
ネットワーク会議」を設置し、情報交換や研修会の開催、相談窓口を設ける等
の取組を行っています。
　また、若年無業者の社会的自立に向けて、「いわて若者ステップアップ支援
事業」により、他者と円滑にコミュニケーションがとれるようにするための集団
活動や交流活動、訪問支援活動、就労支援等を実施しています。

環境生
活部

若者女
性協働
推進室

Ｂ　実現
に努力
している
もの

　県では、平成30年度に、全県を対象とした「地域住民の社会参加活動に関す
る実態調査」を実施し、平成31年２月に調査結果を公表しました。
　調査結果を踏まえ、県ひきこもり支援センターが行う相談対応や当事者の居
場所づくり、家族教室、支援者向け研修会等の取組の強化につなげていきま
す。
　また、調査結果は市町村や社会福祉協議会等に情報提供しており、市町村
等におけるひきこもり支援に活かしていただいているほか、ひきこもりを支援し
ている民間団体への支援を含め、関係団体等と連携し、新たな対応策につい
ても検討していきます。

保健福
祉部

障がい
保健福
祉課

Ｂ　実現
に努力
している
もの

【第三部】
十三、女性と青年の声が生かされる県政を
　２、青年が人間らしく働き、くらし、学べる社会をめざす総合的な
青年対策を実施すること。
　　５） 18歳選挙権に向けて、憲法と教育基本法、子どもの権利
条約に基づく主権者教育を進めること。

　主権者教育については、政治参加の重要性や選挙の意義等を深く理解さ
せ、政治への参加意識を醸成していくことが重要であることから、小・中・義務
教育学校の社会科や高校の公民科の授業、選挙管理委員会と連携して実施
する「明るい選挙啓発授業」などを通して、児童生徒の発達段階に応じて、計
画的かつ継続的に取り組んでいきます。
　また、高校生が有権者としての権利を適切に行使できるよう配慮していきま
す。

教育委
員会事
務局

学校教
育室

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置

【第三部】
十三、女性と青年の声が生かされる県政を
　２、青年が人間らしく働き、くらし、学べる社会をめざす総合的な
青年対策を実施すること。
　　４） 青年の引きこもりの実態を調査するとともに、相談、居場
所の設置、就労支援などの取り組みを強化すること。就労を目的
にすることなくＮＰＯや民間団体の取り組みを支援し、多様な段階
的支援を強化すること。
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【第三部】
十四、憲法・平和・くらしを破壊する大軍拡と大増税を許さず、核
兵器禁止条約の署名･批准を求めること。オスプレイの低空飛行
訓練に反対し､憲法9条を守る非核平和の県政推進を
　１、岸田政権が進める憲法・平和・くらしを破壊する軍事費2倍
化の大軍拡大増税に反対すること。憲法9条に基づく外交で戦争
の心配のない東アジアの実現をめざすこと。

　令和４年12月県議会定例会の一般質問において、次のとおり知事がお答え
しております。
　「一国の防衛の在り方を予算倍増という規模で変更するのは、他の国々から
見れば、重大な現状変更であり、国際的な緊張を高め、歯止めの利かない軍
拡競争に陥り、果ては、不測の事態から全面戦争が始まるという、誰も望んで
いない結果を招きうるものであります。我が国の防衛の在り方については、防
衛費倍増ありきのような極端な議論ではなく、国際情勢や近隣諸国との軍事
バランスを調査・分析しながら、慎重な議論が進められるべきであります。」

総務部 総務室 Ｓ　その
他

【第三部】
十四、憲法・平和・くらしを破壊する大軍拡と大増税を許さず、核
兵器禁止条約の署名･批准を求めること。オスプレイの低空飛行
訓練に反対し､憲法9条を守る非核平和の県政推進を
　２、憲法違反の戦争法（安保法制）の廃止を求めること。戦争法
に基づく米艦防護や米艦への給油活動の中止を求めること。中
東への自衛隊の海外派兵の中止を求めること。

　安全保障関連法の廃止については、国において国民的な議論を十分行った
上で、国民総意の下、法にのっとって手続されるべきものと認識しています。

総務部 総務室 Ｓ　その
他

【第三部】
十四、憲法・平和・くらしを破壊する大軍拡と大増税を許さず、核
兵器禁止条約の署名･批准を求めること。オスプレイの低空飛行
訓練に反対し､憲法9条を守る非核平和の県政推進を
　３、オスプレイの低空飛行訓練の中止を求めること。オスプレイ
やＦ16戦闘機が参加する日米共同訓練の中止を求めること。

　オスプレイをはじめとする米軍機の低空飛行訓練については、全国知事会を
通じ、訓練ルートや訓練が行われる時期について、速やかかつ確実な事前情
報提供を必ず行い、関係自治体や地域住民の不安を払拭した上で実施される
よう要請しています。
　今後も引き続き、県民に対する十分な説明と飛行内容の明示等について、必
要に応じ要請を行っていきます。

復興防
災部

防災課 Ｓ　その
他
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【第三部】
十四、憲法・平和・くらしを破壊する大軍拡と大増税を許さず、核
兵器禁止条約の署名･批准を求めること。オスプレイの低空飛行
訓練に反対し､憲法9条を守る非核平和の県政推進を
　４、人権と個人情報保護に反する自衛隊への青年の名簿等の
提供は中止すること。海外派兵を進めている自衛隊への高校生
の入隊・就職については慎重に対応すること。

　自衛官の募集に関する事務については、自衛隊法により、県、市町村等の
地方公共団体の法定受託事務と定められており、同法施行令に、防衛大臣は
市町村長に対し、自衛官募集に関し必要な資料の提出を求めることができると
規定されています。
  市町村においては、個人情報保護条例に基づき、個人情報の提供を制限し
ていますが、法令に定めがあるときは、提供できる旨を規定しており、法令及
び条例に基づき、情報提供を行っているところです。
　なお、高校生の入隊等については、本人の意思を尊重して行われるべきもの
と認識しています。

復興防
災部

防災課 Ｓ　その
他

【第三部】
十四、憲法・平和・くらしを破壊する大軍拡と大増税を許さず、核
兵器禁止条約の署名･批准を求めること。オスプレイの低空飛行
訓練に反対し､憲法9条を守る非核平和の県政推進を
　５、全国知事会が提言し、岩手県議会も意見書を採択している
「日米地位協定の見直し」を国に強く求めること。

　全国知事会として、毎年度の国への要望の中で、日米地位協定の抜本的な
見直しを行うよう要望しています。
　また、平成30年７月には、米軍基地負担に関する提言を取りまとめ、日米地
位協定を抜本的に見直し、航空法や環境法令などの国内法を原則として米軍
にも適用させることなど、全国知事会として国に対し要請活動を行っています。

総務部 総務室 Ｓ　その
他

【第三部】
十四、憲法・平和・くらしを破壊する大軍拡と大増税を許さず、核
兵器禁止条約の署名･批准を求めること。オスプレイの低空飛行
訓練に反対し､憲法9条を守る非核平和の県政推進を
　６、沖縄県民の審判を無視する、辺野古への米軍新基地建設
に反対すること。

　米軍普天間飛行場の沖縄県名護市辺野古移設に関しては、本県としてコメ
ントする立場にありません。

総務部 総務室 Ｓ　その
他
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【第三部】
十四、憲法・平和・くらしを破壊する大軍拡と大増税を許さず、核
兵器禁止条約の署名･批准を求めること。オスプレイの低空飛行
訓練に反対し､憲法9条を守る非核平和の県政推進を
　７、｢核兵器廃絶平和宣言｣(98年6月県議会)に基づいて、県とし
て非核平和の行政を推進すること。

　平和は人類普遍の願いであり、我が国は平和憲法の下にいわゆる非核三原
則を国是として国の平和と安全の確保に努めています。県としても、非核三原
則を国是とする我が国の平和と安全の確保の趣旨を踏まえ、様々な機会を捉
えて核兵器の廃絶と恒久平和への願いを内外に表明してきており、今後も継
続してこのような取組を行っていきたいと考えています。また、世界平和に関す
る取組は、世界各国と協調しながら取り組むべき課題であり、「唯一の被爆国」
として我が国が核兵器廃絶のための積極的な取組を行うことを願っています。

総務部 総務室 Ｓ　その
他

【第三部】
十四、憲法・平和・くらしを破壊する大軍拡と大増税を許さず、核
兵器禁止条約の署名･批准を求めること。オスプレイの低空飛行
訓練に反対し､憲法9条を守る非核平和の県政推進を
　８、侵略戦争の犠牲者の実態を調査、記録し、県民の戦争体験
の継承に取り組むこと。戦争のない世界と日本を展望した国連憲
章、憲法９条をはじめとした憲法の意義と内容を学び、啓蒙する
取り組みを行うこと。

　県では、先の大戦の岩手県戦後処理史の一部を、昭和46年11月に「援護の
記録」としてまとめ、恒久平和に役立てられるよう、県の援護の参考としたり、
戦没者関連の資料として情報提供するなど活用しています。平和は人類普遍
の願いであり、我が国は平和憲法の下に国の平和と安全の確保に努めていま
す。県としても、我が国の平和と安全の確保の趣旨を踏まえ、県のホームペー
ジ等を活用し、様々な機会を捉え、核兵器の廃絶と恒久平和への願いを内外
に表明してきており、今後も継続してこのような取組を行っていきたいと考えて
います。

総務部 総務室 Ｓ　その
他

【第三部】
十四、憲法・平和・くらしを破壊する大軍拡と大増税を許さず、核
兵器禁止条約の署名･批准を求めること。オスプレイの低空飛行
訓練に反対し､憲法9条を守る非核平和の県政推進を
　９、憲法を敵視し、侵略戦争を美化する「歴史教科書」など、侵
略戦争を美化する動きを、芽のうちに摘み取る草の根の取り組
みを広げること。

　歴史的分野の「昭和初期から第二次世界大戦の終結まで」の学習において
は、「我が国が多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大な損害を
与えたこと、各地への空襲、沖縄戦、広島・長崎への原子爆弾の投下など、我
が国の国民が多くの戦禍を受けたことなどから、大戦が人類全体に惨禍を及
ぼしたことを理解させる」ことをねらいとしており、県教育委員会では、学習指
導要領の趣旨に基づいて教科用図書の調査を行うとともに、各学校において
適切に歴史学習が進められるよう指導しています。

教育委
員会事
務局

学校教
育室

Ａ　提言
の趣旨
に沿っ
て措置
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